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１．11 制御室の居住性等に関する手順等 

次頁以降の記載内容のうち、  の記載事項は、変更前（令和

２年７月 29 日許可）からの変更箇所を示す。 

また、  の記載事項は、前回提出からの変更箇所を示す。 
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1.11.1 概要  

1.11.1.1 居住性を確保するための措置  

( 1 )  制御室の換気を確保するための措置  

a.  代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の換

気を確保するための手順  

中央制御室送風機の機能喪失，制御建屋の換気ダクトの

破損又は全交流電源喪失により制御建屋中央制御室換気設

備の機能喪失が発生した場合には，代替中央制御室送風

機，制御建屋の可搬型ダクトによる中央制御室の換気を確

保するための手順に着手する。  

本手順では，代替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型

ダクトの敷設による換気経路の構築並びに制御建屋の可搬

型電源ケーブル，制御建屋の可搬型分電盤及び制御建屋可

搬型発電機の設置を，実施責任者等の要員９人，建屋対策

班の班員８人の合計 17人にて，事象発生後４時間以内に実

施する。  

また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認した場合には事象発生後４時間 30分以内に実施

する。  

b.  代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を

確保するための手順  

制御室送風機の機能喪失，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の換気ダクトの破損又は全交流電源喪失により使用済燃料

3003



 
 

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪失が発生した場

合には，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型ダクトによる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に着手す

る。  

本手順では，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設による換気経路の構

築並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電

源ケーブル，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の設置を，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の

班員４人の合計 13人にて，事象発生後 22時間 30分以内に実

施する。  

 

( 2 )  制御室の照明を確保する措置  

a.  中央制御室の代替照明設備による中央制御室の照明を

確保するための手順  

中央制御室の照明が機能喪失した場合には，可搬型照明

（ＳＡ）による中央制御室の照明を確保するための手順に

着手する。  

本手順では，可搬型照明（ＳＡ）の運搬及び設置を実施

責任者が常駐する中央安全監視室は建屋外対応班長を除く

実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10

人にて，事象発生後１時間 10分以内に実施する。また，事
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故対処に早期にあたる必要のある建屋を管理する第３ブロ

ック及び第４ブロックは建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて，事

象発生後２時間以内に実施する。残りの全ての箇所は建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員４人の合計 12人にて，事象発生後３時間 10分以内に実

施する。  

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の代替

照明設備による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の照明を確保するための手順  

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が

機能喪失した場合には，可搬型照明（ＳＡ）による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明を確保する

ための手順に着手する。  

本手順では，可搬型照明（ＳＡ）の運搬及び設置を建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員４人の合計 12 人にて，事象発生後 22 時間 30 分以内

に実施する。  

 

( 3 )  制御室の酸素濃度等測定に関する措置  

a.  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定のための手

順  

代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気運転中の場合又は共通電源車からの受電による制御
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建屋中央制御室換気設備の再循環運転中の場合には，中

央制御室内の居住性確認のため，酸素濃度及び二酸化炭

素濃度の測定の手順に着手する。  

本手順では，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素

濃度計による測定を，建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて，

実施責任者が中央制御室内の居住性確認のため酸素濃度

及び二酸化炭素濃度の測定を必要と判断してから，約 10

分以内に実施する。  

b.  中央制御室の窒素酸化物の濃度測定のための手順  

  再処理施設内で火災又は爆発，若しくは，化学物質の

漏えいにより窒素酸化物を含む有毒ガスの発生（以下，

「窒素酸化物の発生」という）が予測された場合には，

中央制御室内の居住性確認のため，窒素酸化物濃度の測

定の手順に着手する。  

  本手順では，可搬型窒素酸化物濃度計による測定を，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対

策班の班員２人の合計 10人にて，窒素酸化物の発生が予

測され，実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判

断してから，約 10分以内に実施する。  

c.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及

び二酸化炭素の濃度測定のための手順  

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備によ

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気
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運転中の場合又は共通電源車からの受電による使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転中の場

合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

内の居住性確認のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の

測定の手順に着手する。  

  本手順では，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素

濃度計による測定を，建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて，

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の居住性確認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃度

の測定を必要と判断してから，約 10分以内に実施する。  

d.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物の濃度測定のための手順  

再処理施設内で火災又は爆発，若しくは，化学物質の

漏えいにより窒素酸化物の発生が予測された場合には，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住

性確認のため，窒素酸化物濃度の測定の手順に着手す

る。  

  本手順では，可搬型窒素酸化物濃度計による測定を，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対

策班の班員２人の合計 10人にて，窒素酸化物の発生が予

測され，実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判

断してから，約 10分以内に実施する。  

( 4 )  制御室の放射線計測に関する措置  
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a.  中央制御室の放射線計測の手順  

  主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で

放射性物質の放出が予測される場合には，中央制御室内

の居住性確認のため，放射線計測の手順に着手する。  

本手順では，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）による放射線計測を，建屋外対

応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班

員２人の合計 10人にて，主排気筒モニタが機能喪失し，

かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測され，実

施責任者が放射線計測を必要と判断してから，約 15分以

内に実施する。  

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線

計測の手順  

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で

放射性物質の放出が予測される場合には，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確認のた

め，放射線計測の手順に着手する。  

本手順では，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）による放射線計測を，建屋外対

応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班

員２人の合計 10人にて，主排気筒モニタが機能喪失して

おり，かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測さ
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れ，実施責任者が放射線計測を必要と判断してから，約

15分以内に実施する。  
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1.11.1.2 制御室への汚染の持ち込みを防止するための措置  

( 1 )  中央制御室の出入管理区画の設置及び運用手順  

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体制移

行を必要と判断した場合には，中央制御室への汚染の持ち

込みを防止するため，中央制御室の出入管理区画の設置及

び運用の手順に着手する。  

本手順では，出入管理区画設置用の資機材の搬出，可搬

型代替照明の設置，床及び壁の養生，除染エリアの設置等

を，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員６人の合計 14人にて，重大事故等の対処を実

施するための体制移行後，線量計貸出及び初動対応要員の

着装補助が完了する約 30分後から設置を開始して，重大事

故等の対処を実施するための体制移行後１時間 30分以内に

実施する。  

( 2 )  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理

区画の設置及び運用手順  

実施責任者が重大事故等の対処を実施するため使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操作を必要と判

断した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室への汚染の持ち込みを防止するため，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理区画の設置及

び運用の手順に着手する。  

本手順では，出入管理区画設置用の資機材の搬出，可搬

型代替照明の設置，床及び壁の養生，除染エリアの設置等
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を，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員２人の合計 10人にて，実施責任者が重大事故

等の対処を実施するため使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室での操作を必要と判断してから約１時間以内

に実施する。  

 

1.11.1.3 通信連絡設備及び情報把握計装設備の設置に関す     

る措置  

( 1 )  制御室の代替通信連絡設備の設置に関する措置  

a.  中央制御室の代替通信連絡設備の設置の手順  

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，

重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，代替通信連絡設備の設置の手順に着手す

る。  

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，

「 1.14 通信連絡に関する手順等」にて整備する。  

 

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の代替

通信連絡設備の設置の手順  

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，

重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，代替通信連絡設備の設置の手順に着手す

る。  

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，
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「 1.14 通信連絡に関する手順等」にて整備する。  

( 2 )  制御室の情報把握計装設備の設置に関する措置  

a.  中央制御室の情報把握計装設備の設置の手順  

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処す

る建屋の代替計測制御設備のパラメータを収集及び表示

するため，可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置

の設置の手順に着手する。  

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細

は，「 1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。  

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の情報

把握計装設備設置の手順  

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処す

る建屋の代替計測制御設備のパラメータを収集及び表示

するため，可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置

の設置の手順に着手する。  

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細

は，「 1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。  

 

1.11.1.4 自主対策に関する措置  

  重大事故等の対処を確実に実施するためフォールトツリー

分析を行った上で，対策の抽出を行った結果，内的事象によ

り全交流動力電源が喪失した場合の制御室の換気確保対策と
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して自主対策設備及び手順を以下のとおり整備する。  

また，大気中に放射性よう素の浮遊が予測される場合の中

央制御室の居住性確保対策として自主対策設備及び手順，並

びに建屋対策班等が対処にあたる場合の防護具の着装手順に

ついて整備する。  

なお，以下の対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に

係る要員に加えて，対策を実施するための要員を確保可能な

場合に着手を行うこととしているため，重大事故等対処設備

を用いた対処に悪影響を及ぼすことはない。  

 

( 1 )  制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御

室の換気の確保  

a.  設備  

代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気の確保の実施後に，制御建屋中央制御室換気設備に

損傷が確認されなかった場合には，制御建屋中央制御室

換気設備による換気の確保のため，制御建屋に共通電源

車を接続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央

制御室換気設備を起動し，中央制御室の換気を確保する

ための手順に着手する。  

b.  手順  

共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気

設備を起動し，中央制御室の換気を確保する手順は以下

のとおり。  
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共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホ

ースを敷設し，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンクと共通電源車を接続する。  

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケー

ブルを敷設し，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線と共通電

源車を接続する。  

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車及び中央制御

室送風機を起動する。  

本手順では，共通電源車からの受電により中央制御室

送風機の起動を実施責任者等 18人，建屋対策班の班員 14

人の合計 32人にて，実施責任者が作業開始を判断してか

ら，１時間 45分以内で実施する。  

 

( 2 )  非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中

央制御室の換気の確保  

a.  設備  

  代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気の確保の実施後に，制御建屋中央制御室換気設備に

損傷が確認されなかった場合には，制御建屋中央制御室

換気設備による換気の確保のため，非常用電源建屋に共

通電源車を接続し，共通電源車からの受電により制御建

屋中央制御室換気設備を起動し，中央制御室の換気を確

保するための手順に着手する。  

b.  手順  
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共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気設

備を起動し，中央制御室の換気を確保する手順は以下のと

おり。  

共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホー

スを敷設し，第２非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵タン

クと共通電源車を接続する。  

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケーブ

ルを敷設し，非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線と共

通電源車を接続する。  

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車を起動し，制御

建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の受電確認後，中央制御室送風

機を起動する。  

本手順では，共通電源車からの受電により制御建屋中央

制御室換気設備の起動を実施責任者等 19人，建屋対策班の

班員 18人の合計 37人にて，実施責任者が作業開始を判断し

てから１時間 45分以内で実施する。  

( 3 )  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの

受電による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気の確保  

a.  設備  

  代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備によ

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気

の確保の実施後に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備に損傷が確認されなかった場合には，使用済燃
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料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による換気の確保の

ため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続

し，共通電源車からの受電により使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備を起動し，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に

着手する。  

b.  手順  

共通電源車からの受電により使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気を確保する手順は以下のとおり。  

共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホー

スを敷設し，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所又

は第 1非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと共通

電源車を接続する。  

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケーブ

ルを敷設し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 6.9ｋＶ非常用

母線と共通電源車を接続する。  

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車を起動し，制御

室送風機を起動する。  

本手順は，共通電源車からの受電により使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の起動を実施責任者等 16人，

建屋対策班の班員 22人の合計 38人にて，実施責任者が作業

開始を判断してから１時間 30分以内で実施する。  
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( 4 )  可搬型よう素フィルタの設置のための手順  

a.  設備  

大気中に放射性よう素の有意な値の検出がされる場合に

は，中央制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，

制御建屋中央制御室換気設備の給気口に可搬型よう素フィ

ルタを設置するための手順に着手する。  

b.  手順  

制御建屋中央制御室換気設備に可搬型よう素フィルタを

設置する手順は以下のとおり。  

中央制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，可

搬型よう素フィルタを給気口に接続する。  

本手順では，制御建屋中央制御室換気設備への可搬型よ

う素フィルタの設置を制御建屋対策班２人にて，実施責

任者が作業開始を判断してから約 30分以内で対応可能で

ある。  

 

( 5 )  防護具の着装の手順等  

a.  手順  

対処にあたる現場環境において，第 1.11－１  表に記載

の対処の阻害要因の発生が予測される場合，各対処の阻害

要因に適合する防護具を選定し，着装する。  

また ,中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にて，制御室の放射線計測に関する措置の対

応手順にて実施する放射線計測にて，2.6μＳｖ／ｈを上
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回る場合においても，防護具を選定し，着装する。  

本手順は，防護具の着装を放射線対応班３人にて，実施

責任者が作業開始を判断してから約１時間 30分以内で対応

可能である。  

【補足説明資料： 1.11-6】  
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（12／15） 

 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対処設備及び資機材を整備しており，この対処設備及

び資機材を活用した手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保 

【着手判断】 

中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御建屋の換

気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が

機能喪失している場合又は外部電源が喪失し，第２非常

用ディーゼル発電機を運転できない場合，手順に着手す

る。 

【代替中央制御室送風機による起動】 

 制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に設置し，制御

建屋可搬型発電機と代替中央制御室送風機を制御建屋

の可搬型分電盤を介して制御建屋の可搬型電源ケーブ

ルにより接続する。 

制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御室送風機か

ら中央制御室まで敷設する。 

制御建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御

室送風機を起動する。 

 手順の成否は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機が正常に起動し，中央制御室内の酸素濃度が

19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
換

気
の
確
保 

【着手判断】 

制御室送風機が機能喪失若しくは使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合又

は外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機を運

転できない場合，手順に着手する。 

【代替制御室送風機による起動】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機と代替制御室

送風機を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤を介して使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブルにより接続する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室まで敷設する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を起動し，その後代替制御室送風機を起動する。 

手順の成否は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機が正常に起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素

濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下で

あることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
照
明
の

確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制

御室の照明が使用できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所から中央制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室で操

作可能な照明を確保できていることにより確認する。 

 

 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
照
明
の
確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保

管場所から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保できていることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気してい

る場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央

制御室換気設備の再循環運転中の場合，手順に着手す

る。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定

する。 

中央制御室の酸素濃度が 19％を下回る場合又は二酸

化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，予備機への切替

運転や外気の取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，中央制御室の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 

 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物を含む有毒ガスの発生が

予測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内の窒

素酸化物の濃度を測定する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場

合には，外気の取入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，中央制御室の窒素酸化物濃度が活動に支障のない範

囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸
素
及
び

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車

からの受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の再循環運転中の場合，手順に着手する。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸

素濃度が 19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が

1.0％を上回る場合には，予備機への切替運転や外気の

取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活

動に支障のない範囲であることにより確認する。 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物を含む有毒ガスの発生が

予測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の窒素酸化物の濃度を

測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，外気の取

入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射性物質を測定

する。 

中央制御室の放射性物質の測定結果が2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，防護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，中央制御室

の実効線量が活動に支障のない範囲であることにより

確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放

射性物質の測定結果が 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合に

は，防護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動

に支障のない範囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」

という。）設置場所の照明が確保されていない場合，可

搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画において使用する資機材（以下「出入管

理区画用資機材」という。）を準備・移動・設置し，床・

壁等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

出入管理区画設置場所の照明が確保されていない場

合，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材を準備・移動・設置し，床・壁

等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

換
気
の
確
保 

制御建屋中央制御室換気設備の機能喪失が発生した

場合には，中央制御室の換気を確保するための措置の対

応手順に従い，代替中央制御室送風機により，中央制御

室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪

失が発生した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替制御室送風機により，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する。 

これらの対応手段の他に系統の健全性を確認し，対処

に必要となる要員が確保できた場合には，自主対策設備

を用いた対応を選択することができる。 

 

照
明
の
確
保 

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代

替照明を設置し，照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照

明が使用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止する。 

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断した場合には，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近に出入管理区画を設置

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。また， 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に

運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，制御建屋可搬型発電機又は

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

用いて代替中央制御室送風機又は代替制御室送風機等

へ給電する。 

燃
料
給
油 

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，第

５－１表（10／15）「電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

代替中央制御室送風機による中

央制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

４時間 

以内 
26時間 

制御建屋対策班

の班員 
８人 

代替制御室送風機による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

22時間 30分 

以内 
163時間 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（中央制御室内の中央安全監視

室） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第３ブロック及び第４ブロッ

ク） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

２時間 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第１ブロック，第２ブロッ

ク，第５ブロック及び第６ブロ

ック） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

３時間 10分

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
４人 

可搬型代替照明による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22時間 30分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

中央制御室の酸素及び二酸化炭

素の濃度測定 

実施責任者等 

の要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 
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第６表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

中央制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の出入管理区画の設

置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 30分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
６人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の通信連絡設備の設

置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備

の設置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

中央制御室の情報把握計装設備

の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の情報把握計装

設備の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（12／15） 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対処設備及び資機材を整備しており，この対処設備及

び資機材を活用した手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保 

【着手判断】 

中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御建屋の換

気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が

機能喪失している場合又は外部電源が喪失し，第２非常

用ディーゼル発電機を運転できない場合，手順に着手す

る。 

【代替中央制御室送風機による起動】 

 制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に設置し，制御

建屋可搬型発電機と代替中央制御室送風機を制御建屋

の可搬型分電盤を介して制御建屋の可搬型電源ケーブ

ルにより接続する。 

制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御室送風機か

ら中央制御室まで敷設する。 

制御建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御

室送風機を起動する。 

 手順の成否は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機が正常に起動し，中央制御室内の酸素濃度が

19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
換

気
の
確
保 

【着手判断】 

制御室送風機が機能喪失若しくは使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合又

は外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機を運

転できない場合，手順に着手する。 

【代替制御室送風機による起動】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機と代替制御室

送風機を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤を介して使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブルにより接続する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室まで敷設する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を起動し，その後代替制御室送風機を起動する。 

手順の成否は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機が正常に起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素

濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下で

あることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
照
明
の

確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制

御室の照明が使用できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所から中央制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室で操

作可能な照明を確保できていることにより確認する。 

 

 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
照
明
の
確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保

管場所から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保できていることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気してい

る場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央

制御室換気設備の再循環運転中の場合，手順に着手す

る。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定

する。 

中央制御室の酸素濃度が 19％を下回る場合又は二酸

化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，予備機への切替

運転や外気の取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，中央制御室の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 

 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物を含む有毒ガスの発生が

予測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内の窒

素酸化物の濃度を測定する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場

合には，外気の取入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，中央制御室の窒素酸化物濃度が活動に支障のない範

囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸
素
及
び

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車

からの受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の再循環運転中の場合，手順に着手する。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸

素濃度が 19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が

1.0％を上回る場合には，予備機への切替運転や外気の

取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活

動に支障のない範囲であることにより確認する。 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物を含む有毒ガスの発生が

予測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の窒素酸化物の濃度を

測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，外気の取

入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射性物質を測定

する。 

中央制御室の放射性物質の測定結果が2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，防護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，中央制御室

の実効線量が活動に支障のない範囲であることにより

確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放

射性物質の測定結果が 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合に

は，防護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動

に支障のない範囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」

という。）設置場所の照明が確保されていない場合，可

搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画において使用する資機材（以下「出入管

理区画用資機材」という。）を準備・移動・設置し，床・

壁等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

出入管理区画設置場所の照明が確保されていない場

合，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材を準備・移動・設置し，床・壁

等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

換
気
の
確
保 

制御建屋中央制御室換気設備の機能喪失が発生した

場合には，中央制御室の換気を確保するための措置の対

応手順に従い，代替中央制御室送風機により，中央制御

室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪

失が発生した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替制御室送風機により，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する。 

これらの対応手段の他に系統の健全性を確認し，対処

に必要となる要員が確保できた場合には，自主対策設備

を用いた対応を選択することができる。 

 

照
明
の
確
保 

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代

替照明を設置し，照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照

明が使用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止する。 

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断した場合には，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近に出入管理区画を設置

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

また，重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備

する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，制御建屋可搬型発電機又は

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

用いて代替中央制御室送風機又は代替制御室送風機等

へ給電する。 

燃
料
給
油 

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，第

５－１表（10／15）「電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 
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第 5－２表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14) 

 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

代替中央制御室送風機による中

央制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

４時間 

以内 
26時間 

制御建屋対策班

の班員 
８人 

代替制御室送風機による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

22時間 30分 

以内 
163時間 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（中央制御室内の中央安全監視

室） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第３ブロック及び第４ブロッ

ク） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

２時間 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第１ブロック，第２ブロッ

ク，第５ブロック及び第６ブロ

ック） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

３時間 10分

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
４人 

可搬型代替照明による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22時間 30分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

中央制御室の酸素及び二酸化炭

素の濃度測定 

実施責任者等 

の要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

中央制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の出入管理区画の設

置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 30分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
６人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の通信連絡設備の設

置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備

の設置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

中央制御室の情報把握計装設備

の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の情報把握計装

設備の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等  

【要求事項】  

再処理事業者において、制御室に関し、重大事故が発生し

た場合においても運転員がとどまるために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。  

【解釈】  

１  「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置（制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマスク及

びボンベ等により対応する場合）又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。  

a) 重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等

により、運転員がとどまるために必要な手順等を整備する

こと。  

b) 制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替電源設備か

らの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備す

ること。  

重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な対処設備及び資機材を整備して

おり，ここでは，この対処設備及び資機材を活用した手順等

について説明する。  
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1.11.2 対応手段と設備の選定  

( 1 )  対応手段と設備の選定の考え方  

重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が

制御室にとどまるためには，制御室の居住性を確保及び汚

染の持ち込みを防止する必要がある。  

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び資機材※ １を用いた対応手段を選定する。  

※ 1 資機材：防護具（全面マスク及び半面マスク等）及び

出入管理区画用資機材については，資機材で

あるため重大事故等対処設備としない。  

外部電源が喪失した場合には，その機能を代替するため

の機能，相互関係を明確にした上で，想定する故障に対応

できる対応手段及び重大事故等対処施設を選定する。ま

た，重大事故等に対処するために必要な情報を把握する設

備及び通信連絡を行うための設備についても同様に選定す

る（第 10－１図～第 10－ 4図）。  

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準だけでなく，事業指定基準規則第四十四条及び技術基準

規則第四十八条の要求機能を満足する設備が網羅されてい

ることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確

にする。  

【補足説明資料： 1.11-2】  

( 2 )  対応手段と設備の選定の結果  

フォールトツリー分析の結果，制御室の居住性に影響を
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及ぼすおそれのある要因として，制御室の換気設備及び照

明設備の機能喪失を想定する。  

制御室の換気設備及び照明設備の機能喪失時の代替機能

を有するように重大事故等対処施設を選定するとともに，

汚染の持ち込み防止の対応手段を選定する。  

重大事故等の発生の起因となる安全機能の喪失の要因に

応じて対処に有効な設備を使用することとし，内的事象に

よる安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を

伴わない重大事故等の発生時に対処する重大事故等対処設

備を選定する。  

また，共通電源車からの給電による換気の確保の対処を

行うものについては，全てのプラント状況において使用す

ることが困難であるが，個別機器の故障に対しては有効な

手段であることから，自主対策設備として選定する。  

なお，中央制御室を内包する制御建屋は，事故対処にあ

たる建屋対策班のための防護具等資機材を配備しているこ

とから，自主対策の手順として防護具の着装の手順を整備

する。  

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から

選定した対応手段及び技術的能力審査基準，事業指定基準

規則第四十四条及び技術基準規則第四十八条からの要求に

より選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等

対処施設，自主対策設備及び資機材を以下に示す（第 10－

１表，第 10－２表）。  
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a.  重大事故等が発生した場合においても実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な対応手段及び設備  

(a)  中央制御室  

ア . 対応手段  

重大事故等が発生した場合において，実施組織要

員が中央制御室にとどまるため，代替制御建屋中央

制御室換気設備による中央制御室の換気の確保，中

央制御室代替照明設備による中央制御室の照明の確

保，中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定，

中央制御室の窒素酸化物の濃度測定，中央制御室の

放射線計測，中央制御室の出入管理区画の設置及び

運用，中央制御室の代替通信連絡設備の設置及び中

央制御室の情報把握計装設備の設置のための手段が

ある。  

 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が

中央制御室にとどまるための設備は以下のとおり。  

・  代替中央制御室送風機  

・  制御建屋の可搬型ダクト  

・  制御建屋可搬型発電機  

・  制御建屋の可搬型分電盤  

・  制御建屋の可搬型電源ケーブル  

・  軽油貯槽  
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・  軽油用タンクローリ  

・  中央制御室送風機  

・  制御建屋の換気ダクト  

・  制御建屋安全系監視制御盤  

・  非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

・  制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・  制御建屋の 460Ｖ非常用母線  

・  可搬型代替照明  

・  中央制御室遮蔽  

・  可搬型酸素濃度計  

・  可搬型二酸化炭素濃度計  

・  可搬型窒素酸化物濃度計  

・  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）  

・  アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）  

・  可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）  

・  可搬型通話装置  

・  可搬型衛星電話（屋内用）  

・  可搬型衛星電話（屋外用）  

・  可搬型トランシーバ（屋内用）  

・  可搬型トランシーバ（屋外用）  

・  制御建屋可搬型情報収集装置  

・  制御建屋可搬型情報表示装置  

・  非常用照明  

・  共通電源車  
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・  第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・  燃料供給ポンプ  

・  燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・  可搬型燃料供給ホース  

・  可搬型電源ケーブル  

・  可搬型よう素フィルタ  

 

(b)  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室  

ア . 対応手段  

重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるため，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換

気の確保，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備による使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の照明の確保，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸化

炭素の濃度測定，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の窒素酸化物の濃度測定，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計測，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出

入管理区画の設置及び運用，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の代替通信連絡設備の設

置，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
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の情報把握計装設備の設置のための手段がある。  

 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどま

るための設備は以下のとおり。  

・  代替制御室送風機  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤  

・  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケ

ーブル  

・  軽油貯槽  

・  軽油用タンクローリ  

・  制御室送風機  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 460Ｖ非常用母線  

・  可搬型代替照明  

・  制御室遮蔽  

・  可搬型酸素濃度計  

・  可搬型二酸化炭素濃度計  

・  可搬型窒素酸化物濃度計  

・  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）  
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・  アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）  

・  可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）  

・  可搬型衛星電話（屋内用）  

・  可搬型衛星電話（屋外用）  

・  可搬型トランシーバ（屋内用）  

・  可搬型トランシーバ（屋外用）  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置  

・  非常用照明  

・  共通電源車  

・  第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク  

・  燃料供給ポンプ  

・  燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・  可搬型燃料供給ホース  

・  可搬型電源ケーブル  

 

b.  重大事故等対処設備及び自主対策設備  

(a)  中央制御室  

中央制御室にとどまるために必要な設備として，代替

中央制御室送風機，制御建屋の可搬型ダクト，制御建屋

可搬型発電機，制御建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可

搬型電源ケーブル，軽油貯槽，軽油用タンクローリ，中

央制御室送風機，制御建屋の換気ダクト，制御建屋安全

系監視制御盤，非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母
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線，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の 460Ｖ非

常用母線，可搬型代替照明，中央制御室遮蔽，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計，可搬型窒素酸化物

濃度計，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を重大事故等対処施設とする。  

中央制御室の通信連絡設備及び情報把握計装設備のう

ち，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋外用），可搬型情報収集

装置，及び可搬型情報表示装置を重大事故等対処施設と

する。  

以上の重大事故等対処施設により，重大事故等が発生

した場合においても中央制御室に実施組織要員がとどま

ることができるため，以下の設備は自主対策設備と位置

付ける。併せてその理由を示す。  

なお，防護具（全面マスク及び半面マスク等）及び出

入管理区画用資機材については，資機材であるため重大

事故等対処設備とはしない。  

 

・  非常用照明  

上記の非常用照明は，基準地震動による地震力に対し

て十分な耐震性を有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段として有効である。  
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・  共通電源車，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケ

ーブル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブ

ル  

上記の共通電源車及び可搬型電源ケーブルは，全交

流動力電源喪失時に制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機及び非常用照明に給電可能である。ま

た，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル

及び可搬型燃料供給ホースは，設計基準事故に対処す

るための設備であり重大事故等が発生した場合の機能

を担保できないが，共通電源車に給油可能である。  

共通電源車，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油

貯蔵タンク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源

ケーブル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケー

ブルは，設計基準事故に対処するための設備と接続す

ることから，重大事故等が発生した場合の機能を担保

できないが，接続先の設備が健全である場合は，全交

流動力電源喪失時に，制御建屋中央制御室換気設備の

中央制御室送風機に給電し，中央制御室の換気を確保

するための手段として有効である。  

 

・  可搬型よう素フィルタ  

3054



 
 

 上記の可搬型よう素フィルタを考慮せずとも中央制

御室にとどまる実施組織要員の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えないが，可搬型よう素フィルタは，

制御建屋中央制御室換気設備が大気中に放射性よう素

の有意な値が検出された場合に，実施組織要員に対す

る実効線量をより低減できることから中央制御室の居

住性を確保するための手段として有効である。  

 

(b)  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとど

まるために必要な設備のうち，代替制御室送風機，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル，

軽油貯槽，軽油用タンクローリ，制御室送風機，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の 460Ｖ非常用母線，可搬型代替照明，制御室遮

蔽，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計，可搬

型窒素酸化物濃度計，ガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及

び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を重大事故等対処施設
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とする。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の通信

連絡設備及び情報把握計装設備のうち，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用），使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置を重大事故等対

処施設とする。  

以上の重大事故等対処施設により，重大事故等が発生

した場合においても使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に実施組織要員がとどまることができるた

め，以下の設備は自主対策設備と位置付ける。併せてそ

の理由を示す。  

なお，防護具（全面マスク及び半面マスク等）及び出

入管理区画用資機材については，資機材であるため重大

事故等対処設備とはしない。  

 

・  非常用照明  

上記の非常用照明は，基準地震動による地震力に対し

て十分な耐震性を有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段として有効である。  

 

・  共通電源車，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブ
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ル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブル  

     上記の共通電源車及び可搬型電源ケーブルは，全交流

動力電源喪失時に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機及び非常用照明に給電可能であ

る。また，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，

燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，可搬

型燃料供給ホースは，設計基準事故に対処するための設

備であり重大事故等が発生した場合の機能を担保できな

いが，共通電源車に給油可能である。  

共通電源車，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，

可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブルは，設計

基準事故に対処するための設備と接続することから，重

大事故等が発生した場合の機能を担保できないが，接続

先の設備が健全である場合は，全交流動力電源喪失時

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御

室送風機に給電し使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気を確保するための手段として有効であ

る。  

 

c.  手順等  

「重大事故等が発生した場合においても実施組織要員

が制御室にとどまるために必要な対応手段及び設備」に

より選定した対応手段に係る手順を整備する。  
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これらの手順は，重大事故等発生時における実施組織

要員による一連の対応として，中央制御室に関わるもの

は「制御建屋重大事故等発生対応手順書」に，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に関わるものは

「使用済燃料受入れ・貯蔵建屋重大事故等発生対応手順

書」にそれぞれ定める（第 10－３表）。  
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1.11.3 重大事故等時の手順等  

1.11.3.1 居住性を確保するための手順等  

(１ )  制御室の換気を確保するための措置の対応手順  

ａ．代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保  

    中央制御室送風機の機能喪失，制御建屋の換気ダクト

の破損又は全交流動力電源喪失により制御建屋中央制御

室換気設備の機能が喪失したと実施責任者が判断してか

ら，実施組織要員が中央制御室にとどまるために，代替

中央制御室送風機，制御建屋の可搬型分電盤 , 制御建屋

の可搬型電源ケーブル及び制御建屋可搬型発電機の設置

並びに制御建屋の可搬型ダクトの敷設により換気経路を

構築し，代替中央制御室送風機による換気運転を行い，

中央制御室の換気を確保する。  

    地震により制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失

したと実施責任者が判断した場合には，現場環境確認を

行った後に対処を開始する。  

    また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認し，実施責任者が必要と判断した場合は，事

前の対応作業として，制御建屋可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確

認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。  

    制御建屋可搬型発電機へ燃料を供給する手順の詳細

は，「８ . 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  
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( a )  手順着手の判断基準  

  中央制御室送風機が機能喪失又は制御建屋の換気ダクトの

損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が機能喪失，若し

くは，外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機を運

転できないと実施責任者が判断した場合（第 10－４表）  

 ( b )  操作手順  

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の手

順の概要は以下のとおり。各手順の成功は，代替中央制御室

送風機が起動し，中央制御室内の酸素濃度が 19％以上，か

つ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であることより確認する。手

順の概要を第 10－５図，タイムチャートを第 10－６図及び第

10－７図，制御建屋の代替中央制御室送風機換気概要図を第

10－８図に示す。  

①  実施責任者は，中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御

建屋の換気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気

設備が機能喪失していると判断又は地震により外部電源が

喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が起動できないと判

断してから，建屋対策班に現場環境確認の実施を指示す

る。  

②  制御建屋対策班は，現場環境確認を実施し，確認結果を実

施責任者に報告する。  

③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処に用いる制

御建屋の可搬型ダクト及び制御建屋の可搬型電源ケーブル

の敷設ルートを判断する。  
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④  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班に

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保のた

めの準備を指示する。  

⑤  建屋対策班は，制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に設

置する。  

⑥  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機と代替中央制御室送

風機を，制御建屋の可搬型分電盤を介して制御建屋の可搬

型電源ケーブルにて接続する。  

また，降灰により制御建屋可搬型発電機が機能喪失するお

それがある場合には，建屋対策班は制御建屋可搬型発電機

を制御建屋内に配置する。  

⑦  建屋対策班は，制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御室

送風機から中央制御室まで敷設する。  

⑧  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制御室

送風機の起動準備作業完了を実施責任者に報告する。  

⑨  実施責任者は，作業完了を確認後に建屋対策班に制御建屋

可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御室送風機の起

動を指示する。  

⑩  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制御室

送風機を起動し，起動確認後，実施責任者に報告する。  

⑪  実施責任者は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制御室

送風機の状態監視並びに中央制御室内の酸素濃度が 19％以

上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であることを確認

することにより，代替中央制御室送風機による中央制御室
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の換気の確保が出来ていることを判断する。  

 ( c )  操作の成立性  

    上記の代替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル及び制御建屋可搬型

発電機の設置並びに制御建屋の可搬型ダクトの敷設によ

る換気経路の構築及び運転は，実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員８人の合計 17人にて作業を実施し

た場合，中央制御室送風機の停止から中央制御室の二酸

化炭素濃度が 1.0％に達する約 26時間（第 10－５表）に対

し，事象発生後，４時間以内で対応可能である。  

    地震による制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失

した場合における現場環境確認は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員６人の合計 15人にて作業を実施

した場合， 50分以内で対応可能であり，現場環境確認及

び代替中央制御室送風機等設置による換気経路の構築及

び運転の全ての作業を実施責任者等の要員９人，建屋対

策班の班員８人の合計 17人にて作業を実施した場合，事

象発生後，４時間以内で対応可能である。  

    また，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

の制御建屋可搬型発電機の屋内への運搬は，実施責任者

等の要員９人，建屋対策班の班員４人の合計 13人にて作

業を実施した場合，１時間 30分以内で実施可能である。

制御建屋可搬型発電機の屋内への運搬及び代替中央制御

室送風機等設置による換気経路の構築及び運転の全ての
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作業を実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員８人

の合計 17人にて作業を実施した場合，事象発生後，４時

間 30分以内で対応可能であることから，重大事故等の対

処への影響を与えることなく作業が可能である。  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク

及び半面マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。さらに，実施組織要員の作

業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量率

の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等

の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動

ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッド

ライトを配備する。  

【補足説明資料： 1.11-12】  

 

ｂ．代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保  

    制御室送風機の機能喪失，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の換気ダクトの破損又は全交流動力電源喪失により使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能が喪失
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したと実施責任者が判断してから，実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるた

めに，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型分電盤 , 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型電源ケーブル及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機の設置並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設により

換気経路を構築し，代替制御室送風機による換気運転を

行い，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気を確保する。  

    地震による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の機能が喪失したと実施責任者が判断した場合には，

現場環境確認を行った後に対処を開始する。  

    また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認し，実施責任者が必要と判断した場合は，事

前の対応作業として，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。  

    なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機へ燃料を供給する手順の詳細は，「８ . 電源の確保に

関する手順等」にて整備する。  

 

 ( a )  手順着手の判断基準  
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制御室送風機が機能喪失又は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備が機能喪失，若しくは，外部電源が喪失し，第

１非常用ディーゼル発電機を運転できないと実施責任者が判

断した場合（第 10－４表）  

 ( b )  操作手順  

代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保の手順の概要は以下のとおり。各

手順の成功は，代替制御室送風機が起動し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃度が 19％以上，か

つ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であることより確認する。手

順の概要を第 10－９図，タイムチャートを第 10－６図及び第

10－７図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の代替制御室送風機

換気概要図を第 10－ 10図に示す。  

①  実施責任者は，制御室送風機が機能喪失又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失，若しく

は，地震により外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼ

ル発電機が起動できないと判断してから，建屋対策班に

現場環境確認の実施を指示する。  

②  建屋対策班は，現場環境確認を実施し，確認結果を実施

責任者に報告する。  

③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト並
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びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源

ケーブルの敷設ルートを判断する。  

④  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班

に代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気の確保のための準備を指示す

る。  

⑤  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型分電盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置す

る。  

⑥  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機と代替制御室送風機を，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤を介して使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルにて接続

する。  

また，降灰により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機が機能喪失するおそれがある場合には，

建屋対策班は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に配置する。  

⑦  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトを代替制御室送風機から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室まで敷設する。  

⑧  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機の起動準備作業完了を

実施責任者に報告する。  
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⑨  実施責任者は，作業完了を確認後に建屋対策班に使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を起動し，

その後代替制御室送風機の起動を指示する。  

⑩  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機を起動し，起動確認

後，実施責任者に報告する。  

⑪  実施責任者は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機の状態監視並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃度

が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とを確認することにより，代替制御室送風機による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気の確保

が出来ていることを判断する。  

 ( c )  操作の成立性  

  上記の代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型分電盤 , 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル及び使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機の設置並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設による換気経路の構築及び

運転は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員４人の

合計 13人にて作業を実施した場合，制御室送風機の停止から

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の二酸化炭素

濃度が 1.0％に達する約 163時間（第 10－５表）に対し，事象

発生後 22時間 30分以内で対応可能である。  
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  地震による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能が喪失した場合における現場環境確認は，実施責任者等

の要員９人，建屋対策班の班員６人の合計 15人にて作業を実

施した場合， 50分で対応可能であり，現場環境確認及び代替

制御室送風機等設置による換気経路の構築及び運転の全ての

作業を実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員６人の合

計 15人にて作業を実施した場合，作業着手後 22時間 30分以内

で対応可能である。  

  また，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合の使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の屋内への

運搬は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員６人の

合計 15人にて作業を実施した場合，１時間 30分以内で実施可

能である。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機の屋内への運搬及び代替制御室送風機等設置による換気経

路の構築及び運転の全ての作業を実施責任者等の要員９人，

建屋対策班の班員６人の合計 15人にて作業を実施した場合，

作業着手後 22時間 30分以内で対応可能であることから，重大

事故等の対処への影響を与えることなく作業が可能である。  

  重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半面

マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお
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いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行

うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬

及び移動ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘ

ッドライトを配備する。  

【補足説明資料： 1.11-12】  

 

(２ )  制御室の照明を確保する措置の対応手順  

ａ．可搬型代替照明による中央制御室の照明の確保  

  非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制御室の

照明が使用できないと実施責任者が判断してから，中央制御

室に可搬型代替照明を設置し，照明を確保する。なお，設置

に当たっては，中央制御室内の中央安全監視室，精製建屋の

蒸発乾固が発生する可能性のある約 10時間後までに事故対処

を実施する準備のための実施組織要員の参集箇所となる第３

ブロック及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の蒸発乾固

が発生する可能性のある約 18時間後までに事故対処を実施す

る準備のための実施組織要員の参集箇所となる第４ブロック

を優先して設置する。  

中央制御室内のその他の実施組織要員の参集箇所となる第

１ブロック，第２ブロック，第５ブロック及び第６ブロック

は，上記の箇所への設置完了後に順次実施する。  

 ( a )  手順着手の判断基準  
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非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制御室の

照明が使用できないと実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）  

( b )  操作手順  

全交流動力電源喪失時の可搬型代替照明の設置手順の概要

は以下のとおり。各手順の成功は，可搬型代替照明の点灯に

より確認する。タイムチャートを第 10－６図及び第 10－７図

に，可搬型代替照明の配置概要図を第 10－ 11図及び第 10－ 12

図にそれぞれ示す。  

【補足説明資料： 1.11-4】  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の照明を確保するため，可搬型代替照明の点

灯確認及び可搬型代替照明の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所か

ら中央制御室内に運搬及び設置し，中央制御室の照明を確

保する。  

③  実施責任者は，中央制御室内の可搬型代替照明の点灯を確

認し，可搬型代替照明の状態監視を行うことにより，可搬

型代替照明による中央制御室の照明の確保が出来ているこ

とを判断する。  

( c )  操作の成立性  

   上記の可搬型代替照明の運搬及び設置は，事象発生後，中

央制御室内の中央安全監視室において，各班長が集まり図

面や手順書等を確認し，対処を検討することから，最優先
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に実施する。また，精製建屋の蒸発乾固が発生する可能性

のある約 10時間後までに事故対処を実施する準備のための

第３ブロック及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の蒸

発乾固が発生する可能性のある約 18時間後までに事故対処

を実施する準備のための第４ブロックを，他ブロックに優

先して実施する。  

   中央制御室内の中央安全監視室，第３ブロック及び第４ブ

ロックは，事象発生後，中央制御室の非常用照明が消灯す

る２時間後までに可搬型代替照明の設置を実施するため，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策

班の班員２人の合計 10人にて作業を実施した場合，中央制

御室内の中央安全監視室は事象発生後１時間 10分以内，第

３ブロック及び第４ブロックは，事象発生後２時間以内で

それぞれ対応可能である。  

   第１ブロック，第２ブロック，第５ブロック及び第６ブロ

ックについては，先行して配置した可搬型代替照明からの

薄明かりによって照らされている状態である。また，可搬

型代替照明設置まで事故対策検討は，中央制御室内の中央

安全監視室にて実施すること及び当該ブロックの管理建屋

のうち，最も事象発生が早い前処理建屋の水素爆発が起こ

る約 73時間以内で十分な照明を確保する必要があることか

ら，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員４人の合計 12人にて作業を実施した場合，事

象発生後３時間 10分以内で対応可能である。  
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   なお，実施組織要員は，全交流動力電源の喪失による照明

の消灯から可搬型代替照明の設置が完了するまでの間，Ｌ

ＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトにより中央制御

室内の照明を確保するため，中央制御室内の作業に支障を

生じるおそれはない。  

   重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半

面マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安

に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時にお

いては，確実に運搬及び移動ができるように，ＬＥＤハン

ドライト及びＬＥＤヘッドライトを配備する。  

3072



 
 

ｂ．可搬型代替照明による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の照明の確保  

   非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用できないと

実施責任者が判断してから，可搬型代替照明を設置し，照

明を確保する。  

 ( a )  手順着手の判断基準  

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用できない

と実施責任者が判断した場合（第 10－４表）  

( b )  操作手順  

全交流動力電源喪失時の可搬型代替照明の設置手順の概要

は以下のとおり。各手順の成功は，可搬型代替照明の点灯に

より確認する。タイムチャートを第 10－６図及び第 10－７図

に，可搬型代替照明の配置概要図を第 10－ 11図及び第 10－ 12

図にそれぞれ示す。  

【補足説明資料： 1.11-4】  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明を

確保するため，可搬型代替照明の点灯確認，可搬型代替照

明の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の保管場所から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

内に運搬及び設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
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設の制御室の照明を確保する。  

③  実施責任者は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の可搬型代替照明の点灯を確認し，可搬型代替照明

の状態監視を行うことにより，可搬型代替照明による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明の確保が

出来ていることを判断する。  

 

( c )  操作の成立性  

  上記の可搬型代替照明の運搬及び設置は，代替制御室送風

機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換

気の確保と併せて実施するため，建屋外対応班長を除く実施

責任者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計 12人にて

作業を実施した場合，事象発生後 22時間 30分以内で対応可能

である。  

  なお，実施組織要員は，全交流動力電源の喪失による照明

の消灯から可搬型代替照明の設置が完了するまでの間，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドライトにより使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の照明を確保するため，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の作業に支

障を生じるおそれはない。  

  重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半面

マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。線量管理については，個人線量計を着
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用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行

うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬

及び移動ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘ

ッドライトを配備する。  

【補足説明資料： 1.11-4】  

 

(３ )  制御室の酸素等濃度測定に関する措置の対応手順   

ａ．中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定  

  代替中央制御室送風機による中央制御室の換気を開始又は

共通電源車からの受電による制御建屋中央制御室換気設備の

再循環運転を開始したと実施責任者が判断してから，中央制

御室内の居住性確保の観点から，可搬型酸素濃度計及び可搬

型二酸化炭素濃度計により酸素濃度及び二酸化炭素濃度を測

定する。  

 ( a )  手順着手の判断基準  

代替中央制御室送風機にて中央制御室の換気を開始又は共

通電源車からの受電による制御建屋中央制御室換気設備の再

循環運転を開始したと実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）  
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( b )  操作手順  

  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する

手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を指示

する。  

②  建屋対策班は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃

度計を起動し，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定を行う（測定範囲は，第 10－ 13図を参照）。  

( c )  操作の成立性  

  上記の可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定は，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，

建屋対策班の班員２人の合計 10人にて作業を実施した場合，

実施責任者が中央制御室内の居住性確認のため酸素濃度及び

二酸化炭素濃度の測定が必要と判断してから約 10分以内に測

定可能であり，中央制御室送風機の停止から中央制御室の二

酸化炭素濃度が 1.0％に達する約 26時間（第 10－５表）以内に

対応可能である。  

  また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室内の酸

素及び二酸化炭素の濃度に関する報告を受け，酸素濃度が

19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が 1.0％を上回る場合に

は，酸素及び二酸化炭素の濃度調整を行うため，建屋対策班

に代替中央制御室送風機の予備機への切替運転や外気取入れ

による換気を指示する。  
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【補足説明資料： 1.11-3】  

 

ｂ．中央制御室の窒素酸化物の濃度測定  

  再処理施設内で火災又は爆発若しくは化学物質の漏えいに

より窒素酸化物を含む有毒ガスの発生（以下，「窒素酸化物の

発生」という。）が予測されると実施責任者が判断してから，

中央制御室内の居住性確保の観点より，可搬型窒素酸化物濃

度計により窒素酸化物濃度を測定する。  

 ( a )  手順着手の判断基準  

  再処理施設内で火災又は爆発若しくは化学物質の漏えいに

より窒素酸化物の発生が予測されると実施責任者が判断した

場合（第 10－４表）  

( b )  操作手順  

中央制御室の窒素酸化物の濃度を測定する手順の概要は以

下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の窒素酸化物の濃度測定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制

御室内の窒素酸化物濃度の測定を行う（測定範囲は，第 10

－ 13図を参照）。  

( c )  操作の成立性  

  上記の中央制御室の対応は，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて作

業を実施した場合，窒素酸化物の発生が予測され，実施責任
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者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判断してから約 10分以内

に測定可能であり，代替中央制御室送風機の換気によって中

央制御室内の雰囲気が最も早く置換される２時間以内に対応

可能である。  

  また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室の窒素

酸化物の濃度に関する報告を受け，窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐ

ｍを上回る場合には，窒素酸化物を含んだ外気の取入れを停

止するため，建屋対策班に制御建屋中央制御室換気設備の再

循環ラインの外気遮断ダンパ及び排気遮断ダンパの閉操作並

びに還気遮断ダンパの開操作を指示する。実施責任者は，必

要に応じ，防護具の着装を指示する。防護具の着装に関する

手順の詳細は，「ⅶ．自主対策に関する措置の対応手順   (ⅴ ) 

防護具の着装の手順等」にて整備する。  

【補足説明資料： 1.11-12】  

 

ｃ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び

二酸化炭素の濃度測定  

  代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を開始又は共通電源車からの受電による使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断してから，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保の観点より，可搬型

酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計により酸素濃度及び

二酸化炭素濃度を測定する。  
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 ( a )  手順着手の判断基準  

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を開始又は共通電源車からの受電による使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断した場合（第 10－４表）  

( b )  操作手順  

中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する手

順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度及び二酸化炭素濃度の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃

度計を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行う（測定

範囲は，第 10－ 14図を参照）。  

( c )  操作の成立性  

   上記の可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定は，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８

人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて作業を実施した

場合，実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の居住性確認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定が必要と判断してから約 10分以内に測定可能であ

り，制御室送風機の停止から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の二酸化炭素濃度が 1.0％に達する約 163
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時間（第 10－５表）以内に対応可能である。  

   また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃

度に関する報告を受け，酸素濃度が 19％を下回る場合又は

二酸化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，酸素及び二酸化

炭素の濃度調整を行うために，建屋対策班に代替制御室送

風機の予備機への切替運転や外気取入れによる換気を指示

する。  

【補足説明資料 1.11-3】  

 

ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化

物の濃度測定  

   再処理施設内で火災又は爆発若しくは化学物質の漏えいに

より窒素酸化物の発生が予測されると実施責任者が判断して

から，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居

住性確保の観点より，可搬型窒素酸化物濃度計により窒素酸

化物濃度を測定する。  

( a )  手順着手の判断基準  

再処理施設内で火災又は爆発若しくは化学物質の漏えいに

より窒素酸化物の発生が予測されると実施責任者が判断した

場合（第 10－４表）  

( b )  操作手順  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化

物の濃度を測定する手順の概要は以下のとおり。  
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①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物濃度の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物濃度

の測定を行う（測定範囲は，第 10－ 14図を参照）。  

( c )  操作の成立性  

  上記の可搬型窒素酸化物濃度計による測定は，建屋外対応

班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人

の合計 10人にて作業を実施した場合，窒素酸化物の発生が予

測され実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判断して

から約 10分以内に測定可能であり，代替制御室送風機の換気

によって使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

雰囲気が最も早く置換される約 17分以内に対応可能である。  

  また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃度に関する報

告を受け，窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，

窒素酸化物を含んだ外気の取入れを停止するため，建屋対策

班に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環ラ

インの外気取入れ隔離ダンパ及び排気隔離ダンパの閉操作並

びに再循環切替ダンパの開操作を指示する。実施責任者は，

必要に応じ，防護具の着装を指示する。防護具の着装に関す

る手順の詳細は，「ⅶ．自主対策に関する措置の対応手順  

(ⅴ ) 防護具の着装の手順等」にて整備する。  
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【補足説明資料： 1.11-12】  

 

(４ )  制御室の放射線計測に関する措置の対応手順  

ａ．中央制御室の放射線計測  

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で放射

性物質の放出が予測されると実施責任者が判断してから，中

央制御室内の居住性確保の観点から，ガンマ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）により，中央制御室

内の放射線計測をする。  

( a )  手順着手の判断基準  

  主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施設内

で放射性物質の放出が予測されると実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。  

( b )  操作手順  

  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）の測定手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に中央制御室内の放射性物質の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射

性物質の測定を行う。  
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 (ｃ )  操作の成立性  

上記のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサン

プラ（ＳＡ）による放射線計測は，建屋外対応班長を除く

実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10

人にて作業を実施した場合，主排気筒モニタが機能喪失

し，かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測され実

施責任者が放射線の計測が必要と判断してから約 15分以内

に測定可能であり，代替中央制御室送風機の換気によって

中央制御室内の雰囲気が最も早く置換される約２時間以内

に対応可能である。  

 また，実施責任者は建屋対策班より，中央制御室内の放

射性物質の測定結果に関する報告を確認し，2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，中央制御室内の実施対策組織要員に対

し防護具（全面マスク及び半面マスク等）の着装を指示す

る。  

 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計

測  

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で放射

性物質の放出が予測されると実施責任者が判断してから，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保

の観点より，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ
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ンプラ（ＳＡ）により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室内の放射性物質を測定する。  

( a )  手順着手の判断基準  

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施設内

で放射性物質の放出が予測されると実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。  

( b )  操作手順  

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）の測定手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の放射

性物質の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室内の放射性物質の測定を行う。  

(ｃ )  操作の成立性  

  上記のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）による放射線計測は，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて作

業を実施した場合，主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再

処理施設内で放射性物質の放出が予測され実施責任者が放射
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線の計測が必要と判断してから約 15分以内に測定可能であ

り，代替制御室送風機の換気によって最も使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の雰囲気が最も早く置換され

る約 17分以内に対応可能である。  

  また，実施責任者は建屋対策班より，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室内の放射性物質の測定結果に関す

る報告を確認し， 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合には，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の実施対策組織要

員に対し防護具（全面マスク及び半面マスク等）の着装を指

示する。  
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1.11.3.2 制御室への汚染の持ち込みを防止するための措置の

対応手順  

(１ ) 中央制御室の出入管理区画の設置及び運用  

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施責

任者が判断してから，中央制御室への汚染の持ち込みを防止

するため，出入管理区画を設置する。  

出入管理区画には，防護具（全面マスク及び半面マスク

等）を脱衣する脱装エリア，放射性物質による要員や物品の

汚染の有無を確認するためのサーベイエリア，汚染が確認さ

れた際に除染を行う除染エリアを設け，建屋対策班が汚染検

査及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染管理を行

う。  

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染は

紙ウエスでの拭取りを基本とするが，拭取りにて除染できな

い場合には，簡易シャワーにて水洗による除染を行う。簡易

シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエスへ染み込

ませる等により固体廃棄物として廃棄する。  

また，出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した場合

には，可搬型代替照明を設置する。  

出入管理区画用資機材は，出入管理区画設置場所の付近に

保管する。また，出入管理区画の設置が確実にできるよう，

出入管理区画用資機材は複数の箇所に保管する。  

なお，各建屋にて対処にあたる実施組織要員はサーベイメ

ータを携行し , 建屋出入口付近にて相互に汚染検査を実施す
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る。  

中央制御室における７日間の被ばく評価結果は，各重大事

故の有効性評価の対象としている事象のうち，最も厳しい結

果を与える全交流動力電源の喪失を起因とする「放射線分解

により発生する水素による爆発」と「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の重畳において約１×10－ ３ｍＳｖであるが，自主

対策として防護具（全面マスク及び半面マスク等）を配備す

る。なお，実施組織要員は，交替要員を確保する。  

ａ．手順着手の判断基準  

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施責

任者が判断した場合（第 10－４表）。  

ｂ．操作手順  

出入管理区画を設置するための手順の概要は以下のとお

り。タイムチャートを第 10－ 15図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に出入管理建屋玄関又は制御建屋内搬出入口付近の出入管

理区画の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，出入管理区画設置場所の照明が確保されて

いない場合，可搬型代替照明を設置し，照明を確保する。  

③  建屋対策班は，出入管理区画用資機材を準備・移動・設置

し，床・壁等の養生シートの状態を確認する。  

④  建屋対策班は，各エリア間にバリア，入口に粘着マット等

を設置する。  

⑤  建屋対策班は，簡易シャワー等を設置する。  
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⑥  建屋対策班は，脱装した防護具を回収するロール袋及びサ

ーベイメータ等を必要な箇所に設置する。  

⑦  建屋対策班は，実施責任者に出入管理区画の設置完了を報

告する。  

ｃ．操作の成立性  

上記の出入管理区画の設置は，建屋外対応班長を除く実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員６人の合計 14人

にて作業を実施した場合，重大事故等の対処を実施するた

めの体制移行後に各建屋への通常時の入退域ルートを確保

できないと実施責任者が判断してから，線量計貸出及び実

施組織要員の着装補助が完了する約 30分後に設置を開始

し，近傍の保管場所以外から出入管理区画用資機材の搬出

を考慮しても，重大事故等の対処を実施するための体制移

行後１時間 30分以内に対応可能であり，初動対応班のう

ち，中央制御室に最も早く戻ってくる１時間 30分以内に出

入管理区画の設置が可能である。  

【補足説明資料： 1.11-5】  

 

(２ ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理

区画の設置及び運用  

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施

責任者が判断してから，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室への汚染の持ち込みを防止するため，出入管

理区画を設置する。  
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出入管理区画には，防護具（全面マスク及び半面マスク

等）を脱衣する脱装エリア，放射性物質による要員や物品

の汚染の有無を確認するためのサーベイエリア，汚染が確

認された際に除染を行う除染エリアを設け，建屋対策班が

汚染検査及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染管

理を行う。  

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染

は紙ウエスでの拭取りを基本とするが，拭取りにて除染で

きない場合には，簡易シャワーにて水洗による除染を行

う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエ

スへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。  

また，出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した場

合には，可搬型代替照明を設置する。  

出入管理区画用資機材は，出入管理区画設置場所の付近

に保管する。また，出入管理区画の設置が確実にできるよ

う，出入管理区画用資機材は複数の箇所に保管する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における

７日間の被ばく評価結果は，各重大事故の有効性評価の対

象としている事象のうち，最も厳しい結果を与える臨界に

おいて約３×10－ ３ｍＳｖであるが，自主対策として防護具

（全面マスク及び半面マスク等）を配備する。なお，実施

組織要員は，交替要員を確保する。  

ａ．手順着手の判断基準  

実施責任者が各建屋への通常時の入退域ルートを確保でき
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ないと判断し，かつ，重大事故等の対処を実施するため使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操作が必要と

判断した場合（第 10－４表）。  

ｂ．操作手順  

出入管理区画を設置するための手順の概要は以下のとお

り。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近の出入管理

区画の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，出入管理区画設置場所の照明が確保され

ていない場合，可搬型代替照明を設置し，照明を確保す

る。  

③  建屋対策班は，出入管理区画用資機材を準備・移動・設

置し，床・壁等の養生シートの状態を確認する。  

④  建屋対策班は，各エリア間にバリア，入口に粘着マット

等を設置する。  

⑤  建屋対策班は，簡易シャワー等を設置する。  

⑥  建屋対策班は，脱装した防護具を回収するロール袋及び

サーベイメータ等を必要な箇所に設置する。  

⑦  建屋対策班は，実施責任者に出入管理区画の設置完了を

報告する。  

ｃ．操作の成立性  

上記の出入管理区画の設置は，建屋外対応班長を除く実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人
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にて作業を実施した場合，実施責任者が各建屋への通常時

の入退域ルートを確保できないと判断し，かつ，重大事故

等の対処を実施するため使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室での操作が必要と判断してから１時間以内に

対応可能である。           

【補足説明資料：１ .11-5】  

 

1.11.3.3 制御室の通信連絡設備及び情報把握計装設備の設置

に関する措置の対応手順  

（ １ ）  制御室の通信連絡設備の設置に関する措置  

ａ．中央制御室の通信連絡設備の設置の手順  

所内携帯電話が使用できないと実施責任者が判断してか

ら，重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，通信連絡設備の設置の手順に着手する。  

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，「 13. 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。  

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の通信連絡

設備の設置の手順  

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，重大

事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を確保する

ため，通信連絡設備の設置の手順に着手する。  

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，「 13. 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。  

（ ２ ）  制御室の情報把握計装設備の設置に関する措置  
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ａ．中央制御室の情報把握計装設備の設置  

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処する建

屋の重大事故等対処計装設備のパラメータを収集及び表示す

るため，制御建屋用可搬型情報収集装置及び制御建屋用可搬

型情報表示装置の設置の手順に着手する。  

  操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細は，

「９ . 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。  

 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の情報把握

計装設備の設置  

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処する建

屋の重大事故等対処計装設備のパラメータを収集及び表示す

るため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置の設置の

手順に着手する。  

  操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細は，

「９ . 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。  
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1.11.3.4 自主対策に関する措置の対応手順  

以下の対策は，対策を実施するための要員を確保可能な場合

に実施するため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を

及ぼすことはない。  

（ １ ）  制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御

室の換気の確保  

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対

象の施設の機能維持が可能である場合，制御建屋中央制御室

換気設備による換気の確保のため，制御建屋に共通電源車を

接続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換

気設備を起動し，中央制御室の換気を確保するための手順に

着手する。  

ａ．手順着手の判断基準  

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の実

施後，実施責任者が制御建屋中央制御室換気設備に損傷が確

認されず，かつ，要員の確保，対策実施の準備ができたと判

断した場合。  

ｂ．操作手順  

共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保するための手

順は以下のとおり。  

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電するための電源隔離か

ら共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，実施責任者

等９人，建屋対策班の班員 14人にて１時間以内で実施する。  

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから制御

建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責任者等 18人，建屋対
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策班の班員２人にて 35分以内で実施する。  

要員の確保が出来てから負荷起動までは，実施責任者等 18

人，建屋対策班の班員２人にて 10分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保す

るための手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等 18

人，建屋対策班の班員 14人の合計 32人，想定時間１時間 45分

以内で実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－６表に示

す。  

各手順の成功は，制御建屋の母線電圧が 6.6ｋＶであること

及び母線電圧低警報が回復することにより確認する。手順の

概要を第 10－ 16図，制御建屋中央制御室換気設備概要図を第

10－ 17図に示す。  

 

（ ２ ）  非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中

央制御室の換気の確保  

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対

象の施設の機能維持が可能である場合，制御建屋中央制御室

換気設備による換気の確保のため，非常用電源建屋に共通電

源車を接続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央制

御室換気設備を起動し，中央制御室の換気を確保するための

手順に着手する。  

ａ．手順着手の判断基準  

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の実

施後，実施責任者が制御建屋中央制御室換気設備に損傷が確
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認さず，かつ，要員の確保，対策実施の準備ができたと判断

した場合。  

ｂ．操作手順  

共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保するための手

順は以下のとおり。  

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線へ給電するための電

源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，実

施責任者等９人，建屋対策班の班員 14人にて１時間以内で実

施する。  

要員の確保が出来てから電源隔離（制御建屋），電源隔離

（引きロック）及び制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の復電を実

施責任者等 18人，建屋対策班の班員６人にて１時間 15分以内

で実施する。  

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから負荷

起動までは，実施責任者等 18人，建屋対策班の班員２人にて

10分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保す

るための手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等 19

人，建屋対策班の班員 18人の合計 37人，想定時間は１時間 45

分以内で実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－５表に示

す。  

手順の成功は，非常用電源建屋の母線電圧が 6.6ｋＶである

こと及び母線電圧低警報が回復することにより確認する。手

順の概要を第 10－ 18図，制御建屋中央制御室換気設備概要図
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を第 10－ 17図に示す。  

【補足説明資料： 1.11-9】  

（ ３ ）  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの

受電による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気の確保  

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対

象の施設の機能維持が可能である場合，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備による換気の確保のため，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続し，共通電源車から

の受電により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を

起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換

気を確保するための手順に着手する。  

ａ．手順着手の判断基準  

代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保の実施後，実施責任者が使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に損傷が確認されず，か

つ，要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合。  

ｂ．操作手順  

共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気を確保するための手順は以下のとおり。  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電す

るための電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認

までは，実施責任者等９人，建屋対策班の班員 22人にて１時

間 10分以内で実施する。  

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから使用
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済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責

任者等 16人，建屋対策班の班員２人にて 10分以内で実施す

る。  

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから負荷

起動までは，実施責任者等 16人，建屋対策班の班員２人にて

10分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に必要とな

る合計の要員数は，実施責任者等 16人，建屋対策班の班員 22

人の合計 38人，想定時間は１時間 30分以内で実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－７表に示

す。  

手順の成功は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧が

6.6ｋＶであること及び母線電圧低警報が回復することにより

確認する。手順の概要を第 10－ 19図，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備概要図を第 10－ 20図に示す。  

【補足説明資料： 1.11-9】  
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（ ４ ）  可搬型よう素フィルタの設置の手順  

大気中に放射性よう素の有意な値の検出がされ，実施責任

者が要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから，

中央制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，制御建

屋中央制御室換気設備の給気口に可搬型よう素フィルタを設

置するための手順に着手する。  

ａ．手順着手の判断基準  

可搬型排気モニタリング設備の可搬型ダスト・よう素サン

プラにて放射性よう素の有意な値を検出し，実施責任者が要

員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合。  

ｂ．操作手順  

制御建屋中央制御室換気設備に可搬型よう素フィルタユニ

ットを設置する手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に制御建屋中央制御室換気設備への可搬型よう素フィルタ

ユニットの設置を指示する。  

②  建屋対策班は，制御建屋中央制御室換気設備が再循環運転

中であることを確認する。  

③  建屋対策班は，可搬型よう素フィルタユニットを給気口に

接続し，可搬型よう素フィルタユニットによう素フィルタ

を設置する。  

④  よう素フィルタユニット設置後，二酸化炭素濃度が 1.0％

以上になる 26時間以内に外気取入れを開始する。  

 

上記の設置は，建屋対策班２人にて，実施責任者が要員の
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確保，対策実施の準備ができたと判断した時から可搬型よう

素フィルタユニットの設置が完了するまで約 30分以内で対応

可能である。  
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（ ５ ）  防護具の着装の手順等  

ａ．手順着手の判断基準  

（ a）  対処にあたる現場環境において，第 10－ 1 表に記載の

対処の阻害要因である酸欠，溢水，薬品，汚染及びそ

の他（内部被ばく防止を考慮）の発生が予測されると

判断した場合。  

（ b）  中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室にて，制御室の放射線計測に関する措置の対

応手順にて実施する放射線計測にて， 2.6μＳｖ／ｈ以

上を計測し，実施責任者が必要と判断した場合。  

 

なお，防護具の着装の手順等が必要な対策のうち，有

毒ガス防護に係る措置においては，「建屋対策班」に加

えて「制御室内の実施組織要員」に対しても指示する。  

 

ｂ．操作手順  

第 10－ 1 表に記載の対処の阻害要因である酸欠，溢水，薬

品，汚染及びその他（内部被ばく防止を考慮）に適合する防

護具（全面マスク及び半面マスク等）を選定し，着装する。

着装の手順の概要は以下のとおり。  

（ a）  汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放射性物質）

の着装手順  

①  実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に管理区域用管理服の着装を指示する。  
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②  建屋対策班は管理区域用管理服を着装する。  

③  建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣

（放射性物質）の健全性を確認する。  

④  建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣

（放射性物質）を管理区域用管理服の上に着装する。必

要に応じて，酸素呼吸器の面体，耐薬品用長靴及び耐薬

品用グローブをテープで固定する。  

（ b）  耐薬品用長靴の着装手順  

①  実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に耐薬品用長靴の着装を指示する。  

②  建屋対策班は耐薬品用長靴を着装する。  

③  建屋対策班は a )の手順で着装した汚染防護衣（化学物質）

又は汚染防護衣（放射性物質）を耐薬品用長靴の上に被

せてテープで固定する。  

（ c）  酸素呼吸器の着装手順  

①  建屋対策班は酸素呼吸器及び酸素呼吸器の面体を点検す

る。  

②  建屋対策班は酸素呼吸器の面体を着装し，酸素呼吸器を

背負う。  

③  建屋対策班は酸素呼吸器と酸素呼吸器の面体を接続して

給気バルブを開き，呼吸ができることを確認する。  

（ d）  防毒マスクの着装手順  

①  建屋対策班は防毒マスク及び指示された吸収缶を点検す

る。  
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②  建屋対策班は防毒マスクに指示された吸収缶が取り付け

られていることを確認した後，着装する。  

【補足説明資料： 1.11-6】  

【補足説明資料： 1.11-12】  
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1.11.4 重大事故等時の対応手段の選択  

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失した場合には，

中央制御室の換気を確保するための措置の対応手順に従い，

代替中央制御室送風機により，中央制御室の換気を確保す

る。  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能が喪失

した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気を確保するための措置の対応手順に従い，代替制御

室送風機により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室の換気を確保する。  

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代替照

明を設置し，照明を確保する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使

用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，照明を確保

する。  

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体制移行

が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又は制御建屋

内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中央制御室への汚

染の持ち込みを防止する。また，実施責任者が使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操作が必要と判断した

場合には，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近にも出入

管理区画を設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室への汚染の持ち込みを防止する。  
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これらの対応手段の他に制御建屋中央制御室換気設備の健

全性が確保されている場合には，自主対策の設備及び手順に

従い，非常用電源建屋又は制御建屋に共通電源車を接続し，

共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気設備を

起動し中央制御室の換気を確保するとともに，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の健全性が確保されている場

合には，自主対策の設備及び手順に従い，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続し，共通電源車からの受電

により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を起動し

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保

する対応手順を選択することができる。  
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1.11.5 その他の手順項目について考慮する手順  

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，「８ .  

電源の確保に関する手順等」にて整備する。  

計装設備の操作の判断等に関する手順については，「９ . 

事故時の計装に関する手順等」にて整備する。  

通信連絡の操作の判断等に関わる手順については，「 13. 

通信連絡に関する手順等」にて整備する。  
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中央制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析

第1.11－１図 中央制御室の居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析（１／４）
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中央制御室
送風機A機能喪失

中央制御室
送風機B機能喪失

中央制御室
換気設備機能喪失

中央制御室の居住性確保（換気）のための措置
①可搬型中央制御室送風機を用いた居住性確保
②共通電源車を用いた電源機能の回復

１ ２

①

凡例

論理和

論理積

トランスファーゲート

換気ダクト
（経路）
損傷

第1.11－１図 中央制御室の居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析（２／４）

※1 動的機器の多重故障
※2 地震
※3 火山の影響
※4 全交流動力電源の喪失

※２
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中央制御室
送風機A機能喪失

電気設備（Ａ系）
損傷

外部電源喪失
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機能喪失

電路損傷

電気
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電気
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（安全系Ａ）

非常用
ＤＧ
Ａ

送風機
Ａ

損傷

１

電気
ケーブル
（安全系Ａ）

②

※1 動的機器の多重故障
※2 地震
※3 火山の影響
※4 全交流動力電源の喪失

※１
※２

※２ ※２ ※１
※２

※１
※２
※３
※４

※２ ※１
※２

※１
※２
※３
※４

凡例

論理和

論理積

トランスファーゲート

第1.11－１図 中央制御室の居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析（３／４）
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トランスファーゲート

第1.11－１図 中央制御室の居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析（４／４）
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凡例 
   ：操作・確認 
   ：判断 
   ：監視 

中央制御室の居住性の状況※1 

中央制御室送風機、照明設備は
機能維持しているか 居住性監視継続 

可搬型代替照明の設置 代替中央制御室送風機へ 
制御建屋可搬型発電機 

の接続・起動※2 

代替中央制御室送風機

及び制御建屋可搬型発

電機の状態監視 
環境測定設備による 
制御室環境監視※3 

機能維持している 

機能喪失している 

可搬型代替照明

の状態監視 

※１ 設備の状況を確認し以下の状況を確認した際 
・中央制御室送風機Ａ及び中央制御室送風機Ｂの機能喪失により制御 

建屋中央制御室換気設備が機能喪失している場合 
・中央制御室換気ダクトの損傷により制御建屋中央制御室換気設備が 

機能喪失している場合 

・運転保安灯及び直流非常灯の損傷により中央制御室の照明が使用で 

きない場合 

・電気設備(Ａ系)、電気設備(Ｂ系)及び電気設備(生産系)の損傷によ 

り中央制御室の照明が使用できない場合 

 

※2 
・建屋東側保管エリアの可搬型発電機，３Ｆ保管エリアの代替中央制 

御室送風機を使用することを原則とする。 

・保管エリアの現場確認の結果，異常がある場合は，建屋西側保管エ 

リアの可搬型発電機，２Ｆ保管エリアの代替中央制御室送風機を使 

用する。 

第１.11－５図 中央制御室の居住性確保の手順の概要 

※3 
・定期的に中央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度を測定する。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室の居住性の状況※1 

制御室送風機、照明設備は機能
維持しているか 居住性監視継続 

可搬型代替照明の設置 代替制御室送風機へ 
使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の可搬型発電機 

の接続・起動※2 

代替制御室送風機及び

可搬型発電機の 
状態監視 

環境測定設備による 
制御室環境監視※3 

機能維持している 

機能喪失している 

可搬型代替照明

の状態監視 

※１ 設備の状況を確認し以下の状況を確認した際 
・制御室送風機Ａ及び制御室送風機Ｂの機能喪失により使用済燃料受 

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合 
・制御室換気ダクトの損傷により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室 

換気設備が機能喪失している場合 

・運転保安灯及び直流非常灯の損傷により使用済燃料の受入れ施設及 

び貯蔵施設の制御室の照明が使用できない場合 

・電気設備(Ａ系)、電気設備(Ｂ系)及び電気設備(生産系)の損傷によ 

り使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用でき 

ない場合 

 

 
※2 
・建屋南側保管エリアの可搬型発電機，１Ｆ保管エリアの代替制御室 

送風機を使用することを原則とする。 

・保管エリアの現場確認の結果，異常がある場合は，建屋北側保管エ 

リアの可搬型発電機，２Ｆ保管エリアの代替中央制御室送風機を使 

用する。 

第１.11－10図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の居住性確保の手順の概要 

 

※3 

・定期的に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃 

度，二酸化炭素濃度を測定する。 

凡例 
   ：操作・確認 
   ：判断 
   ：監視 
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第 1.11－12図 対応手段として選定した設備の電源構成図（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設） 
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第1.11-17図 共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧手順の概要（制御建屋給電）

：操作・確認

：判断

：監視

：中央制御室の換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

中央制御室送風機の起動

制御建屋への
給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から制御建屋へのアクセ
スルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※３の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

制御建屋における各機器の引きロック
及び電源隔離

電源供給の判断

中央制御室送風機
運転状態確認

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う、中央制御室の換気機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合
・要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合

※２

※３

6.9ｋＶ非常用母線

Ａ系現場確認結果

6.9ｋＶ非常用母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

制御建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 制御建屋への給電成功判断
・制御建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・制御建屋の母線電圧低警報が回復したこと
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第1.11-21図 共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧手順の概要（非常用電源建屋給電）

：操作・確認

：判断

：監視

：中央制御室換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

非常用電源建屋への給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から非常用電源建屋への
アクセスルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※２の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

各建屋※５における各機器の引き
ロック及び電源隔離

電源供給の判断

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う中央制御室の換気機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合
・要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合

※２

※３

6.9kV非常用主母線

Ａ系現場確認結果

6.9kV非常用主母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

※５ 前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋

非常用電源建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 非常用電源建屋への給電成功判断
・非常用電源建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・非常用電源建屋の母線電圧低警報が回復したこと

制御建屋への給電確認後の
中央制御室送風機の起動

中央制御室送風機
運転状態確認
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第1.11-24図 共通電源車を用いた使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気機能の復旧手順の概要

：操作・確認

：判断

：監視

：使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

制御室送風機の起動

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への
給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から非常用電源建屋への
アクセスルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※３の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における
各機器の引きロック及び電源隔離

電源供給の判断

制御室送風機
運転状態確認

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う、使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合

※２

※３

6.9kV非常用母線

Ａ系現場確認結果

6.9kV非常用母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への給電成功判断
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧低警報が回復したこと

3
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補足説明資料 1.11-2 

第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１/11）  

技 術 的 能 力 審 査 基
準 （ 1.11）  

番 号 設 置 許 可 基 準 規 則
(４ ４ 条 ) 

技 術 基 準 規 則 (38
条 ) 

番 号

【 本 文 】
再 処 理 事 業 者 に お
い て 、 制 御 室 に 関
し 、 重 大 事 故 が 発
生 し た 場 合 に お い
て も 運 転 員 が と ど
ま る た め に 必 要 な
手 順 等 が 適 切 に 整
備 さ れ て い る か 、
又 は 整 備 さ れ る 方
針 が 適 切 に 示 さ れ
て い る こ と 。  

①

 【 本 文 】
第 二 十 条 第 一 項 の
規 定 に よ り 設 置 さ
れ る 制 御 室 に は 、
重 大 事 故 が 発 生 し
た 場 合 に お い て も
運 転 員 が と ど ま る
た め に 必 要 な 設 備
を 設 け な け れ ば な
ら な い 。  

 【 本 文 】
第 十 五 条 第 一 項 の
規 定 に よ り 設 置 さ
れ る 制 御 室 に は 、
重 大 事 故 が 発 生 し
た 場 合 に お い て も
運 転 員 が と ど ま る
た め に 必 要 な 設 備
を 施 設 し な け れ ば
な ら な い 。  

④

１ 「 運 転 員 が と ど
ま る た め に 必 要 な
手 順 等 」 と は 、 以
下 に 掲 げ る 措 置
（ 制 御 室 の 遮 蔽 設
計 及 び 換 気 設 計 に
加 え て マ ス ク 及 び
ボ ン ベ 等 に よ り 対
応 す る 場 合 ） 又 は
こ れ ら と 同 等 以 上
の 効 果 を 有 す る 措
置 を 行 う た め の 手
順 等 を い う 。  

－

【 解 釈 】
１  第 44条 に 規 定 す
る「 運 転 員 が と ど ま
る た め に 必 要 な 設
備 」と は 、以 下 に 掲
げ る 措 置 又 は こ れ
ら と 同 等 以 上 の 効
果 を 有 す る 措 置 を
講 じ た 設 備 を い う 。 

－ －

a) 重 大 事 故 が 発
生 し た 場 合 に お い
て も 、 放 射 線 防 護
措 置 等 に よ り 、 運
転 員 が と ど ま る た
め に 必 要 な 手 順 等
を 整 備 す る こ と 。

② － － －

b) 中 央 制 御 室 用
の 電 源 （ 空 調 及 び
照 明 等 ） が 、 代 替
電 源 設 備 か ら の 給
電 を 可 能 と す る 手
順 等 （ 手 順 及 び 装
備 等 ） を 整 備 す る
こ と 。

③

一  制 御 室 用 の 電
源 (空 調 、 照 明 他 )
は 、代 替 電 源 設 備 か
ら の 給 電 を 可 能 と
す る こ と 。  

－ ⑤
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２/11）

技 術 的 能 力 審 査 基
準 （ 1.11）  

番 号 設 置 許 可 基 準 規 則
(４ ４ 条 ) 

技 術 基 準 規 則 (38
条 ) 

番 号

－ －

二  重 大 事 故 が 発
生 し た 場 合 の 制 御
室 の 居 住 性 に つ い
て 、以 下 に 掲 げ る 要
件 を 満 た す も の を
い う 。  

－ －

－ －

① 本 規 定 第 28条 に
規 定 す る 重 大 事 故
対 策 の う ち 、制 御 室
の 運 転 員 の 被 ば く
の 観 点 か ら 結 果 が
最 も 厳 し く な る 事
故 を 想 定 す る こ と 。

－ ⑥

－ －

② 運 転 員 は マ ス ク
の 着 用 を 考 慮 し て
も 良 い 。た だ し 、そ
の 場 合 は 、実 施 の た
め の 体 制 を 整 備 す
る こ と 。

－ ⑦

－ －

③ 交 替 要 員 体 制 を
考 慮 し て も 良 い 。た
だ し 、 そ の 場 合 は 、
実 施 の た め の 体 制
を 整 備 す る こ と 。

－ ⑧

－ －

④ 判 断 基 準 は 、 運
転 員 の 実 効 線 量 が 7
日 間 で 100mSv を 超
え な い こ と 。

－ ⑨

－ －

三  制 御 室 の 外 側
が 放 射 性 物 質 に よ
り 汚 染 し た よ う な
状 況 下 に お い て 、制
御 室 へ の 汚 染 の 持
込 み を 防 止 す る た
め 、モ ニ タ リ ン グ 及
び 作 業 服 の 着 替 え
等 を 行 う た め の 区
画 を 設 け る こ と 。  

－ ⑩
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３/11） 

技術的能力審査基準（1.11） 適合方針 

【本文】 
再処理事業者において、制御室に関し、重大
事故が発生した場合においても運転員がとど
まるために必要な手順等が適切に整備されて
いるか、又は整備される方針が適切に示され
ていること。 

重大事故が発生した場合においても可搬型中
央制御室送風機、可搬型制御室送風機及び可
搬照明（SA）等により制御室に実施組織要員
がとどまるために必要な手順を整備する。 

【解釈】 
１「運転員がとどまるために必要な手順等」
とは、以下に掲げる措置（制御室の遮蔽設計
及び換気設計に加えてマスク及びボンベ等に
より対応する場合）又はこれらと同等以上の
効果を有する措置を行うための手順等をい
う。 

a) 重大事故が発生した場合においても、放
射線防護措置等により、運転員がとどまるた
めに必要な手順等を整備すること。

重大事故が発生した場合においても資機材
（防護具及び出入管理区画用資機材）を用い
た放射線防護措置により制御室に実施組織要
員がとどまるために必要な手順を整備する。 

b) 制御室用の電源（空調及び照明等）が、
代替電源設備からの給電を可能とする手順等
（手順及び装備等）を整備すること。

制御室の電源（空調及び照明等）が、設計
基準事故に対処するための電気設備（第42条 
電源設備）へ共通電源車（第42条 電源設
備）からの給電を可能とする手順等（手順及
び装備等）は、技術的能力「1.9 電源の確保
に関する手順等」にて整備する。 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
確
保

代替中央制御室送風機 
新設 

(可搬) 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

制
御
建
屋
に
接
続
し
た
共
通
電
源
車
か
ら
の
受
電
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
確
保

中央制御室送風機
（設計基準対象の施
設と兼用） 

制御建屋の可搬型ダクト 
新設 

(可搬) 

制御建屋の換気ダク
ト（設計基準対象の
施設と兼用）

制御建屋可搬型発電機 
新設 

(可搬) 

制御建屋の 6.9ｋＶ
非常用母線（設計基
準対象の施設と兼
用） 

制御建屋の可搬型分電盤 
新設 

(可搬) 

制御建屋の 460Ｖ非
常用母線（設計基準
対象の施設と兼用） 

制御建屋の可搬型電源ケ
ーブル 

新設 
(可搬) 

制御建屋安全系監視
制御盤（設計基準対
象の施設と兼用） 

軽油貯槽 
新設 

(常設) 
共通電源車 

軽油用タンクローリ 
新設 

(常設) 

第２非常用ディーゼ
ル発電機の燃料油貯
蔵タンク（設計基準
対象の施設と兼用）

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制

御
室
の
照
明
確
保可搬型代替照明 

新設 
(可搬) 

①
②
③
④
⑤

燃料供給ポンプ（第
42条 電燃料供給ポ
ンプ

燃料供給ポンプ用電
源ケーブル 

可搬型燃料供給ホー
ス 

可搬型電源ケーブル 

3136



第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定

可搬型酸素濃度計 
新設 

(可搬) 

①
②
④

非
常
用
電
源
建
屋
に
接
続
し
た
共
通
電
源
車
か
ら
の
受
電
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保

中央制御室送風機
（設計基準対象の施
設と兼用） 

制御建屋の換気ダク
ト（設計基準対象の
施設と兼用）

非常用電源建屋の
6.9ｋＶ非常用主母
線（設計基準対象の
施設と兼用） 

制御建屋の 6.9ｋＶ
非常用母線（設計基
準対象の施設と兼
用） 

可搬型二酸化炭素濃度
計 

新設 
(可搬) 

制御建屋の 460Ｖ非
常用母線（設計基準
対象の施設と兼用） 

制御建屋安全系監視
制御盤（設計基準対
象の施設と兼用） 

共通電源車 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定

可搬型窒素酸化物濃度
計 

新設 
(可搬) ①

②
④

第２非常用ディーゼ
ル発電機の燃料油貯
蔵タンク（設計基準
対象の施設と兼用）

燃料供給ポンプ 

燃料供給ポンプ用電
源ケーブル 

可搬型燃料供給ホー
ス 

可搬型電源ケーブル 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測

ガンマ線用サーベイメー
タ（ＳＡ）

新設 
(可搬) 

①
②
④
⑩

可
搬
型
よ
う
素
フ
ィ
ル
タ
の
設
置

可搬型よう素フィル
タ 

アルファ・ベータ線用サ
ーベイメータ（ＳＡ）

新設 
(可搬) 

可搬型ダストサンプラ
（ＳＡ） 

新設 
(可搬) 

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理

区
画
の
設
置
及
び
運
用

可搬型代替照明 
新設 

(可搬) 

①
②
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

中
央
制
御
室
の
通
信
連
絡
設
備
の
設
置

可搬型通話装置 
新設 

(可搬) 

①
②
④

可搬型衛星電話（屋内用） 
新設 

(可搬) 

可搬型衛星電話（屋外用） 
新設 

(可搬) 

可搬型トランシーバ（屋
内用） 

新設 
(可搬) 

可搬型トランシーバ（屋
外用） 

新設 
(可搬) 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

中
央
制
御
室
の
情
報
把

握
計
装
設
備
の
設
置

可搬型情報収集装置 
新設 

(可搬) 
①
②
④

可搬型情報表示装置 
新設 

(可搬) 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
換
気
確
保

代替制御室送風機 
新設 

(可搬) 

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
に
接
続
し
た
共
通
電
源
車
か
ら
の
受
電
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保

制御室送風機（設計
基準対象の施設と兼
用） 

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の可搬型ダ
クト

新設 
(可搬) 

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の換気ダク
ト（設計基準対象の
施設と兼用）

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設可搬型発電
機 

新設 
(可搬) 

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の 6.9ｋＶ
非常用母線（設計基
準対象の施設と兼
用） 

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の可搬型分
電盤 

新設 
(可搬) 

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋の 460Ｖ非
常用母線（設計基準
対象の施設と兼用） 

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の可搬型電
源ケーブル 

新設 
(可搬) 

使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋安全系監視
制御盤（設計基準対
象の施設と兼用） 

軽油貯槽 
新設 

(常設) 
共通電源車 

軽油用タンクローリ 
新設 

(常設) 

第１非常用ディーゼ
ル発電機の燃料油貯
蔵タンク（設計基準
対象の施設と兼用）

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ

施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
照
明
確
保

可搬型代替照明 
新設 

(可搬) 

①
②
③
④
⑤

燃料供給ポンプ（第
42条 電燃料供給ポ
ンプ

燃料供給ポンプ用電
源ケーブル 

可搬型燃料供給ホー
ス 

可搬型電源ケーブル 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（９/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸

素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定

可搬型酸素濃度計 
新設 

(可搬) 

①
②
④

可搬型二酸化炭素濃度
計 

新設 
(可搬) 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設

の
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定

可搬型窒素酸化物濃度
計 

新設 
(可搬) ①

②
④
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（10/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯

蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測

ガンマ線用サーベイメー
タ（ＳＡ）

新設 
(可搬) 

①
②
④
⑩

アルファ・ベータ線用サ
ーベイメータ（ＳＡ）

新設 
(可搬) 

可搬型ダストサンプラ
（ＳＡ） 

新設 
(可搬) 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用

可搬型代替照明 
新設 

(可搬) 

①
②
④
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
通
信
連
絡
設
備
の
設
置

可搬型衛星電話（屋内用） 
新設 

(可搬) 

①
②
④

可搬型衛星電話（屋外用） 
新設 

(可搬) 

可搬型トランシーバ（屋
内用） 

新設 
(可搬) 

可搬型トランシーバ（屋
外用） 

新設 
(可搬) 
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第１表 審査基準，基準規則と対処設備との対応表（11/11） 
重大事故等対処設備を使用した手段 
審査基準の要求に適合するための手段 

自主対策設備 

手段 機器名称 既設 
新設 

解釈 
対応番号 

備考 手段 機器名称 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
情
報
把
握
計
装
設
備
の
設
置

可搬型情報収集装置 
新設 

(可搬) 

①
②
④

可搬型情報表示装置 
新設 

(可搬) 
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令和２年 3 月 13 日 R3 

補足説明資料 1.11-３ 
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補足説明資料 1.11－ 3 

制御室換気系再循環運転時の 

酸素及び二酸化炭素濃度について

 制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の評価を，「空気調和・

衛生工学便覧 空気調和設備設計」に基づき実施した。 

１．酸素濃度，二酸化炭素濃度に関する法令要求について

酸素濃度・二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度，二酸化炭

素濃度管理は，「労働安全衛生法」，ＪＥＡＣ4622－ 2009「原子

力発電所中央制御室運転員等の事故時被ばくに関する規定」及

び「鉱山保安施行規則」に基づき，酸素濃度が 19％以上，かつ

二酸化炭素濃度が 1％以下で運用する。 

補 1.11-3-1 
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補 1.11-3-2 

（１） 酸素濃度

酸素欠乏症等防止規則（一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において，次の各号に掲げる用語の意義は，

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一  酸素欠乏  空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満で

ある状態をいう。 

（換気） 

第五条 事業者は，酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場

合は，当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パ

ーセント以上（第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっ

ては，空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上，かつ，

硫化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しな

ければならない。ただし，爆発，酸化等を防止するため換

気することができない場合または作業の性質上換気する

ことが著しく困難な場合は，この限りでない。

「鉱山保安法施行規則」（一部抜粋）

第十六条の一 

一 鉱山労働者が作業し，又は通行する坑内の空気の酸素含有

率は十九パーセント以上とし，炭酸ガス含有率は一パーセ

ント以下とすること。
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補 1.11-3-3 

第１表 酸素濃度の人体への影響について(［出典］厚生労働省

ホームページ（抜粋）)

酸素濃度 症状等

21％ 通常の空気の状態

18％ 安全限界だが連続換気が必要

16％ 頭痛，吐き気

12％ 目まい，筋力低下

８％ 失神昏倒，7～8分以内に死亡

６％ 瞬時に昏倒，呼吸停止，死亡

（２） 二酸化炭素濃度

「鉱山保安法施行規則」（一部抜粋） 

第十六条の一 

一 鉱山労働者が作業し，又は通行する坑内の空気の酸素含有

率は十九パーセント以上とし，炭酸ガス含有率は一パーセ

ント以下とすること。
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補 1.11-3-4 

 

第10表  二酸化炭素濃度の人体への影響について（［出典］消防

庁「二酸化炭素消火設備の安全対策について（通知）」平成８

年９月20日） 

二 酸 化 炭 素 濃

度 

症 状 発 現 ま で の 暴 露

時間 

人体への影響 

＜2％  は っ き り し た 影 響 は

認められない 

2％～3％ 5～ 10分  呼 吸 深 度 の 増 加 ， 呼

吸数の増加 

3％～4％ 10～ 30分  頭痛，めまい，悪心，

知覚低下 

4％～6％ 5～ 10分  上 記 症 状 ， 過 呼 吸 に

よる不快感 

6％～8％ 10～ 60分  意 識 レ ベ ル の 低 下 ，

そ の 後 意 識 喪 失 へ 進

む，ふるえ，けいれん

な ど の 不 随 意 運 動 を

伴うこともある 

8％～10％  1～ 10分  同上 

10％＜ ＜ 数分 意 識 喪 失 ， そ の 後 短

時 間 で 生 命 の 危 険 あ

り 

30％  8～ 12呼吸 同上 
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補 1.11-3-5 

２．中央制御室の必要空気換気量

（ １ ）  酸素濃度基準に基づく必要換気量

ａ．収容人数：ｎ＝164 名  

ｂ．吸気酸素濃度：ａ＝21.0％（標準大気の酸素濃度） 

ｃ．許容酸素濃度：ｂ＝19％（鉱山保安法施行規則） 

ｄ．成人の呼吸量：ｃ＝0.48ｍ 3／ｈ／人（空気調和・衛生

工学便覧） 

ｅ．乾燥空気換算酸素濃度：ｄ＝16.4％（空気調和・衛生工

学便覧） 

ｆ．必要換気量：Ｑ１＝100×ｃ×ｎ／（ａ－ｂ）ｍ３／ｈ（空

気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量）

Ｑ１＝100×0.48×164÷（21－ 19）  

＝3,936ｍ 3／ｈ

（ ２ ）  二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

ａ．収容人数：ｎ＝164 名  

ｂ．許容二酸化炭素濃度：Ｃ＝1.0％（鉱山保安法施行規則）

ｃ．大気二酸化炭素濃度：Ｃｏ＝0.03％（標準大気の二酸化

炭素濃度） 

ｄ．呼吸による二酸化炭素発生量：Ｍ＝0.030ｍ 3／ｈ／人

（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐

出し量） 

ｅ．必要換気量：Ｑ２＝100×Ｍ×ｎ／（Ｃ－Ｃｏ）ｍ３／ｈ
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補 1.11-3-6 

（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換

気量） 

Ｑ２＝100×0.030×164÷（1.0-0.03）  

＝ 507.22 

≒ 507 ｍ 3／ｈ

以上により，中央制御室使用に必要な空気供給量は酸素

濃度基準の 3936ｍ 3／ｈとする。 
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補 1.11-3-7 

３．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の必要空気換

気量

（ １ ）  酸素濃度基準に基づく必要換気量

ａ．収容人数：ｎ＝10 名  

ｂ．吸気酸素濃度：ａ＝21.0％（標準大気の酸素濃度） 

ｃ．許容酸素濃度：ｂ＝19％（鉱山保安法施行規則） 

ｄ．成人の呼吸量：ｃ＝0.48ｍ 3／ｈ／人（空気調和・衛生

工学便覧） 

ｅ．乾燥空気換算酸素濃度：ｄ＝16.4％（空気調和・衛生工

学便覧） 

ｆ．必要換気量：Ｑ１＝100×ｃ×ｎ／（ａ－ｂ）ｍ３／ｈ（空

気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量）

Ｑ１＝100×0.48×10÷（21－ 19）  

＝240ｍ 3／ｈ

（ ２ ）  二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量

ａ．収容人数：ｎ＝10 名  

ｂ．許容二酸化炭素濃度：Ｃ＝1.0％（鉱山保安法施行規則）

ｃ．大気二酸化炭素濃度：Ｃｏ＝0.03％（標準大気の二酸化

炭素濃度） 

ｄ．呼吸による二酸化炭素発生量：Ｍ＝0.030ｍ 3／ｈ／人

（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐

出し量） 
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補 1.11-3-8 

ｅ．必要換気量：Ｑ２＝100×Ｍ×ｎ／（Ｃ－Ｃｏ）ｍ３／ｈ

（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換

気量） 

Ｑ２＝100×0.030×10÷（1.0-0.03）  

＝ 30.9 

≒ 31 ｍ 3／ｈ

以上により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室使用に必要な空気供給量は酸素濃度基準の 240ｍ 3／ｈ

とする。 
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補 1.11-3-9 

４．無換気状態での中央制御室の二酸化炭素許容限界濃度までの

時間について

質量保存の法則より、微小時間 dt 間の室内 CO2 濃度 C( t )の変化

量 dC( t )は、以下のように示される。  

dC( t )＝ {Q・ C0+q－ Q・ C( t ) }dt/V…式①

Q：外気取入れ量 (㎥ /ｈ )  

C0：外気 CO2 濃度 (%vol) 

C( t )：時刻 t における室内 CO2 濃度 (%vol) 

q： CO2 発生量（㎥ /ｈ）  

V：室内容積（㎥）  

t：二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h) 

この微分方程式を、ｔ＝ 0 で C( t )＝ C( 0 )として解くと、C( t )は以下

のようになる。

C( t )＝ {C( 0 )－ C0－ｑ /Q}exp（－ Qt/V） +C0+ｑ /Q…式②  

ここで、長時間換気されている定常状態の CO2 濃度は、 t＝∞と

すると、

C(∞ )＝ C0+q/Q…式③  

で示され、また、外気取入れ量 Q＝ 0 とすると、式①より

C( t )＝ C(０ )+q・ t/V…式④
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補 1.11-3-10 

 

外気中の CO2 濃度 0.03％ vol（一定）より、  

   C0＝ 0.03％ vol…⑤  

 

室内の CO2 発生量 q は、中央制御室及び中央安全監視室内にい

る実施組織要員の想定人数 164 人が、極軽作業時の発生量（ 0.022

㎥ /ｈ）と同等の呼吸を実施していると想定すると、  

   q＝ 0.022×164＝ 3.608 ㎥ /ｈ…⑥  

 

室内容積は、安全側として中央制御室及び中央安全監視室の天井

以下の居住空間のみの容積として、  

V=8910+900＝ 9810 ㎥…⑦  

 

また二酸化炭素の許容限界濃度は、鉱山保安法施行規則第十六条

の一より、 1％以下とすることから  

   C(t)＝ 1.0％ vol…⑧  

 

これより、二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h)は、式④に

⑤～⑧を代入して、  

   1.0/100＝ 0.03/100+3.608・ t/9810 

   t＝（ 1.0－ 0.03） /100・ 9810/3.608 

   t＝ 26.37 

   t＝ 26ｈ  

以上より、無換気状態で中央制御室の二酸化炭素許容限界濃度ま

での時間は、約 26 時間程度となる。  
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補 1.11-3-11 

５．無換気状態での使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の二酸化炭素許容限界濃度までの時間について

質量保存の法則より、微小時間 dt 間の室内 CO2 濃度 C( t )の変化

量 dC( t )は、以下のように示される。  

dC( t )＝ {Q・ C0+q－ Q・ C( t ) }dt/V…式①

Q：外気取入れ量 (㎥ /ｈ )  

C0：外気 CO2 濃度 (%vol) 

C( t )：時刻 t における室内 CO2 濃度 (%vol) 

q： CO2 発生量（㎥ /ｈ）  

V：室内容積（㎥）  

t：二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h) 

この微分方程式を、ｔ＝ 0 で C( t )＝ C( 0 )として解くと、C( t )は以下

のようになる。

C( t )＝ {C( 0 )－ C0－ｑ /Q}exp（－ Qt/V） +C0+ｑ /Q…式②  

ここで、長時間換気されている定常状態の CO2 濃度は、 t＝∞と

すると、

C(∞ )＝ C0+q/Q…式③  

で示され、また、外気取入れ量 Q＝ 0 とすると、式①より

C( t )＝ C(０ )+q・ t/V…式④
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補 1.11-3-12 

外気中の CO2 濃度 0.03％ vol（一定）より、

C0＝ 0.03％ vol…⑤

室内の CO2 発生量 q は、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内にいる実施組織要員の想定人数 10 人が、極軽作業時

の発生量（ 0.022 ㎥ /ｈ）と同等の呼吸を実施していると想定する

と、

q＝ 0.022×10＝ 0.22 ㎥ /ｈ…⑥

室内容積は、安全側として使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の天井以下の居住空間のみの容積として、

V=3714.5 ㎥…⑦

また二酸化炭素の許容限界濃度は、鉱山保安法施行規則第十六条

の一より、 1％以下とすることから  

C(t)＝ 1.0％ vol…⑧  

これより、二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h)は、式④に

⑤～⑧を代入して、

1.0/100＝ 0.03/100+0.22・ t/3714.5 

t＝（ 1.0－ 0.03） /100・ 3714.5/0.22 

t＝ 163.78ｈ  

以上より、無換気状態で使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の二酸化炭素許容限界濃度までの時間は、約 163 時間程

度となる。
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補足説明資料 １.11－４ 可搬型代替照明の配置について

補１.11-4-1 

第 1 図  可搬型代替照明を用いた場合の中央制御室の監視操作につ

いて 
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令和２年4月 28 日 R4 

補足説明資料 1.11-５ 

3160



補足説明資料1.11-5 

出入管理区画について

(1)   出入管理区画の基本的な考え方

出入管理区画の設置に当たっては，「再処理施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈」第44条第１項（運転員がと

どまるために必要な設備）に基づき，制御室の外側が放射性物質

により汚染した状況下において，制御室への汚染の持ち込みを防

止するため，身体の汚染検査及び防護具の脱装等を行うための区

画を設けることを基本的な考え方とする。 

(2 )   出入管理区画の概要

出入管理区画は，放射線防護具脱装エリア，サーベイエリア，

除染エリアからなり，中央制御室については，出入管理建屋玄関

又は制御建屋内搬出入口付近に，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室については，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋玄

関に設置する。第１表に出入管理区画の概要を示す。

(3)   出入管理区画の設置場所及びアクセスルート

出入管理区画は，中央制御室については，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室については，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋玄関

に設置する。出入管理建屋（出入管理建屋玄関）及び制御建屋内

搬出入口付近並びに使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋玄関の出入

管理区画の設置場所及び概要図を第１図から第３図に，出入管理
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区画設置場所及びアクセスルートを第４図から第６図にそれぞ

れ示す。 

(4 )   出入管理区画の設置（考え方，資機材）

ａ．考え方

制御室への放射性物質の持ち込みを防止するため，第７図

の設置フローに従い，第１図から第３図のとおり，出入管理

区画を設置する。中央制御室の出入管理区画の設置は，初動

対応要員（現場環境確認班）が，現場作業を終えて中央制御

室に戻る時間を考慮し，夜間・休日を問わず放射線対応班員

3人で，１時間30分以内（大規模地震等の重大事故起因となる

事象発生後）を想定している。 

使用済燃料の受入れ 施設 及 び貯 蔵施 設の 制 御室 の出 入管

理区画の設置は，実施組織における実施責任者（統括当直長）

が，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において

重大事故等の対処が必要と判断した場合に，夜間・休日を問

わず放射線対応班員3人で，１時間以内（指示後）を想定して

いる。

なお，出入管理区画が速やかに設置できるように定期的に

訓練を行い，設置時間の短縮及び更なる改善を図ることとし

ている。 

出入管理区画の設置は，放射線対応班員11人のうち，出入

管理区画の設置に割り当てることができる要員で行う。設置

は，大規模地震等により全交流電源供給機能が喪失し，実施

組織における実施責任者（統括当直長）が重大事故等の対処
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ｃ．出入管理区画用資機材 

出入管理区画用資機材については，運用開始後の出入管理区

画の補修や汚染の除去等も考慮し，第２表に保管場所及び保管

数を示す。出入管理区画用資機材は，出入管理区画付近に保管

する。また，確実に出入管理区画の設置ができるよう出入管理

区画用の資機材は，複数の個所に保管する。 

 

(5 )  出入管理区画の運用（出入管理，脱装，汚染検査，除染，廃棄

物管理，出入管理区画の維持管理） 

ａ．出入管理 

出入管理区画は，制御室の外側が放射性物質により汚染し

たような状況下において，制御建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋外で作業を行った要員が，制御室に入室する際に利

用する。なお，建屋外で活動する要員は，防護具及び個人線

量計を着用する。 

出入管理区画のレイアウトは，第１図から第３図のとおり

であり，出入管理区画には，下記の①から③のエリアを設け

ることで，制御室内への放射性物質の持ち込みを防止する。 

①  放射線防護具脱装エリア 

・防護具を適切な順番で脱装するエリア 

②  サーベイエリア 

・防護具を脱装した作業員の身体や物品の汚染検査を行う

エリア 

・汚染が確認されなければ制御室内へ移動する。 

③   除染エリア 
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・サーベイエリアで汚染が確認された際に，除染を行うエ

リア

ｂ．脱装

出入管理区画における防護具の脱装手順は，以下のとおり。 

・放射線防護具脱装エリアで，シューズカバー，ヘルメッ

ト及び放射線防護具（外側：汚染防護衣（化学物質）及

びケミカルグローブ，ゴム手袋）を脱装する。

・マスク，帽子及び靴下を着用したまま，サーベイエリア

へ移動する。

なお，出入管理区画では，放射線対応班員は，要員の脱装

状況を適宜確認し，指導，助言，防護具の脱装の補助を行う。

ｃ．汚染検査

出入管理区画における汚染検査等の手順は，以下のとおり。 

① 帽子，靴下，綿手袋及びマスクを着装したままサーベイ

エリアに移動する。

② サーベイエリアにて汚染検査を受ける。

放射線対応班員は汚染検査の状況について，適宜確認

し，指導及び助言をする。

③ 汚染基準を満足する場合には，クリーンエリアへ移動後

に，マスク，帽子及び靴下を脱装し，制御室へ入室する。

④ ②の汚染検査において，汚染基準を満足しない場合には，

除染エリアに移動する。

なお，基本的に汚染検査は放射線対応班員が実施する。対
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応要員が不足する場合は，放射線管理班長は原子力防災管理

者に対し活動助勢要員を選定するように依頼し，選定された

活動助勢要員が汚染検査を実施する。 

 

ｄ．除染 

サーベイエリア内で要員の汚染が確認された場合は，サー

ベイエリアに隣接した除染エリアで要員の除染を行う。 

要員の除染については，紙タオルでの拭き取りによる除染

を基本とするが，拭き取りにて除染ができない場合も想定し，

汚染箇所への水洗によ って 除染 が行え るよ う簡 易シャ ワ ー

を設ける。簡易シャワーで発生した汚染水は，第６－６図の

とおり，必要に応じて紙タオル等へ染み込ませる等により固

体廃棄物として処理する。 

出入管理区画における除染手順は，以下のとおり。 

・汚染検査にて汚染基準を満足しない場合は，除染エリアに

移動する。 

・汚染箇所を紙タオルで拭き取りする。 

・再度汚染箇所について汚染検査をする。 

・汚染基準を満足しない場合には，簡易シャワーで除染する。 

 

ｅ．廃棄物管理 

制御室外で活動した要員が脱装した防護具については，出

入管理区画内に とどめ て置 くと出入管 理区 画内 の線量 当量

率の上昇及び汚染拡大につながる要因となることから，適宜

出入管理区画外に持ち出し，出入管理区画内の線量当量率の
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上昇及び汚染拡大防止を図る。

ｆ．出入管理区画の維持管理

放射線対応班員は，出入管理区画内の表面密度，線量当量

率及び空気中放射性物質濃度を定期的（1 回／日以上）に測

定し，放射性物質の異常な流入や拡大がないことを確認する。 

(6 )  出入管理区画の汚染拡大防止について

ａ．汚染拡大防止の考え方

制御室への汚染の持ち込みを防止するため，身体及び物品

サーベイを行うためのサーベイエリア，脱装を行うための放

射線防護具脱装エリア 及び 身体 に付着 した 放射 性物質 の除

染を行うための除染エ リア を設 けると とも に出 入口に 粘着

マットを設置し，制御室の放射性物質を低減する設計とする。 

ｂ．出入管理区画の区画

出入管理区画は，放射線防護具脱装エリア，サーベイエリ

ア，除染エリアごとに区分し，通常時より床・壁等について，

あらかじめプラスチッ ク段 ボー ル等に よる 区画 養生物 を準

備しておくことで，出入管理区画設置時間の短縮を図る。 

また，出入管理区画床面については，必要に応じて汚染の

除去の容易さの観点か ら養 生シ ートを 積層 して 貼るこ とと

し，汚染の除去の時間を短縮している。 

更に出入管理区画内には，靴等に付着した放射性物質を持

ち込まないように粘着マットを設置する。 
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ｃ．出入管理区画でのクロスコンタミ防止について

制御室に入室しようとする作業員に付着した汚染が，他の作

業員に伝播することがないように，サーベイエリアにおいて要

員の汚染が確認された場合には，汚染箇所を養生するとともに

サーベイエリア内に汚染が拡大していないことを確認する。サ

ーベイエリア内に汚染が確認された場合には，速やかに紙タオ

ルによる拭き取り等により，作業員の出入りに極力影響を与え

ないようにする。

また，出入管理区画内は制御室への入室の動線と退室の動線

を分離することで，脱装する要員との接触による汚染の伝播を

防止する。 

(7 )  汚染の管理基準

第３表のとおり，状況に応じた汚染の管理基準を運用する。

ただし，サーベイエリアのバックグラウンドに応じて，第３表

の管理基準での運用が困難となった場合は，バックグラウンド

と識別できる値を設定する。 

(8 )  可搬型代替照明

出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した場合に使用

する可搬型照明は，出入管理区画の設置，脱装，汚染検査及び

除染時に必要な照度を確保するために，６ 個（予備４個含む）

を使用する。可搬型代替照明の仕様を第４表に示す。 
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( 9 )  出入管理区画のスペースについて 

中央制御室における現場作業を行う要員は，３人１組で各建

屋２組を想定し，同時に６人程度の要員が出入管理区画内にて

脱装及び身体の汚染検査等ができる設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における現

場作業を行う要員は，２人１組で２組を想定し，同時に４人程

度の要員が出入管理区画内にて脱装及び身体の汚染検査等が

できる設計とする。 

また，仮に想定人数以上の要員が同時に出入管理区画に来た

場合でも，出入管理区画は，建屋内に設置しているため，屋外

での待機はなく，不要な被ばくを防止することができる。 

 

(1 0 )  出入管理区画設置前の汚染の持ち込み防止について 

夜間・休祭日は，参集要員により出入管理区画の設置を行う

可能性があるが，事象発生から出入管理区画の設置まで１時間

30分程度要する。出入管理区画の運用開始までは，下記の対応

により制御室への過度な汚染の持ち込みを防止する。 

 

・要員は，自ら汚染検査を実施し，必要に応じ除染（紙タオル

による拭き取り）を行った上で，制御室に入室する。 

・放射線対応班員は，出入管理区画の初期運用開始に必要な

サーベイエリア及び除染エリアを設置後，要員の汚染検査

を実施し，必要に応じて除染（紙タオルでの拭き取り又は簡

易シャワーによる水洗）を行う。また，放射線対応班員は，

制御室内の環境測定を行う。 
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第1表 出入管理区画の概要

設置

場所

○中央制御室

第１候補:出入管理建屋

玄関 

第２候補：制御建屋内搬出入

口付近

○使用済燃料の 受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室

：使用済燃料受入れ・貯蔵管

理建屋玄関

・制御建屋及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の外側

が 放 射 性 物 質 に よ り 汚

染 し た よ う な 状 況 下 に

おいて，制御室への汚染

の 持 ち 込 み を 防 止 す る

ため，身体の汚染検査及

び 防 護 具 の 脱 装 等 を 行

うための区画を設ける。

設置

形式

○共通

プラスチック段 ボール等の区

画化 

・事象発生時，床・壁等に

ついて，プラスチック段

ボール等により区画養生

する。

手順着

手の判

断基準

○中央制御室

実施組織におけ る実 施 責任

者（統括当直長）が，中央制御

室において重大 事故等の対処

が必要と判断した場合 

○使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室

実施組織におけ る実 施 責任

者（統括当直長）が，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室において重大事故等

の対処が必要と判断した場合 

・制御室の外側が放射性物

質 に よ り 汚 染 す る よ う

な お そ れ が 発 生 し た 場

合，出入管理区画の設置

を行う。

・事故進展の状況，参集済

み の 要 員 数 等 を 考 慮 し

て 放 射 線 対 応 班 員 が 実

施 す る 作 業 の 優 先 順 位

を判断し，速やかに設置

を行う。

実施者

○共通

実施組織における放射線対応

班員 

・出入管理区画を速やかに

設置できるように，定期

的 に 訓 練 を 行 っ て い る

放 射 線 対 応 班 員 が 参 集

した後に設置を行う。
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第２表 出入管理区画用資機材の保管場所及び保管数量

品名

出入管理

建屋

（数量）

制御建屋

（数量）

使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋 

（数量） 

ライト ２台 ２台 ２台

簡易シャワー １台 １台 １台

汚染防護衣 

（放射性物質）
13 着 13 着 13 着

除染エリア用簡易テント １セット １セット １セット

メディカルシーツ ３枚 ３枚 ３枚

ゴミ箱

６箱 

（白１，黄

５） 

６箱 

（白１，黄

５） 

６箱 

（白１，黄

５） 

ポール 12 本 12 本 12 本

養生シート（ピンク） ５巻 ５巻 ５巻

養生シート（白） ３巻 ３巻 ３巻

ロール袋 ９巻 ９巻 ９巻

紙タオル 30 束 30 束 30 束

養生テープ ７巻 ７巻 ７巻

はさみ ５本 ５本 ５本

ポリ手袋 

（左右Ｌサイズ）

20×２

セット

20×２

セット

20×２

セット
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品名 

出入管理 

建屋 

（数量） 

制御建屋 

（数量） 

使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋 

（数量） 

表示物  

「出入管理区画図」  

「この先サーベイエリア」 

「放射線防護具脱装エリ

ア」 

２枚 

１枚 

１枚 

２枚 

１枚 

１枚 

２枚 

１枚 

１枚 

油性ペン（黒，赤，青） 

黒６本 

赤３本 

青２本 

黒６本 

赤３本 

青２本 

黒６本 

赤３本 

青２本 

バリア ９台 ９台 ９台 

積層マット ８ｒ枚 ８枚 ８枚 

プラスチックダンボール 25 枚  ８枚 ８枚 

木柱 １本 １本 －  

木枠 

（扉 1 枚分の大きさ） 
１本 １本 －  

ロープ ２本 ２本 －  

ゴムロープ １本 １本 －  
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第３表 汚染の管理基準

状況 汚染の管理基準 根拠等

状

況

①

屋 外 （ 再 処 理

事 業 所 構 内 ）

へ 少 量 の 放 射

性 物 質 が 漏 え

い 又 は 放 出 さ

れ る よ う な 原

子力災害時 

α線 ：約 100cpm 

（０.４Bq/㎝２相当） 

βγ線：約 1，300cpm 

（４Bq/㎝２相当） 

法令に定める表面密度限度の

１/10 

・α線を放出する放射性同位

元素：０.４ Bq/㎝２

・α線を放出しない放射性同

位元素：４ Bq/㎝２

状

況

②

大 規 模 プ ル ー

ム が 放 出 さ れ

る よ う な 原 子

力災害時 

α線 ：約 3，000cpm 

（12Bq／㎝２相当） 

βγ線：約 40，000cpm 

（120Bq／㎝２相当） 

法令に定める表面密度限度の

３倍 

原子力災害対策指針における 

OIL４に準拠 

α線 ：約 1，000cpm 

（４Bq/㎝２相当） 

βγ線：約 13，000cpm 

（40Bq/㎝２相当） 

法令に定める表面密度限度 

原子力災害対策指針における 

OIL4【1 ヶ月後の値】に準拠 

第４表出入管理区画の可搬型照明

名称及び外観 保管場所 数量

可搬型代替照明
出入管理区画

設置箇所近傍

６個 

（予備４個含む）
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第１図 出入管理建屋出入管理区画

設置場所及び概要図

サンプルイメージ図
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第２図 制御建屋出入管理区画設置場所及び

概要図

サンプルイメージ図
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第３図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋出入管理区画設置場所

及び概要図

サンプルイメージ図

3176





第５図 制御建屋出入管理区画設置場所及び

アクセスルート

サンプルイメージ図
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第６図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋出入管理区画設置場所

及びアクセスルート 

 

 

 

 

 

 

 

サンプルイメージ図  
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第９図 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋出入管理区画設置場

所及び設置資機材等の流れ 

サンプルイメージ図
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第７図 出入管理区画の設置フロー

① 出 入 管 理 区 画 用 資 機 材 の移 動 ・設 置

（出入 管理 区画の設置場所の照明が 確保されてい

ない場合は可搬型代替照明を設置）

②床・壁等の養生の状態確認

③バリア・粘着マット等の設置

④ 除染用資機材・サーベイメータ等の配備
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補 1.11－6－1 

 

補足説明資料 １.11-６ 

１．制御室内に配備する資機材の数量について 

 

（１） 防護具の準備個数 

重大事故等の対応により中央制御室での実施組織要員は 164 人（待機要員含む）とな

ることから，防護具は，再処理施設用として原則 170 人分以上の数量を備える。 

なお，準備する防護具のうち，酸素呼吸器，汚染防護衣（化学物質），耐薬品用グロー

ブ及び耐薬品用長靴については，現場環境確認以降に再使用が可能，かつ，対策班の間

で装備の融通が可能であり，現場環境確認の結果に応じて必要装備の低減が図れること

から，最大必要数は以下のとおりとなる。 

①現場環境確認者 32 人 

 内訳：各班３人×各建屋２班×５建屋※１+２人×１班※２＝32 人 

   ※１：前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋 

   ※２：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

②建屋対策班 38 人 

 内訳：地震発生後の初動対応において，重大事故等への対策の制限時間が短いため現

場環境確認と同時に開始する必要のある作業を行う要員及び速やかに重大事

故対策に当たるため現場環境確認の結果を待たずに防護具の装備を開始し建

屋入口にて待機する要員※３ 

※３：各班２名×（前処理建屋３班＋分離建屋４班＋精製建屋６班＋ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋３班＋高レベル廃液ガラス固化建屋３班）＝38名 

 

合計 70 人（①+②） 
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補 1.11－6－2 

 

以上より，再使用前提の防護具は，上記 70 名に余裕をもち，90 人分以上の数量を備え

る。 

準備する防護具の内訳を第 1 表に示す。  
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補 1.11－6－3 

 

第 1 表 防護具等 

 放射線防護資機材等 

区分 品目 数量 根拠 保管場所 

放
射
線
管
理
及
び
有
毒
ガ
ス
用
資
機
材 

防護具 

・酸素呼吸器※2：108 台 
 
 
 
 
 
・汚染防護衣（化学物質）：756 着 
 
 
 
 

（初動要員 90 人※1×１

セット/人）＋（（初動要

員 90 人※1×１セット/
人）×0.2（予備補正係

数））＝108 セット・・・

➀ 
 
（初動要員 90 人※1×１

着 /人×７日間分）＋

（（初動要員 90 人※1×

１着/人×７日間分）×

0.2（予備補正係数））＝

756 着 
制御建屋 

・耐薬品用グローブ※2：108 双 
・耐薬品用長靴※2：108 足 

①と同様 
①と同様 

・防毒マスク※2：204 個 実施組織要員（再処理施

設）（161 人）＋予備員

（３人）＝164 人。これ

を 170人とみなし，（170
人×１個/人）＋（（170 人

×１個/人×0.2（予備補

正係数））＝204 個 
・防毒マスク※2：5 個 重大事故等発生時に

使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に滞在して

いる実施組織要員 5
人を考慮し，5 個 

使用済燃

料 受 入

れ・貯蔵

建屋 

・半面マスク※2：170 個以上 実施組織要員（再処理施

設）（161 人）＋予備員

（３人）＝164 人。これ

を 170 人とみなし，170
以上とする・・・② 

制御建屋 

・アノラック：170 着以上 ②と同様 
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補 1.11－6－4 

 

区分 品目 数量 根拠 保管場所 

放
射
線
管
理
及
び
有
毒
ガ
ス
用
資
機
材 

防護具 

・汚染防護衣（放射性物質）：2380
着以上 
 
 
 
 
 
・吸収缶：1428 セット 

実施組織要員（再処理施

設）（161 人）＋予備員

（3 人）=164 人。これを

170 人とみなし， 2 回/
日の使用頻度，7 日間を

考慮し，170 人×2 回/日
×7日=2380着以上とす

る。・・・③ 
 

実施組織要員（再処理施

設）（161 人）＋予備員

（３人）＝164 人。これ

を 170人とみなし，（170
人×１セット/人×7 日

間分）＋（（170 人×１セ

ット/人×7 日間分×0.2
（予備補正係数））＝

1428 セット 

制御建屋 

・吸収缶：5 セット 重大事故等発生時に使

用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に滞在している実

施組織要員 5 人を考慮

し，5 セット。 
制御建屋又は緊急時対

策建屋から適宜補充す

る。 

使用済燃

料 受 入

れ・貯蔵

建屋 

・ゴム手袋：2380 双以上 
・安全帯※2：6 本以上 

③と同様 
重大事故等対策を行う6
建屋に対し，各建屋 1 本

以上 

制御建屋 

測定機材 

・警報付ポケット線量計 ：170 台
以上 
・アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ ：15 台 
 
 
・ガンマ線用サーベイメータ ：15 
台 

②と同様 
 
現場管理者用 6 台（6 建

屋各 1 台），出入管理区

画用 5 台，主排気筒管理

建屋用 1 台，予備 3 台 
 

現場環境確認用 11 台（5
建屋×1 台/班×2 班＋1
建屋×1 台/班×1 班），

予備 4 台 

制御建屋 
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補 1.11－6－5 

 

区分 品目 数量 根拠 保管場所 

放
射
線
管
理
及
び
有
毒

ガ
ス
用
資
機
材 

測定機材 

・作業時間計測機器(時計、ストップ

ウォッチ等) :40 個以上 
６建屋×２班×３台＝36
台。これに予備を考慮

し，40 台とする。 

制御建屋 

資
料 

対処に必

要な資料 

・事業許可申請書/設工認図書 

・系統説明図 ・単線結線図 

・機器配置図 ・運転手順書 

・展開接続図      等 

－ 
制御建屋 
（中央制

御室） 

そ
の
他 

可搬型照

明・測定

器 

・LED ハンドライト及びヘッドライ

ト：170 個以上 

 

・二酸化炭素濃度計：50 台以上 

・酸素濃度計：50 台以上 

・NOx 濃度計：50 台以上 

 

・絶縁抵抗計 ：3 台以上 

②と同様 
 
 
建屋内対策班１～49班

に対し，各班１台を配

布できる数以上。 
 
発電機 5 台について，同

時に起動する最大数が3
台のため，3 台以上。 

制御建屋 

非常食・

飲料水 

・非常食：450 食以上 
・飲料水：300L 以上 

実施組織要員（再処理

施設）（161 人）－建屋

外対応班（20 人）＋中

央制御室駐在の建屋外

対応班（1 人）＝142 人。

これを 150 人とみな

し， 
150 人×3 食×1 日＝450
食 
150 人×2L×1 日＝300L 

制御建屋 

（注１）今後，訓練等を踏まえた検討により変更となる可能性がある。 

（注２）有毒ガスの防護具には，予備補正係数として 0.2 を考慮し多数を持つこととする。 

（注３）使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまる重大事故等対処要員を

有毒ガスから防護するために，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に防毒マスク及び

吸収缶を配備する。 
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補 1.11－6－6 

 

（注４）「安全審査 整理資料 第 20 条 制御室等 補足説明資料 2-5」 において有毒

ガスの放出継続時間は有毒ガスの終息活動を実施すること及び過去の事故事例

を鑑みると最大でも 24 時間と想定されることが述べられている。重大事故等の

対処における有毒ガスの考慮については，重大事故等の対処が長時間にわたる

こと，有毒ガスの発生時期や発生回数などが特定できないことを踏まえ，重大事

故等への対処において有毒ガスが発生する場合に、7 日間外部からの支援がなく

ても対応ができるよう，必要な数量を配備する。 

 

※1 初動要員 90 人の内訳は，以下に示す要員計 70 人に余裕を持った数とする。 

   ➀現場環境確認者 32 人 

    内訳：各班 3 人×各建屋 2 班×5 建屋 1)＋2 人×1 班 2)＝32 人 

      1) ：前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，高レベル廃液ガラス固化建屋 

      2) ：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

   ②建屋対策班 38 人 

    内訳：地震発生後の初動（地震発生後 2 時間以内）において，重大事故等への対

策の制限時間が短いため現場環境確認と同時に開始する必要のある作業

を行う要員及び速やかに重大事故対策に当たるため現場環境確認の結果

を待たずに防護具の装備を開始し建屋入口にて待機する要員。 

       各班2人×（前処理建屋3班＋分離建屋4班＋精製建屋6班＋ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋3班＋高レベル廃液ガラス固化建屋3班）＝38人 

上記の表の装備品一式をセットして保管場所に配備する。 

※2 ボンベ以外の装備品は洗浄し再使用する。 
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令和２年 4 月 28 日 R2 

補足説明資料 1.11-９ 
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補足説明資料１.11－９ 

重大事故等対処設備を用いた対応と自主対策を並行して実施した 

場合の悪影響の防止について 

１．制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御室の換

気確保 

（１） 要員への悪影響防止

本対応は，全交流動力電源の喪失に伴う対応のため，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋（以下「全建屋」という。）

での同時発生事象となる。 

中央制御室は，代替制御建屋中央制御室換気設備で居住性を

確保することが可能であることから，対策を実施するための要

員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合に本対応を

実施する。 

そのため，重大事故等対処設備を用いた対応に悪影響を与え

ない。 

（２） 設備への悪影響防止

本対応は，共通電源車から制御建屋へ給電する作業であり，

重大事故等対処設備を用いた対応の準備と異なる場所での対応

となるため，重大事故等対処設備に悪影響を与えない。 

２．非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御

室の換気確保 

（１） 要員への悪影響防止

本対応は，全交流動力電源の喪失に伴う対応のため，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋（以下「全建屋」という。）

での同時発生事象となる。 

中央制御室は，代替制御建屋中央制御室換気設備で居住性を

確保することが可能であることから，対策を実施するための要

員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合に本対応を

実施する。 

そのため，重大事故等対処設備を用いた対応に悪影響を与え

ない。 
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（２） 設備への悪影響防止

本対応は，共通電源車から非常用電源建屋へ給電する作業で

あり，重大事故等対処設備を用いた対応の準備と異なる場所で

の対応となる。 

このため，重大事故等対処設備を用いた対応の準備と本対応

を同時に行った場合であっても，重大事故等対処設備に悪影響

を与えない。 

３．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの受電に

よる使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気確保 

（１） 要員への悪影響防止

本対応は，全交流動力電源の喪失に伴う対応のため，前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋（以下「全建屋」という。）

での同時発生事象となる。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室は，代替使用

済燃料受入れ貯蔵建屋制御室換気設備で居住性を確保すること

が可能であることから，対策を実施するための要員の確保，対

策実施の準備ができたと判断した場合に本対応を実施する。 

（２） 設備への悪影響防止

本対応は，共通電源車から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋へ給

電する作業であり，重大事故等対処設備を用いた対応の準備と

異なる場所での対応となるため，重大事故等対処設備に悪影響

を与えない。 

以 上 
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補足説明資料 1.11-10 
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対応手段 機器名称 常設／可搬 耐震性 容量 揚程 個数

中央制御室空調系 中央制御室送風
機

常設 Sクラス 107700m
3
／h／台 － 2台

中央制御室空調系 中央制御室フィ
ルタユニット

常設 Sクラス 3000m
3
/h/台 － 3台

共通電源車 可搬 － 2000KVA － 3台

第２非常用ディーゼル発電機の燃料
油貯蔵タンク

常設 Sクラス 165kL － 4基

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
空調系 制御室送風機

常設 Sクラス 60000m
3
／h／個 － 2個

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室
空調系 制御室フィルタユニット

常設 Sクラス 5000m
3
／h／個 － 2個

共通電源車 可搬 － 2000KVA － 2台

ディーゼル発電機用燃料油貯蔵タン
ク

常設 Cクラス 50kL － 4基

可搬型よう素フィルタの設置 可搬型よう素フィルタ 可搬 － 5100m
3
/h/台 － 1台

自主対策設備仕様

制御建屋に接続した共通電源車から
の受電による中央制御室の換気確保
/非常用電源建屋に接続した共通電
源車からの受電による中央制御室の

換気確保

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続
した共通電源車からの受電による使
用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気確保

補足説明資料１.11-10

補1.11-10-1 3200
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補 1.11－11－1 
 

補足説明資料 1.11-11  

重大事故対策の成立性 

 

１．制御室の換気を確保するための措置の対応手順 

 ａ．代替中央制御室送風機による中央制御室の換気確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業時

間 
実績等※ 備考 

現場状況確認 50 分 約 50 分 現場状況の確認を 50 分/6 名（制御建屋対策班）と想定 

制御建屋可搬型発電

機の起動準備 
2 時間 50 分 

約 2 時間

50 分 

ケーブル長さ約 50ｍ，ケーブル敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋

対策班）と想定。想定作業時間は，発電機準備作業等含む。 

代替中央制御室送風

機の起動準備 
2 時間 50 分 

約 2 時間

50 分 

ダクト長さ約 300ｍ，ダクト敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋対

策班）と想定。想定作業時間は，送風機準備作業等含む。 

制御建屋可搬型発電

機の起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

代替中央制御室送風

機の起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備
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の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 

  

3203



補 1.11－11－3 
 

 ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保す

るための手順 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

現場状況確認 40 分 約 40 分 現場状況の確認を 40 分/6 名（制御建屋対策班）と想定 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可

搬型発電機の起動準

備 

25 分 約 25 分 

ケーブル長さ約 120ｍ，ケーブル敷設 100ｍ/10 分/4 名（制御

建屋対策班）と想定。想定作業時間は，発電機準備作業等含

む。 

代替制御室送風機の

起動準備 
25 分 約 25 分 

ダクト長さ約 300ｍ，ダクト敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋

対策班）と想定。想定作業時間は，送風機準備作業等含む。 

代替制御室送風機の

起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名（制御建屋対策班）と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルー トの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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２．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の照明を確保するための措置の対応 

 ａ．可搬型代替照明による中央制御室の照明確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

中央安全監視室への

可搬型代替照明設置 
60 分 約 60 分 設置を 60 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 3 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
50 分 約 50 分 設置を 50 分/1 名(制御建屋対策班)と想定 

第 4 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
50 分 約 50 分 設置を 50 分/1 名(制御建屋対策班)と想定 

第 6 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
30 分 約 30 分 設置を 30 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 1 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
40 分 約 40 分 設置を 40 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 5 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
35 分 約 35 分 設置を 35 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 2 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
30 分 約 30 分 設置を 30 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋
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内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。  
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 ｂ．可搬型代替照明による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の

制御室への可搬型代

替照明設置 

30 分 約 30 分 設置を 30 分/4 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型

通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行う。

通信連絡を行うために必要な設備の詳細について

は，「１．14 通信連絡に関する手順等」にて整備

する。 
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３．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の酸素等濃度管理に関する措置の対応手順 

 ａ．中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

酸素及び二酸化炭素

の濃度測定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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 ｂ．中央制御室の窒素酸化物の濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

窒素酸化物の濃度測

定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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 ｃ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

酸素及び二酸化炭素

の濃度測定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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 ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

窒素酸化物の濃度測

定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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４．制御室の放射線計測に関する措置の対応手順 

 ａ．中央制御室の放射線計測 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

中央制御室の放射線

計測 
15 分 約 10 分 測定を 15 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装

置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用）にて行う。通信連絡を行うため

に必要な設備の詳細については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。 
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 ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計測 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の

制御室の放射線計測 

15 分 約 10 分 測定を 15 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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５．汚染の持ち込みを防止するための措置の対応手順 

 ａ．中央制御室の出入管理区画の設置及び運用 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

中央制御室の出入管

理区画の設置及び運

用 

1 時間 30

分 

約 1時間 30

分 
設営を 90 分/6 名（放射線対応班）と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装

置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用）にて行う。通信連絡を行うため

に必要な設備の詳細については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。 
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 ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の

出入管理区画の設置

及び運用 

1 時間 約 1 時間 設営を 60 分/2 名（放射線対応班）と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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８．自主対策の設備及び手順 

 ａ．制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御室の

換気確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

各建屋における各機

器の引きロック及び

電源隔離 

40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

可搬型電源ケーブル

敷設・接続 
55 分 約 55 分 

電源ケーブル敷設等 

類似の訓練実績を参考に約 55 分と想定 

可搬型燃料供給ホー

ス敷設・接続 
55 分 約 55 分 

燃料油ホース敷設及び接続等 

類似の訓練実績を参考に約 55 分と想定 

共通電源車の起動 5 分 約 5 分 
共通電源車起動操作等 

類似の訓練実績を参考に約 5 分と想定 

制御建屋への給電開

始 
35 分 約 35 分 

制御建屋 6.9ｋＶ非常用母線及び 460Ｖ非常用母線復電操作等 

類似の訓練実績を参考に約 35 分と想定 

中央制御室送風機の

起動 
10 分 約 10 分 

中央制御室送風機の起動等 

類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設の系統構成を変えることなく容易に操作可能で

ある。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋
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外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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 ｂ．非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制

御室の換気確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

各建屋における各機

器の引きロック及び

電源隔離 

40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

可搬型電源ケーブル

敷設・接続 
55 分 約 55 分 

電源ケーブル敷設等 

類似の訓練実績を参考に約 55 分と想定 

可搬型燃料供給ホー

ス敷設・接続 
55 分 約 55 分 

燃料油ホース敷設及び接続等 

類似の訓練実績を参考に約 55 分と想定 

共通電源車の起動 5 分 約 5 分 
共通電源車起動操作等 

類似の訓練実績を参考に約 5 分と想定 

非常用電源建屋への

給電開始 
35 分 約 35 分 

非常用電源建屋 6.9ｋＶ非常用主母線復電操作等 

類似の訓練実績を参考に約 35 分と想定 

中央制御室送風機の

起動 
10 分 約 10 分 

中央制御室送風機の起動等 

類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。また，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフランジ接続であり容易に操作  

可能である。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
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トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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 ｃ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの受電に

よる使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

各建屋における各機

器の引きロック及び

電源隔離 

40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

共通電源車の起動走

行前確認，移動 
30 分 約 30 分 類似の訓練実績を参考に約 30 分と想定 

可搬型電源ケーブル

敷設・接続 
40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

可搬型燃料供給ホー

ス敷設・接続 
40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

共通電源車の起動 10 分 約 10 分 類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋建屋への給電

開始 

10 分 約 10 分 類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋建屋への給電

確認後の制御室送風

機の起動 

10 分 約 10 分 類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設の系統構成を変えることなく容易に操作可能で

ある。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬
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型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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 ｄ．可搬型よう素フィルタの設置 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

可搬型よう素フィル

タの設置 
30 分 約 30 分 類似の訓練実績を参考に約 30 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設の系統構成を変えることなく容易に操作可能で

ある。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装

置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用）にて行う。通信連絡を行うため

に必要な設備の詳細については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。 
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補足説明資料 1.11-12 

3223



補 1.11-12-1 

 

有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．11） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.11 では，これらの要求事項及び重大事故発生時における

制御室の居住性の確保に係る要求事項に対し，防護対象者（制御室にとど

まる要員）の整理及び防護対策（検知手段，防護措置）に係る個別手順を

反映することが求められることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（2／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 制御室の窒素酸化物濃度が

0.2ppmを上回る場合には,外気の

取入れを停止する 

 通常の安全対策に加えて,放射線

環境や作業環境に応じた防護具

の配備を行い,移動時及び作業時

の状況に応じて着用する 

 一方，後述の添付書類八添付１

10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)において，防

護具の着装に係る手順書を定

めているが，建屋対策班が現場

作業を行うものに限定してい

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

補足：反映事項あり 

中央制御室及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物の濃度測定への着手において，窒

素酸化物の濃度測定が有毒ガスへの

対応であることが明確にとなるよう

「窒素酸化物を含む有毒ガス」と記載

する。 

 

 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

 

第５表及び第５－１表において，制

御室の換気の隔離及び防護具の着装

の手順を定めていることから，反映事

項はない。 

添付書類八添付１10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)

の防護具の着装に係る手順について

は後述する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（3／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（4／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
2
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（7／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（8／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
2
3
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（9／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（10／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（11／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（13／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（14／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（15／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 制御室の居住性等に関する手順

等 

【要求事項】 

再処理事業者において、制御室に関

し、重大事故が発生した場合において

も運転員がとどまるために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は

整備される方針が適切に示されてい

ること。 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置（制

御室の遮蔽設計及び換気設計に加え

てマスク及びボンベ等により対応す

る場合）又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための手順等を

いう。 

a) 重大事故が発生した場合にお

いても、放射線防護措置等により、運

転員がとどまるために必要な手順等

を整備すること。 

b) 制御室用の電源（空調及び照明

等）が、代替電源設備からの給電を可

能とする手順等（手順及び装備等）を

整備すること。 

重大事故等が発生した場合におい

ても，実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対処設備及び資機材

を整備しており，ここでは，この対処

設備及び資機材を活用した手順等に

ついて説明する。 

 

ａ．対応手段と設備の選定 

（ａ）対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合におい

ても，実施組織要員が制御室にとどま

るためには，制御室の居住性を確保及

び汚染の持ち込みを防止する必要が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室にとどまる実施

組織要員 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 制御室の窒素酸化物の濃度測定

の設置及び運用の手段 

 制御室の代替通信連絡設備の設

置の手段 

 手順については，ⅲ．手順等に

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

3
2
3
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（16／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ある。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な

事故対応を行うための対応手段及び

資機材※１を用いた対応手段を選定

する。 

※1 資機材：防護具（全面マスク及

び半面マスク等）及び出入管理区画用

資機材については，資機材であるため

重大事故等対処設備としない。 

外部電源が喪失した場合には，その

機能を代替するための機能，相互関係

を明確にした上で，想定する故障に対

応できる対応手段及び重大事故等対

処施設を選定する。また，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握

する設備及び通信連絡を行うための

設備についても同様に選定する（第 10

－１図～第 10－4図）。 

選定した重大事故等対処設備によ

り，技術的能力審査基準だけでなく，

事業指定基準規則第四十四条及び技

術基準規則第四十八条の要求機能を

満足する設備が網羅されていること

を確認するとともに，自主対策設備と

の関係を明確にする。 

 

（ｂ） 対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，制御

室の居住性に影響を及ぼすおそれの

ある要因として，制御室の換気設備及

び照明設備の機能喪失を想定する。 

制御室の換気設備及び照明設備の

機能喪失時の代替機能を有するよう

に重大事故等対処施設を選定すると

ともに，汚染の持ち込み防止の対応手

段を選定する。 

重大事故等の発生の起因となる安

全機能の喪失の要因に応じて対処に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載している。 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 実施組織要員が中央制御室にと

どまるための設備 

 中央制御室送風機 

 制御室送風機（使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設） 

 資機材：防護具（全面マスク及び

半面マスク等）を用いた対応手

段 

 手順については，ⅲ．手順等に

記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（17／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

有効な設備を使用することとし，内的

事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない

重大事故等の発生時に対処する重大

事故等対処設備を選定する。 

また，共通電源車からの給電による

換気の確保の対処を行うものについ

ては，全てのプラント状況において使

用することが困難であるが，個別機器

の故障に対しては有効な手段である

ことから，自主対策設備として選定す

る。自主対策設備による対応は，対策

を実施するための要員を確保可能な

場合に実施するため，重大事故等対処

設備を用いた対処に悪影響を及ぼす

ことはない。 

なお，中央制御室を内包する制御建

屋は，事故対処にあたる建屋対策班の

ための防護具等資機材を配備してい

ることから，自主対策の手順として防

護具の着装の手順を整備する。 

安全機能を有する施設に要求され

る機能の喪失原因から選定した対応

手段及び技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十四条及び技術基準

規則第四十八条からの要求により選

定した対応手段と，その対応に使用す

る重大事故等対処施設，自主対策設備

及び資機材を以下に示す（第 10－１

表，第 10－２表）。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（18／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅰ．重大事故等が発生した場合におい

ても実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対応手段及び設備 

（ⅰ） 中央制御室 

１） 対応手段 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員が中央制御室にとど

まるため，代替制御建屋中央制御室換

気設備による中央制御室の換気の確

保，中央制御室代替照明設備による中

央制御室の照明の確保，中央制御室の

酸素及び二酸化炭素の濃度測定，中央

制御室の窒素酸化物の濃度測定，中央

制御室の放射線計測，中央制御室の出

入管理区画の設置及び運用，中央制御

室の代替通信連絡設備の設置及び中

央制御室の情報把握計装設備の設置

のための手段がある。 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員が中央制御室にとど

まるための設備は以下のとおり。 

・ 代替中央制御室送風機 

・ 制御建屋の可搬型ダクト 

・ 制御建屋可搬型発電機 

・ 制御建屋の可搬型分電盤 

・ 制御建屋の可搬型電源ケーブル 

・ 軽油貯槽 

・ 軽油用タンクローリ 

・ 中央制御室送風機 

・ 制御建屋の換気ダクト 

・ 制御建屋安全系監視制御盤 

・ 非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用

主母線 

・ 制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 

・ 制御建屋の 460Ｖ非常用母線 

・ 可搬型代替照明 

・ 中央制御室遮蔽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

 中央制御室の代替通信連絡設備

の設置 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 中央制御室の通信連絡設備 

 可搬型通話装置 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 中央制御室送風機 

 制御建屋の換気ダクト 

 既許可では重大事故等が発生

した場合の対応手段について

記載してあり，具体的な手順に

ついては，後述の「ⅲ．手順等」

に記載している。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（19／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

・ 可搬型酸素濃度計 

・ 可搬型二酸化炭素濃度計 

・ 可搬型窒素酸化物濃度計 

・ ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

・ アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ） 

・ 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

・ 可搬型通話装置 

・ 可搬型衛星電話（屋内用） 

・ 可搬型衛星電話（屋外用） 

・ 可搬型トランシーバ（屋内用） 

・ 可搬型トランシーバ（屋外用） 

・ 制御建屋可搬型情報収集装置 

・ 制御建屋可搬型情報表示装置 

・ 非常用照明 

・ 共通電源車 

・ 第２非常用ディーゼル発電機の燃

料油貯蔵タンク 

・ 燃料供給ポンプ 

・ 燃料供給ポンプ用電源ケーブル 

・ 可搬型燃料供給ホース 

・ 可搬型電源ケーブル 

・ 可搬型よう素フィルタ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（20／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

（ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

１） 対応手段 

重大事故等時に実施組織要員が使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室にとどまるため，代替使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

による使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気の確保，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の照明の確保，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及

び二酸化炭素の濃度測定，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の窒素酸化物の濃度測定，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の放射線計測，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の出入管理

区画の設置及び運用，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の代

替通信連絡設備の設置，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

情報把握計装設備の設置のための手

段がある。 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員が使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室にとど

まるための設備は以下のとおり。 

・ 代替制御室送風機 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクト 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型分電盤 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室にとどまる実施

組織要員 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の代替通信連絡

設備の設置，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の情

報把握計装設備の設置のための

手段 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（21／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

施設の可搬型電源ケーブル 

・ 軽油貯槽 

・ 軽油用タンクローリ 

・ 制御室送風機 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換

気ダクト 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全

系監視制御盤 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9

ｋＶ非常用母線 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 460

Ｖ非常用母線 

・ 可搬型代替照明 

・ 制御室遮蔽 

・ 可搬型酸素濃度計 

・ 可搬型二酸化炭素濃度計 

・ 可搬型窒素酸化物濃度計 

・ ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

・ アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ） 

・ 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

・ 可搬型衛星電話（屋内用） 

・ 可搬型衛星電話（屋外用） 

・ 可搬型トランシーバ（屋内用） 

・ 可搬型トランシーバ（屋外用） 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報表示装置 

・ 非常用照明 

・ 共通電源車 

・ 第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンク 

・ 燃料供給ポンプ 

・ 燃料供給ポンプ用電源ケーブル 

・ 可搬型燃料供給ホース 

・ 可搬型電源ケーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 制御室送風機 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換

気ダクト 

 既許可では重大事故等が発生

した場合の対応手段について

記載してあり，具体的な手順に

ついては，後述の「ⅲ．手順等」

に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（22／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅱ．重大事故等対処設備及び自主対

策設備 

（ⅰ） 中央制御室 

中央制御室にとどまるために必要

な設備として，代替中央制御室送風

機，制御建屋の可搬型ダクト，制御建

屋可搬型発電機，制御建屋の可搬型分

電盤，制御建屋の可搬型電源ケーブ

ル，軽油貯槽，軽油用タンクローリ，

中央制御室送風機，制御建屋の換気ダ

クト，制御建屋安全系監視制御盤，非

常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母

線，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線，

制御建屋の 460Ｖ非常用母線，可搬型

代替照明，中央制御室遮蔽，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計，

可搬型窒素酸化物濃度計，ガンマ線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を重大

事故等対処施設とする。 

中央制御室の通信連絡設備及び情

報把握計装設備のうち，可搬型通話装

置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用），可搬型トランシー

バ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

外用），制御建屋可搬型情報収集装置

及び制御建屋可搬型情報表示装置を

重大事故等対処施設とする。 

以上の重大事故等対処施設により，

重大事故等が発生した場合において

も中央制御室に実施組織要員がとど

まることができるため，以下の設備は

自主対策設備と位置付ける。併せてそ

の理由を示す。 

なお，防護具（全面マスク及び半面

マスク等）及び出入管理区画用資機材

については，資機材であるため重大事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 中央制御室の通信連絡設備 

 可搬型通話装置 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 通信連絡設備による有毒ガス

の検知に関しては，具体的な手

順が明確ではない 

 可搬型窒素酸化物濃度計につ

いても，火災又は爆発による窒

素酸化物の発生を前提として

いる。 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 中央制御室送風機 

 制御建屋の換気ダクト 

 防護具（全面マスク及び半面マス

ク等） 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガス検知手段

に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

3
2
4
6



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（23／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

故等対処設備とはしない。 

・ 非常用照明 

上記の非常用照明は，基準地震動に

よる地震力に対して十分な耐震性を

有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段とし

て有効である。 

・ 共通電源車，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンク，燃料供

給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケー

ブル，可搬型燃料供給ホース及び可搬

型電源ケーブル 

上記の共通電源車及び可搬型電源

ケーブルは，全交流動力電源喪失時に

制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機及び非常用照明に給電

可能である。また，第２非常用ディー

ゼル発電機の燃料油貯蔵タンクは，設

計基準事故に対処するための設備で

あり重大事故等が発生した場合の機

能を担保できないが，共通電源車に給

油可能である。 

共通電源車，燃料供給ポンプ，燃料

供給ポンプ用電源ケーブル，可搬型燃

料供給ホース及び可搬型電源ケーブ

ルは，設計基準事故に対処するための

設備と接続することから，重大事故等

が発生した場合の機能を担保できな

いが，接続先の設備が健全である場合

は，全交流動力電源喪失時に，制御建

屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機に給電し，中央制御室の換気を

確保するための手段として有効であ

る。 

・ 可搬型よう素フィルタ 

上記の可搬型よう素フィルタを考

慮せずとも中央制御室にとどまる実

施組織要員の実効線量が７日間で 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 既許可では重大事故等が発生

した場合の対応手段について

記載してあり，具体的な手順

については，後述の「ⅲ．手

順等」に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
2
4
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（24／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ｍＳｖを超えないが，可搬型よう素フ

ィルタは，制御建屋中央制御室換気設

備が大気中に放射性よう素の有意な

値が検出された場合に，実施組織要員

に対する実効線量をより低減できる

ことから中央制御室の居住性を確保

するための手段として有効である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（25／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

（ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にとどまるために必要

な設備のうち，代替制御室送風機，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型ダクト，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型分電盤，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブ

ル，軽油貯槽，軽油用タンクローリ，

制御室送風機，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋の換気ダクト，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非

常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の 460Ｖ非常用母線，可搬型代替照

明，制御室遮蔽，可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計，可搬型窒素

酸化物濃度計，ガンマ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を重大事故等対処

施設とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の通信連絡設備及び情

報把握計装設備のうち，可搬型衛星電

話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋外用），使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置を重大事故等対

処施設とする。 

以上の重大事故等対処施設により，

重大事故等が発生した場合において

も使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 通信連絡設備による有毒ガスの

検知に関しては，具体的な手順が

明確ではない 

 可搬型窒素酸化物濃度計につい

ても，火災又は爆発による窒素酸

化物の発生を前提としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（26／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

施設の制御室に実施組織要員がとど

まることができるため，以下の設備は

自主対策設備と位置付ける。併せてそ

の理由を示す。 

なお，防護具（全面マスク及び半面

マスク等）及び出入管理区画用資機材

については，資機材であるため重大事

故等対処設備とはしない。 

 

・ 非常用照明 

上記の非常用照明は，基準地震動に

よる地震力に対して十分な耐震性を

有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段とし

て有効である。 

 

・ 共通電源車，第１非常用ディーゼ

ル発電機の重油タンク，燃料供給ポン

プ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，

可搬型燃料供給ホース及び可搬型電

源ケーブル 

上記の共通電源車及び可搬型電源

ケーブルは，全交流動力電源喪失時に

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機及び非常用照

明に給電可能である。また，第１非常

用ディーゼル発電機の重油タンクは，

設計基準事故に対処するための設備

であり重大事故等が発生した場合の

機能を担保できないが，共通電源車に

給油可能である。 

共通電源車，燃料供給ポンプ，燃料

供給ポンプ用電源ケーブル，可搬型燃

料供給ホース及び可搬型電源ケーブ

ルは，設計基準事故に対処するための

設備と接続することから，重大事故等

が発生した場合の機能を担保できな

いが，接続先の設備が健全である場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 制御室送風機 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換

気ダクト 

 防護具（全面マスク及び半面マス

ク等） 

 既許可では重大事故等が発

生した場合の対応手段につ

いて記載してあり，具体的な

手順については，後述の「ⅲ．

手順等」に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（27／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

は，全交流動力電源喪失時に，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機に給電し使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気を確保するための手段として

有効である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（28／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅲ．手順等 

「重大事故等が発生した場合にお

いても実施組織要員が制御室にとど

まるために必要な対応手段及び設備」

により選定した対応手段に係る手順

を整備する。 

これらの手順は，重大事故等発生時

における実施組織要員による一連の

対応として，中央制御室に関わるもの

は「制御建屋重大事故等発生対応手順

書」に，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に関わるものは「使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋重大事故等

発生対応手順書」にそれぞれ定める

（第 10－３表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（29／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ｂ． 重大事故等時の手順等 

(ａ) 居住性を確保するための手

順等 

ⅰ．制御室の換気を確保するための

措置の対応手順 

(ⅰ) 代替中央制御室送風機によ

る中央制御室の換気の確保 

中央制御室送風機の機能喪失，制御

建屋の換気ダクトの破損又は全交流

動力電源喪失により制御建屋中央制

御室換気設備の機能が喪失したと実

施責任者が判断してから，実施組織要

員が中央制御室にとどまるために，代

替中央制御室送風機，制御建屋の可搬

型分電盤, 制御建屋の可搬型電源ケ

ーブル及び制御建屋可搬型発電機の

設置並びに制御建屋の可搬型ダクト

の敷設により換気経路を構築し，代替

中央制御室送風機による換気運転を

行い，中央制御室の換気を確保する。 

地震により制御建屋中央制御室換

気設備の機能が喪失したと実施責任

者が判断した場合には，現場環境確認

を行った後に対処を開始する。 

また，火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認し，実施責

任者が必要と判断した場合は，事前の

対応作業として，制御建屋可搬型発電

機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認し

たのち必要に応じ，除灰作業を実施す

る。 

制御建屋可搬型発電機へ燃料を供

給する手順の詳細は，「８. 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

１) 手順着手の判断基準 

中央制御室送風機が機能喪失又は

制御建屋の換気ダクトの損傷により，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡手段 

 通信連絡設備による有毒ガ

スの検知に関しては，具体的

な手順が明確ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）の配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

通信連絡設備により，有毒ガスの発

生を含め，再処理施設の状況の把握が

可能な手順としているが，通信連絡設

備による有毒ガスの検知に関しては，

具体的な記載がない。 

このため，可搬型窒素酸化物濃度計

により有毒ガスを検知し，防護措置を

とるための手順「10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中

央制御室の窒素酸化物の濃度測定」

に，通信連絡設備により有毒ガスを検

知することを追記することにより，明

確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

作業環境に応じた防護具の配備が

記載されているが，建屋対策班が現場

作業を行うものに限定しており，制御

室にとどまる実施組織要員に対して

も防護具を用いることが明確ではな

い。 

このため，可搬型窒素酸化物濃度計

により有毒ガスを検知し，防護措置を

とるための手順「10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中

央制御室の窒素酸化物の濃度測定」

に，換気設備の隔離による防護措置に

加え，必要に応じ防護具を着装するこ

とを追記することにより，明確化す

る。 

3
2
5
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（30／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

制御建屋中央制御室換気設備が機能

喪失，若しくは，外部電源が喪失し，

第２非常用ディーゼル発電機を運転

できないと実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。 

２) 操作手順 

代替中央制御室送風機による中央

制御室の換気の確保の手順の概要は

以下のとおり。各手順の成功は，代替

中央制御室送風機が起動し，中央制御

室内の酸素濃度が 19％以上，かつ，二

酸化炭素濃度が 1.0％以下であること

より確認する。手順の概要を第 10－５

図，タイムチャートを第 10－６図及び

第 10－７図，制御建屋の代替中央制御

室送風機換気概要図を第 10－８図に

示す。 

① 実施責任者は，中央制御室送風機

が機能喪失若しくは制御建屋の換気

ダクトの損傷により，制御建屋中央制

御室換気設備が機能喪失していると

判断又は外部電源が喪失し，第２非常

用ディーゼル発電機が起動できない

と判断してから，建屋対策班に現場環

境確認の実施を指示する。 

② 建屋対策班は，現場環境確認を実

施し，確認結果を実施責任者に報告す

る。 

③ 実施責任者は，現場環境確認結果

に基づき対処に用いる制御建屋の可

搬型ダクト及び制御建屋の可搬型電

源ケーブルの敷設ルートを判断する。 

④ 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき建屋対策班に代替中央制

御室送風機による中央制御室の換気

の確保のための準備を指示する。 

⑤ 建屋対策班は，制御建屋の可搬型

分電盤を制御建屋内に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，建屋対策班に対する防護具の

着装の手順「10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)防護具

の着装の手順等」に，制御室の実施組

織要員にも適用する旨を追記するこ

とにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（31／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

⑥ 建屋対策班は，制御建屋可搬型発

電機と代替中央制御室送風機を，制御

建屋の可搬型分電盤を介して制御建

屋の可搬型電源ケーブルにて接続す

る。 

また，降灰により制御建屋可搬型発

電機が機能喪失するおそれがある場

合には，建屋対策班は制御建屋可搬型

発電機を制御建屋内に配置する。 

⑦ 建屋対策班は，制御建屋の可搬型

ダクトを代替中央制御室送風機から

中央制御室まで敷設する。 

⑧ 建屋対策班は，制御建屋可搬型発

電機及び代替中央制御室送風機の起

動準備作業完了を実施責任者に報告

する。 

⑨ 実施責任者は，作業完了を確認後

に建屋対策班に制御建屋可搬型発電

機を起動し，その後代替中央制御室送

風機の起動を指示する。 

⑩ 建屋対策班は，制御建屋可搬型発

電機及び代替中央制御室送風機を起

動し，起動確認後，実施責任者に報告

する。 

⑪ 実施責任者は，制御建屋可搬型発

電機及び代替中央制御室送風機の状

態監視並びに中央制御室内の酸素濃

度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度

が 1.0％以下であることを確認するこ

とにより，代替中央制御室送風機によ

る中央制御室の換気の確保が出来て

いることを判断する。 

３) 操作の成立性 

上記の代替中央制御室送風機，制御

建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可搬

型電源ケーブル及び制御建屋可搬型

発電機の設置並びに制御建屋の可搬

型ダクトの敷設による換気経路の構
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（32／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

築及び運転は，実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員８人の合計 17

人にて作業を実施した場合，中央制御

室送風機の停止から中央制御室の二

酸化炭素濃度が 1.0％に達する約 26

時間（第 10－５表）に対し，事象発生

後，４時間以内で対応可能である。 

地震による制御建屋中央制御室換

気設備の機能が喪失した場合におけ

る現場環境確認は，実施責任者等の要

員９人，建屋対策班の班員６人の合計

15 人にて作業を実施した場合，50 分

以内で対応可能であり，現場環境確認

及び代替中央制御室送風機等設置に

よる換気経路の構築及び運転の全て

の作業を実施責任者等の要員９人，建

屋対策班の班員８人の合計 17 人にて

作業を実施した場合，事象発生後，４

時間以内で対応可能である。 

また，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合の制御建屋可搬型発

電機の屋内への運搬は，実施責任者等

の要員９人，建屋対策班の班員４人の

合計 13 人にて作業を実施した場合，

１時間 30 分以内で実施可能である。

制御建屋可搬型発電機の屋内への運

搬及び代替中央制御室送風機等設置

による換気経路の構築及び運転の全

ての作業を実施責任者等の要員９人，

建屋対策班の班員８人の合計 17 人に

て作業を実施した場合，事象発生後，

４時間 30 分以内で対応可能であるこ

とから，重大事故等の対処への影響を

与えることなく作業が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具（全面マスク及

び半面マスク等）の配備を行い，移動
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（33／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。線量管理については，

個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（34／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 代替制御室送風機による使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

制御室送風機の機能喪失，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクトの破

損又は全交流動力電源喪失により使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の機能が喪失したと実施責任者

が判断してから，実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にとどまるために，代替制御室

送風機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型分電盤, 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブル，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機の設

置並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設に

より換気経路を構築し，代替制御室送

風機による換気運転を行い，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気を確保する。 

地震による使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備の機能が喪失し

たと実施責任者が判断した場合には，

現場環境確認を行った後に対処を開

始する。 

また，火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認し，実施責

任者が必要と判断した場合は，事前の

対応作業として，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機の建

屋内への移動及び除灰作業の準備を

実施する。また，降灰を確認したのち

必要に応じ，除灰作業を実施する。 

なお，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機へ燃料を供給

する手順の詳細は，「８. 電源の確保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室にとどまる実施

組織要員 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡手段 

 通信連絡設備による有毒ガ

スの検知に関しては，具体的

な手順が明確ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）の配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

通信連絡設備により，有毒ガスの発

生を含め，再処理施設の状況の把握が

可能な手順としているが，通信連絡設

備による有毒ガスの検知に関しては，

具体的な記載がない。 

このため，可搬型窒素酸化物濃度計

により有毒ガスを検知し，防護措置を

とるための手順「10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中

央制御室の窒素酸化物の濃度測定」

に，通信連絡設備により有毒ガスを検

知することを追記することにより，明

確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

作業環境に応じた防護具の配備が

記載されているが，建屋対策班が現場

作業を行うものに限定しており，制御

室にとどまる実施組織要員に対して

も防護具を用いることが明確ではな

い。 

このため，可搬型窒素酸化物濃度計

により有毒ガスを検知し，防護措置を

とるための手順「10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中

央制御室の窒素酸化物の濃度測定」

に，換気設備の隔離による防護措置に

加え，必要に応じ防護具を着装するこ

とを追記することにより，明確化す

る。 

3
2
5
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（35／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

に関する手順等」にて整備する。 

１) 手順着手の判断基準 

制御室送風機が機能喪失又は使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト

の損傷により，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備が機能喪失，若

しくは，外部電源が喪失し，第１非常

用ディーゼル発電機を運転できない

と実施責任者が判断した場合（第 10－

４表）。 

２) 操作手順 

代替制御室送風機による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気の確保の手順の概要は以下

のとおり。各手順の成功は，代替制御

室送風機が起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸

素濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素

濃度が 1.0％以下であることより確認

する。手順の概要を第 10－９図，タイ

ムチャートを第 10－６図及び第 10－

７図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

代替制御室送風機換気概要図を第 10

－10図に示す。 

 

① 実施責任者は，制御室送風機が機

能喪失，若しくは，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備が機能喪失又は外部電源が喪

失し，第１非常用ディーゼル発電機が

起動できないと判断してから，建屋対

策班に現場環境確認の実施を指示す

る。 

② 建屋対策班は，現場環境確認を実

施し，確認結果を実施責任者に報告す

る。 

③ 実施責任者は，現場環境確認結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，建屋対策班に対する防護具の

着装の手順「10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)防護具

の着装の手順等」に，制御室の実施組

織要員にも適用する旨を追記するこ

とにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（36／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

に基づき対処に用いる使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダ

クト並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル

の敷設ルートを判断する。 

④ 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき建屋対策班に代替制御室

送風機による使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の換気の確

保のための準備を指示する。 

⑤ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤

を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設

置する。 

⑥ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機と

代替制御室送風機を，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤を介して使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル

にて接続する。 

また，降灰により使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機が

機能喪失するおそれがある場合には，

建屋対策班は使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に配置す

る。 

⑦ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

まで敷設する。 

⑧ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及

び代替制御室送風機の起動準備作業

完了を実施責任者に報告する。 

⑨ 実施責任者は，作業完了を確認後
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（37／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

に建屋対策班に使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機を起

動し，その後代替制御室送風機の起動

を指示する。 

⑩ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及

び代替制御室送風機を起動し，起動確

認後，実施責任者に報告する。 

⑪ 実施責任者は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及

び代替制御室送風機の状態監視並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の酸素濃度が 19％以

上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以

下であることを確認することにより，

代替制御室送風機による使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気の確保が出来ていることを判

断する。 

３) 操作の成立性 

上記の代替制御室送風機，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤, 使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機の設置並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可

搬型ダクトの敷設による換気経路の

構築及び運転は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員４人の合計 13

人にて作業を実施した場合，制御室送

風機の停止から使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の二酸化

炭素濃度が 1.0％に達する約 163時間

（第 10－５表）に対し，事象発生後 22

時間 30分以内で対応可能である。 

地震による使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備の機能が喪失し
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（38／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

た場合における現場環境確認は，実施

責任者等の要員９人，建屋対策班の班

員６人の合計 15 人にて作業を実施し

た場合，50分で対応可能であり，現場

環境確認及び代替制御室送風機等設

置による換気経路の構築及び運転の

全ての作業を実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員６人の合計 15

人にて作業を実施した場合，作業着手

後 22 時間 30 分以内で対応可能であ

る。 

また，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の

屋内への運搬は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員６人の合計 15

人にて作業を実施した場合，１時間 30

分以内で実施可能である。使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機の屋内への運搬及び代替制御室

送風機等設置による換気経路の構築

及び運転の全ての作業を実施責任者

等の要員９人，建屋対策班の班員６人

の合計 15 人にて作業を実施した場

合，作業着手後 22時間 30分以内で対

応可能であることから，重大事故等の

対処への影響を与えることなく作業

が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具（全面マスク及

び半面マスク等）の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。線量管理については，

個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（39／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（40／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅱ．制御室の照明を確保する措置の

対応手順 

(ⅰ) 可搬型代替照明による中央

制御室の照明の確保 

非常用照明の損傷又は電気設備の

損傷により中央制御室の照明が使用

できないと実施責任者が判断してか

ら，中央制御室に可搬型代替照明を設

置し，照明を確保する。なお，設置に

当たっては，中央制御室内の中央安全

監視室，精製建屋の蒸発乾固が発生す

る可能性のある約 10 時間後までに事

故対処を実施する準備のための実施

組織要員の参集箇所となる第３ブロ

ック及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋の蒸発乾固が発生する可能性

のある約 18 時間後までに事故対処を

実施する準備のための実施組織要員

の参集箇所となる第４ブロックを優

先して設置する。 

中央制御室内のその他の実施組織

要員の参集箇所となる第１ブロック，

第２ブロック，第５ブロック及び第６

ブロックは，上記の箇所への設置完了

後に順次実施する。 

１） 手順着手の判断基準 

非常用照明の損傷又は電気設備の

損傷により中央制御室の照明が使用

できないと実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型代

替照明の設置手順の概要は以下のと

おり。各手順の成功は，可搬型代替照

明の点灯により確認する。タイムチャ

ートを第 10－６図及び第 10－７図

に，可搬型代替照明の配置概要図を第

10－11図及び第 10－12図にそれぞれ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（41／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に中央制御室

の照明を確保するため，可搬型代替照

明の点灯確認及び可搬型代替照明の

設置を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型代替照明を

制御建屋内の保管場所から中央制御

室内に運搬及び設置し，中央制御室の

照明を確保する。 

③ 実施責任者は，中央制御室内の可

搬型代替照明の点灯を確認し，可搬型

代替照明の状態監視を行うことによ

り，可搬型代替照明による中央制御室

の照明の確保が出来ていることを判

断する。 

３） 操作の成立性 

上記の可搬型代替照明の運搬及び

設置は，事象発生後，中央制御室内の

中央安全監視室において，各班長が集

まり図面や手順書等を確認し，対処を

検討することから，最優先に実施す

る。また，精製建屋の蒸発乾固が発生

する可能性のある約 10 時間後までに

事故対処を実施する準備のための第

３ブロック及びウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋の蒸発乾固が発生する

可能性のある約 18 時間後までに事故

対処を実施する準備のための第４ブ

ロックを，他ブロックに優先して実施

する。 

中央制御室内の中央安全監視室，第

３ブロック及び第４ブロックは，事象

発生後，中央制御室の非常用照明が消

灯する２時間後までに可搬型代替照

明の設置を実施するため，建屋外対応

班長を除く実施責任者等の要員８人，

建屋対策班の班員２人の合計 10 人に
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（42／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

て作業を実施した場合，中央制御室内

の中央安全監視室は事象発生後１時

間 10 分以内，第３ブロック及び第４

ブロックは，事象発生後２時間以内で

それぞれ対応可能である。 

第１ブロック，第２ブロック，第５

ブロック及び第６ブロックについて

は，先行して配置した可搬型代替照明

からの薄明かりによって照らされて

いる状態である。また，可搬型代替照

明設置まで事故対策検討は，中央制御

室内の中央安全監視室にて実施する

こと及び当該ブロックの管理建屋の

うち，最も事象発生が早い前処理建屋

の水素爆発が起こる約 73 時間以内で

十分な照明を確保する必要があるこ

とから，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員

４人の合計 12 人にて作業を実施した

場合，事象発生後３時間 10 分以内で

対応可能である。 

なお，実施組織要員は，全交流動力

電源の喪失による照明の消灯から可

搬型代替照明の設置が完了するまで

の間，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤ

ヘッドライトにより中央制御室内の

照明を確保するため，中央制御室内の

作業に支障を生じるおそれはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具（全面マスク及

び半面マスク等）の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。線量管理については，

個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（43／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（44／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 可搬型代替照明による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

非常用照明の損傷又は電気設備の

損傷により使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できないと実施責任者が判断してか

ら，可搬型代替照明を設置し，照明を

確保する。 

１） 手順着手の判断基準 

非常用照明の損傷又は電気設備の

損傷により使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できないと実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型代

替照明の設置手順の概要は以下のと

おり。各手順の成功は，可搬型代替照

明の点灯により確認する。タイムチャ

ートを第 10－６図及び第 10－７図

に，可搬型代替照明の配置概要図を第

10－11図及び第 10－12図にそれぞれ

示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の照明を確保するため，可搬型代替照

明の点灯確認，可搬型代替照明の設置

を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型代替照明を

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保管

場所から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室内に運搬及び設置し，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の照明を確保する。 

③ 実施責任者は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（45／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

搬型代替照明の点灯を確認し，可搬型

代替照明の状態監視を行うことによ

り，可搬型代替照明による使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の照明の確保が出来ていることを判

断する。 

３） 操作の成立性 

上記の可搬型代替照明の運搬及び

設置は，代替制御室送風機による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の換気の確保と併せて実施す

るため，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員

４人の合計 12 人にて作業を実施した

場合，事象発生後 22時間 30分以内で

対応可能である。 

なお，実施組織要員は，全交流動力

電源の喪失による照明の消灯から可

搬型代替照明の設置が完了するまで

の間，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤ

ヘッドライトにより使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

照明を確保するため，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

作業に支障を生じるおそれはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具（全面マスク及

び半面マスク等）の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。線量管理については，

個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減す
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（46／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

る。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（47／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅲ．制御室の酸素等濃度測定に関す

る措置の対応手順  

(ⅰ) 中央制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

代替中央制御室送風機による中央

制御室の換気を開始又は共通電源車

からの受電による制御建屋中央制御

室換気設備の再循環運転を開始した

と実施責任者が判断してから，中央制

御室内の居住性確保の観点から，可搬

型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素

濃度計により酸素濃度及び二酸化炭

素濃度を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機にて中央制

御室の換気を開始又は共通電源車か

らの受電による制御建屋中央制御室

換気設備の再循環運転を開始したと

実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）。 

２） 操作手順 

中央制御室の酸素及び二酸化炭素

の濃度を測定・管理する手順の概要は

以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に中央制御室

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型酸素濃度計

及び可搬型二酸化炭素濃度計を起動

し，中央制御室内の酸素濃度及び二酸

化炭素濃度の測定を行う（測定範囲

は，第 10－13図を参照）。 

３） 操作の成立性 

上記の可搬型酸素濃度計及び可搬

型二酸化炭素濃度計による測定は，建

屋外対応班長を除く実施責任者等の

要員８人，建屋対策班の班員２人の合

【補足説明資料 1.11-3-1 制御室換

気再循環運転時の酸素及び二酸化炭

素濃度について】 

４．無換気状態での中央制御室の二酸

化炭素許容限界濃度までの時間につ

いて 

（省略） 

無換気状態で中央制御室の二酸化炭

素許容限界濃度までの時間は、約 26

時間程度となる。 

 

５．無換気状態での使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の二酸

化炭素許容限界濃度までの時間につ

いて 

（省略） 

無換気状態で使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の二酸化炭

素許容限界濃度までの時間は、約 163

時間程度となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（48／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

計 10 人にて作業を実施した場合，実

施責任者が中央制御室内の居住性確

認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定が必要と判断してから約 10

分以内に測定可能であり，中央制御室

送風機の停止から中央制御室の二酸

化炭素濃度が 1.0％に達する約 26 時

間（第 10－５表）以内に対応可能であ

る。 

また，実施責任者は，建屋対策班よ

り，中央制御室内の酸素及び二酸化炭

素の濃度に関する報告を受け，酸素濃

度が 19％を下回る場合又は二酸化炭

素濃度が 1.0％を上回る場合には，酸

素及び二酸化炭素の濃度調整を行う

ため，建屋対策班に代替中央制御室送

風機の予備機への切替運転や外気取

入れによる換気を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（49／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 中央制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

再処理施設内で火災又は爆発によ

り窒素酸化物の発生が予測されると

実施責任者が判断してから，中央制御

室内の居住性確保の観点より，可搬型

窒素酸化物濃度計により窒素酸化物

濃度を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

再処理施設内で火災又は爆発によ

り窒素酸化物の発生が予測されると

実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）。 

２） 操作手順 

中央制御室の窒素酸化物の濃度を

測定する手順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に中央制御室

の窒素酸化物の濃度測定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型窒素酸化物

濃度計を起動し，中央制御室内の窒素

酸化物濃度の測定を行う（測定範囲

は，第 10－13図を参照）。 

３） 操作の成立性 

上記の中央制御室の対応は，建屋外

対応班長を除く実施責任者等の要員

８人，建屋対策班の班員２人の合計 10

人にて作業を実施した場合，窒素酸化

物の発生が予測され，実施責任者が窒

素酸化物濃度の測定を必要と判断し

てから約 10 分以内に測定可能であ

り，代替中央制御室送風機の換気によ

って中央制御室内の雰囲気が最も早

く置換される２時間以内に対応可能

である。 

また，実施責任者は，建屋対策班よ

り，中央制御室の窒素酸化物の濃度に

関する報告を受け，窒素酸化物濃度が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

 記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が

発生した場合の環境条件の

内数として有毒ガスを考慮

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 可搬型窒素酸化物濃度計に

ついても，火災又は爆発によ

る窒素酸化物の発生を前提

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，火災又は爆

発により窒素酸化物の発生が予測さ

れた場合と記載していた。ここで窒素

酸化物の発生には化学物質の漏えい

に伴う有毒ガスの発生を考慮してい

ることから記載の明確化のため，「若

しくは，化学物質の漏えい」，「を含む

有毒ガス」を追記する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と，また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，可搬型窒素

酸化物濃度計により，窒素酸化物の発

生を検知できる手順となっているが，

火災又は爆発による窒素酸化物の発

生を前提としている。 

可搬型窒素酸化物濃度計は，火災又

は爆発以外に有毒化学物質により発

生する窒素酸化物にも使用できるた

め，有毒化学物質により発生する窒素

酸化物を含めた手順書とするように

記載を変更することにより，明確化す

る。 
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3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（50／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

0.2ｐｐｍを上回る場合には，窒素酸

化物を含んだ外気の取入れを停止す

るため，建屋対策班に制御建屋中央制

御室換気設備の再循環ラインの外気

遮断ダンパ及び排気遮断ダンパの閉

操作並びに還気遮断ダンパの開操作

を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上

回る場合には，窒素酸化物を含ん

だ外気の取入れを停止するため，

建屋対策班に制御建屋中央制御

室換気設備の再循環ラインの外

気遮断ダンパ及び排気遮断ダン

パの閉操作並びに還気遮断ダン

パの開操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，制御

室の実施組織要員の対処能力が著し

く低下しないことを確認すること。 

また，有毒ガス防護対策を行った場合

でも，重大事故等対処が実施可能であ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，通信連絡設備により有毒ガス

を検知することについても追記する

ことにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，窒素酸化物

濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合に外気

の遮断を行う手順有毒ガスの発生を

検知した場合には換気設備の隔離に

より中央制御室の実施組織要員を防

護することが読み取れる。 

一方，中央制御室にとどまる実施組

織要員に対しても防護具を用いるこ

とが明確ではないため，換気設備の隔

離による防護措置に加え，必要に応じ

防護具を着装することを追記するこ

とにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

有毒ガス防護対策により，中央制御

室の実施組織要員の対処能力が著し

く低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保す

べき事項ではないことから，反映事項

はない。 

有毒ガス防護対策を行った場合の

重大事故等対処の成立性については，

既許可においても有毒ガス防護対策

を考慮した重大事故等対処の手順及

び体制を定め，添付書類八添付１に示

す重大事故等対処に係るタイムチャ

ートを作成し，重大事故等対処が成立

することを確認していることから，反

映すべき事項はない。 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護措置の成立性は共通

3
2
7
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（51／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書記載

項目の整理表」を補足説明資料 1.11-

12として追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（52／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅲ) 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

代替制御室送風機にて使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気を開始又は共通電源車からの

受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断してから，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室内の居住性確保の観点よ

り，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸

化炭素濃度計により酸素濃度及び二

酸化炭素濃度を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替制御室送風機にて使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気を開始又は共通電源車からの

受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断した場合

（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

中央制御室の酸素及び二酸化炭素

の濃度を測定・管理する手順の概要は

以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型酸素濃度計

及び可搬型二酸化炭素濃度計を起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の酸素濃度及び二酸

化炭素濃度の測定を行う（測定範囲

は，第 10－14図を参照）。 

３） 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（53／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

上記の可搬型酸素濃度計及び可搬

型二酸化炭素濃度計による測定は，建

屋外対応班長を除く実施責任者等の

要員８人，建屋対策班の班員２人の合

計 10 人にて作業を実施した場合，実

施責任者が使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室内の居住性確

認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定が必要と判断してから約 10

分以内に測定可能であり，制御室送風

機の停止から使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の二酸化炭

素濃度が 1.0％に達する約 163 時間

（第 10－５表）以内に対応可能であ

る。 

また，実施責任者は，建屋対策班よ

り，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の酸素及び二酸化炭

素の濃度に関する報告を受け，酸素濃

度が 19％を下回る場合又は二酸化炭

素濃度が 1.0％を上回る場合には，酸

素及び二酸化炭素の濃度調整を行う

ために，建屋対策班に代替制御室送風

機の予備機への切替運転や外気取入

れによる換気を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（54／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅳ) 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃

度測定 

再処理施設内で火災又は爆発によ

り窒素酸化物の発生が予測されると

実施責任者が判断してから，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室内の居住性確保の観点より，可搬型

窒素酸化物濃度計により窒素酸化物

濃度を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

再処理施設内で火災又は爆発によ

り窒素酸化物の発生が予測されると

実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）。 

２） 操作手順 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の窒素酸化物の濃度を

測定する手順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の窒素酸化物濃度の測定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型窒素酸化物

濃度計を起動し，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物濃度の測定を行う（測定範囲は，

第 10－14図を参照）。 

３） 操作の成立性 

上記の可搬型窒素酸化物濃度計に

よる測定は，建屋外対応班長を除く実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員２人の合計 10 人にて作業を実施

した場合，窒素酸化物の発生が予測さ

れ実施責任者が窒素酸化物濃度の測

定を必要と判断してから約 10 分以内

に測定可能であり，代替制御室送風機

の換気によって使用済燃料の受入れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.11-11 重大事故対

策の成立性】 

重大事故対策に要する所要時間，操作

の成立性（作業環境，移動経路，操作

性，連絡手段）について確認している。 

 

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時においても，Ｌ

ＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッド

ライトを携行している。また，操作は

初動対応にて確認した作業環境に応

じて適切な防護具（酸素呼吸器，汚染

防護衣(放射性物質)，個人線量計等）

を着用又は携行して作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬ

ＥＤヘッドライトを携行しており近

接可能である。また，作業前に実施す

る初動対応において，アクセスルート

における火災，溢水，薬品漏えい及び

線量上昇の有無等の対処の阻害要因

を把握し，その状況に応じて，適切な

 

 

■発生源 

 記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が

発生した場合の環境条件の

内数として有毒ガスを考慮

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室にとどまる実施

組織要員 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 可搬型窒素酸化物濃度計に

ついても，火災又は爆発によ

る窒素酸化物の発生を前提

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガス検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，火災又は爆

発により窒素酸化物の発生が予測さ

れた場合と記載していた。ここで窒素

酸化物の発生には化学物質の漏えい

に伴う有毒ガスの発生を考慮してい

ることから記載の明確化のため，「若

しくは，化学物質の漏えい」を追記す

る。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と，また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，可搬型窒素

酸化物濃度計により，窒素酸化物の発

生を検知できる手順となっているが，

火災又は爆発による窒素酸化物の発

生を前提としている。 

可搬型窒素酸化物濃度計は，火災又

は爆発以外に有毒化学物質により発

生する窒素酸化物にも使用できるた

め，有毒化学物質により発生する窒素

酸化物を含めた手順書とするように

3
2
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（55／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

施設及び貯蔵施設の制御室内の雰囲

気が最も早く置換される約 17 分以内

に対応可能である。 

また，実施責任者は，建屋対策班よ

り，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の窒素酸化物の濃度に

関する報告を受け，窒素酸化物濃度が

0.2ｐｐｍを上回る場合には，窒素酸

化物を含んだ外気の取入れを停止す

るため，建屋対策班に使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環

ラインの外気取入れ隔離ダンパ及び

排気隔離ダンパの閉操作並びに再循

環切替ダンパの開操作を指示する。 

 

 

第 10-6 図 タイムチャート居住性確

保 

 

第 10-7 図 タイムチャート居住性確

保（降灰予報発令時） 

 

 

 

 

 

 

アクセスルートの選定，対処の阻害要

因の除去を行うため，アクセスルート

に支障はない。 

操作性 ：既設と独立した系統構成で

あり容易に操作可能である。 

連絡手段：操作を行う建屋内の通信連

絡は，可搬型通話装置,可搬型衛星電

話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋 

内用）にて行う。通信連絡を行うため

に必要な設備の詳細については，「１．

14 通信連絡に関する手順等」にて整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上

回る場合には，窒素酸化物を含ん

だ外気の取入れを停止するため，

建屋対策班に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の再循

環ラインの外気取入れ隔離ダン

パ及び排気隔離ダンパの閉操作

並びに再循環切替ダンパの開操

作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，制御

室の実施組織要員の対処能力が著し

く低下しないことを確認すること。 

また，有毒ガス防護対策を行った場

合でも，重大事故等対処が実施可能で

記載を変更することにより，明確化す

る。 

また，通信連絡設備により有毒ガス

を検知することについても追記する

ことにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，窒素酸化物

濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合に外気

の遮断を行う手順有毒ガスの発生を

検知した場合には換気設備の隔離に

より使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の実施組織要員を防

護することが読み取れる。 

一方，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室にとどまる実施組

織要員に対しても防護具を用いるこ

とが明確ではないため，換気設備の隔

離による防護措置に加え，必要に応じ

防護具を着装することを追記するこ

とにより，明確化する。 

 

補足：反映事項あり 

補足説明資料1.11-11に示す重大事

故対策の成立性において，アクセスル

ートにおける阻害要因として薬品漏

えいを考慮しており，有毒ガスも含ま

れているが，そのことが明確となるよ

う，「有毒ガスの発生」を阻害要因とし

て明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

有毒ガス防護対策により，制御室の

実施組織要員の対処能力が著しく低

下しないことを確認することは，申請

書の本文及び添付書類で担保すべき
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（56／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項ではないことから，反映事項はな

い。 

有毒ガス防護対策を行った場合の

重大事故等対処の成立性については，

既許可においても有毒ガス防護措置

を考慮した重大事故等対処の手順及

び体制を定め，添付書類八添付１に示

す重大事故等対処に係るタイムチャ

ートを作成し，重大事故等対処が成立

することを確認していることから，反

映すべき事項はない。 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書記載

項目の整理表」を補足説明資料 1.11-

12として追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（57／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅳ．制御室の放射線計測に関する措

置の対応手順 

(ⅰ) 中央制御室の放射線計測 

主排気筒モニタが機能喪失し，か

つ，再処理施設内で放射性物質の放出

が予測されると実施責任者が判断し

てから，中央制御室内の居住性確保の

観点から，ガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）により，中央制御室内

の放射線計測をする。 

１） 手順着手の判断基準 

主排気筒モニタが機能喪失してお

り，かつ，再処理施設内で放射性物質

の放出が予測されると実施責任者が

判断した場合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）の測定手順の概要は以下のと

おり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に中央制御室

内の放射性物質の測定を指示する。 

② 建屋対策班は，ガンマ線用サーベ

イメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，中

央制御室内の放射性物質の測定を行

う。 

3） 操作の成立性 

上記のガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）による放射線計測は，

建屋外対応班長を除く実施責任者等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（58／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の要員８人，建屋対策班の班員２人の

合計 10 人にて作業を実施した場合，

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，

再処理施設内で放射性物質の放出が

予測され実施責任者が放射線の計測

が必要と判断してから約 15 分以内に

測定可能であり，代替中央制御室送風

機の換気によって中央制御室内の雰

囲気が最も早く置換される約２時間

以内に対応可能である。 

また，実施責任者は建屋対策班よ

り，中央制御室内の放射性物質の測定

結果に関する報告を確認し，2.6μＳ

ｖ／ｈを上回る場合には，中央制御室

内の実施対策組織要員に対し防護具

（全面マスク及び半面マスク等）の着

装を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（59／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の放射線計測 

主排気筒モニタが機能喪失し，か

つ，再処理施設内で放射性物質の放出

が予測されると実施責任者が判断し

てから，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室内の居住性確保の

観点より，ガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）により，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の放射性物質を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

主排気筒モニタが機能喪失してお

り，かつ，再処理施設内で放射性物質

の放出が予測されると実施責任者が

判断した場合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）の測定手順の概要は以下のと

おり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

内の放射性物質の測定を指示する。 

② 建屋対策班は，ガンマ線用サーベ

イメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の放射性物質の測定を行

う。 

３） 操作の成立性 

上記のガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（60／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）による放射線計測は，

建屋外対応班長を除く実施責任者等

の要員８人，建屋対策班の班員２人の

合計 10 人にて作業を実施した場合，

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，

再処理施設内で放射性物質の放出が

予測され実施責任者が放射線の計測

が必要と判断してから約 15 分以内に

測定可能であり，代替制御室送風機の

換気によって最も使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の雰

囲気が最も早く置換される約 17 分以

内に対応可能である。 

また，実施責任者は建屋対策班よ

り，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質の測定

結果に関する報告を確認し，2.6μＳ

ｖ／ｈを上回る場合には，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

内の実施対策組織要員に対し防護具

（全面マスク及び半面マスク等）の着

装を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（61／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅴ．制御室への汚染の持ち込みを防

止するための措置の対応手順 

(ⅰ) 中央制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

各建屋への通常時の入退域ルート

を確保できないと実施責任者が判断

してから，中央制御室への汚染の持ち

込みを防止するため，出入管理区画を

設置する。 

出入管理区画には，防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）を脱衣する脱

装エリア，放射性物質による要員や物

品の汚染の有無を確認するためのサ

ーベイエリア，汚染が確認された際に

除染を行う除染エリアを設け，建屋対

策班が汚染検査及び除染を行うとと

もに，出入管理区画の汚染管理を行

う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣

接して設置し，除染は紙ウエスでの拭

取りを基本とするが，拭取りにて除染

できない場合には，簡易シャワーにて

水洗による除染を行う。簡易シャワー

で発生した汚染水は，必要に応じてウ

エスへ染み込ませる等により固体廃

棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所付近の

全照明が消灯した場合には，可搬型代

替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理

区画設置場所の付近に保管する。ま

た，出入管理区画の設置が確実にでき

るよう，出入管理区画用資機材は複数

の箇所に保管する。 

なお，各建屋にて対処にあたる実施

組織要員はサーベイメータを携行し, 

建屋出入口付近にて相互に汚染検査

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（62／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

中央制御室における７日間の被ば

く評価結果は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も

厳しい結果を与える全交流動力電源

の喪失を起因とする「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」と「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の重畳に

おいて約１×10－３ｍＳｖであるが，

自主対策として防護具（全面マスク及

び半面マスク等）を配備する。なお，

実施組織要員は，交替要員を確保す

る。 

１） 手順着手の判断基準 

各建屋への通常時の入退域ルート

を確保できないと実施責任者が判断

した場合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

出入管理区画を設置するための手

順の概要は以下のとおり。タイムチャ

ートを第 10－15図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に出入管理建

屋玄関又は制御建屋内搬出入口付近

の出入管理区画の設置を指示する。 

② 建屋対策班は，出入管理区画設置

場所の照明が確保されていない場合，

可搬型代替照明を設置し，照明を確保

する。 

③ 建屋対策班は，出入管理区画用資

機材を準備・移動・設置し，床・壁等

の養生シートの状態を確認する。 

④ 建屋対策班は，各エリア間にバリ

ア，入口に粘着マット等を設置する。 

⑤ 建屋対策班は，簡易シャワー等を

設置する。 

⑥ 建屋対策班は，脱装した防護具類

を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（63／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

⑦ 建屋対策班は，実施責任者に出入

管理区画の設置完了を報告する。 

３） 操作の成立性 

上記の出入管理区画の設置は，建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要

員８人，建屋対策班の班員６人の合計

14人にて作業を実施した場合，重大事

故等の対処を実施するための体制移

行後に各建屋への通常時の入退域ル

ートを確保できないと実施責任者が

判断してから，線量計貸出及び実施組

織要員の着装補助が完了する約 30 分

後に設置を開始し，近傍の保管場所以

外から出入管理区画用資機材の搬出

を考慮しても，重大事故等の対処を実

施するための体制移行後１時間 30 分

以内に対応可能であり，初動対応班の

うち，中央制御室に最も早く戻ってく

る１時間 30 分以内に出入管理区画の

設置が可能である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（64／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の出入管理区画の

設置及び運用 

各建屋への通常時の入退域ルート

を確保できないと実施責任者が判断

してから，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室への汚染の持ち

込みを防止するため，出入管理区画を

設置する。 

出入管理区画には，防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）を脱衣する脱

装エリア，放射性物質による要員や物

品の汚染の有無を確認するためのサ

ーベイエリア，汚染が確認された際に

除染を行う除染エリアを設け，建屋対

策班が汚染検査及び除染を行うとと

もに，出入管理区画の汚染管理を行

う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣

接して設置し，除染は紙ウエスでの拭

取りを基本とするが，拭取りにて除染

できない場合には，簡易シャワーにて

水洗による除染を行う。簡易シャワー

で発生した汚染水は，必要に応じてウ

エスへ染み込ませる等により固体廃

棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所付近の

全照明が消灯した場合には，可搬型代

替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理

区画設置場所の付近に保管する。ま

た，出入管理区画の設置が確実にでき

るよう，出入管理区画用資機材は複数

の箇所に保管する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室における７日間の被ば

く評価結果は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（65／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

厳しい結果を与える臨界において約

３×10－３ｍＳｖであるが，自主対策

として防護具（全面マスク及び半面マ

スク等）を配備する。なお，実施組織

要員は，交替要員を確保する。 

１） 手順着手の判断基準 

実施責任者が各建屋への通常時の

入退域ルートを確保できないと判断

し，かつ，重大事故等の対処を実施す

るため使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室での操作が必要と

判断した場合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

出入管理区画を設置するための手

順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋玄関口付近の出入管

理区画の設置を指示する。 

② 建屋対策班は，出入管理区画設置

場所の照明が確保されていない場合，

可搬型代替照明を設置し，照明を確保

する。 

③ 建屋対策班は，出入管理区画用資

機材を準備・移動・設置し，床・壁等

の養生シートの状態を確認する。 

④ 建屋対策班は，各エリア間にバリ

ア，入口に粘着マット等を設置する。 

⑤ 建屋対策班は，簡易シャワー等を

設置する。 

⑥ 建屋対策班は，脱装した防護具類

を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

⑦ 建屋対策班は，実施責任者に出入

管理区画の設置完了を報告する。 

３） 操作の成立性 

上記の出入管理区画の設置は，建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（66／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

員８人，建屋対策班の班員２人の合計

10人にて作業を実施した場合，実施責

任者が各建屋への通常時の入退域ル

ートを確保できないと判断し，かつ，

重大事故等の対処を実施するため使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断して

から１時間以内に対応可能である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（67／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅵ．制御室の通信連絡設備及び情報把

握計装設備の設置に関する措置の対

応手順 

(ⅰ) 制御室の通信連絡設備の設

置に関する措置 

１） 中央制御室の通信連絡設備の

設置の手順 

所内携帯電話が使用できないと実

施責任者が判断してから，重大事故等

に対処する建屋の屋内と屋外での通

信連絡を確保するため，通信連絡設備

の設置の手順に着手する。 

操作の判断等に関わる通信連絡の

手順の詳細は，「13. 通信連絡に関す

る手順等」にて整備する。 

 

２） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の通信連絡設備の

設置の手順 

所内携帯電話が使用できないと判

断された場合には，重大事故等に対処

する建屋の屋内と屋外での通信連絡

を確保するため，通信連絡設備の設置

の手順に着手する。 

操作の判断等に関わる通信連絡の

手順の詳細は，「13. 通信連絡に関す

る手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡手段 

 通信連絡設備による有毒ガ

スの検知に関しては，具体的

な手順が明確ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

通信連絡設備の設置に関する措置

の対応手順について記載してあり，通

信連絡設備による有毒ガスの検知の

手順については，「10.b.(a)居住性を

確保するための手順等」で評価するこ

とから，反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（68／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 制御室の情報把握計装設備

の設置に関する措置 

１） 中央制御室の情報把握計装設

備の設置 

重大事故等が発生した場合には，重

大事故等に対処する建屋の重大事故

等対処計装設備のパラメータを収集

及び表示するため，制御建屋用可搬型

情報収集装置及び制御建屋用可搬型

情報表示装置の設置の手順に着手す

る。 

操作の判断，確認に係る計装設備に

関する手順の詳細は，「９. 事故時の

計装に関する手順等」にて整備する。 

 

２） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の情報把握計装設

備の設置 

重大事故等が発生した場合には，重

大事故等に対処する建屋の重大事故

等対処計装設備のパラメータを収集

及び表示するため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置の設置の手順に着手する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に

関する手順の詳細は，「９. 事故時の

計装に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（69／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅶ．自主対策に関する措置の対応手順 

以下の対策は，対策を実施するため

の要員を確保可能な場合に実施する

ため，重大事故等対処設備を用いた対

処に悪影響を及ぼすことはない。 

(ⅰ) 制御建屋に接続した共通電

源車からの受電による中央制御室の

換気の確保 

全交流動力電源喪失において，電源

復旧により設計基準対象の施設の機

能維持が可能である場合，制御建屋中

央制御室換気設備による換気の確保

のため，制御建屋に共通電源車を接続

し，共通電源車からの受電により制御

建屋中央制御室換気設備を起動し，中

央制御室の換気を確保するための手

順に着手する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機による中央

制御室の換気の確保の実施後，実施責

任者が制御建屋中央制御室換気設備

に損傷が確認されず，かつ，要員の確

保，対策実施の準備ができたと判断し

た場合。 

２） 操作手順 

共通電源車を用いた中央制御室の

換気を確保するための手順は以下の

とおり。 

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ給

電するための電源隔離から共通電源

車の起動及び運転状態の確認までは，

実施責任者等９人，建屋対策班の班員

14人にて１時間以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができ

たと判断してから制御建屋の 6.9ｋＶ

非常用母線の復電を実施責任者等 18

人，建屋対策班の班員２人にて 35 分

以内で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（70／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要員の確保が出来てから負荷起動

までは，実施責任者等 18 人，建屋対

策班の班員２人にて 10 分以内で実施

する。 

以上より，共通電源車を用いた中央

制御室の換気を確保するための手順

に必要となる合計の要員数は，実施責

任者等 18人，建屋対策班の班員 14人

の合計 32人，想定時間１時間 45分以

内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャー

トは，第８－６表に示す。 

各手順の成功は，制御建屋の母線電

圧が 6.6ｋＶであること及び母線電圧

低警報が回復することにより確認す

る。手順の概要を第 10－16 図，制御

建屋中央制御室換気設備概要図を第

10－17図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（71／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 非常用電源建屋に接続した

共通電源車からの受電による中央制

御室の換気の確保 

全交流動力電源喪失において，電源

復旧により設計基準対象の施設の機

能維持が可能である場合，制御建屋中

央制御室換気設備による換気の確保

のため，非常用電源建屋に共通電源車

を接続し，共通電源車からの受電によ

り制御建屋中央制御室換気設備を起

動し，中央制御室の換気を確保するた

めの手順に着手する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機による中央

制御室の換気の確保の実施後，実施責

任者が制御建屋中央制御室換気設備

に損傷が確認さず，かつ，要員の確保，

対策実施の準備ができたと判断した

場合。 

２） 操作手順 

共通電源車を用いた中央制御室の

換気を確保するための手順は以下の

とおり。 

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主

母線へ給電するための電源隔離から

共通電源車の起動及び運転状態の確

認までは，実施責任者等９人，建屋対

策班の班員 14 人にて１時間以内で実

施する。 

要員の確保が出来てから電源隔離

（制御建屋），電源隔離（引きロック）

及び制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の

復電を実施責任者等 18 人，建屋対策

班の班員６人にて１時間 15 分以内で

実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができ

たと判断してから負荷起動までは，実

施責任者等 18 人，建屋対策班の班員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（72／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

２人にて 10分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた中央

制御室の換気を確保するための手順

に必要となる合計の要員数は，実施責

任者等 19人，建屋対策班の班員 18人

の合計 37人，想定時間は１時間 45分

以内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャー

トは，第８－５表に示す。 

手順の成功は，非常用電源建屋の母

線電圧が 6.6ｋＶであること及び母線

電圧低警報が回復することにより確

認する。手順の概要を第 10－18 図，

制御建屋中央制御室換気設備概要図

を第 10－17図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（73／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅲ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に接続した共通電源車からの受電に

よる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気の確保 

全交流動力電源喪失において，電源

復旧により設計基準対象の施設の機

能維持が可能である場合，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備によ

る換気の確保のため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続し，

共通電源車からの受電により使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

を起動し，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の換気を確保す

るための手順に着手する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替制御室送風機による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気の確保の実施後，実施責任者

が使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備に損傷が確認されず，かつ，

要員の確保，対策実施の準備ができた

と判断した場合。 

２） 操作手順 

共通電源車を用いた使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気を確保するための手順は以下の

とおり。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9

ｋＶ非常用母線へ給電するための電

源隔離から共通電源車の起動及び運

転状態の確認までは，実施責任者等９

人，建屋対策班の班員 22 人にて１時

間 10分以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができ

たと判断してから使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の復電

を実施責任者等 16 人，建屋対策班の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（74／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

班員２人にて 10分以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができ

たと判断してから負荷起動までは，実

施責任者等 16 人，建屋対策班の班員

２人にて 10分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の換気を確保するための手順

に必要となる合計の要員数は，実施責

任者等 16人，建屋対策班の班員 22人

の合計 38人，想定時間は１時間 30分

以内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャー

トは，第８－７表に示す。 

手順の成功は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の母線電圧が 6.6ｋＶである

こと及び母線電圧低警報が回復する

ことにより確認する。手順の概要を第

10－19図，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備概要図を第 10－20

図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（75／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅳ) 可搬型よう素フィルタの設

置の手順 

大気中に放射性よう素の有意な値

の検出がされ，実施責任者が要員の確

保，対策実施の準備ができたと判断し

てから，中央制御室へ放射性よう素の

取込みを防止するため，制御建屋中央

制御室換気設備の給気口に可搬型よ

う素フィルタを設置するための手順

に着手する。 

１） 手順着手の判断基準 

可搬型排気モニタリング設備の可

搬型ダスト・よう素サンプラにて放射

性よう素の有意な値を検出し，実施責

任者が要員の確保，対策実施の準備が

できたと判断した場合。 

２） 操作手順 

制御建屋中央制御室換気設備に可

搬型よう素フィルタユニットを設置

する手順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に制御建屋中

央制御室換気設備への可搬型よう素

フィルタユニットの設置を指示する。 

② 建屋対策班は，制御建屋中央制御

室換気設備が再循環運転中であるこ

とを確認する。 

③ 建屋対策班は，可搬型よう素フィ

ルタユニットを給気口に接続し，可搬

型よう素フィルタユニットによう素

フィルタを設置する。 

④ よう素フィルタユニット設置後，

二酸化炭素濃度が 1.0％以上になる

26時間以内に外気取入れを開始する。 

 

上記の設置は，建屋対策班２人に

て，実施責任者が要員の確保，対策実

施の準備ができたと判断した時から

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（76／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

可搬型よう素フィルタユニットの設

置が完了するまで約 30 分以内で対応

可能である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（77／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅴ) 防護具の着装の手順等 

１） 手順着手の判断基準 

a） 対処にあたる現場環境におい

て，実施責任者が第 10－1 表に記載

の対処の阻害要因である酸欠，溢水，

薬品，汚染及びその他（内部被ばく防

止を考慮）の発生が予測されると判断

した場合。 

b） 中央制御室又は使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

て，制御室の放射線計測に関する措置

の対応手順にて実施する放射線計測

にて，2.6μＳｖ／ｈ以上を計測し，実

施責任者が必要と判断した場合。 

２） 操作手順 

第 10－1 表に記載の対処の阻害要

因である酸欠，溢水，薬品，汚染及び

その他（内部被ばく防止を考慮）に適

合する防護具（全面マスク及び半面マ

スク等）を選定し，着装する。着装の

手順の概要は以下のとおり。 

a） 汚染防護衣（化学物質）又は汚

染防護衣（放射性物質）の着装手順 

① 実施責任者は，作業着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に管理区域用

管理服の着装を指示する。 

② 建屋対策班は管理区域用管理服

を着装する。 

③ 建屋対策班は汚染防護衣（化学物

質）又は汚染防護衣（放射性物質）の

健全性を確認する。 

④ 建屋対策班は汚染防護衣（化学物

質）又は汚染防護衣（放射性物質）を

管理区域用管理服の上に着装する。必

要に応じて，酸素呼吸器の面体，耐薬

品用長靴及び耐薬品用グローブをテ

ープで固定する。 

b） 耐薬品用長靴の着装手順 

【補足説明資料 1.11-6-1 中央制御

室内に配備する資機材の数量につい

て 防護具の準備資料確認】 

１．中央制御室内に配備する資機材

の数量について 

 

（１） 防護具の準備個数 

重大事故等の対応により中央制御

室での実施組織要員は 163人（待機

要員含む）となることから，防護具

は，再処理施設用として原則 170人

分以上の数量を備える。 

なお，準備する防護具のうち，酸

素呼吸器，汚染防護衣（化学物質），

耐薬品用グローブ及び耐薬品用長靴

については，現場環境確認以降に再

使用が可能，かつ，対策班の間で装

備の融通が可能であり，現場環境確

認の結果に応じて必要装備の低減が

図れることから，最大必要数は以下

のとおりとなる。 

①現場環境確認者 32人 

内訳：各班３人×各建屋２人×５建

屋※１+２人×１班※２＝32人 

※１：前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋 

※２：使用済み燃料受入れ・貯蔵建

屋 

②要員管理班員 ２人 

②建屋対策班 36人 

合計 70人（①+②+③） 

 

以上より，再使用前提の防護具

は，90人分以上の数量を備える。 

準備する防護具の内訳を第 16 表に

示す。 

■防護対象者 

 記載なし 

 建屋対策班が現場作業を行

うものに限定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 酸欠，溢水，薬品，汚染及びその

他（内部被ばく防止を考慮）に適

合する防護具（全面マスク及び半

面マスク等）を選定し，着用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具を用

いた有毒ガス防護措置に係る手順を

定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，建屋対策班

が現場作業を行う場合に，作業環境に

応じた防護具の着装に係る手順書を

定めているが，制御室にとどまる実施

組織要員に対しても防護具を用いる

ことが明確ではない。 

このため，作業環境に応じた防護具

の着用は，制御室にとどまる実施組織

要員にも適用することを追記するこ

とにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

■有毒ガス防護措置 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，建屋対策班

が現場作業を行う場合に，作業環境に

応じた防護具の着装に係る手順書を

定めているが，制御室にとどまる実施

組織要員に対しても防護具を用いる

ことが明確ではない。 

このため，作業環境に応じた防護具

の着用は，制御室にとどまる実施組織

要員にも適用することを追記するこ

とにより，明確化する。 

また，実施組織要員が用いる防護具

として，酸素呼吸器と防毒マスクがあ

ることから，防毒マスクの着装手順を

追加する。 

 

・補足（反映事項あり） 

 補足説明資料 1.11-6に示す，第 16

表 防護具において，配備数の根拠が

明確に記載されていないため，根拠欄

を追加し，配備数及び根拠の見直し・

明確化を行った。配備数の変更につい

ては、用意するとしていた配備数に対

する根拠及び他条文との横並びによ

る変更であり、当初の考え方に不足が

あったことによる見直しではない。 

 

 

本文：反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（78／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

① 実施責任者は，作業着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に耐薬品用長

靴の着装を指示する。 

② 建屋対策班は耐薬品用長靴を着

装する。 

③ 建屋対策班は a)の手順で着装し

た汚染防護衣（化学物質）又は汚染防

護衣（放射性物質）を耐薬品用長靴の

上に被せてテープで固定する。 

c） 酸素呼吸器の着装手順 

① 建屋対策班は酸素呼吸器及び酸

素呼吸器の面体を点検する。 

② 建屋対策班は酸素呼吸器の面体

を着装し，酸素呼吸器を背負う。 

③ 建屋対策班は酸素呼吸器と酸素

呼吸器の面体を接続して給気バルブ

を開き，呼吸ができることを確認す

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 防護具類 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（79／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
8
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方

法は以下のとおり。 

制御建屋中央制御室換気設備の機

能が喪失した場合には，中央制御室の

換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替中央制御室送風機によ

り，中央制御室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の機能が喪失した場合には，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を確保するための

措置の対応手順に従い，代替制御室送

風機により，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の換気を確保

する。 

中央制御室の照明が使用できない

場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の照明が使用できない

場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

実施責任者が重大事故等の対処を

実施するための体制移行が必要と判

断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管

理区画を設置し，中央制御室への汚染

の持ち込みを防止する。また，実施責

任者が使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室での操作が必要と

判断した場合には，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋玄関口付近にも出入管理

区画を設置し，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室への汚染の

持ち込みを防止する。 

これらの対応手段の他に制御建屋

中央制御室換気設備の健全性が確保

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（80／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
8
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

されている場合には，自主対策の設備

及び手順に従い，非常用電源建屋又は

制御建屋に共通電源車を接続し，共通

電源車からの受電により制御建屋中

央制御室換気設備を起動し中央制御

室の換気を確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の健全性が確保されている場合には，

自主対策の設備及び手順に従い，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に共通電源車

を接続し，共通電源車からの受電によ

り使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備を起動し使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気

を確保する対応手順を選択すること

ができる。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（81／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
8
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ｄ．その他の手順項目について考慮

する手順 

電気設備の操作の判断等に関する

手順については，「８.  電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

計装設備の操作の判断等に関する

手順については，「９. 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 

通信連絡の操作の判断等に関する

手順については，「13.  通信連絡に関

する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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1.12－1 

1.12.1 概要

(１ ) 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の測定のための措置

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備による

放射性物質の濃度の監視，測定及びその結果を記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，常設の設備を使用するため，主排気筒の排

気モニタリング設備による監視の継続を２人により，速や

かに対応が可能である。測定値は中央制御室及び緊急時対

策所に自動伝送される。  

(２ ) 可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放出さ

れる放射性物質の濃度の代替測定のための措置

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が機能

喪失した場合，可搬型排気モニタリング設備による主排気

筒から放出される放射性物質の濃度の代替測定の手順に着

手する。  

本手順では，可搬型排気モニタリング設備の運搬，設置

等を８人により，事象発生から可搬型排気モニタリング設

備による放射性物質の濃度の測定は１時間 20 分以内に実

施し，中央制御室及び緊急時対策所への測定値の伝送を８

人により，作業開始を判断してから１時間 30 分以内に実

施する。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送

され，記録される。  
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1.12－2 

(３ ) 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性

物質の濃度の測定のための措置

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されてい

る場合，排気中の放射性物質の濃度を測定及び記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，主排気筒の排気サンプリング設備もしくは

可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料の測定を４人

により，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後１時

間以内に実施する。測定データは無線により，中央制御室

に連絡する。  

(４ ) 可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射

性物質の濃度の代替測定のための措置

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，

排気中の放射性物質濃度を測定するために可搬型試料分析

設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃度の代

替測定の手順に着手する。  

本手順では，主排気筒の排気サンプリング設備もしくは

可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料の測定を８人

により，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後１時

間以内に実施する。測定データは無線により，中央制御室

に連絡する。  

(５ ) 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度
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1.12－3 

の測定のための措置

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度

の監視，測定及びその結果を記録するため，通常時と同じ

手順に着手する。  

本手順では，常設の設備を使用するため，北換気筒（使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設

備による監視の継続を２人により，速やかに対応が可能で

ある。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送さ

れる。  

(６ ) 可搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質

の濃度の代替測定のための措置  

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，可

搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の代替測定の手順に着手する。  

本手順では，可搬型排気モニタリング設備の運搬，設置

等を 12 人により，事象発生から可搬型排気モニタリング

設備による放射性物質の濃度の測定は 23 時間以内に実施

する。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送さ

れ，記録される。  
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1.12－4 

(７ ) 放出管理分析設備備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の測定のための措置  

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されてい

る場合，排気中の放射性物質の濃度を測定及び記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備もしくは可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した試料の測定を４人により，排気サン

プリング設備の試料採取実施判断後１時間以内に実施す

る。測定データは無線により，中央制御室に連絡する。

(８ ) 可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の代替測定のための措置  

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，

排気中の放射性物質濃度を測定するために可搬型試料分析

設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定の手順に

着手する。  

本手順では，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備もしくは可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した試料の測定を８人により，排気サン

プリング設備の試料採取実施判断後１時間以内に実施す

る。測定データは無線により，中央制御室に連絡する。
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1.12－5 

(９ ) 環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定のための措置

重大事故等時に環境モニタリング設備による放射線量及

び放射性物質の濃度の監視，測定及びその結果を記録する

ため，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，常設の設備を使用するため，環境モニタリ

ング設備による監視の継続を２人により，速やかに対応が

可能である。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動

伝送される。  

( 1 0 ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の代替測定のための措置

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場

合，可搬型環境モニタリング設備による放射線量及び放射

性物質の濃度の代替測定の手順に着手する。  

本手順では，可搬型環境モニタリング設備を９台配置す

るための運搬，設置等を 12 人により，事象発生から可搬

型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定は５時間以内に実施する。また，測定値は

中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送され，記録され

る。  

( 1 1 ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の測定のための措置
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1.12－6 

重大事故等時に可搬型環境モニタリング設備を設置する

までの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備による放射線

量及び放射性物質の濃度の代替測定の手順に着手する。  

本手順では，可搬型建屋周辺モニタリング設備による測

定及び記録するため 20 人により，事象発生から可搬型建

屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定は１時間以内に実施する。また，測定デー

タは，中央制御室に無線で連絡する。

( 1 2 ) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定のための措置

重大事故等時に放射能観測車による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の測定及びその結果を記録するため，通常

時と同じ手順に着手する。  

本手順では，放射能観測車による測定を４人により，本

対策実施判断後２時間以内に実施する。測定データは無線

により，中央制御室に連絡する。  

( 1 3 ) 可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定のための措置

重大事故等時に放射能観測車（搭載機器の測定機能又は

車両の走行機能）が機能喪失した場合に，可搬型放射能観

測設備により放射線量及び放射性物質の濃度の代替測定の

手順に着手する。  

本手順では，可搬型放射能観測設備による運搬，測定等
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1.12－7 

を４人により，本対策実施判断後２時間以内に実施する。

また，測定データは，中央制御室に無線で連絡される。  

( 1 4 ) 環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合，環境試料中の放射性物質の濃度を測定及び記録す

るため，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，ダストモニタもしくは可搬型ダストモニタ

で捕集した試料の測定を３人により，ダストモニタの試料

採取実施判断後２時間 50 分以内に実施する。測定データ

は無線により，緊急時対策所に連絡する。  

( 1 5 ) 環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合，環境試料中の放射性物質の濃度を測定及び記録す

るため，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，水試料又は土壌試料の測定を３人により，

水試料及び土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実

施する。測定データは無線により，緊急時対策所に連絡す

る。  

( 1 6 ) 可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の

代替測定のための措置
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重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，

空気中の放射性物質濃度を測定するために，可搬型試料分

析設備による放射性物質の濃度の代替測定の手順に着手す

る。  

本手順では，可搬型ダストモニタで捕集した試料の測定

を７人により，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間

50 分以内に実施する。また，測定データは，緊急時対策所

に無線で連絡される。  

( 1 7 ) 可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質

の濃度の測定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，

敷地内において，可搬型試料分析設備により，水中及び土

壌中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。  

本手順では，試料採取，測定及び記録を７人により，水

試料及び土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実施

する。測定データは無線により，緊急時対策所に連絡す

る。  

( 1 8 ) 気象観測設備による気象観測項目の測定のための措置

重大事故等時に気象観測設備による気象観測項目の測定

及びその結果を記録するため，通常時と同じ手順に着手す

る。  

本手順では，常設の設備を使用するため，気象観測設備

による観測の継続を２人により，速やかに対応が可能であ
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る。観測値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送され

る。  

( 1 9 ) 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定のた

めの措置

重大事故等時に気象観測設備による風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量のいずれかの測定機能が喪失した

と判断した場合は，可搬型気象観測設備による風向，風速

その他の気象観測条件の代替測定の手順に着手する。  

本手順では，装置の配置等を８人により，可搬型排気モ

ニタリング設備の設置完了後，作業を開始してから２時間

以内に実施する。また，観測値は，中央制御室及び緊急時

対策所に自動伝送され，記録される。  

( 2 0 ) 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定のための措

置

重大事故時に，気象観測設備が機能喪失したと判断した

場合，可搬型気象観測設備を設置するまでの間，可搬型風

向風速計による風向及び風速を測定する手順に着手する。

本手順では，可搬型風向風速計での測定は４人により，

事象発生から可搬型風向風速計による風向及び風速の測定

は 30 分以内に実施する。また，観測値は，無線により中

央制御室に連絡され記録する。  

( 2 1 ) 環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリン
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グ設備への給電のための措置

重大事故時に，環境モニタリング設備の常用電源が喪失

した場合には，専用の無停電電源装置から給電を開始す

る。給電状況は中央制御室において確認する。また，環境

モニタリング用可搬型発電機から環境モニタリング設備へ

給電するための手順に着手する。環境モニタリング設備用

可搬型発電機から環境モニタリング設備への給電が開始さ

れた場合には，専用の無停電電源設備から環境モニタリン

グ用可搬型発電機に切り替える。  

本手順では，環境モニタリング用可搬型発電機による給

電のための運搬，設置等を 12 人により，作業開始を判断

してから５時間以内に実施する。  

( 2 2 ) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制

のための措置  

敷地外でのモニタリングは，国が立ち上げる緊急時モニ

タリングセンターにおいて，国及び地方公共団体が連携し

て策定するモニタリング計画に従って実施する。

( 2 3 ) モニタリングポストのバックグラウンド低減対策のため

の措置

事故後の周辺汚染により測定できなくなることを避ける

ため，バックグラウンド低減対策の手順に着手する。な

お，モニタリングポストについては，検出器カバーの養

生，局舎壁等の除染，周辺の土壌撤去及び木々の伐採を行

3316



1.12－11 

う。

本手順では，モニタリングポスト９台分の養生は３人に

より，作業開始を判断してから５時間以内に実施する。  

( 2 4 ) 可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対

策のための措置

事故後の周辺汚染により測定できなくなることを避ける

ため，バックグラウンド低減対策の手順に着手する。可搬

型環境モニタリング設備については，検出器のカバーの養

生，周辺の土壌の撤去，及び木々の伐採を行う。  

本手順では，可搬型環境モニタリング設備９台分の養生

は３人により，作業開始を判断してから５時間以内に実施

する。  

( 2 5 ) 可搬型試料分析設備のバックグラウンド低減対策のため

の措置

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物質の

濃度の測定場所は，主排気筒管理建屋を基本とする。  

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所

又は再処理事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定す

る。  

( 2 6 ) 自主対策設備

重大事故等の対処を確実に実施するためフォールトツリ

ー分析等により機能喪失の原因分析を行った上で対策の抽
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出を行った結果，再処理施設から大気中へ放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するための自主対策設備及び手順等を以下のと

おり整備する。  

ａ．主排気筒における放射性物質の濃度の測定のための設備

及び手順  

(ａ ) 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の測定のための設備及び手順

ⅰ．設備  

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備の機

能が維持されている場合は，排気筒モニタにより放射性

希ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタの

測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を

発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所

へ伝送する。

ⅱ．手順  

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の

濃度の測定の主な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備に

よる放射性物質の濃度の監視を継続する手順に着手す

る。中央制御室における主排気筒の排気モニタリング設

備による放射性物質の濃度の監視の継続は２人にて，常
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設の設備を使用することから，速やかに実施する。

(ｂ ) 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性

物質の濃度の測定のための設備及び手順

ⅰ．設備  

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されて

いる場合は，放出管理分析設備により主排気筒から放出

される放射性物質の濃度を測定する。

ⅱ．手順  

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料の採

取，放出管理分析設備による放射性物質の濃度を測定す

る手順に着手する。放出管理分析設備による放射性物質

の濃度の測定は４人にて，排気サンプリング設備の試料

採取実施判断後１時間以内に実施する。  

ｂ．北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）におけ

る放射性物質の濃度の測定のための設備及び手順  

(ａ ) 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の測定のための設備及び手順

ⅰ．設備  

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建
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屋換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いる場合は，排気筒モニタにより放射性希ガスを連続監

視するとともに，排気サンプリング設備により放射性物

質を連続的に捕集する。排気筒モニタの測定値は，中央

制御室において指示及び記録し，放射能レベルがあらか

じめ設定した値を超えたときは，警報を発する。また，

排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。  

ⅱ．手順

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排

気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備による放射性物質

の濃度の監視を継続する手順に着手する。中央制御室に

おける北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視

の継続は２人にて，常設の設備を使用することから，速

やかに実施する。  

(ｂ ) 放出管理分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測

定のための設備及び手順

ⅰ．設備  

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されて

いる場合は，放出管理分析設備により北換気筒（使用済
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燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物

質の濃度を測定する。  

ⅱ．手順  

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集された試料の採取，放出管理分析

設備による放射性物質の濃度を測定する手順に着手す

る。放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定は

４人にて，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内に実施する。  

 

ｃ．環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定のための設備及び手順  

(ａ ) 設備  

重大事故等時に環境モニタリング設備の機能が維持され

ている場合は，モニタリングポストにより空間放射線量率

を連続監視するとともに，ダストモニタにより空気中の放

射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境モニタリング

設備の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，空

間放射線量率があらかじめ設定した値を超えたときは，警

報を発する。また，環境モニタリング設備の測定値は，緊

急時対策所へ伝送する。  

(ｂ ) 手順  
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環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。  

中央制御室における環境モニタリング設備による空気中

の放射性物質の濃度及び線量の監視の継続は２人にて，常

設の設備を使用することから，速やかに実施する。  

ｄ．放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定のための設備及び手順

(ａ ) 設備  

重大事故等時に放射能観測車の機能が維持されている場

合は，放射能観測車により敷地周辺の空気中の放射性物質

の濃度及び線量を測定する。

(ｂ ) 手順  

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定の主な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，最大濃度地点又は風下方向において，

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量を

測定する手順に着手する。放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定は４人にて，本対策実施判

断後２時間以内に実施する。  

ｅ．環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定のための設備及び手順

(ａ ) 設備  

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい
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る場合は，環境試料測定設備により空気中の放射性物質の

濃度を測定する。

(ｂ ) 手順  

環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定の主な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタ

で捕集した試料の採取，環境試料測定設備による空気中の

放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。環境試料測

定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定は３人に

て，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間 50 分以内

に実施する。  

ｆ．環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定のための設備及び手順

(ａ ) 設備  

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合は，環境試料測定設備により水中及び土壌中の放射

性物質の濃度を測定する。

(ｂ ) 手順  

環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定の主な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，水試料及び土壌試料の採取，環境試料

測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定

する手順に着手する。環境試料測定設備による水中及び土

壌中の放射性物質の濃度の測定は２人にて，水試料及び土
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壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実施する。

ｇ．気象観測設備による気象観測項目の測定のための設備及

び手順

(ａ ) 設備  

重大事故等時に気象観測設備の機能が維持されている場

合は，気象観測設備により風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を測定し，その測定値を中央制御室及び緊急時

対策所に伝送する。  

(ｂ ) 手順

気象観測設備による気象観測項目の測定の主な手順は以

下のとおり。  

重大事故等時に，気象観測設備による気象観測項目の監

視を継続する手順に着手する。中央制御室における気象観

測設備による気象観測項目の監視の継続は１人にて，常設

の設備を使用することから，速やかに実施する。  
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（13／15） 

1.12 監視測定等に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録するための手順を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等

設
計
基
準
対
象
の
施
設

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処設備とし

て位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［放射線監視設備］ 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備）

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備）

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ）

［試料分析関係設備］ 

・放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウン

タ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ），

核種分析装置）

・環境試料測定設備（核種分析装置）

［環境管理設備］

・気象観測設備

・放射能観測車
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時か

ら排気筒モニタにより放射性希ガスの連続監視及び排

気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に主排気筒の排気モニタリン

グ設備の機能が維持されていると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。
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重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が

機能喪失したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を主排

気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排

気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14及びトリチウムを連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気

モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定

を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。
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放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から主排気

筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質

の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理分析

設備の機能が維持されていると判断した場合，手順に

着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主

排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃

度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリン

グ設備により放射性物質を連続的に捕集している。重

大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。 
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重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されていると

判断した場合，また，北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失

したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，

炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するととも

に，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

により可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放射性

物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 
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放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定

している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で

捕集した放射性物質の濃度を測定する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，記録

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により

中央制御室に連絡する。 
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重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定

し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備に

より中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区

域境界付近にて，空間放射線量率の連続監視を行って

いる。また，ダストモニタは，平常運転時から空気中

の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定している。重大事故等時に

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線

量率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境

モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指

示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

また，環境モニタリング設備の測定値は，緊急時対策

所へ伝送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及

びダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び

測定は継続されているため，監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモ

ニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，

空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定す

る。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型

環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送し

た測定値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示

装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策

所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視

及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線

量の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大

事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入

管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性物

質の濃度及び線量当量率を測定する。

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種及び対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の 

濃
度
及
び
線
量
の
測
定 

放射能観測車は，平常時及び事故時に，敷地周辺の

空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速

に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及

び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能

観測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の

機能が維持されていると判断した場合，手順に着手す

る。 

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定す

る。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備によ

り中央制御室に連絡する。 

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の 

濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定 

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器

の測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素

サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

る。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡

設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダ

ストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状

放射性物質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，環境試料測定設

備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，また，主排気筒の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分析設備，

環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能観測

車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処

理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境試料測定設備により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物

質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析

設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，また，主排気筒の排気モニタリング設

備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分

析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放

射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定によ

り，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあ

ると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等 

気
象
観
測
設
備
に
よ
る 

気
象
観
測
項
目
の
測
定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故

等時に気象観測設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測

値を中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続され

ているため，測定及びその結果の記録を継続する。 

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定 

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測

設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及

び緊急時対策所に伝送する。伝送した観測値は，中央

制御室に設置する可搬型データ表示装置により記録す

るとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋

情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行

い，敷地内において風向，風速その他の気象条件の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及

び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用 

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自

動起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電

され，環境モニタリング設備の機能が維持されている

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリン

グ用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリン

グポストによる測定ができなくなることを避けるた

め，モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止

し，モニタリングポストの検出器カバーに養生シート

を被せ，養生する。検出器カバーの養生シートは，必

要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土

壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低

減を図る。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断した場

合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境

モニタリング設備による測定ができなくなることを避

けるため，可搬型環境モニタリング設備を設置する際

にあらかじめ検出器カバーに養生シートを被せた後，

可搬型環境モニタリング設備を設置する。検出器カバ

ーの養生シートは，必要に応じて交換する。

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周

辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンド

の低減を図る。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策 

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物

質を捕集した試料の測定場所は，主排気筒管理建屋を

基本とする。ただし，試料測定に影響が生じる場合は，

緊急時対策所又は再処理事業所外の適切な場所に設備

を移動し，測定する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。 

また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の

可搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の

測定で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件

の測定で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に

関する手順等」の燃料給油と同様である。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員及び支援組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所の線量率の

把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員及び支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。 

他
の
機
関
と
の
連
携 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立

ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が

地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に

従い，資機材，要員及び放出源情報を提供するととも

にモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業

者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協

定を締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派

遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（13／15） 

1.12 監視測定等に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録するための手順を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等 

設
計
基
準
対
象
の
施
設 

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処設備とし

て位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［放射線監視設備］ 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備） 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備） 

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ） 

［試料分析関係設備］ 

・放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウン

タ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ），

核種分析装置） 

・環境試料測定設備（核種分析装置） 

［環境管理設備］ 

・気象観測設備 

・放射能観測車 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時か

ら排気筒モニタにより放射性希ガスの連続監視及び排

気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に主排気筒の排気モニタリン

グ設備の機能が維持されていると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が

機能喪失したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を主排

気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排

気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14及びトリチウムを連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気

モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定

を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から主排気

筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質

の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理分析

設備の機能が維持されていると判断した場合，手順に

着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主

排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃

度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリン

グ設備により放射性物質を連続的に捕集している。重

大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。

3351



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されていると

判断した場合，また，北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失

したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，

炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するととも

に，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

により可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放射性

物質の濃度の測定を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定

している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で

捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，記録

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により

中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定

し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備に

より中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区

域境界付近にて，空間放射線量率の連続監視を行って

いる。また，ダストモニタは，平常運転時から空気中

の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定している。重大事故等時に

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線

量率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境

モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指

示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

また，環境モニタリング設備の測定値は，緊急時対策

所へ伝送する。

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及

びダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び

測定は継続されているため，監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモ

ニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，

空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定す

る。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型

環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送し

た測定値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示

装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策

所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視

及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線

量の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大

事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入

管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性物

質の濃度及び線量当量率を測定する。

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種及び対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
測
定

放射能観測車は，平常時及び事故時に，敷地周辺の

空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速

に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及

び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能

観測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の

機能が維持されていると判断した場合，手順に着手す

る。

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定す

る。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備によ

り中央制御室に連絡する。 

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器

の測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素

サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

る。

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡

設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダ

ストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状

放射性物質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，環境試料測定設

備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，また，主排気筒の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分析設備，

環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能観測

車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処

理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合，手順に着手する。

具体的には，環境試料測定設備により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物

質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析

設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，また，主排気筒の排気モニタリング設

備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分

析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放

射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定によ

り，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあ

ると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。

3361



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

気
象
観
測
設
備
に
よ
る

気
象
観
測
項
目
の
測
定

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故

等時に気象観測設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測

値を中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続され

ているため，測定及びその結果の記録を継続する。 

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測

設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及

び緊急時対策所に伝送する。伝送した観測値は，中央

制御室に設置する可搬型データ表示装置により記録す

るとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋

情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行

い，敷地内において風向，風速その他の気象条件の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及

び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用 

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自

動起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電

され，環境モニタリング設備の機能が維持されている

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリン

グ用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリン

グポストによる測定ができなくなることを避けるた

め，モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止

し，モニタリングポストの検出器カバーに養生シート

を被せ，養生する。検出器カバーの養生シートは，必

要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土

壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低

減を図る。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断した場

合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境

モニタリング設備による測定ができなくなることを避

けるため，可搬型環境モニタリング設備を設置する際

にあらかじめ検出器カバーに養生シートを被せた後，

可搬型環境モニタリング設備を設置する。検出器カバ

ーの養生シートは，必要に応じて交換する。

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周

辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンド

の低減を図る。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物

質を捕集した試料の測定場所は，主排気筒管理建屋を

基本とする。ただし，試料測定に影響が生じる場合は，

緊急時対策所又は再処理事業所外の適切な場所に設備

を移動し，測定する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。 

また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の

可搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の

測定で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件

の測定で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に

関する手順等」の燃料給油と同様である。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員及び支援組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所の線量率の

把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員及び支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。 

他
の
機
関
と
の
連
携

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立

ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が

地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に

従い，資機材，要員及び放出源情報を提供するととも

にモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業

者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協

定を締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派

遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 
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11. 監視測定等に関する手順等

【要求事項】 

１ 再処理事業者において、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周

辺（工場等の周辺海域を含む。）において再処理施設から放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録する

ために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

２ 再処理事業者は、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び放

射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の

周辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、再処理

施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び

測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備する

こと。 

ｂ）常設モニタリング設備が、代替電源設備からの給電を可能とする

こと。 

ｃ）敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築

すること。 
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２ 事故後の周辺の汚染により測定ができなくなることを避けるため、バッ

クグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための

設備を整備する。また，風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結

果を記録するための設備を整備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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ａ．対応手段と設備の選定 

(ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する（第

11－１図～第 11－３図）。 

また，重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するための対応手段と

重大事故等対処設備を選定する（第 11－４図）。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段

と自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業指定基準規則第四十五条及び技術基準規則第四十九条の要求

機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，重大

事故等対処設備及び自主対策設備との関係を明確にする。 

(ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

上記「(ａ） 対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選定した対応

手段並びに技術的能力審査基準，事業指定基準規則第四十五条及び技

術基準規則第四十九条からの要求により選定した対応手段とその対応

に使用する重大事故等対処設備，資機材及び自主対策設備を以下に示

す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準設備，対応に使用する重大事故

等対処設備，自主対策設備及び整備する手順についての関係を第 11－

１表に整理する。 
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  ⅰ．放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 排気口における放射性物質の濃度の測定 

１） 主排気筒における放射性物質の濃度の測定

ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，主排気筒において放射性物質の濃

度を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，非常用

電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線から各建屋への共通電源車による

給電ができない場合は，可搬型排気モニタリング用発電機を放射性

物質の濃度の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を

確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する設備

は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型排気モニタリング用発電機に必要な燃料は，補機駆動用燃

料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

  ⅰ） 放射線監視設備 

・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼

用）

排気筒モニタ 

排気サンプリング設備 

ⅱ） 試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）

放射能測定装置（ガスフローカウンタ） 
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放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ） 

核種分析装置 

ⅲ） 代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備

可搬型ガスモニタ 

可搬型排気サンプリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・可搬型排気モニタリング用発電機

ⅳ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

可搬型トリチウム測定装置 

ⅴ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備

・受電変圧器

ⅵ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用主母線

・6.9ｋＶ非常用母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

ⅶ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線

・460Ｖ運転予備用母線
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ⅶ） 直流電源設備 

・第２非常用直流電源設備

ⅸ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備

ⅹ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

主排気筒において放射性物質の濃度の測定に使用する設備のうち，

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ

及び排気サンプリング設備）及び試料分析関係設備の放出管理分析

設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放射能測定装置

（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装置）を，常設重

大事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設備

の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気

サンプリング設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機及び代替

試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置，

可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置）を，可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

主排気筒において放射性物質の濃度の測定で使用する設備に必要

な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高圧系統，所内

低圧系統，直流電源設備及び計測制御用交流電源設備を，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型排気モニタリング用発電機に必要な燃料を補給する設備の
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うち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事故等対処

設備として設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備

２） 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放射

性物質の濃度の測定

ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）において放射性物質の濃度を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び可搬型排気モニタリング用発電機を放射性物質の濃
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度の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する設備

は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。

系統図を第 11－５図に示す。

ⅰ） 放射線監視設備 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタ

リング設備（設計基準対象の施設と兼用）

排気筒モニタ 

排気サンプリング設備 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）（設計基準対

象の施設と兼用）

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト（設計基準対象

の施設と兼用）

ⅱ） 試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）

放射能測定装置（ガスフローカウンタ）

放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）

核種分析装置

ⅲ） 代替モニタリング設備 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト（設計基準対象

の施設と兼用）

・可搬型排気モニタリング設備
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可搬型ガスモニタ 

可搬型排気サンプリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・可搬型排気モニタリング用発電機

・監視測定用運搬車

ⅳ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

可搬型トリチウム測定装置 

ⅴ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備

・受電変圧器

ⅵ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用主母線

・6.9ｋＶ常用主母線

・6.9ｋＶ非常用母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

・6.9ｋＶ常用母線

ⅶ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線

・460Ｖ運転予備用母線

ⅷ） 計測制御用交流電源設備 
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・計測制御用交流電源設備

ⅸ） 代替電源設備 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

ⅹ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）において放射性

物質の濃度の測定に使用する設備のうち，放射線監視設備の北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備

（排気筒モニタ及び排気サンプリング設備），北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクトの一部，試料分析関係設備の放出管理分析設備（放射

能測定装置（ガスフローカウンタ），放射能測定装置（液体シンチ

レーションカウンタ）及び核種分析装置）及び代替モニタリング設

備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部を，常設

重大事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設

備の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排

気サンプリング設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機，監視測

定用運搬車及び代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（可搬

型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定

装置）を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）において放射性

物質の濃度の測定で使用する設備に必要な電力を給電する設備のう
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ち，受電開閉設備，所内高圧系統，所内低圧系統及び計測制御用交

流電源設備を，常設重大事故等対処設備として位置付ける。また，

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，

常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロー

リを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備

  (ⅱ) 周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定 

１） 対応手段

重大事故等が発生した場合に，周辺監視区域において放射性物質

3377



の濃度及び線量を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，可搬型環境モニタリング用発電機を放射

性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備に接続して，対処に必

要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備及び給電に使用

する設備は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。

系統図を第 11－５図に示す。

ａ） 放射線監視設備 

・環境モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼用）

モニタリングポスト

ダストモニタ 

ｂ） 試料分析関係設備 

・環境試料測定設備（設計基準対象の施設と兼用）

核種分析装置 

ｃ） 環境管理設備 

・放射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射

能測定器）（設計基準対象の施設と兼用） 

ｄ） 代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング設備

可搬型線量率計 
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可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・監視測定用運搬車 

・可搬型環境モニタリング用発電機 

・可搬型建屋周辺モニタリング設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

   ｅ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

   ｆ） 代替放射能観測設備 

・可搬型放射能観測設備 

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ

ョン）（ＳＡ） 

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ （ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

   ｇ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 
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ｈ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用主母線

・6.9ｋＶ常用主母線

・6.9ｋＶ非常用母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

・6.9ｋＶ常用母線

  ｉ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線

ｊ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備

ｋ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

２） 重大事故等対処設備と自主対策設備

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備のうち，放射線監視設備の環境モニタリング設備（モニタリ

ングポスト及びダストモニタ）及び試料分析関係設備の環境試料測

定設備（核種分析装置）を，常設重大事故等対処設備として位置付

ける。また，放射能観測車を，可搬型重大事故等対処設備として位

置付ける。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備のうち，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設

備（モニタリングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニ

タの代替として可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用
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データ伝送装置，可搬型データ表示装置，監視測定用運搬車，可搬

型環境モニタリング用発電機，可搬型建屋周辺モニタリング設備

（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）），代替試料分析関係設備の可搬型試料分

析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）及び代替

放射能観測設備の可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サーベイメー

タ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベ

イメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・

よう素サンプラ（ＳＡ））を，可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高

圧系統，所内低圧系統及び計測制御用交流電源設備の計測制御用交

流電源設備を，常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，

常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロー

リを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにそ
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の結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備

  ⅱ．風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速その他の

気象条件を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供給

が確認できない場合は，可搬型気象観測用発電機を風向，風速その他

の気象条件の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を確

保する。 

風向，風速その他の気象条件の測定で使用する設備及び給電に使用

する設備は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料は，補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用いて移

送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

１） 環境管理設備

・気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）
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（設計基準対象の施設と兼用） 

２） 代替気象観測設備

・可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量

計）

・可搬型風向風速計

・可搬型気象観測用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・監視測定用運搬車

・可搬型気象観測用発電機

３） 受電開閉設備

・受電開閉設備

・受電変圧器

４） 所内高圧系統

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用主母線

・6.9ｋＶ非常用母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

５） 所内低圧系統

・460Ｖ非常用母線

６） 計測制御用交流電源設備

・計測制御用交流電源設備

７） 補機駆動用燃料補給設備

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 
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敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備

のうち，環境管理設備の気象観測設備を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。また，代替気象観測設備の可搬型気象観測設備，可搬

型風向風速計，可搬型気象観測用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置，監視測定用運搬車及び可搬型気象観測用発電機を，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備

に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高圧系統，

所内低圧系統及び計測制御用交流電源設備を，常設重大事故等対処設

備として位置付ける。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給

する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事

故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規則

第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることから，

重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されている場合

は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自主対策設

備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重

大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響を

及ぼすことはない。 
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・気象観測設備 

 

  ⅲ．環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 対応手段 

環境モニタリング設備の電源が喪失した際に，環境モニタリング用

可搬型発電機により，電源を回復させるための手段がある。 

なお，環境モニタリング設備の電源を回復しても環境モニタリング

設備の機能が回復しない場合は，可搬型環境モニタリング設備，可搬

型建屋周辺モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型データ表示装置により代替測定する手順がある。 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備は以

下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを

用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

   １） 環境モニタリング用代替電源設備 

・環境モニタリング用可搬型発電機 

   ２） 代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング設備 

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・監視測定用運搬車 
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・可搬型環境モニタリング用発電機

・可搬型建屋周辺モニタリング設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

３） 補機駆動用燃料補給設備

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

  (ⅱ) 重大事故等対処設備 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備のう

ち，環境モニタリング用代替電源設備の環境モニタリング用可搬型発

電機，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニタの代替とし

て可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，監視測定用運搬車，可搬型環境モニタリング

用発電機及び可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガンマ線用サーベイ

メータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））

を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機，可搬型環境モニタリング用発電

機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給する設備のうち，補機駆

動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事故等対処設備として設置

する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。 
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これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規則

第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，非常用所内電源系統からの電源

が喪失した場合においても，環境モニタリング設備の電源又は機能を

回復し，周辺監視区域境界付近において空間放射線量率及び空気中の

放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録でき

る。 

  ⅳ．手順等 

上記「ⅰ．放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備」，

「ⅱ．風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備」及び

「ⅲ．環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び

設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する（第 11－１表）。 

これらの手順は，重大事故等時における放射線対応班の班員による

一連の対応として「放射線管理部 重大事故等発生時対応手順書」に

定める。また，放射線管理班の班員による一連の対応として「放射線

管理部 非常時対策組織等 放射線管理班マニュアル」に定める。 

重大事故等時に監視が必要となる項目及び給電が必要となる設備に

ついても整備する（第 11－３表，第 11－４表）。 
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ｂ．重大事故等時の手順等 

(ａ) 放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等 

重大事故等時に再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため，

以下の手段を用いた手順を整備する。 

重大事故等時における主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気筒モニタ及び可搬型ガスモニタを用いた放射

性希ガスの濃度の測定，モニタリングポスト及び可搬型線量率計を用

いた線量の測定及びダストモニタを用いた放射性物質の濃度の測定は，

連続測定を行う。また，放射性物質の濃度の測定頻度は，定期的（１

日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合（ダス

トモニタの指示値上昇等）とする。

放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設備に対して，可搬型排

気モニタリング用発電機及び可搬型環境モニタリング用発電機により

必要な負荷へ電力を供給する。 

ⅰ．排気口における放射性物質の濃度の測定 

(ⅰ) 主排気筒における放射性物質の濃度の測定 

１） 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリング設備により

放射性物質を連続的に捕集している。重大事故等時に主排気筒の排

気モニタリング設備の機能が維持されている場合は，継続して排気

筒モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，排気サンプ
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リング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタの

測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。また，排気筒

モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設

備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気筒モニタに

より監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリン

グ設備により連続的に捕集する。この手順のフローチャートを第

11－６図に示す。 

排気モニタリングに係るアクセスルートを第 11－29 図～第 11－

36 図に示す。 

なお，主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した場合は，

「(ａ)ⅰ．(ⅰ) 2）可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放

出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備の状況を確認

し，当該設備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視

を指示する。

②放射線対応班長は，主排気筒の排気モニタリング設備による放射

性物質の濃度の監視を継続する。
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ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

２） 可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した

場合，可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型

排気サンプリング設備）を主排気筒の排気モニタリング設備の接続

口に接続し，主排気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子

状放射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するとと

もに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備の可搬型ガスモニタに接続し，測定値を衛星通信により中

央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定値は，中央制

御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気モニタリング

設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，

放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確
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保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ

の手順のフローチャートを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備の状況を確認

し，当該設備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－

８図に示す。 

ⅰ） 可搬型排気モニタリング設備の設置 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用発電機の健

全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用発電機を主排

気筒管理建屋近傍へ運搬する。
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④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を可搬型排

気モニタリング用発電機に接続し，可搬型排気モニタリング用発

電機を起動し，給電する。可搬型排気モニタリング用発電機に必

要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，

給油することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を主排気筒

の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排気筒から大気中

へ放出される放射性物質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃

度を測定する。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装

置の動作等の異常がないことを外観点検により確認する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確

認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発

電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降

灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，主排

気筒の排気モニタリング設備が復旧した場合は，主排気筒の排気

モニタリング設備により放射性物質の濃度を測定する。

ⅱ） 可搬型ガスモニタの測定値の伝送 

①放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置の健全性を確認する。

②放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装
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置を主排気筒管理建屋近傍まで運搬する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

また，伝送した測定値は，制御建屋に保管している可搬型データ

表示装置を中央制御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊

急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング

用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内

への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，主排気筒の排気モ

ニタリング設備が復旧した場合は，主排気筒の排気モニタリング

設備により放射性物質の濃度を監視及び記録する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認す

る。

⑥可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。

ｃ） 操作の成立性 

上記「ⅰ） 可搬型排気モニタリング設備の設置」の対応は，実
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施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線対応

班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計８人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，事象発生から可搬型排

気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定は１時間 20 分

以内で可能である。 

上記「ⅱ） 可搬型ガスモニタの測定値の伝送」の対応は，実施

責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線対応班

の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計８人にて実施し，

作業開始を判断してから１時間 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

３） 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の

濃度の測定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放
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射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装

置）は，平常運転時から主排気筒の排気サンプリング設備により捕

集した放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理

分析設備の機能が維持されている場合は，継続して放出管理分析設

備により，主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，放出管理分析設備により放

射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により中央制御室に連絡する。この手順のフローチャートを

第 11－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅰ)４） 

可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃

度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手順

の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－９図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備による放射性
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物質の濃度の測定を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒の排気サンプリング設備又は可

搬型排気サンプリング設備で捕集された試料の採取，放出管理分

析設備による放射性物質の濃度を測定する。 

③放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

   ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，排気サンプリング設備

の試料採取実施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

 

   ４） 可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定 
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重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬

型トリチウム測定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備

又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測

定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析設備により

放射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射

性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信

連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第 11－６図及び第 11－７図に示す。

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が
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機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－10 図に示

す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集された試料の採取，可搬型試料分析設備による放射

性物質の濃度の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置を，可搬型排気モニタリン

グ用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置並びに可搬型排気モニタリ

ング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により確認する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場
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合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

⑦放射線対応班の班員は，主排気筒の排気サンプリング設備又は可

搬型排気サンプリング設備で捕集した試料を回収する。

⑧放射線対応班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，放出管理分析設備が復旧した場合は，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対
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処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅱ) 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放射性

物質の濃度の測定 

１） 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備は，平常運転時から排気筒モニタにより放射性希ガスの連

続監視及び排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されている場合は，

継続して排気筒モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，

排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気

筒モニタの測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。ま

た，排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設

備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気筒モニタに

より監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリン

グ設備により連続的に捕集する。この手順のフローチャートを第

11－６図に示す。 

なお，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ
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ニタリング設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅱ)２） 可搬型排気

モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備の状況を確認し，当該設備が機能維持

されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の測定についての手順の概要は以

下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の監視を指示する。

②放射線対応班長は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視を継

続する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（燃料貯蔵プールの小規模な漏えい並びに冷却機能

及び注水機能の喪失による燃料貯蔵プール等の沸騰開始）35 時間

に対し，常設の設備を使用することから，速やかに対応が可能であ

る。 

２） 可搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入
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れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の気体廃棄

物の廃棄施設の機能が維持されており，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，

可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サ

ンプリング設備）を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト

に接続し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大

気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，炭素－14 及

びトリチウムを連続的に捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を

連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備の可搬型ガスモニタに接続し，測定値を衛星通信により中

央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定値は，中央制

御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により可搬型

排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置を使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋近傍に運搬するため，

監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を
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確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ

の手順のフローチャートを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

なお，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の排気経路が損傷し

ている場合は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺において，モニ

タリングを実施する。

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の気体廃

棄物の廃棄施設の機能が維持されている場合。また，北換気筒（使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備の状況

を確認し，当該設備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－

11 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置を監視測定用運搬車に積載し，

可搬型排気モニタリング設備を使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，
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可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋近傍まで運搬する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置を使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機に接続し，給電する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性

物質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を測定する。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機について，異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等の異常がないことを外観点検により

確認する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。

⑧放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

また，伝送した測定値は，制御建屋に保管している可搬型データ

表示装置を中央制御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊

急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング
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用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施す

る。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。

なお，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ

ニタリング設備が復旧した場合は，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備により放射性物質

の濃度を測定，監視及び記録する。 

⑨放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機につい

て，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観

点検により確認する。

⑩可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計 12 人にて実施し，対策の制限時間（燃料貯蔵プールの小規模

な漏えい並びに冷却機能及び注水機能の喪失による燃料貯蔵プール

等の沸騰開始）35 時間に対し，事象発生から可搬型排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の測定は 23 時間以内で可能であ

る。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

3405



る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

３） 放出管理分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放

射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装

置）は，平常運転時から北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質の濃度を

測定している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持され

ている場合は，継続して放出管理分析設備により，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬

型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリ

ング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，定期

的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場

合に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。この手順のフロ
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ーチャートを第 11－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅱ)４） 

可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手順

の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－９図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料

の採取，放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の開始

を指示する。

②放射線対応班の班員は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備による放射性物質

の濃度を測定する。

③放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，排気サンプリング設備
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の試料採取実施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

４） 可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬

型トリチウム測定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリ

ング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，定期

的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場

合に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出
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される放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第 11－６図及び第 11－７図に示す。

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－10 図に示

す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料

の採取，可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定の開
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始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置を，可搬型排気モニタリン

グ用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置並びに可搬型排気モニタリ

ング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により確認する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。

⑦放射線対応班の班員は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料を回収する。

⑧放射線対応班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。火山の影響により，降灰予報
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（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，放出管理分析設備が復旧した場合は，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  ⅱ．周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定 

  (ⅰ) 環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定 
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モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区域境界付近にて，

空間放射線量率の連続監視を行っている。また，ダストモニタは，平

常運転時から空気中の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射

性物質を連続的に捕集及び測定している。 

重大事故等時に環境モニタリング設備の機能が維持されている場合

は，モニタリングポストにより空間放射線量率を連続監視するととも

に，ダストモニタにより空気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定

する。環境モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指示及

び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する。また，環境モニタリング設備の測定

値は，緊急時対策所へ伝送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタ

による空気中の放射性物質の捕集及び測定は継続されているため，監

視及び測定並びにその結果の記録を継続する。この手順のフローチャ

ートを第 11－12 図に示す。 

なお，環境モニタリング設備が機能喪失した場合は，以下の対応を

行う。 

・「(ａ)ⅱ．(ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の代替測定」 

・「(ａ)ⅱ．(ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定」 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順
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環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の監視を指示する。

②放射線対応班長は，環境モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の監視を継続する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

  (ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及

び線量の代替測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型

環境モニタリング設備（モニタリングポストの代替として可搬型線量

率計，ダストモニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，空気中の粒子

状放射性物質を連続的に捕集及び測定する。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリン

グ設備に接続し，測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策

所に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置する可搬型デー

タ表示装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。 

3413



可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境モニタリング設

備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放

射性物質の濃度及び線量の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型環境モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機を設置場所に運搬するた

め，監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の

建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認し

たのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型環境モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。

この手順のフローチャートを第 11－７図及び第 11－12 図に示す。 

可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測定

値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に設置す

ることを原則とする。 

ただし，地震，火災等で設置場所にアクセスすることができない場

合は，アクセスルート上の監視測定用運搬車で運搬できる範囲に設置

場所を変更する。 

可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例を第 11－13 図に示す。 

１） 手順着手の判断基準
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重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型環境モニタリング設備による放射性物質の濃度及び線量の

測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第 11－14 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型環境モニタリング設備による放射性物質の濃度及び線

量の測定の開始を指示する。

②可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測

定値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に

設置することを原則とする。ただし，地震，火災等で設置場所に

アクセスすることができない場合は，アクセスルート上の監視測

定用運搬車で運搬できる範囲に設置場所を変更する。 

③放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の健全性を確認する。

④放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用

発電機を監視測定用運搬車に積載し，設置場所まで運搬する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリング用

発電機に接続し，可搬型環境モニタリング用発電機を起動し，給

電する。可搬型環境モニタリング用発電機に必要となる軽油は，

軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油することに
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より，給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を設置し，

周辺監視区域境界付近における空間放射線量率を連続測定すると

ともに，空気中の放射性物質を捕集及び測定する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装

置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

⑧放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。

⑨放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置を可搬型環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。また，伝送した測

定値は，制御建屋に保管している可搬型データ表示装置を中央制

御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。火山

の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電

機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰

を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，環境モ

ニタリング設備が復旧した場合は，環境モニタリング設備により

放射性物質の濃度及び線量を測定，監視及び記録する。 

⑩放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング用データ伝送装
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置及び可搬型環境モニタリング用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認す

る。 

⑪可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計 12 人にて実施し，対策の制限時間（精製建屋における冷却機

能の喪失による硝酸プルトニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，

事象発生から可搬型環境モニタリング設備（９台）による空気中の

放射性物質の濃度及び線量の測定は５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 
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  (ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型

環境モニタリング設備を設置するまでの間，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイ

メータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大事故等の対処を行う前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入管理建屋，低レ

ベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周辺にお

ける空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を測定する。 

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，測定線種及び

対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量

を測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手

順のフローチャートを第 11－12 図に示す。 

環境モニタリングに係るアクセスルートを第 11－37 図～第 11－41

図に示す。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順
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可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイ

ムチャートを第 11－15 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型建屋周辺モニタリング設備による放射性物質の濃度及

び線量の測定の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋に保管している可搬型建屋周辺モニタリング設備の健全性を確

認する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型建屋周辺モニタリング設備の使用

前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備の乾電

池又は充電池と交換する。 

④放射線対応班及び建屋対策班の班員は，出入管理建屋，低レベル

廃棄物処理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋近傍において，制御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管している可搬型建屋周辺モニタリング設備の

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメー

タ（ＳＡ）により，線量当量率を測定するとともに，可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）にダストろ紙をセットし試料を捕集し，アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）により，空気中の放射

性物質の濃度を測定する。 

⑤現場管理者及び建屋対策班の班員は，制御建屋に保管している可

搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）により，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の周辺の線
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量当量率を測定する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型建屋周辺モニタリング設備による

測定を，可搬型環境モニタリング設備を設置するまでの間，定期

的に実施し，測定結果を記録し，通信連絡設備により中央制御室

に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人，放射線対

応班及び建屋対策班の班員８人並びに現場管理者及び建屋対策班の

班員 10 人の合計 20 人にて実施し，事象発生から可搬型建屋周辺モ

ニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定は

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅳ) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

放射能観測車は，平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及
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び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率

測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプ

ラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測車を備

えている。重大事故等時に放射能観測車の機能が維持されている場合

は，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定

する。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備により中央制御室に

連絡する。 

放射能観測車により放射性物質の濃度及び線量を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャート

を第 11－12 図に示す。 

なお，放射能観測車が機能喪失した場合は，「(ａ）ⅱ．(ⅴ) 可搬型放

射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の代替測定」

を行う。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が機能

維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定に

ついての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11

－16 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測

定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，最大濃度地点又は風下方向において，放
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射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線用サー

ベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定

器）により，空気中の放射性物質の濃度及び線量率を測定する。 

③放射線対応班の班員は，放射能観測車による測定結果を記録し，

通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，本対策実施判断後２時

間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅴ) 可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の代替測定 

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器の測定機能又は

車両の走行機能）した場合，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サー
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ベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用

サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

ト・よう素サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺にお

いて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定する。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡設備により中央

制御室に連絡する。 

可搬型放射能観測設備により放射性物質の濃度及び線量を測定し，

並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフロー

チャートを第 11－12 図に示す。 

   １） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が機能

喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

   ２） 操作手順 

可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャート

を第 11－17 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型放射能観測設備による放射性物質の濃度及び線量の測

定の開始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型放射能観測設備の健全性を確認する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型放射能観測設備の使用前に乾電池

又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備の乾電池又は充電

池と交換する。 
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④放射線対応班の班員は，最大濃度地点又は風下方向において，可

搬型放射能観測設備のガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔ

ｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電

離箱）（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）により，

線量率を測定するとともに，可搬型ダスト・よう素サンプラ（Ｓ

Ａ）にダストろ紙及びよう素カートリッジをセットし試料を採取

し，ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーショ

ン）（ＳＡ）及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

により，空気中の放射性物質の濃度を測定する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型放射能観測設備による測定結果を

記録し，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。なお，放射

能観測車が復旧した場合は，放射能観測車により放射性物質の濃

度を測定する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，本対策実施判断後２時

間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び
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停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅵ) 環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時から再処理施設

及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されている場合

は，継続して環境試料測定設備により，ダストモニタ又は可搬型ダス

トモニタで捕集した粒子状放射性物質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に

回収し，環境試料測定設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中

の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連絡

設備により緊急時対策所に連絡する。この手順のフローチャートを第

11－12 図に示す。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅱ．(ⅷ) 可搬

型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定につい

ての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－18

図に示す。 
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①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定の開始を指示する。

②放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで

捕集した試料を回収する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試料測

定設備により放射性物質の濃度を測定する。

④放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間

50 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 
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  (ⅶ) 環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時から再処理施設

及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されている場合

は，環境試料測定設備により，再処理施設及びその周辺において採取

した水試料及び土壌試料の放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌

中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅱ．(ⅸ) 可搬

型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測定」を

行う。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合。また，主排気筒の排気モニタ

リング設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排

気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング設備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析

設備，放射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定により，

再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合

（第 11－５表）。 

２） 操作手順

環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第

3427



11－19 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定の開始を指示する。

②放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移動し，

水試料又は土壌試料を採取する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試料測

定設備により放射性物質の濃度を測定する。

④放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，水試料及び土壌試料の試料採取実施判断後

作業開始を判断してから２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 
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【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅷ) 可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試料

分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）により，

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物質の

濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に

回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，空気

中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への給

電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにその

結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャートを

第 11－７図及び第 11－12 図に示す。 

１） 手順着手の判断基準
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重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－20 図に示

す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定の開

始を指示する。

②放射線管理班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置並びに可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により

確認する。

⑥放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。

⑦放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで
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捕集した試料を回収する。 

⑧放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧した場合は，環境

試料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，放射

線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計７人にて

実施し，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間 50 分以内で可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明
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を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅸ) 可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試料

分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）により，

再処理施設及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の放射

性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を評価す

る。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により緊急時対策所に連

絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への給

電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

可搬型試料分析設備により水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測

定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合。また，主排気筒の排気モニタリング
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設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニ

タリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリング設

備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，

放射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処理

施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合（第

11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第 11－21 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質

の濃度の測定の開始を指示する。

②放射線管理班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置並びに可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により
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確認する。 

⑥放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。

⑦放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移動し，

試料を採取する。

⑧放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧した場合は，環境

試料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，放射

線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計７人にて

実施し，水中又は土壌中の放射性物質の濃度の測定は，水試料及び

土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す
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る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

(ｂ) 風向，風速その他の気象条件の測定の手順等 

重大事故等時に敷地内において，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するため，以下の手段を用いた手順を整備

する。 

重大事故等時における気象観測設備及び可搬型気象観測設備による

風向，風速その他の気象条件の測定を行う。 

  ⅰ．気象観測設備による気象観測項目の測定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を観測している。重大事故等時に気象観測設備の機能が維

持されている場合は，継続して気象観測設備により風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測値を中央制御室及び緊急

時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続されているため，測

定及びその結果の記録を継続する。この手順のフローチャートを第

11－24 図に示す。 

気象観測に係るアクセスルートを第 11－42 図～第 11－44 図に示す。 
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なお，気象観測設備が機能喪失した場合は，以下の対応を行う。 

・「(ｂ) ⅱ. 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定」 

・「(ｂ) ⅲ. 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定」 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能維

持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

気象観測設備による気象観測についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

気象観測設備による気象観測を指示する。 

②放射線対応班長は，気象観測設備による気象観測を継続する。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

常設の設備を使用することから，速やかに対応が可能である。 

 

 ⅱ．可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，

雨量計）が機能喪失した場合，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測設備に接続し，

観測値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝

送した観測値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により

記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握

設備により記録する。 
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可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備及び可搬型気象観

測用データ伝送装置への給電を行い，敷地内において風向，風速その

他の気象条件の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型気象観測用発電機への燃料給油を実

施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に関する手順

等」にて整備する。 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機を設置場所に運搬するため，監視測定用運搬車を使用

する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応として，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝

送装置及び可搬型気象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を

実施する。 

可搬型気象観測設備により敷地内において風向，風速その他の気象

条件を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。この

手順のフローチャートを第 11－７図及び第 11－24 図に示す。 

可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとする。可搬型気象観測設備の設置場所の例を第 11－25

図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能喪

失したと判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定につ
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いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－26

図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定の

開始を指示する。

②可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとし，速やかに設置できるように，あらかじめ候補場

所を選定しておく。ただし，建屋外アクセスルートの整備状況及び

候補場所の状況に応じて，設置場所を変更することもある。

③放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬型

気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観

測用発電機の健全性を確認する。

④放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用デ

ータ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機を監視測定用運搬車に積

載し，設置場所まで運搬する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用

データ伝送装置を可搬型気象観測用発電機に接続し，可搬型気象観

測用発電機を起動し，給電する。可搬型気象観測用発電機に必要と

なる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油

することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備を設置し，敷地内の風

向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を観測する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用

発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がない

ことを外観点検により確認する。
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⑧放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備の設置状況及び測定結

果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が確立するまで

の間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連絡する。

⑨放射線対応班の班員は，可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型

気象観測設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送する。また，伝送した観測値は，制御建屋に保管

している可搬型データ表示装置を中央制御室に設置し，記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測設備，可搬型

気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち

必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，気象観測設備が復旧した

場合は，気象観測設備により気象観測項目を測定，監視及び記録す

る。

⑩放射線対応班の班員は，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬

型気象観測用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作

等異常がないことを外観点検により確認する。

⑪可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使用

中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換することで，

重大事故等の必要な期間使用できる。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の

３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計

８人にて実施し，可搬型排気モニタリング設備の設置完了後，作業を
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開始してから２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

ⅲ．可搬型風向風速計による風向及び風速の測定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失した場合，可搬型風向風速

計により，敷地内において風向及び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備により中央制御

室に連絡する。 

可搬型風向風速計により敷地内において風向及び風速を測定し，及

びその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャ

ートを第 11－24 図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能喪

失したと判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型風向風速計による風向及び風速の測定についての手順の概要
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は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－27 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に可搬型風向風速計による風向及び風速の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型風

向風速計の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型風向風速計により，敷地内の大きな

障害物のない開けた場所にて風向及び風速を測定する。可搬型風向

風速計は電源を必要としない。

④放射線対応班の班員は，可搬型風向風速計による測定を，可搬型気

象観測設備を設置するまでの間，定期的に実施し，測定結果を記録

し，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射線

対応班の班員２人の合計４人にて実施し，事象発生から可搬型風向風

速計による風向及び風速の測定は 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 
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(ｃ) 環境モニタリング設備の電源を環境モニタリング用代替電源設備か

ら給電する手順等 

非常用所内電源系統からの給電が喪失した際は，環境モニタリング

用可搬型発電機により，環境モニタリング設備へ給電する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電することにより，モニタ

リングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタによる空

気中の放射性物質の捕集及び測定を開始する。 

環境モニタリング設備に対して，環境モニタリング用可搬型発電機

により必要な負荷へ電力を供給する。 

  ⅰ．環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備への

給電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自動起動せず，非

常用所内電源系統から環境モニタリング設備への給電が喪失し，無停

電電源装置により給電され，環境モニタリング設備の機能が維持され

ている場合，環境モニタリング用可搬型発電機により，環境モニタリ

ング設備へ給電する。

上記給電を継続するために環境モニタリング用可搬型発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機をモニタリングポスト局舎近傍に

運搬するため，監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必
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要に応じ，除灰作業を実施する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電するための手順を整備す

る。この手順のフローチャートを第 11－12 図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，非常用所内電源系統から環境モニタリング設備へ

の給電が喪失し，無停電電源装置により給電され，環境モニタリング

設備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ給

電する手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－28

図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ

の給電の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している環境モ

ニタリング用可搬型発電機の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，環境モニタリング用可搬型発電機を監視測

定用運搬車に積載し，モニタリングポスト局舎近傍まで運搬及び設

置する。

④放射線対応班の班員は，環境モニタリング設備と環境モニタリング

用可搬型発電機をケーブルで接続し，環境モニタリング用可搬型発

電機を起動する。環境モニタリング用可搬型発電機に必要となる軽

油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油するこ

とにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。

⑤放射線対応班の班員は，環境モニタリング設備の受電状態において，
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異臭，発煙，破損，保護装置の動作等の異常がないことを確認する。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内

への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したの

ち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，非常用所内電源系統か

らの給電が再開した場合は，非常用所内電源系統からの給電に切り

替える。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の

３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の合計

12 人にて実施し，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

(ｄ) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立ち上げる緊急時

モニタリングセンターにおいて，国が地方公共団体と連携して策定す
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るモニタリング計画に従い，資機材，要員及び放出源情報を提供する

とともにモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業者との協力体制

を構築するため原子力事業者間協力協定を締結し，環境放射線モニタ

リング等への要員の派遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 

 

 (ｅ) バックグラウンド低減対策の手順 

事故後の周辺汚染による測定ができなくなることを避けるため，以

下の手段を用いた手順を整備する。 

 

  ⅰ．モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，モニタリングポストによる測定ができな

くなることを避けるため，モニタリングポストのバックグラウンド低

減対策を行う手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性物質の放出によ

り，モニタリングポストのバックグラウンドが上昇するおそれがある

と判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

モニタリングポストのバックグラウンド低減対策の手順の概要は以

下のとおり。このタイムチャートを第 11－22 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班の

班員にモニタリングポストのバックグラウンド低減対策として，モ

ニタリングポストの検出器カバーを養生するよう指示する。 

②放射線管理班の班員は，モニタリングポストの汚染の防止に必要な
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養生シートを準備する。 

③放射線管理班の班員は，車両等によりモニタリングポストに移動し，

モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止する。

④放射線管理班の班員は，モニタリングポストの検出器カバーに養生

シートを被せ，養生する。

⑤放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シートを

交換する。

⑥放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土壌の撤去及び

樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人の

合計３人にて実施し，モニタリングポスト９台分の検出器カバーの養

生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 
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  ⅱ．可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，可搬型環境モニタリング設備による測定

ができなくなることを避けるため，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンド低減対策を行う手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性物質の放出によ

り，可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンドが上昇するおそ

れがあると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策の手順の

概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－23 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班の

班員に可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策と

して，可搬型環境モニタリング設備の検出器カバーを養生するよう

指示する。 

②放射線管理班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の汚染の防止

に必要な養生シートを準備する。 

③放射線管理班の班員は，車両等により可搬型環境モニタリング設備

の設置場所に移動し，可搬型環境モニタリング設備を設置する際に

あらかじめ養生を行っていた場合は，養生シートを取り除いた後，

検出器カバーに養生シートを被せ，養生する。 

④放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シートを

交換する。 

⑤放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周辺土壌の撤去
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及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人の

合計３人にて実施し，可搬型環境モニタリング設備９台分の検出器カ

バーの養生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  ⅲ．可搬型試料分析設備のバックグラウンド低減対策 

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定

場所は，主排気筒管理建屋を基本とする。 

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所又は再処理

事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定する。 
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第 11－ 1 表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，  

対処設備，手順書一覧（１／６）  

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使用する設備  手順書  

排 気 口 に
お け る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定  

－  

主排気筒の排気モニタ
リング設備  
・排気筒モニタ  
・排気サンプリング設

備  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）  

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定  

主 排 気 筒
の 排 気 モ
ニ タ リ ン
グ設備  

可搬型排気モニタリン
グ設備  
・可搬型ガスモニタ  
・可搬型排気サンプリ

ング設備  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

指 示 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型排気モニタリン
グ用データ伝送装置  
可搬型データ表示装置  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 及 び
可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 用 デ ー タ
伝 送 装 置 へ
の給電  

可搬型排気モニタリン
グ用発電機  

重大事
故等対
処設備  
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第 11－ 1 表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，  

対処設備，手順書一覧（２／６）  

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使用する設備  手順書  

排 気 口 に
お け る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定  

－  

北換気筒（使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋換気
筒）の排気モニタリン
グ設備  
・排気筒モニタ  
・排気サンプリング設

備  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）  

放 射 性 物 質
の 捕 集 及 び
放 射 性 希 ガ
スの測定  

北 換 気 筒
（ 使 用 済
燃 料 受 入
れ ・ 貯 蔵
建 屋 換 気
筒 ） の 排
気 モ ニ タ
リ ン グ 設
備  

可搬型排気モニタリン
グ設備  
・可搬型ガスモニタ  
・可搬型排気サンプリ

ング設備  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

指 示 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型排気モニタリン
グ用データ伝送装置  
可搬型データ表示装置  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 排 気
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 等 の
運搬  

監視測定用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

捕 集 し た 排
気 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測定  

－  

放出管理分析設備  
・放射能測定装置（ガ

スフローカウンタ）  
・放射能測定装置（液

体シンチレーション
カウンタ）  

・核種分析装置  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）  

捕 集 し た 排
気 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測定  放 出 管 理

分析設備  

可搬型試料分析設備  
・可搬型放射能測定装

置  
・可搬型核種分析装置  
・可搬型トリチウム測

定装置  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

可 搬 型 試 料
分 析 設 備 へ
の給電  

可搬型排気モニタリン
グ用発電機  

重大事
故等対
処設備  
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第 11－ 1 表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，  

対処設備，手順書一覧（３／６）  

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使用する設備  手順書  

周 辺 監 視
区 域 に お
け る 空 間
放 射 線 量
率 及 び 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

空 間 放 射 線
量 率 及 び 空
気 中 の 放 射
性 物 質 の 捕
集及び測定  

－  
環境モニタリング設備  
・モニタリニグポスト  
・ダストモニタ  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）  

空 間 放 射 線
量 率 及 び 空
気 中 の 放 射
性 物 質 の 捕
集及び測定  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設備  

可搬型環境モニタリン
グ設備  
・可搬型線量率計  
・可搬型ダストモニタ  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

指 示 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型環境モニタリン
グ用データ伝送装置  
可搬型データ表示装置  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 及 び
可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 用 デ ー タ
伝 送 装 置 へ
の給電  

可搬型環境モニタリン
グ用発電機  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 環 境
モ ニ タ リ ン
グ 設 備 等 の
運搬  

監視測定用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

採 取 し た 環
境 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測定  

－  
環境試料測定設備  
・核種分析装置  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管理部  
非常時対策  

組織等  
放射線管理班  
マニュアル  

自主対
策設備
（外的
事象）  
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第 11－ 1 表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，  

対処設備，手順書一覧（４／６）  

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使用する設備  手順書  

周 辺 監 視
区 域 に お
け る 空 間
放 射 線 量
率 及 び 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

採 取 し た 環
境 試 料 の 放
射 性 物 質 の
濃度の測定  環 境 試 料

測定設備  

可搬型試料分析設備  
・可搬型放射能測定装

置  
・可搬型核種分析装置  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
非常時対策  

組織等  
放射線管理班  
マニュアル  

可 搬 型 試 料
分 析 設 備 へ
の給電  

可搬型排気モニタリン
グ用発電機  

重大事
故等対
処設備  

建屋周辺の線量当 量 率
及び放射性物質の 濃 度
の測定  
（※１）  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設備  

可搬型建屋周辺モニタ
リング設備  
・ガンマ線用サーベイ

メータ (ＳＡ ) 
・中性子線用サーベイ

メータ (ＳＡ ) 
・アルファ・ベータ線

用 サ ー ベ イ メ ー タ
(ＳＡ ) 

・可搬型ダストサンプ
ラ (ＳＡ )  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

敷地周辺の空間放 射 線
量率及び空気中の 放 射
性物質の濃度の測定  

－  放射能観測車  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
自主対
策設備
（外的
事象）  

放 射 能 観
測車  

可搬型放射能観測設備  
・ガンマ線用サーベイ

メータ（ＮａＩ（Ｔ
ｌ）シンチレーショ
ン）  

・ガンマ線用サーベイ
メータ（電離箱）  

・中性子線用サーベイ
メータ  

・アルファ・ベータ線
用サーベイメータ  

・可搬型ダスト・よう
素サンプラ  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
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第 11－ 1 表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，  

対処設備，手順書一覧（５／６）  

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使用する設備  手順書  

敷 地 内 の
気 象 条 件
の測定  

風 向 ， 風 速
そ の 他 気 象
条件の測定  

－  

気象観測設備  
・風向風速計  
・日射計  
・放射収支計  
・雨量計  

重大事
故等対
処設備
（内的
事象）  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  自主対
策設備
（外的
事象）  

風 向 ， 風 速
そ の 他 気 象
条件の測定  

気 象 観 測
設備  

可搬型気象観測設備  
・風向風速計  
・日射計  
・放射収支計  
・雨量計  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  

観 測 値 の 伝
送 ， 監 視 及
び記録  

可搬型気象観測用デー
タ伝送装置  
可搬型データ表示装置  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 気 象
観 測 設 備 及
び 可 搬 型 気
象 観 測 用 デ
ー タ 伝 送 装
置への給電  

可搬型気象観測用発電
機  

重大事
故等対
処設備  

可 搬 型 気 象
観 測 設 備 等
の運搬  

監視測定用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

敷地内の風向及び 風 速
の測定（※２）  

気 象 観 測
設備  

可搬型風向風速計  
重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  
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第 11－ 1 表  機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，  

対処設備，手順書一覧（６／６）  

対応項目  

機能喪失
を想定す
る設計基
準設備  

対処に使用する設備  手順書  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 へ の
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
用 代 替 電
源 設 備 か
らの給電  

環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 へ の
給電  第 １ 非 常

用 デ ィ ー
ゼ ル 発 電
機Ｂ  

環境モニタリング用可
搬型発電機  

重大事
故等対
処設備  

放射線管理部  
重大事故等  
発生時対応  

手順書  環 境 モ ニ
タ リ ン グ
用 可 搬 型
発 電 機 の
運搬  

監視測定用運搬車  
重大事
故等対
処設備  

バックグラウンド 低 減
対策  

－  養生シート  資機材  

放射線管理部  
非常時対策  

組織等  
放射線管理班  
マニュアル  

※ １  環境モニタリング設備が 機 能 喪 失 し た 場 合 ， 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 を 設 置 す る ま で の 間 ， 実 施 す る 。  

※ ２  気 象 観 測 設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合 ， 可 搬 型 気 象 観 測 設 備 を 設 置 す る ま で

の 間 ， 実 施 す る 。  
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第 11－ 2 表  監視測定に使用する設備（１／２）  

 

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備

主排気筒の排気モニタリング設備
排気筒モニタ

〇 〇 〇 〇 × ○ ○ × × × ×

主排気筒の排気モニタリング設備
排気サンプリング設備

〇 〇 〇 〇 × ○ ○ × × × ×

主排気筒の排気モニタリング設備
排気筒モニタ（配管の一部）[流路]

〇 〇 〇 〇 × ○ ○ × × × ×

主排気筒の排気モニタリング設備
排気サンプリング設備（配管の一部）［流路］

〇 〇 〇 〇 × ○ ○ × × × ×

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備
排気筒モニタ

× × × × × ○ ○ × × × ×

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備
排気サンプリング設備

× × × × × ○ ○ × × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
（建屋排風機から北換気筒までのダクト）

× × × × × ○ × × × × ×

北換気筒
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

× × × × × ○ × × × × ×

環境モニタリング設備
モニタリングポスト

× × × × × ○ ○ × × × ×

環境モニタリング設備
ダストモニタ

× × × × × ○ ○ × × × ×

受電開閉設備 × × × × × ○ ○ × × × ×

受電変圧器 × × × × × ○ ○ × × × ×

6.9ｋＶ非常用主母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

6.9ｋＶ運転予備用主母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

6.9ｋＶ常用主母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

6.9ｋＶ非常用母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

6.9ｋＶ運転予備用母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

6.9ｋＶ常用母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

所内低圧系統 460Ｖ非常用母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

直流電源設備 第２非常用直流電源設備 × × × × × ○ ○ × × × ×

計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 × × × × × ○ ○ × × × ×

可搬型排気モニタリング設備
可搬型ガスモニタ

× ○ ○ × × ○ × × × × ×

可搬型排気モニタリング設備
可搬型排気サンプリング設備

× ○ ○ × × ○ × × × × ×

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 × ○ ○ × × ○ × × × × ×

可搬型データ表示装置 × ○ ○ × × ○ × × × × ×

可搬型排気モニタリング用可搬型発電機 × ○ ○ × × ○ × × × × ×

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備
（ダクトの一部）

× × × × × ○ × × × × ×

代替電源設備 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 × × × × × ○ × × × × ×

軽油貯槽 × × × × × ○ × × × × ×

軽油用タンクローリ × × × × × ○ × × × × ×

可搬型環境モニタリング設備
可搬型線量率計

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型環境モニタリング設備
可搬型ダストモニタ

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 × × × × × ○ × × × × ×

可搬型建屋周辺モニタリング設備
ガンマ線用サーベイメータ（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型建屋周辺モニタリング設備
中性子線用サーベイメータ（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型建屋周辺モニタリング設備
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型建屋周辺モニタリング設備
可搬型ダストサンプラ（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型環境モニタリング用発電機 × × × × × ○ × × × × ×

監視測定用運搬車 × × × × × ○ × × × × ×

軽油貯槽 × × × × × ○ × × × × ×

軽油用タンクローリ × × × × × ○ × × × × ×

放出管理分析設備
放射能測定装置（ガスフローカウンタ）

〇 〇 〇 〇 × ○ ○ × × × ×

放出管理分析設備
放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）

〇 〇 〇 〇 × ○ ○ × × × ×

放出管理分析設備
核種分析装置

〇 〇 〇 〇 × ○ ○ × × × ×

環境試料測定設備
核種分析装置

× × × × × ○ ○ × × × ×

受電開閉設備 × × × × × ○ ○ × × × ×

受電変圧器 × × × × × ○ ○ × × × ×

受電開閉設備

重大事故等対処に係る措置

環境モニタリング設備の
電源回復又は機能回復

風向，風速その他の
気象条件の測定

放射性物質の濃度及び
線量の測定

使用済燃料貯蔵
槽の冷却等の対
処において使用

する設備

ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応
の対処に使用す

る設備

放射線分解により
発生する水素に
よる爆発の対処に
おいて使用する

設備

冷却機能の喪失
による蒸発乾固の
対処に使用する

設備

臨界事故の対処
に使用する設備機器グループ

放射線監視設備

試料分析関係設備

設備名称

設備

構成する機器

補機駆動用燃料補給設備

受電開閉設備

代替モニタリング設備

所内高圧系統

補機駆動用燃料補給設備

代替モニタリング設備

放射性物質の濃度
及び線量の測定

3
4
5
5



 

第 11－ 2 表  監視測定に使用する設備（２／２）  

 

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備
重大事故等
対処設備

自主対策設備

6.9ｋＶ運転予備用主母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

6.9ｋＶ運転予備用母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

所内低圧系統 460Ｖ運転予備用母線 × × × × × ○ ○ × × × ×

軽油貯槽 × × × × × ○ × × × × ×

軽油用タンクローリ × × × × × ○ × × × × ×

環境管理設備
放射能観測車（空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素
サンプラ，放射能測定器）

× × × × × ○ ○ × × × ×

可搬型放射能観測設備
ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型放射能観測設備
ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型放射能観測設備
中性子線用サーベイメータ（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型放射能観測設備
アルファ・ベータ線用サーベイメータ（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

可搬型放射能観測設備
可搬型ダスト・よう素サンプラ（SA)

× × × × × ○ × × × × ×

環境管理設備 気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計） × × × × × × × ○ ○ × ×

受電開閉設備 × × × × × × × ○ ○ × ×

受電変圧器 × × × × × × × ○ ○ × ×

6.9ｋＶ非常用主母線 × × × × × × × ○ 〇 × ×

6.9ｋＶ運転予備用主母線 × × × × × × × ○ 〇 × ×

6.9ｋＶ非常用母線 × × × × × × × ○ 〇 × ×

6.9ｋＶ運転予備用母線 × × × × × × × ○ 〇 × ×

所内低圧系統 460Ｖ非常用母線 × × × × × × × ○ 〇 × ×

計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 × × × × × × × ○ 〇 × ×

可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計） × × × × × × × ○ × × ×

可搬型気象観測用データ伝送装置 × × × × × × × ○ × × ×

可搬型データ表示装置 × × × × × × × ○ × × ×

可搬型風向風速計 × × × × × × × ○ × × ×

可搬型気象観測用発電機 × × × × × × × ○ × × ×

監視測定用運搬車 × × × × × × × ○ × × ×

軽油貯槽 × × × × × × × ○ × × ×

軽油用タンクローリ × × × × × × × ○ × × ×

受電開閉設備 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

受電変圧器 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

6.9ｋＶ非常用主母線 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

6.9ｋＶ運転予備用主母線 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

6.9ｋＶ常用主母線 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

6.9ｋＶ非常用母線 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

6.9ｋＶ運転予備用母線 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

6.9ｋＶ常用母線 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

所内低圧系統 460Ｖ非常用母線 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

計測制御用交流電源設備 計測制御用交流電源設備 × × × × × ○ ○ × × ○ ○

環境モニタリング用可搬型発電機 × × × × × ○ × × × ○ ×

監視測定用運搬車 × × × × × ○ × × × ○ ×

軽油貯槽 × × × × × × × × × ○ ×

軽油用タンクローリ × × × × × × × × × ○ ×

受電開閉設備

所内高圧系統

放射性物質の濃度
及び線量の測定

所内高圧系統

補機駆動用燃料補給設備

代替気象観測設備

環境モニタリング用代替電源設備

補機駆動用燃料補給設備

所内高圧系統

重大事故等対処に係る措置

環境モニタリング設備の
電源回復又は機能回復

風向，風速その他の
気象条件の測定

放射性物質の濃度及び
線量の測定

使用済燃料貯蔵
槽の冷却等の対
処において使用

する設備

ＴＢＰ等の錯体の
急激な分解反応
の対処に使用す

る設備

放射線分解により
発生する水素に
よる爆発の対処に
おいて使用する

設備

冷却機能の喪失
による蒸発乾固の
対処に使用する

設備

臨界事故の対処
に使用する設備機器グループ

設備名称

設備

構成する機器

環境モニタリング設備の
電源回復又は

機能回復

受電開閉設備

代替放射能観測設備

補機駆動用燃料補給設備

風向，風速その他の
気象条件の測定

3
4
5
6



 

第 11－３表  重大事故等の対処に必要な監視項目（１／５）  

対応項目  
重大事故等の対処

に必要な監視項目  
対応する設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ )  放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等  

ⅰ．排気口における 放射性物質の濃度の測定  

(ⅰ )  主排気筒における放射性物質の濃度の測定  

１ ) 排 気 モ

ニ タ リ ン

グ 設 備 に

よ る 主 排

気 筒 か ら

放 出 さ れ

る 放 射 性

物 質 の 濃

度の測定  

放射性物質の濃度  

（放射性希ガス）  

主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ

設備  

・排気筒モニタ  

低レンジ  

10～ 10 6 min - 1 

中レンジ  

10～ 10 6 min - 1 

高レンジ  

10 - 1 2 ～ 10 - 7 A 

２ ) 可 搬 型

排 気 モ ニ

タ リ ン グ

設 備 に よ

る 主 排 気

筒 か ら 放

出 さ れ る

放 射 性 物

質 の 濃 度

の 代 替 測

定  

放射性物質の濃度  

（放射性希ガス）  

可搬型排気モニタリング設備  

・可搬型ガスモニタ  10 - 1 5 ～ 10 - 8 A 

３ ) 放 出 管

理 分 析 設

備 に よ る

主 排 気 筒

か ら 放 出

さ れ る 放

射 性 物 質

の 濃 度 の

測定  

放射性物質の濃度  

（粒子）  

放 射 能 測 定 装 置 （ ガ ス フ ロ ー

カウンタ）  
（アルファ /ベータ線）  

B.G. ～ 99.9kmin -

1 

核種分析装置  
（ガンマ線）  10～ 2500keV 

放射性物質の濃度  

（放射性よう素）  
核種分析装置  10～ 2500keV 

放射性物質の濃度  

（トリチウム）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ

レーションカウンタ）  0～ 2000keV 

放射性物質の濃度  

（炭素－ 14）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ

レーションカウンタ）  0～ 2000keV 

４ ) 可 搬 型

試 料 分 析

設 備 に よ

る 主 排 気

筒 か ら 放

出 さ れ る

放 射 性 物

質 の 濃 度

の 代 替 測

定  

放射性物質の濃度  

（粒子）  

可搬型放射能測定装置  
（アルファ /ベータ線）  

B.G. ～ 99.9kmin -

1 

可搬型核種分析装置  
（ガンマ線）  

27.5～ 11000keV 

放射性物質の濃度  

（放射性よう素）  
可搬型核種分析装置  27.5～ 11000keV 

放射性物質の濃度  

（トリチウム）  
可搬型トリチウム測定装置  2～ 2000keV 

放射性物質の濃度  

（炭素－ 14）  
可搬型トリチウム測定装置  2～ 2000keV 
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第 11－３表  重大事故等の対処に必要な監視項目（２／５）  

対応項目  
重大事故等の対処

に必要な監視項目  
対応する設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ )  放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等  

ⅰ．排気口における 放射性物質の濃度の測定  

(ⅱ )  北 換 気 筒 （ 使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ） に お け る 放 射 性 物 質 の 濃 度 の 測 定  
１ ) 排 気 モ
ニ タ リ ン
グ 設 備 に
よ る 北 換
気筒（使用
済 燃 料 受
入れ・貯蔵
建 屋 換 気
筒）から放
出 さ れ る
放 射 性 物
質 の 濃 度
の測定  

放射性物質の濃度  
（放射性希ガス）  

北換気筒（使用済燃料受入れ・
貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ） の 排 気 モ ニ
タリング設備  
・排気筒モニタ  

10～ 10 6 min - 1 

２ ) 可 搬 型
排 気 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 に よ
る 北 換 気
筒（使用済
燃 料 受 入
れ・貯蔵建
屋換気筒）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
代替測定  

放射性物質の濃度  
（放射性希ガス）  

可搬型排気モニタリング設備  
・可搬型ガスモニタ  10 - 1 5 ～ 10 - 8 A 

３ ) 放 出 管
理 分 析 設
備 に よ る
北 換 気 筒
（ 使 用 済
燃 料 受 入
れ・貯蔵建
屋換気筒）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
測定  

放射性物質の濃度  
（粒子）  

放 射 能 測 定 装 置 （ ガ ス フ ロ ー
カウンタ）  
（アルファ /ベータ線）  

B.G. ～ 99.9kmin -

1 

核種分析装置  
（ガンマ線）  10～ 2500keV 

放射性物質の濃度  
（放射性よう素）  

核種分析装置  10～ 2500keV 

放射性物質の濃度  
（トリチウム）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ
レーションカウンタ）  0～ 2000keV 

放射性物質の濃度  
（炭素－ 14）  

放 射 能 測 定 装 置 （ 液 体 シ ン チ
レーションカウンタ）  0～ 2000keV 

４ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 北 換 気
筒（使用済
燃 料 受 入
れ・貯蔵建
屋換気筒）
か ら 放 出
さ れ る 放
射 性 物 質
の 濃 度 の
代替測定  

放射性物質の濃度  
（粒子）  

可搬型放射能測定装置  
（アルファ /ベータ線）  

B.G. ～ 99.9kmin -

1 

可搬型核種分析装置  
（ガンマ線）  

27.5～ 11000keV 

放射性物質の濃度  
（放射性よう素）  

可搬型核種分析装置  27.5～ 11000keV 

放射性物質の濃度  
（トリチウム）  

可搬型トリチウム測定装置  2～ 2000keV 

放射性物質の濃度  
（炭素－ 14）  

可搬型トリチウム測定装置  2～ 2000keV 
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第 11－３表  重大事故等の対処に必要な監視項目（３／５）  

対応項目  
重大事故等の対処

に必要な監視項目  
対応する設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ )  放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等  

ⅱ．周辺監視区域に おける放射性物質の濃度及び線量の測定  

( ⅰ ) 環 境 モ
ニ タ リ ン
グ 設 備 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 測
定  

線量率  モニタリングポスト  

低レンジ  
10 - 2 ～ 10 1 μ Gy/h 
高レンジ  
10 0 ～ 10 5 μ Gy/h 

放射能レベル  
（粒子）  

ダストモニタ  

アルファ線，  
ベータ線  
10 - 2 ～ 10 4  s - 1 
(連 続 集 塵 ， 連 続
測定時 ) 

( ⅱ ) 可 搬 型
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 に よ
る 空 気 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度 及 び 線
量 の 代 替
測定  

線量率  
可搬型環境モニタリング設備  
・可搬型線量率計  

B.G. ～ 100mSv/h
又は mGy/h 

放射能レベル  
（粒子）  

可搬型環境モニタリング設備  
・可搬型ダストモニタ  

B.G. ～ 99.9kmin -

1 

( ⅲ ) 可 搬 型
建 屋 周 辺
モ ニ タ リ
ン グ 設 備
に よ る 空
気 中 の 放
射 性 物 質
の 濃 度 及
び 線 量 の
測定  

線量率  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・ ガ ン マ 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ )  

0.0001～
1000mSv/h 

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・ 中 性 子 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ

(ＳＡ )  

0.01～  
10000μ Sv/h 

放射性物質の濃度  
（粒子）  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ
設備  
・アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ (ＳＡ )  

B.G. ～ 100kmin - 1

（アルファ線）  

B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ線）  

( ⅳ ) 放 射 能
観 測 車 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 測
定  

線量率  

空 間 放 射 線 量 率 測 定 器 （ Ｎ ａ
Ｉ（Ｔｌ）シンチレーション） B.G.～ 10μ Gy/h 

空間放射線量率測定器  
（電離箱）  1～ 300000μ Gy/h 

中性子線用サーベイメータ  0.01～  
10000μ Sv/h 

放射性物質の濃度  
（粒子）  

放射能測定器（ダスト）  
0.01～ 999999s - 1  

（アルファ線）  
0.1～ 999999s - 1 
（ベータ線）  

放射性物質の濃度  
（放射性よう素）  

放射能測定器（よう素）  0.1～ 999999s - 1 
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第 11－３表  重大事故等の対処に必要な監視項目（４／５）  

対応項目  
重大事故等の対処

に必要な監視項目  
対応する設備  

計測範囲  

（単位）  

(ａ )  放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等  

ⅱ．周辺監視区域に おける放射性物質の濃度及び線量の測定  

( ⅴ ) 可 搬 型
放 射 能 観
測 設 備 に
よ る 空 気
中 の 放 射
性 物 質 の
濃 度 及 び
線 量 の 代
替測定  

線量率  

ガンマ線用サーベイメータ  
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ
ョン） (ＳＡ )  

B.G.～ 30μ Sv/h，
0～ 30ks - 1 

ガンマ線用サーベイメータ  
（電離箱） (ＳＡ )  0.001～ 300mSv/h 

中 性 子 線 用 サ ー ベ イ メ ー タ
(ＳＡ )  

0.01～  
10000μ Sv/h 

放射性物質の濃度  
（粒子）  

ア ル フ ァ ・ ベ ー タ 線 用 サ ー ベ
イメータ (ＳＡ ) 

B.G. ～ 100kmin - 1

（アルファ線）  

B.G. ～ 300kmin - 1

（ベータ線）  

放射性物質の濃度  
（放射性よう素）  

ガンマ線用サーベイメータ  
（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ
ョン） (ＳＡ )  

B.G.～ 30μ Sv/h，
0～ 30ks - 1 

可搬型核種分析装置  27.5～ 11000keV 

( ⅵ ) 環 境 試
料 測 定 設
備 に よ る
空 気 中 の
放 射 性 物
質 の 濃 度
の測定  

放射性物質の濃度  
（粒子）  

核種分析装置（ガンマ線）  30～ 10000keV 

( ⅶ ) 環 境 試
料 測 定 設
備 に よ る
水 中 及 び
土 壌 中 の
放 射 性 物
質 の 濃 度
の測定  

放射性物質の濃度  
（粒子）  

核種分析装置（ガンマ線）  30～ 10000keV 

( ⅷ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 空 気 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度 の 代 替
測定  

放射性物質の濃度  
（粒子）  

可搬型放射能測定装置  
（アルファ /ベータ線）  

B.G. ～ 99.9kmin -

1 

可搬型核種分析装置  
（ガンマ線）  

27.5～ 11000keV 

( ⅸ ) 可 搬 型
試 料 分 析
設 備 に よ
る 水 中 及
び 土 壌 中
の 放 射 性
物 質 の 濃
度の測定  

放射性物質の濃度  
（粒子）  

可搬型放射能測定装置  
（アルファ /ベータ線）  

B.G. ～ 99.9kmin -

1 

可搬型核種分析装置  
（ガンマ線）  

27.5～ 11000keV 
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第 11－３表  重大事故等の対処に必要な監視項目（５／５）  

対応項目  
重大事故等の対処

に必要な監視項目  
対応する設備  

計測範囲  

（単位）  

(ｂ )  風向，風速その他の気象条件の測定の手順等  

ⅰ．気象観

測 設 備 に

よ る 気 象

観 測 項 目

の測定  

風 向 ， 風 速 そ の 他

気象条件  

気象観測設備  

  風向風速計  

地上 10m 

風向： 16 方位  

風速： 0～ 90m/s 

地上 150m 

風向： 16 方位  

風速： 0～ 30m/s 

気象観測設備  

  日射計  
0～ 1.50kW/m 2 

気象観測設備  

  放射収支計  
-0.3～ 1.2kW/m 2 

気象観測設備  

  雨量計  
0.5mm ごとの計測  

ⅱ．可搬型

気 象 観 測

設 備 に よ

る 気 象 観

測 項 目 の

代替測定  

風 向 ， 風 速 そ の 他

気象条件  

可搬型気象観測設備  

  風向風速計  

風向： 16 方位  

風速： 0～ 90m/s 

可搬型気象観測設備  

  日射計  
0～ 2.00kW/m 2 

可搬型気象観測設備  

  放射収支計  

-0.714～

1.50kW/m 2 

可搬型気象観測設備  

  雨量計  
0.5mm ごとの計測  

ⅲ．可搬型

風 向 風 速

計 に よ る

風 向 及 び

風 速 の 測

定  

風向及び風速  可搬型風向風速計  
風向： 8 方位  

風速： 2～ 30m/s 

(ｅ )  バックグラウンド低減対策の手順  

ⅰ．モニタ
リ ン グ ポ
ス ト の バ
ッ ク グ ラ
ウ ン ド 低
減対策  

線量率  モニタリングポスト  

低レンジ  
10 - 2 ～ 10 1 μ Gy/h 
高レンジ  
10 0 ～ 10 5 μ Gy/h 

ⅱ．可搬型
環 境 モ ニ
タ リ ン グ
設 備 の バ
ッ ク グ ラ
ウ ン ド 低
減対策  

線量率  
可搬型環境モニタリング設備  
  可搬型線量率計  

B.G. ～ 100mSv/h
又は mGy/h 
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第 11－ 4 表  審査基準における要求事項ごとの給電対策設備  

手順等  供給対象設備  給電元  

監 視 測 定 等 に 関 す る

手順等  

代替モニタリング設備  
  可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

設備  

  可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用データ伝送装置  

代替モニタリング設備  

  可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用発電機  

代替電源設備  

  使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設

及 び 貯 蔵 施 設 可 搬 型 発 電

機  

代替試料分析関係設備  
  可搬型核種分析装置  

  可 搬 型 ト リ チ ウ ム 測 定 装

置  

代替モニタリング設備  

  可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

用発電機  

代替モニタリング設備  
  可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設備  

  可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

用データ伝送装置  

代替モニタリング設備  

  可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

用発電機  

代替気象観測設備  
  可搬型気象観測設備  

  可 搬 型 気 象 観 測 用 デ ー タ

伝送装置  

代替気象観測設備  

  可搬型気象観測用発電機  

環境モニタリング設備  
  モニタリングポスト  

  ダストモニタ  

  環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 可 搬

型発電機  

  非常用所内電源系統  
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手 順  着 手 の 判 断 基 準  実 施 の 判 断 基 準  停 止 の 判 断 基 準  備 考  

排 気 口

に お け

る 放 射

性 物 質

の 濃 度

の 測 定  

主 排 気

筒 に お

け る 放

射 性 物

質 の 濃

度 の 測

定  

排 気 モ ニ タ リ ン

グ 設 備 に よ る 主

排 気 筒 か ら 放 出

さ れ る 放 射 性 物

質 の 濃 度 の 測 定  

主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 機 能

が 維 持 さ れ て い る 場 合  
監 視 を 継 続 す る 。  －   

可 搬 型 排 気 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 に

よ る 主 排 気 筒 か

ら 放 出 さ れ る 放

射 性 物 質 の 濃 度

の 代 替 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，主 排 気 筒 の 排 気 モ

ニ タ リ ン グ 設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 電

源 が 喪 失 （ 放 射 線 監 視 盤 に て 確 認 ）  

② 主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 故

障 警 報 が 発 生 （ 放 射 線 監 視 盤 に て 確 認 ） 

③ 放 射 線 監 視 盤 の 電 源 が 喪 失  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

主 排 気 筒 の 排 気

モ ニ タ リ ン グ 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

 

放 出 管 理 分 析 設

備 に よ る 主 排 気

筒 か ら 放 出 さ れ

る 放 射 性 物 質 の

濃 度 の 測 定  

放 出 管 理 分 析 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合  

試 料 採 取 後 ， 測 定

を 実 施 す る 。  
－   

可 搬 型 試 料 分 析

設 備 に よ る 主 排

気 筒 か ら 放 出 さ

れ る 放 射 性 物 質

の 濃 度 の 代 替 測

定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，放 出 管 理 分 析 設 備

が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 放 出 管 理 分 析 設 備 の 電 源 が 喪 失  

② 放 出 管 理 分 析 設 備 が 故 障  

代 替 設 備 の 準 備 完

了 及 び 試 料 採 取

後 ， 測 定 を 実 施 す

る 。  

放 出 管 理 分 析 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

 

 

 

 

 

 

第 11－５表  各手順の判断基準（ 1／ 5）  

3
4
6
3



 
 

 

手 順  着 手 の 判 断 基 準  実 施 の 判 断 基 準  停 止 の 判 断 基 準  備 考  

排 気 口

に お け

る 放 射

性 物 質

の 濃 度

の 測 定  

北 換 気

筒（ 使 用

済 燃 料

受 入 れ ・

貯 蔵 建

屋 換 気

筒 ）に お

け る 放

射 性 物

質 の 濃

度 の 測

定  

排 気 モ ニ タ リ ン

グ 設 備 に よ る 北

換 気 筒（ 使 用 済 燃

料 受 入 れ・貯 蔵 建

屋 換 気 筒 ）か ら 放

出 さ れ る 放 射 性

物 質 の 濃 度 の 測

定  

北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 機 能 が 維

持 さ れ て い る 場 合  

監 視 を 継 続 す る 。  －   

可 搬 型 排 気 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 に

よ る 北 換 気 筒（ 使

用 済 燃 料 受 入 れ・

貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）

か ら 放 出 さ れ る

放 射 性 物 質 の 濃

度 の 代 替 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，北 換 気 筒（ 使 用 済

燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）の 排 気 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋

換 気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 電 源

が 喪 失 （ 放 射 線 監 視 盤 に て 確 認 ）  

② 北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋

換 気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 故 障

警 報 が 発 生 （ 放 射 線 監 視 盤 に て 確 認 ）  

③ 放 射 線 監 視 盤 の 電 源 が 喪 失  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

北 換 気 筒（ 使 用 済

燃 料 受 入 れ・貯 蔵

建 屋 換 気 筒 ）の 排

気 モ ニ タ リ ン グ

設 備 が 復 旧 し た

場 合  

 

放 出 管 理 分 析 設

備 に よ る 北 換 気

筒（ 使 用 済 燃 料 受

入 れ・貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ）か ら 放 出 さ

れ る 放 射 性 物 質

の 濃 度 の 測 定  

放 出 管 理 分 析 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合  

試 料 採 取 後 ， 測 定

を 実 施 す る 。  
－   

可 搬 型 試 料 分 析

設 備 に よ る 北 換

気 筒（ 使 用 済 燃 料

受 入 れ・貯 蔵 建 屋

換 気 筒 ）か ら 放 出

さ れ る 放 射 性 物

質 の 濃 度 の 代 替

測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，放 出 管 理 分 析 設 備

が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 放 出 管 理 分 析 設 備 の 電 源 が 喪 失  

② 放 出 管 理 分 析 設 備 が 故 障  

代 替 設 備 の 準 備 完

了 及 び 試 料 採 取

後 ， 測 定 を 実 施 す

る 。  

放 出 管 理 分 析 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

 

 

第 11－５表  各手順の判断基準（ 2／ 5）  

3
4
6
4



 
 

 

手 順  着 手 の 判 断 基 準  実 施 の 判 断 基 準  停 止 の 判 断 基 準  備 考  

周 辺 監 視 区

域 に お け る

放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び

線 量 の 測 定  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 に

よ る 空 気 中 の 放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び 線 量 の 測 定  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ

て い る 場 合  
監 視 を 継 続 す る 。  －   

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 に よ る 空 気 中 の 放 射

性 物 質 の 濃 度 及 び 線 量 の

代 替 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 又 は ダ ス ト モ ニ タ

の 電 源 が 喪 失 （ 環 境 監 視 盤 に て 確 認 ）  

② モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 又 は ダ ス ト モ ニ タ

の 故 障 警 報 が 発 生 （ 環 境 監 視 盤 に て 確

認 ）  

③ 環 境 監 視 盤 の 電 源 が 喪 失  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

環 境 モ ニ タ リ ン

グ 設 備 が 復 旧 し

た 場 合  

 

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 に よ る 空 気 中 の

放 射 性 物 質 の 濃 度 及 び 線

量 の 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 又 は ダ ス ト モ ニ タ

の 電 源 が 喪 失 （ 環 境 監 視 盤 に て 確 認 ）  

② モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト 又 は ダ ス ト モ ニ タ

の 故 障 警 報 が 発 生 （ 環 境 監 視 盤 に て 確

認 ）  

③ 環 境 監 視 盤 の 電 源 が 喪 失  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

可 搬 型 環 境 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 の

設 置 が 完 了 し た

場 合  

 

放 射 能 観 測 車 に よ る 空 気

中 の 放 射 性 物 質 の 濃 度 及

び 線 量 の 測 定  

放 射 能 観 測 車 の 機 能（ 搭 載 機 器 の 測 定 機 能

又 は 車 両 の 走 行 機 能 ）が 維 持 さ れ て い る 場

合  

大 気 へ の 放 射 性 物

質 の 放 出 の お そ れ

が 確 認 さ れ た 場

合 ， 実 施 す る 。  

－   

可 搬 型 放 射 能 観 測 設 備 に

よ る 空 気 中 の 放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び 線 量 の 代 替 測

定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，放 射 能 観 測 車 が 機

能 喪 失 し た 場 合  

① 放 射 能 観 測 車 に 搭 載 し て い る 機 器 の 測

定 機 能 が 喪 失  

② 放 射 能 観 測 車 の 走 行 機 能 が 喪 失  

代 替 設 備 の 準 備 完

了 後 ， 大 気 へ の 放

射 性 物 質 の 放 出 の

お そ れ が 確 認 さ れ

た 場 合 ，実 施 す る 。 

放 射 能 観 測 車 が

復 旧 し た 場 合  
 

環 境 試 料 測 定 設 備 に よ る

空 気 中 の 放 射 性 物 質 の 濃

度 の 測 定  

環 境 試 料 測 定 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合  

試 料 採 取 後 ， 測 定

を 実 施 す る 。  
－   

 

第 11－５表  各手順の判断基準（ 3／ 5）  

3
4
6
5



 
 

 

手 順  着 手 の 判 断 基 準  実 施 の 判 断 基 準  停 止 の 判 断 基 準  備 考  

周 辺 監 視 区

域 に お け る

放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び

線 量 の 測 定  

環 境 試 料 測 定 設 備 に よ る

水 中 及 び 土 壌 中 の 放 射 性

物 質 の 濃 度 の 測 定  

環 境 試 料 測 定 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合  

ま た ， 主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，

北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，環 境 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 ，可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設

備 ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，可 搬 型

建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，放 出 管 理 分 析

設 備 ，環 境 試 料 測 定 設 備 ，可 搬 型 試 料 分 析

設 備 ，放 射 能 観 測 車 及 び 可 搬 型 放 射 能 観 測

設 備 に よ る 測 定 に よ り ，再 処 理 施 設 か ら の

放 射 性 物 質 の 放 出 の お そ れ が あ る と 判 断

し た 場 合  

再 処 理 施 設 及 び そ

の 周 辺 に お い て ，

水 中 及 び 土 壌 中 の

放 射 性 物 質 の 濃 度

の 測 定 が 必 要 な 場

合 ， 実 施 す る 。  

－   

可 搬 型 試 料 分 析 設 備 に よ

る 空 気 中 の 放 射 性 物 質 の

濃 度 の 代 替 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，環 境 試 料 測 定 設 備

が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 環 境 試 料 測 定 設 備 の 電 源 が 喪 失  

② 環 境 試 料 測 定 設 備 が 故 障  

代 替 設 備 の 準 備 完

了 後 及 び 試 料 採 取

後 ， 測 定 を 実 施 す

る 。  

環 境 試 料 測 定 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

 

可 搬 型 試 料 分 析 設 備 に よ

る 水 中 及 び 土 壌 中 の 放 射

性 物 質 の 濃 度 の 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，環 境 試 料 測 定 設 備

が 機 能 喪 失 し た 場 合  

① 環 境 試 料 測 定 設 備 の 電 源 が 喪 失  

② 環 境 試 料 測 定 設 備 が 故 障  

 

ま た ， 主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，

北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ・貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，環 境 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 ，可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設

備 ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，可 搬 型

建 屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，放 出 管 理 分 析

設 備 ，環 境 試 料 測 定 設 備 ，可 搬 型 試 料 分 析

設 備 ，放 射 能 観 測 車 及 び 可 搬 型 放 射 能 観 測

設 備 に よ る 測 定 に よ り ，再 処 理 施 設 か ら の

放 射 性 物 質 の 放 出 の お そ れ が あ る と 判 断

し た 場 合  

再 処 理 施 設 及 び そ

の 周 辺 に お い て ，

水 中 及 び 土 壌 中 の

放 射 性 物 質 の 濃 度

の 測 定 が 必 要 な 場

合 ， 実 施 す る 。  

環 境 試 料 測 定 設

備 が 復 旧 し た 場

合  

 

 

 

第 11－５表  各手順の判断基準（ 4／ 5）  

3
4
6
6



 
 

 

手 順  着 手 の 判 断 基 準  実 施 の 判 断 基 準  停 止 の 判 断 基 準  備 考  

風 向 ， 風 速

そ の 他 の 気

象 条 件 の 測

定  

気 象 観 測 設 備 に よ る 気 象

観 測 項 目 の 測 定  

気 象 観 測 設 備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い る 場

合  
監 視 を 継 続 す る 。  －   

可 搬 型 気 象 観 測 設 備 に よ

る 気 象 観 測 項 目 の 代 替 測

定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，気 象 観 測 設 備 が 機

能 喪 失 し た 場 合  

① 気 象 観 測 設 備 の 電 源 が 喪 失（ 気 象 盤 に て

確 認 ）  

② 気 象 観 測 設 備 の 故 障 警 報 が 発 生（ 気 象 盤

に て 確 認 ）  

③ 気 象 盤 の 電 源 が 喪 失  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

気 象 観 測 設 備 が

復 旧 し た 場 合  
 

可 搬 型 風 向 風 速 計 に よ る

風 向 及 び 風 速 の 測 定  

以 下 の い ず れ か に よ り ，気 象 観 測 設 備 が 機

能 喪 失 し た 場 合  

① 気 象 観 測 設 備 の 電 源 が 喪 失（ 気 象 盤 に て

確 認 ）  

② 気 象 観 測 設 備 の 故 障 警 報 が 発 生（ 気 象 盤

に て 確 認 ）  

③ 気 象 盤 の 電 源 が 喪 失  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

可 搬 型 気 象 観 測

設 備 の 設 置 が 完

了 し た 場 合  

 

 

環 境 モ ニ タ

リ ン グ 設 備

の 電 源 を 環

境 モ ニ タ リ

ン グ 用 代 替

電 源 設 備 か

ら 給 電  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 可 搬

型 発 電 機 に よ る 環 境 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 へ の 給 電  

非 常 用 所 内 電 源 系 統 か ら 環 境 モ ニ タ リ ン

グ 設 備 へ の 給 電 が 喪 失 し ，無 停 電 電 源 装 置

に よ り 給 電 さ れ ，環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の

機 能 が 維 持 さ れ て い る 場 合  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

非 常 用 所 内 電 源

系 統 か ら の 給 電

が 再 開 し た 場 合  

 

モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト の バ ッ ク グ ラ ウ ン

ド 低 減 対 策  

再 処 理 施 設 か ら 大 気 中 へ の 放 射 性 物 質 の

放 出 に よ り ，モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト の バ ッ ク

グ ラ ウ ン ド が 上 昇 す る お そ れ が あ る と 判

断 し た 場 合  

準 備 完 了 後 ， 直 ち

に 実 施 す る 。  

再 処 理 施 設 か ら

大 気 中 へ の 放 射

性 物 質 の 放 出 が

収 ま っ た 場 合  

 

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の バ ッ ク

グ ラ ウ ン ド 低 減 対 策  

再 処 理 施 設 か ら 大 気 中 へ の 放 射 性 物 質 の

放 出 に よ り ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備

の バ ッ ク グ ラ ウ ン ド が 上 昇 す る お そ れ が

あ る と 判 断 し た 場 合  

空 間 放 射 線 量 率 の

上 昇 後 ，実 施 す る 。 

再 処 理 施 設 か ら

大 気 中 へ の 放 射

性 物 質 の 放 出 が

収 ま っ た 場 合  

 

 

第 11－５表  各手順の判断基準（ 5／ 5）  
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可搬型試料分析設備の準備 

 

凡例 

   ：操作・確認 

   ：判断 

   ：監視 

主排気筒の排気モニタリング設備が

機能維持しているか 

放射性物質の捕集 

放射性希ガスの濃度の測定 

※１ 

・放射線監視盤の状況を確認し，電源が喪失

している又は故障警報が発生している場合

は，主排気筒の排気モニタリング設備が機

能喪失したと判断する。 

※２ 

・異常発生から施設の状態を把握する初動の

時間内に，可搬型ガスモニタ，可搬型排気

サンプリング設備を設置する。 

※５ 

・排気試料のうち集塵ろ紙は，定期的に簡易

測定する。 

・排気試料は，定期的及び大気中への放射性

物質の放出のおそれがある場合に，回収し

て測定する。 

指示値の監視及び記録 

（中央制御室及び緊急時対策所） 

放射線監視盤にて主排気筒の 

排気モニタリング設備の状況確認※１ 

放出管理分析設備の状況確認※４ 

※４ 

・放出管理分析設備の状況を確認し，電源が

喪失している又は故障している場合は，当

該設備が機能喪失したと判断する。 

 

機能維持している 機能喪失している 

放出管理分析設備が機能維持しているか 

 試料の放射性物質の濃度の測定 

放射性物質の濃度の評価※５ 

機能維持している 機能喪失している 

放射性物質の捕集 

放射性希ガスの濃度の測定※３ 

 

試料の放射性物質の濃度の測定 

放射性物質の濃度の評価※５，※６ 

 

※６ 

・放出管理分析設備が復旧した場合，放出管

理分析設備により測定を行う。 

可搬型ガスモニタ，可搬型排気サンプリング設備，可搬

型排気モニタリング用データ伝送装置の設置※２ ※３ 

・主排気筒の排気モニタリング設備が復旧し

た場合，主排気筒の排気モニタリング設備

により，測定，監視及び記録を行う。 

 

第 11－６図 排気モニタリングの手順の概要（１／２） 

 指示値の監視及び記録 

（中央制御室及び緊急時対策所）※３ 
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 試料の放射性物質の濃度の測定 

放射性物質の濃度の評価※５，※６ 

 

 

可搬型試料分析設備の準備 凡例 

   ：操作・確認 

   ：判断 

   ：監視 

※５ 

・排気試料は，定期的及び大気中への放射性

物質の放出のおそれがある場合に，回収し

て測定する。 

可搬型ガスモニタ，可搬型排気サンプリング設備， 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置の設置 
※４ 

・放出管理分析設備の状況を確認し，電源が

喪失している又は故障している場合は，当

該設備が機能喪失したと判断する。 

 

 

 

 

放射性物質の捕集 

放射性希ガスの濃度の測定 

※２ 

・放射線監視盤の状況を確認し，電源が喪失

している又は故障警報が発生している場合

は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能

喪失したと判断する。 

試料の放射性物質の濃度の測定 

放射性物質の濃度の評価※５ 

指示値の監視及び記録 

（中央制御室及び緊急時対策所）※３ 

 

第 11－６図 排気モニタリングの手順の概要（２／２） 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の 

排気モニタリング設備が機能維持しているか 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 

気体廃棄物の廃棄施設の状況確認※１ 

放出管理分析設備の状況確認※４ 

放出管理分析設備が機能維持しているか 

機能維持 

している 

機能喪失 

している 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 

気体廃棄物の廃棄施設が機能維持しているか 

機能維持 

している 

機能喪失 

している 

建屋周辺における 

モニタリングを実施 

放射線監視盤にて北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒） 

の排気モニタリング設備の状況確認※２ 

機能維持 

している 
機能喪失 

している 

※１ 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の状

況を確認し，電源が喪失している又は建屋

排風機が停止している場合は気体廃棄物の

廃棄施設が機能喪失したと判断する。 

※３ 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気モニタリング設備が復旧した

場合，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備によ

り，測定，監視及び記録を行う。 

放射性物質の捕集 

放射性希ガスの濃度の測定※３ 

 

指示値の監視及び

記録 

（中央制御室及び

緊急時対策所） 

 
※６ 

・放出管理分析設備が復旧した場合，放出管

理分析設備により，測定を行う。 
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凡例 
   ：操作・確認 
   ：判断 
   ：監視 

環境モニタリング設備へ 

環境モニタリング用可搬型発電機

の接続・給電※３ 

 

可搬型試料分析設備の準備 

 試料の放射性物質の濃度の測定 

放射性物質の濃度の評価※６ 

※２ 

・可搬型環境モニタリング設備（モニタリングポストの代替とし

て可搬型線量率計，ダストモニタの代替として可搬型ダストモ

ニタ）による代替測定地点については，指示値の連続性を考慮

し，環境モニタリング設備に隣接した位置に設置することを原

則とする。 

・設置の順番は，風下方向を優先する。 

環境モニタリング設備により風下方向が監視できている場合

は，監視できていない方角を優先的に設置する。 

※６ 

・ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期

的又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に試

料を回収して，測定する。 

・再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した

場合に，再処理施設及びその周辺において水試料及び土壌試料

を採取し，測定する。 

 

環境モニタリング設備が 

機能維持しているか 

環境監視盤にて環境モニタリング設備の

状況確認※１ 

指示値の監視及び記録 

（中央制御室及び 

  緊急時対策所） 

機能維持 

している 
機能喪失 

している 

※１ 

・環境監視盤の状況を確認し，電源が喪失している又は故障警報

が発生している場合は，環境モニタリング設備が機能喪失した

と判断する。 

非常用所内電源系統が

機能維持しているか 

機能維持 

している 

機能喪失 

している 

環境試料測定設備が 

機能維持しているか 

可搬型環境モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置の設置※２ 

 

※３ 

・環境モニタリング用可搬型発電機の設置位置である環境モニタ

リング設備の近傍への移動ルートが通行できない場合は，周辺

監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定を可搬型

環境モニタリング設備により実施する。 

その後，移動ルートが通行できる状況になった場合は，環境モ

ニタリング設備の近傍に設置する。 

なお，非常用所内電源系統からの給電が再開した場合は，非

常用所内電源系統からの給電に切り替える。 

第 11－12図 環境モニタリングの手順の概要（１／２） 

機能維持 

している 

 

機能喪失 

している 

可搬型建屋周辺モニタ 

リング設備の準備 

 周辺監視区域における線量当量率の測定 

放射性物質の捕集及び測定  
建屋周辺における 

線量当量率及び放射性 

物質の濃度の測定※５ 

 

※５ 

・可搬型環境モニタリング設備を設置するまでの間，定期的に測

定する。 

 

周辺監視区域における線量当量率の測定 

放射性物質の捕集及び測定※４ 

 
指示値の監視及び記録 

（中央制御室及び緊急時 

対策所）※４ 

試料の放射性物質の濃度の測定 

放射性物質の濃度の評価※６，７ 

※４ 

・環境モニタリング設備が復旧した場合，環境モニタリング設備

により，測定，監視及び記録を行う。 

 

※７ 

・環境試料測定設備が復旧した場合，環境試料測定設備により測

定を行う。 
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第 11－12図 環境モニタリングの手順の概要（２／２） 

※８ 

・搭載機器の測定機能又は車両の走行機能が喪失し

た場合は，放射能観測車が機能喪失したと判断す

る。 

※９ 

・再処理施設から大気中への放射性物質の放出のお

それがある場合は，最大濃度地点又は風下方向に

て測定する。 

・それ以外の場合は，可搬型環境モニタリング設備

又は環境モニタリングにより測定できていない方

角にて測定する。 

放射能観測車が 
機能維持しているか 

放射能観測車の状況確認 
※８ 

可搬型放射能観測設備 
の準備 

凡例 
   ：操作・確認 
   ：判断 
   ：監視 

最大濃度地点又は風下方向における 
線量当量率及び放射性物質の濃度の測定※９ 

機能喪失 
している 

機能維持 
している 

最大濃度地点又は風下方向における 
線量当量率及び放射性物質の濃度の測定

※９，１０ 
 

※１０ 

・放射能観測車が復旧した場合，放射能観測車によ

り測定を行う。 
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可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例  

環境モニタリング設備  

 

 

 

 

 

 

 

第 11－ 13 図  可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例
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観測値の記録 

（中央制御室及び緊急時対策所） 

 

凡例 

   ：操作・確認 

   ：判断 

   ：監視 

可搬型風向風速計の準備 

気象観測設備が機能維持しているか 

※１ 

・気象盤の状況を確認し，電源が喪失している又は

故障警報が発生している場合には，気象観測設備

が機能喪失したと判断する。 

※４ 

・周囲に大きな障害物のない開けた場所にて測定す

る。 

・可搬型気象観測設備を設置するまでの間，定期的

に測定する。 

※５ 

・外部からの気象情報の取得が可能な場合は，活用

する。 

※２ 

・周囲に大きな障害物のない開けた場所に設置す

る。 

風向及び風速の測定※４，５ 

機能喪失 

している 
機能維持 

している 

可搬型気象観測設備， 

可搬型気象観測用データ伝送装置

の設置※２ 

 

 風向，風速，日射量， 

放射収支量及び雨量の測定 

気象盤にて気象観測設備の 

状況確認※１ 

第 11－24図 気象観測の手順の概要 

※３ 

・気象観測設備が復旧した場合，気象観測設備によ

り，測定及び記録を行う。 

 

風向，風速，日射量， 

放射収支量及び雨量の測定※３ 
 

観測値の記録 

（中央制御室及び緊急時対策所）※３ 
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：可搬型重大事故等対処設備 
  保管場所 

第 11－31 図 排気モニタリングのアクセスルート（主排気筒管理建屋（第１アクセスルート）（地上１階）） 

：アクセスルート 

T.M.S.L.約+55,500 
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：可搬型重大事故等対処設備 
  保管場所 

第 11－32 図 排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２アクセスルート）（北ルート）（地下１階）） 

：アクセスルート 

T.M.S.L.約+47,500 
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：可搬型重大事故等対処設備 
  保管場所 

第 11－34 図 排気モニタリングのアクセスルート（制御建屋（第２アクセスルート）（南ルート）（地下１階）） 

：アクセスルート 

T.M.S.L.約+47,500 
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：可搬型重大事故等対処設備 
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第 11－36 図 排気モニタリングのアクセスルート（主排気筒管理建屋（第２アクセスルート）（地上１階）） 
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 ：可搬型重大事故等対処設備 
  保管場所 

：アクセスルート 

T.M.S.L.約+55,500 

第 11－44 図 気象観測のアクセスルート（主排気筒管理建屋（地上１階）） 
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補 1.12－1－1 

審査基準及び事業指定基準規則と対処設備の対応表（１／６）  

技 術 的 能 力 の 審 査 基 準 （ 1.1 2）  番 号   事 業 指 定 基 準 規 則 （ 45 条 ）  番 号  

【 本 文 】  

１  再 処 理 事 業 者 に お い て 、重 大 事 故

等 が 発 生 し た 場 合 に 工 場 等 及 び そ の

周 辺（ 工 場 等 の 周 辺 海 域 を 含 む 。）に お

い て 再 処 理 施 設 か ら 放 出 さ れ る 放 射

性 物 質 の 濃 度 及 び 線 量 を 監 視 し 、及 び

測 定 し 、並 び に そ の 結 果 を 記 録 す る た

め に 必 要 な 手 順 等 が 適 切 に 整 備 さ れ

て い る か 、又 は 整 備 さ れ る 方 針 が 適 切

に 示 さ れ て い る こ と 。  

①   【 本 文 】  

再 処 理 施 設 に は 、重 大 事 故 等 が 発

生 し た 場 合 に 工 場 等 及 び そ の 周

辺（ 工 場 等 の 周 辺 海 域 を 含 む 。）に

お い て 再 処 理 施 設 か ら 放 出 さ れ

る 放 射 性 物 質 の 濃 度 及 び 線 量 を

監 視 し 、 及 び 測 定 し 、 並 び に そ の

結 果 を 記 録 す る こ と が で き る 設

備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。  

⑦  

２  再 処 理 事 業 者 は 、 重 大 事 故 等 が 発

生 し た 場 合 に 工 場 等 に お い て 、 風 向 、

風 速 そ の 他 の 気 象 条 件 を 測 定 し 、及 び

そ の 結 果 を 記 録 す る た め に 必 要 な 手

順 等 が 適 切 に 整 備 さ れ て い る か 、又 は

整 備 さ れ る 方 針 が 適 切 に 示 さ れ て い

る こ と 。  

②   ２  再 処 理 施 設 に は 、 重 大 事 故 等

が 発 生 し た 場 合 に 工 場 等 に お い

て 、 風 向 、 風 速 そ の 他 の 気 象 条 件

を 測 定 し 、 及 び そ の 結 果 を 記 録 す

る こ と が で き る 設 備 を 設 け な け

れ ば な ら な い 。  

⑧  

【 解 釈 】  

１  第 １ 項 に 規 定 す る 「 再 処 理 施 設 か

ら 放 出 さ れ る 放 射 性 物 質 の 濃 度 及 び

放 射 線 量 を 監 視 し 、及 び 測 定 し 、並 び

に そ の 結 果 を 記 録 す る た め に 必 要 な

手 順 等 」と は 、以 下 に 掲 げ る 措 置 又 は

こ れ ら と 同 等 以 上 の 効 果 を 有 す る 措

置 を 行 う た め の 手 順 等 を い う 。  

－   【 解 釈 】  

１  第 １ 項 に 規 定 す る 「 再 処 理 施

設 か ら 放 出 さ れ る 放 射 性 物 質 の

濃 度 及 び 線 量 を 監 視 し 、及 び 測 定

し 、 並 び に そ の 結 果 を 記 録 す る こ

と が で き る 設 備 」 と は 、 以 下 に 掲

げ る 措 置 又 は こ れ ら と 同 等 以 上

の 効 果 を 有 す る 措 置 を 講 じ た 設

備 を い う 。  

－  

ａ ） 重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 で も 、

工 場 等 及 び そ の 周 辺（ 工 場 等 の 周 辺 海

域 を 含 む 。）に お い て 、モ ニ タ リ ン グ 設

備 等 に よ り 、再 処 理 施 設 か ら 放 出 さ れ

る 放 射 性 物 質 の 濃 度 及 び 放 射 線 量 を

監 視 し 、及 び 測 定 し 、並 び に そ の 結 果

を 記 録 す る た め に 必 要 な 手 順 等 を 整

備 す る こ と 。  

③   一  モ ニ タ リ ン グ 設 備 は 、 重 大 事

故 等 が 発 生 し た 場 合 に 放 出 さ れ

る と 想 定 さ れ る 放 射 性 物 質 の 濃

度 及 び 線 量 を 測 定 で き る も の で

あ る こ と 。  

⑨  

ｂ ）常 設 モ ニ タ リ ン グ 設 備 が 、代 替 電

源 設 備 か ら の 給 電 を 可 能 と す る こ と 。 

④   二  常 設 モ ニ タ リ ン グ 設 備 （ モ ニ

タ リ ン グ ポ ス ト 等 ） が 機 能 喪 失 し

て も 代 替 し 得 る 十 分 な 台 数 の モ

ニ タ リ ン グ カ ー 又 は 可 搬 型 の 代

替 モ ニ タ リ ン グ 設 備 を 配 備 す る

こ と 。  

⑩  

ｃ ）敷 地 外 で の モ ニ タ リ ン グ は 、他 の

機 関 と の 適 切 な 連 携 体 制 を 構 築 す る

こ と 。  

⑤   三  常 設 モ ニ タ リ ン グ 設 備 は 、 代

替 電 源 設 備 か ら の 給 電 を 可 能 と

す る こ と 。  

⑪  

２  事 故 後 の 周 辺 の 汚 染 に よ り 測 定 が

で き な く な る こ と を 避 け る た め 、バ ッ

ク グ ラ ウ ン ド 低 減 対 策 手 段 を 検 討 し

て お く こ と 。  

⑥  
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補 1.12－1－5 

 

審査基準及び事業指定基準規則と対処設備の対応表（５／６）  

技 術 的 能 力 の 審 査 基 準 （ 1.1 2）  適 合 方 針  

【 本 文 】  

１  再 処 理 事 業 者 に お い て 、重 大 事

故 等 が 発 生 し た 場 合 に 工 場 等 及 び

そ の 周 辺 （ 工 場 等 の 周 辺 海 域 を 含

む 。） に お い て 再 処 理 施 設 か ら 放 出

さ れ る 放 射 性 物 質 の 濃 度 及 び 線 量

を 監 視 し 、及 び 測 定 し 、並 び に そ の

結 果 を 記 録 す る た め に 必 要 な 手 順

等 が 適 切 に 整 備 さ れ て い る か 、又 は

整 備 さ れ る 方 針 が 適 切 に 示 さ れ て

い る こ と 。  

 

重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に お い て ， 主 排 気 筒 の

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，放

出 管 理 分 析 設 備 ，環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，環 境 試 料

測 定 設 備 ，放 射 能 観 測 車 ，可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

設 備 ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，可 搬 型 排 気 モ

ニ タ リ ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装 置 ， 可 搬 型 環 境 モ ニ タ

リ ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装 置 ， 可 搬 型 デ ー タ 表 示 装 置 ，

監 視 測 定 用 運 搬 車 ， 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ 用 発

電 機 ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 発 電 機 ，可 搬 型 建

屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ， 可 搬 型 試 料 分 析 設 備 及

び 可 搬 型 放 射 能 観 測 設 備 に よ り 放 出 さ れ る 放 射 性

物 質 の 濃 度 及 び 線 量 を 監 視 し ，及 び 測 定 し ，並 び に

そ の 結 果 を 記 録 す る た め に 必 要 な 手 順 を 整 備 す

る 。  

２  再 処 理 事 業 者 は 、 重 大 事 故 等 が

発 生 し た 場 合 に 工 場 等 に お い て 、風

向 、 風 速 そ の 他 の 気 象 条 件 を 測 定

し 、及 び そ の 結 果 を 記 録 す る た め に

必 要 な 手 順 等 が 適 切 に 整 備 さ れ て

い る か 、又 は 整 備 さ れ る 方 針 が 適 切

に 示 さ れ て い る こ と 。  

重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に お い て ， 気 象 観 測 設

備 ，可 搬 型 気 象 観 測 設 備 ，可 搬 型 風 向 風 速 計 ，可 搬

型 気 象 観 測 用 デ ー タ 伝 送 装 置 ， 可 搬 型 デ ー タ 表 示

装 置 ， 監 視 測 定 用 運 搬 車 及 び 可 搬 型 気 象 観 測 用 発

電 機 に よ り 風 向 ， 風 速 そ の 他 の 気 象 条 件 を 測 定 し ，

及 び そ の 結 果 を 記 録 す る た め に 必 要 な 手 順 を 整 備

す る 。  

【 解 釈 】  

１  第 １ 項 に 規 定 す る 「 再 処 理 施 設

か ら 放 出 さ れ る 放 射 性 物 質 の 濃 度

及 び 放 射 線 量 を 監 視 し 、 及 び 測 定

し 、並 び に そ の 結 果 を 記 録 す る た め

に 必 要 な 手 順 等 」と は 、以 下 に 掲 げ

る 措 置 又 は こ れ ら と 同 等 以 上 の 効

果 を 有 す る 措 置 を 行 う た め の 手 順

等 を い う 。  

－  

ａ ） 重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 で

も 、工 場 等 及 び そ の 周 辺（ 工 場 等 の

周 辺 海 域 を 含 む 。）に お い て 、モ ニ タ

リ ン グ 設 備 等 に よ り 、再 処 理 施 設 か

ら 放 出 さ れ る 放 射 性 物 質 の 濃 度 及

び 放 射 線 量 を 監 視 し 、 及 び 測 定 し 、

並 び に そ の 結 果 を 記 録 す る た め に

必 要 な 手 順 等 を 整 備 す る こ と 。  

重 大 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に お い て ， 主 排 気 筒 の

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，北 換 気 筒（ 使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）の 排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，放

出 管 理 分 析 設 備 ，環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，環 境 試 料

測 定 設 備 ，放 射 能 観 測 車 ，可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ

設 備 ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ，可 搬 型 排 気 モ

ニ タ リ ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装 置 ， 可 搬 型 環 境 モ ニ タ

リ ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装 置 ， 可 搬 型 デ ー タ 表 示 装 置 ，

監 視 測 定 用 運 搬 車 ， 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン グ 用 発

電 機 ，可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 発 電 機 ，可 搬 型 建

屋 周 辺 モ ニ タ リ ン グ 設 備 ， 可 搬 型 試 料 分 析 設 備 及

び 可 搬 型 放 射 能 観 測 設 備 に よ り 放 出 さ れ る 放 射 性

物 質 の 濃 度 及 び 線 量 を 監 視 し ，及 び 測 定 し ，並 び に

そ の 結 果 を 記 録 す る た め に 必 要 な 手 順 を 整 備 す

る 。  

ｂ ）常 設 モ ニ タ リ ン グ 設 備 が 、代 替

電 源 設 備 か ら の 給 電 を 可 能 と す る

こ と 。  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 は ， 非 常 用 所 内 電 源 系 統 か

ら の 給 電 が 喪 失 し た 場 合 ， 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 代

替 電 源 設 備 に よ り 給 電 で き る 設 計 と す る 。  
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審査基準及び事業指定基準規則と対処設備の対応表（６／６）  

技 術 的 能 力 の 審 査 基 準 （ 1.1 2）  適 合 方 針  

ｂ ）常 設 モ ニ タ リ ン グ 設 備 が 、代 替 電 源 設 備

か ら の 給 電 を 可 能 と す る こ と 。  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 は ， 非 常 用 所 内 電 源

系 統 か ら の 給 電 が 喪 失 し た 場 合 ， 環 境 モ ニ

タ リ ン グ 用 代 替 電 源 設 備 に よ り 給 電 で き る

設 計 と す る 。  

ｃ ）敷 地 外 で の モ ニ タ リ ン グ は 、他 の 機 関 と

の 適 切 な 連 携 体 制 を 構 築 す る こ と 。  

敷 地 外 で の モ ニ タ リ ン グ は ， 国 が 立 ち 上 げ

る 緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ セ ン タ ー に お い て ，

国 ， 地 方 公 共 団 体 及 び そ の 他 関 係 機 関 と 連

携 し て 策 定 さ れ る モ ニ タ リ ン グ 計 画 に 従

い ， モ ニ タ リ ン グ に 係 る 適 切 な 連 携 体 制 を

構 築 す る 。  

２  事 故 後 の 周 辺 の 汚 染 に よ り 測 定 が で き な

く な る こ と を 避 け る た め 、バ ッ ク グ ラ ウ ン ド

低 減 対 策 手 段 を 検 討 し て お く こ と 。  

事 故 後 の 周 辺 汚 染 に よ り 測 定 が で き な く な

る こ と を 避 け る た め ，モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト ，

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 及 び 可 搬 型 試

料 分 析 設 備 の バ ッ ク グ ラ ウ ン ド 低 減 対 策 の

た め に 必 要 な 手 順 を 整 備 す る 。  
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重大事故等が発生した場合に実施する敷地内及び周辺監視区

域境界のモニタリングは，以下の手順で行う。  

 

1. 排気モニタリング  

( １ )  再処理施設から放出される放射性物質の濃度を把握する

ため，主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の稼働状況を確認する。  

( ２ )  主排気筒の排気モニタリング設備が機能維持されている

場合は，監視を継続する。  

(３ )   主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，可

搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排

気サンプリング設備）を主排気筒の排気モニタリング設備の

接続口に接続し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を測定する。可

搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備の電源は，

可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。  

(４ ) 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ

ニタリング設備が機能維持されている場合は，監視を継続す

る。  

(５ )   北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ

ニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型排気モニタリン

グ設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）

を監視測定用運搬車により運搬し，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気設備のダクトに接続し，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性物質を
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捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を測定する。可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備の電源は，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に接続し，給

電する。  

( ６ )  可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタへ可搬

型排気モニタリング用データ伝送装置を接続し，測定値を衛

星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。また，

伝送した測定値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示

装置により監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備（第 46条  緊急時対策所）

により監視及び記録する。可搬型排気モニタリング用データ

伝送装置の電源は，可搬型排気モニタリング用発電機又は使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に接続し，

給電する。  

(７ ) 放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），

放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種

分析装置）の状況を確認する。  

(８ ) 放出管理分析設備が機能維持されている場合，主排気筒の

排気モニタリング設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備又は可搬型排気モニタ

リング設備で捕集した試料を，定期的（１日ごと）又は大気

中への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。  

(９ ) 放出管理分析設備が機能喪失した場合，主排気筒の排気モ

ニタリング設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換
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気筒）の排気モニタリング設備又は可搬型排気モニタリング

設備で捕集した試料を，定期的（１日ごと）又は大気中への

放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料

分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び

可搬型トリチウム測定装置）により放射性物質の濃度を測定

する。可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置及び可

搬型トリチウム測定装置の電源は，可搬型排気モニタリング

用発電機に接続し，給電する。  

 

2. 環境モニタリング  

( １ )  周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量を把握

するため，環境モニタリング設備の稼働状況を確認する。  

(２ )   環境モニタリング設備が機能維持されている場合は，監視

を継続する。  

(３ ) 環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型環境モ

ニタリング設備を設置するまでの間，可搬型建屋周辺モニタ

リング設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線

用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，

重大事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺における線量

当量率並びに出入管理室を設置する出入管理建屋，低レベル

廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周辺

における空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を測定
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する。  

( ４ )  可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点につい

ては，測定値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣

接した位置に設置することを原則とする。可搬型環境モニタ

リング設備を監視測定用運搬車により運搬及び設置し，周辺

監視区域境界付近における線量を測定するとともに，空気中

の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定する。可搬型環

境モニタリング設備の電源は，可搬型環境モニタリング用発

電機に接続し，給電する。  

( ５ )  可搬型環境モニタリング設備へ可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置を接続し，測定値を衛星通信により中央制

御室及び緊急時対策所に伝送する。また，伝送した測定値は，

中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により監視及

び記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建

屋情報把握設備（第 46条  緊急時対策所）により監視及び記

録する。可搬型環境モニタリング用データ伝送装置の電源は，

可搬型環境モニタリング用発電機に接続し，給電する。  

(６ ) 環境試料測定設備（核種分析装置）の状況を確認する。  

(７ ) 環境試料測定設備が機能維持されている場合，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料を，定期的（１日

ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，環境試料測定設備により放射性物質の濃度を測定

する。また，水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測定が必

要な場合，環境試料測定設備により，採取した試料の放射性

物質の濃度を測定する。  
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(８ ) 環境試料測定設備が機能喪失した場合，ダストモニタ又は

可搬型ダストモニタで捕集した試料を，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に回

収し，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬

型核種分析装置）により放射性物質の濃度を測定する。また，

水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測定が必要な場合，可

搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分

析装置）により，採取した試料の放射性物質の濃度を測定す

る。可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置の電源は，

可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。  

(９ ) 放射能観測車の使用可否を確認する。  

( 1 0 ) 放射能観測車が機能維持されている場合，放射能観測車に

より，最大濃度地点又は風下方向における空気中の放射性物

質の濃度及び線量を測定する。  

( 1 1 ) 放射能観測車が機能喪失（搭載機器の測定機能又は車両の

走行機能）した場合，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ））

により，最大濃度地点又は風下方向における空気中の放射性

物質の濃度及び線量を測定する。  

( 1 2 ) 事故後の周辺汚染により，モニタリングポスト，可搬型環

境モニタリング設備及び可搬型試料分析設備による測定が

できなくなることを避けるため，モニタリングポスト，可搬
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型環境モニタリング設備及び可搬型試料分析設備のバック

グラウンド低減対策を行う。  

( 1 3 )  非常用所内電源系統から環境モニタリング設備への給電

が喪失し，無停電電源装置により給電され，環境モニタリン

グ設備が機能を維持している場合，環境モニタリング用可搬

型発電機を監視測定用運搬車により運搬及び設置し，環境モ

ニタリング設備へ給電する。  

 

3. 気象観測  

(１ ) 気象情報を把握するため，気象観測設備の稼働状況を確認

する。  

(２ )   気象観測設備が機能維持されている場合は，観測を継続す

る。  

(３ ) 気象観測設備が機能喪失した場合，可搬型気象観測設備を

設置するまでの間，可搬型風向風速計により，敷地内におい

て風向及び風速を測定する。  

(４ )  可搬型気象観測設備を敷地内の大きな障害物のない開け

た場所に監視測定用運搬車により運搬及び設置し，敷地内に

おいて風向，風速その他の気象条件を測定する。可搬型気象

観測設備の電源は，可搬型気象観測用発電機に接続し，給電

する。  

(５ )  可搬型気象観測設備へ可搬型気象観測用データ伝送装置

を接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対

策所に伝送する。また，伝送した観測値は，中央制御室に設

置する可搬型データ表示装置により記録するとともに，緊急
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時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備（第 46条  

緊急時対策所）により記録する。可搬型気象観測用データ伝

送装置の電源は，可搬型気象観測用発電機に接続し，給電す

る。  
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4. 緊急時モニタリングの実施手順及び体制  

 

第１表  緊急時モニタリングの判断基準及び対応要員（１／３） 

手 順  具 体 的 実 施 事 項  開 始 時 期 の 考 え 方  
対 応 要 員  

（ 必 要 想 定 人 数 ）  

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設

備 に よ る 主 排 気 筒 か

ら 放 出 さ れ る 放 射 性

物 質 の 濃 度 の 測 定  

主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 に よ る 放 射 性 物

質 の 濃 度 の 監 視  

主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 の 機 能 が 維 持 さ

れ て い る 場 合  

２ 人  

可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 に よ る 主 排

気 筒 か ら 放 出 さ れ る

放 射 性 物 質 の 濃 度 の

代 替 測 定  

可 搬 型 ガ ス モ ニ タ ， 可 搬

型 排 気 サ ン プ リ ン グ 設

備 ， 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ

ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装 置 ，

可 搬 型 デ ー タ 表 示 装 置 及

び 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ ン

グ 用 発 電 機 の 設 置  

主 排 気 筒 の 排 気 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 が 機 能 喪 失 し た

場 合  

８ 人  

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設

備 に よ る 北 換 気 筒

（ 使 用 済 燃 料 受 入

れ ・ 貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）

か ら 放 出 さ れ る 放 射

性 物 質 の 濃 度 の 測 定  

北 換 気 筒 （ 使 用 済 燃 料 受

入 れ・貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）の

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 に

よ る 放 射 性 物 質 の 濃 度 の

監 視  

北 換 気 筒 （ 使 用 済 燃 料 受

入 れ・貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）の

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の

機 能 が 維 持 さ れ て い る 場

合  

２ 人  

可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 に よ る 北 換

気 筒 （ 使 用 済 燃 料 受

入 れ ・ 貯 蔵 建 屋 換 気

筒 ） か ら 放 出 さ れ る

放 射 性 物 質 の 濃 度 の

代 替 測 定  

可 搬 型 ガ ス モ ニ タ ， 可 搬

型 排 気 サ ン プ リ ン グ 設

備 ， 可 搬 型 排 気 モ ニ タ リ

ン グ 用 デ ー タ 伝 送 装 置 及

び 可 搬 型 デ ー タ 表 示 装 置

の 設 置  

使 用 済 燃 料 の 受 入 れ 施 設

及 び 貯 蔵 施 設 の 気 体 廃 棄

物 の 廃 棄 施 設 の 機 能 が 維

持 さ れ て い る 場 合  

北 換 気 筒 （ 使 用 済 燃 料 受

入 れ・貯 蔵 建 屋 換 気 筒 ）の

排 気 モ ニ タ リ ン グ 設 備 が

機 能 喪 失 し た 場 合  

12 人  

放 出 管 理 分 析 設 備 に

よ る 主 排 気 筒 又 は 北

換 気 筒 （ 使 用 済 燃 料

受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋 換

気 筒 ） か ら 放 出 さ れ

る 放 射 性 物 質 の 濃 度

の 測 定  

主 排 気 筒 又 は 北 換 気 筒

（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯

蔵 建 屋 換 気 筒 ） の 排 気 サ

ン プ リ ン グ 設 備 又 は 可 搬

型 排 気 サ ン プ リ ン グ 設 備

で 捕 集 し た 放 射 性 物 質 の

濃 度 の 測 定  

放 出 管 理 分 析 設 備 の 機 能

が 維 持 さ れ て い る 場 合  
４ 人  

可 搬 型 試 料 分 析 設 備

に よ る 主 排 気 筒 又 は

北 換 気 筒 （ 使 用 済 燃

料 受 入 れ ・ 貯 蔵 建 屋

換 気 筒 ） か ら 放 出 さ

れ る 放 射 性 物 質 の 濃

度 の 代 替 測 定  

主 排 気 筒 又 は 北 換 気 筒

（ 使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯

蔵 建 屋 換 気 筒 ） の 排 気 サ

ン プ リ ン グ 設 備 又 は 可 搬

型 排 気 サ ン プ リ ン グ 設 備

で 捕 集 し た 放 射 性 物 質 の

濃 度 の 測 定  

放 出 管 理 分 析 設 備 が 機 能

喪 失 し た 場 合  
８ 人  
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第１表  緊急時モニタリングの判断基準及び対応要員（２／３） 

手 順  具 体 的 実 施 事 項  開 始 時 期 の 考 え 方  
対 応 要 員  

（ 必 要 想 定 人 数 ）  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設

備 に よ る 空 気 中 の 放

射 性 物 質 の 濃 度 及 び

線 量 の 測 定  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 に

よ る 空 気 中 の 放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び 線 量 の 監 視  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 の

機 能 が 維 持 さ れ て い る 場

合  

２ 人  

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 に よ る 空 気

中 の 放 射 性 物 質 の 濃

度 及 び 線 量 の 代 替 測

定  

可 搬 型 線 量 率 計 ， 可 搬 型

ダ ス ト モ ニ タ ， 可 搬 型 環

境 モ ニ タ リ ン グ 用 デ ー タ

伝 送 装 置 ， 可 搬 型 デ ー タ

表 示 装 置 及 び 可 搬 型 環 境

モ ニ タ リ ン グ 用 発 電 機 の

設 置  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 が

機 能 喪 失 し た 場 合  
12 人  

可 搬 型 建 屋 周 辺 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 に よ る

空 気 中 の 放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び 線 量 の 測

定  

空 気 中 の 放 射 性 物 質 の 濃

度 及 び 線 量 の 測 定  

（ 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン

グ 設 備 を 設 置 す る ま で の

間 ）  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 が

機 能 喪 失 し た 場 合  
20 人  

放 射 能 観 測 車 に よ る

空 気 中 の 放 射 性 物 質

の 濃 度 及 び 線 量 の 測

定  

空 気 中 の 放 射 性 物 質 の 濃

度 及 び 線 量 の 測 定  

放 射 能 観 測 車 の 機 能 が 維

持 さ れ て い る 場 合  
４ 人  

可 搬 型 放 射 能 観 測 設

備 に よ る 空 気 中 の 放

射 性 物 質 の 濃 度 及 び

線 量 の 代 替 測 定  

空 気 中 の 放 射 性 物 質 の 濃

度 及 び 線 量 の 測 定  

放 射 能 観 測 車 が 機 能 喪 失

（ 搭 載 機 器 の 測 定 機 能 又

は 車 両 の 走 行 機 能 ） し た

場 合  

４ 人  

環 境 試 料 測 定 設 備 に

よ る 空 気 中 の 放 射 性

物 質 の 濃 度 の 測 定  

ダ ス ト モ ニ タ 又 は 可 搬 型

ダ ス ト モ ニ タ で 捕 集 し た

放 射 性 物 質 の 濃 度 の 測 定  

環 境 試 料 測 定 設 備 の 機 能

が 維 持 さ れ て い る 場 合  
３ 人  

可 搬 型 試 料 分 析 設 備

に よ る 空 気 中 の 放 射

性 物 質 の 濃 度 の 代 替

測 定  

ダ ス ト モ ニ タ 又 は 可 搬 型

ダ ス ト モ ニ タ で 捕 集 し た

放 射 性 物 質 の 濃 度 の 測 定  

環 境 試 料 測 定 設 備 が 機 能

喪 失 し た 場 合  
７ 人  

環 境 試 料 測 定 設 備 に

よ る 水 中 及 び 土 壌 中

の 放 射 性 物 質 の 濃 度

の 測 定  

敷 地 内 に お い て 採 取 し た

試 料 の 放 射 性 物 質 の 濃 度

の 測 定  

（ 水 中 及 び 土 壌 中 ）  

環 境 試 料 測 定 設 備 の 機 能

が 維 持 さ れ て い る 場 合  

水 中 及 び 土 壌 中 の 放 射 性

物 質 の 濃 度 の 測 定 が 必 要

な 場 合  

３ 人  
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第１表  緊急時モニタリングの判断基準及び対応要員（３／３） 

手 順  具 体 的 実 施 事 項  開 始 時 期 の 考 え 方  
対 応 要 員  

（ 必 要 想 定 人 数 ）  

可 搬 型 試 料 分 析 設 備

に よ る 水 中 及 び 土 壌

中 の 放 射 性 物 質 の 濃

度 の 測 定  

敷 地 内 に お い て 採 取 し た

試 料 の 放 射 性 物 質 の 濃 度

の 測 定  

（ 水 中 及 び 土 壌 中 ）  

環 境 試 料 測 定 設 備 が 機 能

喪 失 し た 場 合  

水 中 及 び 土 壌 中 の 放 射 性

物 質 の 濃 度 の 測 定 が 必 要

な 場 合  

７ 人  

気 象 観 測 設 備 に よ る

気 象 観 測 項 目 の 測 定  

気 象 観 測 設 備 に よ る 気 象

観 測 項 目 の 監 視  

気 象 観 測 設 備 の 機 能 が 維

持 さ れ て い る 場 合  
２ 人  

可 搬 型 気 象 観 測 設 備

に よ る 気 象 観 測 項 目

の 代 替 測 定  

可 搬 型 気 象 観 測 設 備 ， 可

搬 型 気 象 観 測 用 デ ー タ 伝

送 装 置 ， 可 搬 型 デ ー タ 表

示 装 置 及 び 可 搬 型 気 象 観

測 用 発 電 機 の 設 置  

気 象 観 測 設 備 が 機 能 喪 失

し た 場 合  
８ 人  

可 搬 型 風 向 風 速 計 に

よ る 風 向 及 び 風 速 の

測 定  

敷 地 内 に お け る 風 向 及 び

風 速 の 測 定  

（ 可 搬 型 気 象 観 測 設 備 を

設 置 す る ま で の 間 ）  

気 象 観 測 設 備 が 機 能 喪 失

し た 場 合  
４ 人  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 用

可 搬 型 発 電 機 に よ る

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設

備 へ の 給 電  

環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 可 搬

型 発 電 機 に よ る 環 境 モ ニ

タ リ ン グ 設 備 へ の 給 電  

非 常 用 所 内 電 源 系 統 か ら

の 給 電 が 喪 失 し ， 無 停 電

電 源 装 置 に よ り 給 電 さ

れ ， 環 境 モ ニ タ リ ン グ 設

備 の 機 能 が 維 持 さ れ て い

る 場 合  

12 人  

モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト

の バ ッ ク グ ラ ウ ン ド

低 減 対 策  

モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト の 検

出 器 カ バ ー の 養 生  

再 処 理 施 設 か ら 大 気 中 へ

の 放 射 性 物 質 の 放 出 に よ

り ， モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト

の バ ッ ク グ ラ ウ ン ド が 上

昇 す る お そ れ が あ る 場 合  

３ 人  

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 の バ ッ ク グ

ラ ウ ン ド 低 減 対 策  

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ

設 備 の 検 出 器 カ バ ー の 養

生  

再 処 理 施 設 か ら 大 気 中 へ

の 放 射 性 物 質 の 放 出 に よ

り ， 可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ

ン グ 設 備 の バ ッ ク グ ラ ウ

ン ド が 上 昇 す る お そ れ が

あ る 場 合  

３ 人  
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緊急時モニタリングに関する要員の動き  
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緊急時モニタリングを行う放射線対応班の班員及び放射線管

理班の班員は，監視測定に係る手順等に示される各作業の他にも，

作業者の着装補助及び線量計貸出，緊急避難場所の退避者確認，

出入管理区画の設営，中央制御室及び緊急時対策所の放射線環境

測定を行う。これら対応項目の優先順位については，実施責任者，

放射線対応班長及び放射線管理班長が状況に応じ判断する。  

(１ ) 対処のために入域する作業者への入退域管理（個人線量計

の貸与及び回収，被ばく線量，入退域時間の確認）を行う。 

( ２ )  緊急避難場所に避難する作業者の被ばく管理及び汚染状

況の確認を行う。  

(３ ) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室及び緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため，出

入管理区画の設営を行う。  

(４ ) 中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室及び緊急時対策所の居住性を確保するため，施設内の放射

線環境の測定を行う。  

 

監視測定等に係る対応のタイムチャートを第１図に，データ伝

送及び情報連絡の概要を第２図に示す。なお，対応要員数及び対

応時間については，今後の訓練等の結果により見直す可能性があ

る。  
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排気モニタリング設備  
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1. 主排気筒の排気モニタリング設備の仕様等  

再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を監

視し，及び測定するため，主排気筒の排気モニタリング設備（排

気筒モニタ及び排気サンプリング設備）２系列を設けている。 

排気筒モニタの測定値は，中央制御室において指示及び記録

し，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警

報を発する設計とする。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所において指示するため，排気筒モニタの測定値を伝送

できる設計とする。  

主排気筒の排気モニタリング設備の仕様を第１表に，系統図

を第１図に，外観を第２図に示す。  
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第１表  主排気筒の排気モニタリング設備の仕様  

設備  検出器  計測範囲  台数  備考  

排気筒モニタ  
（ガスモニタ）  

低レンジ  
プラスチック  
シンチレーション  

10～ 10 6  

ｍｉｎ － １  
２  

非 常 用 所
内 電 源 系
統に接続  

中レンジ  
プラスチック  
シンチレーション  

10～ 10 6  

ｍｉｎ － １  
２  

高レンジ  電離箱  10 - 1 2～ 10 - 7Ａ  ２  

 

設備  捕集対象  台数  備考  

ダスト・よう素サン プラ  

放射性よう素  ２  

非 常 用 所 内
電 源 系 統 に
接続  

粒子状放射性物質  ２  

炭素－ 14 サンプラ  炭素－ 14 ２  

トリチウムサンプラ  トリチウム  ２  
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第１図  主排気筒の排気モニタリング設備の系統図  

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図  主排気筒の排気モニタリング設備の外観  

 

  

排 気 筒 モ ニ タ  ダ ス ト ・ よ う 素 サ ン プ ラ  
炭 素 -14 サ ン プ ラ ／  

 ト リ チ ウ ム サ ン プ ラ  
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2. 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニ

タリング設備の仕様等  

再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を監

視し，及び測定するため，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気

サンプリング設備）２系列を設けている。  

排気筒モニタの測定値は，中央制御室において指示及び記録

し，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警

報を発する設計とする。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所において指示するため，排気筒モニタの測定値を伝送

できる設計とする。  

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニ

タリング設備の仕様を第２表に，系統図を第３図に，外観を第

４図に示す。  
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第２表  北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の  

排気モニタリング設備の仕様  

設備  検出器  計測範囲  警報設定値  台数  備考  

排気筒モニタ  
プラスチック  

シンチレーション  

10～ 10 6 

[ｍｉｎ － １ ] 

計測範囲内

で可変  
２  

非常用

所内電

源系統

に接続  

 

設備  捕集対象  台数  備考  

サンプルラック  

放射性よう素  ２  

非 常 用 所 内
電 源 系 統 に
接続  

粒子状放射性物質  ２  

トリチウムサンプラ  トリチウム  １  

 

 

 

第３図  北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の  

排気モニタリング設備の系統図  
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可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定  
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1. 主排気筒における放射性物質の濃度の測定  

(１ ) 操作の概要  

ａ．主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，主

排気筒から大気中へ放出される放射性物質を捕集するとと

もに，放射性希ガスの濃度を測定するため，可搬型排気モニ

タリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリン

グ設備）を設置する。  

可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備の外

形図を第１図～第４図に示す。  

ｂ．可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備は，主

排気筒管理建屋内に保管し，主排気筒管理建屋内へ設置を行

い，測定を開始する。可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サン

プリング設備の電源は，可搬型排気モニタリング用発電機に

接続し，給電する。  

ｃ．可搬型ガスモニタの測定値は，機器本体での表示及び記録

紙に記録する他，可搬型ガスモニタへ可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置を接続し，測定値を衛星通信により中央

制御室及び緊急時対策所に伝送する。また，伝送した測定値

は，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により，監

視及び記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対

策建屋情報把握設備（第 46条  緊急時対策所）により監視及

び記録する。  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置及び可搬型デ

ータ表示装置の外形図を第５図及び第６図に示す。  
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ｄ．可搬型排気モニタリング用データ伝送装置は，主排気筒管

理建屋内に保管し，主排気筒管理建屋近傍へ設置を行い，測

定値の伝送を開始する。可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置の電源は，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，

給電する。  

可搬型データ表示装置は制御建屋内に保管し，中央制御室

へ設置を行い，測定値の監視及び記録を開始する。  

(２ ) 必要要員数・想定時間  

必要要員数：８人  

所要時間：可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング

設備の設置…１時間 20分以内  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置の設

置…１時間 30分以内  
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第１図  可搬型ガスモニタの外形図  
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第２図  可搬型排気サンプリング設備  

（ダスト・よう素サンプラ）の外形図  
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第３図  可搬型排気サンプリング設備  

（トリチウムサンプラ）の外形図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図  可搬型排気サンプリング設備  

（炭素－ 14サンプラ）の外形図  
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第５図  可搬型排気モニタリング用データ伝送装置の外形図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６図  可搬型データ表示装置の外形図  

可 搬 型 デ ー タ 表 示 装 置  
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2. 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放

射性物質の濃度の測定  

(１ ) 操作の概要  

ａ．北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ

ニタリング設備が機能喪失した場合，北換気筒（使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性物

質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を測定するため，

可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型

排気サンプリング設備）を設置する。  

可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備の外

形図を第１図～第４図に示す。  

ｂ．可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備は，第

１保管庫・貯水所に保管し，監視測定用運搬車により使用済

燃料受入れ・貯蔵管理建屋まで運搬及び設置を行い，測定を

開始する。可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設

備の電源は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機に接続し，給電する。  

ｃ．可搬型ガスモニタの測定値は，機器本体での表示及び記録

紙に記録する他，可搬型ガスモニタへ可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置を接続し，測定値を衛星通信により中央

制御室及び緊急時対策所に伝送する。また，伝送した測定値

は，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により，監

視及び記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対

策建屋情報把握設備（第 46条  緊急時対策所）により監視及

び記録する。  
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可搬型排気モニタリング用データ伝送装置及び可搬型デ

ータ表示装置の外形図を第５図及び第６図に示す。  

ｄ．可搬型排気モニタリング用データ伝送装置は，第１保管庫・

貯水所に保管し，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋近傍へ運

搬及び設置を行い，測定値の伝送を開始する。可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置の電源は，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機に接続し，給電する。  

可搬型データ表示装置は制御建屋内に保管し，中央制御室

へ設置を行い，測定値の監視及び記録を開始する。  

 

(２ ) 必要要員数・想定時間  

必要要員数： 12人  

   所要時間：可搬型ガスモニタ，可搬型排気サンプリング設

備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送

装置の設置  

… 23時間以内  
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可搬型排気モニタリング設備  
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重大事故等時，主排気筒又は北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した場合にそ

の機能を代替できるよう，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を，主排気筒の排

気モニタリング設備の接続口又は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気設備のダクトに接続し，設置する。  

可搬型ガスモニタ及び可搬型サンプリング設備の保有数は，必

要数として２台，予備として故障時のバックアップを２台の合計

４台以上を確保する。  

可搬型ガスモニタの測定値は，機器本体での表示及び記録紙に

記録する他，可搬型ガスモニタへ可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置を接続し，測定値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送できる設計とする。また，伝送した測定値は，

中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記

録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把

握設備（第 46 条  緊急時対策所）により監視及び記録できる設

計とする。  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置の保有数は，必要数

として２台，予備として故障時のバックアップを２台の合計４台

以上を確保する。  

可搬型データ表示装置の保有数は，必要数として１台，予備と

して故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する。  

可搬型ガスモニタ，可搬型排気サンプリング設備及び可搬型排

気モニタリング用データ伝送装置は，可搬型排気モニタリング用

発電機又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機
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から受電できる設計とする。可搬型排気モニタリング用発電機に

必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリ（第 42 条  

電源設備）により運搬し，給油することにより，給電開始から７

日以上の稼動が可能な設計とする。  

可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用する

設計とする。乾電池又は充電池は予備品と交換することで，重大

事故等の必要な期間表示できる設計とする。  

可搬型ガスモニタ，可搬型排気サンプリング設備の計測範囲等

を第１表に，仕様を第２表に，系統概略図を第１図及び第２図に，

伝送概略図を第３図に示す。  

可搬型ガスモニタ，可搬型排気サンプリング設備，可搬型排気

モニタリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリング用

発電機の機器配置概要図を第４図に，可搬型データ表示装置の機

器配置概要図を第５図に示す。  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置及び可搬型データ

表示装置の仕様を第３表に，系統概要図を第６図に示す。  
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第１表  可搬型排気モニタリング設備の計測範囲等  

名称  
検出器の  

種類  

電源の  

種類  
計測範囲  保管場所  

台数  

（予備）  

可搬型  

ガスモニタ  
電離箱  

可搬型排気モ

ニタリング用

発電機又は  

使用済燃料の

受入れ施設及

び貯蔵施設可

搬型発電機  

10 - 1 5～  

10 - 8Ａ ※  

  主 排 気 筒

管理建屋  

  第 １ 保 管

庫・貯水所  

  第 ２ 保 管

庫・貯水所  

４  

（２）  

可搬型排気サン

プリング設備  
－  －  

４  

（２）  

※  Ｋｒ－ 85 換算で０Ｂｑ／㎝３ ～ 4.46×10４ Ｂｑ／ｃｍ３  

 

 

第２表  可搬型排気モニタリング設備の仕様  

項目  内容  

電源  

可 搬 型 排 気 モ ニ タ リング用発電機 又 は使用済燃料の 受 入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機からの給電により７日以上連続の稼動可能  

必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリ（第 42 条  電

源設備）により運搬し，給油  

記録  

可 搬 型 ガ ス モ ニ タ の測定値 は，中 央 制御室の可搬型 デ ータ表示装置

及び緊急時対策建屋情報把握設備（第 46 条  緊急時対策所）により

記録  

伝送  
衛星電話により，中央制御室及び緊急時対策所にデータ伝送  

なお，本体でも測定値の確認が可能  
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第３表  可搬型排気モニタリング用データ伝送装置及び可搬型

データ表示装置の仕様  

名称  電源の種類  保管場所  
台数  

（予備）  

可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置  

可搬型排気モ

ニタリング用

発電機又は  

使用済燃料の

受入れ施設及

び貯蔵施設可

搬型発電機  

・主排気筒管理建屋  

・第１保管庫・貯水所  

・第２保管庫・貯水所  

４  

（２）  

可搬型データ表示装置  
乾電池又は  

充電池式  

・制御建屋  

・第１保管庫・貯水所  

２  

（１）  

 

設備  

名称  

可搬型排気モニタリング用

データ伝送装置  
可搬型データ表示装置  

外観  

 

 

用途  
測定値を  

衛星通信により伝送  

伝送された測定値の  

指示及び記録  
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第１図  可搬型排気モニタリング設備の系統概略図  

（主排気筒管理建屋）  

 

 

 

 

第２図  可搬型排気モニタリング設備の系統概略図  

（使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋）  
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第３図  可搬型排気モニタリング設備の伝送概略図  
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第４図  可搬型ガスモニタ，可搬型排気サンプリング設備，可搬型排気モニタリング用データ伝送装置  

及び可搬型排気モニタリング用発電機の機器配置概要図（主排気筒管理建屋  地上１階）  3
5
6
7
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第５図  可搬型データ表示装置の機器配置概要図（制御建屋  地下１階）  3
5
6
8
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代替試料分析関係設備による放射性物質の濃度の測定  
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1. 主排気筒の排気サンプリング設備，北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備，可搬型排

気サンプリング設備，ダストモニタ及び可搬型ダストモニタ

で捕集した試料の放射性物質の濃度の測定  

 

(１ ) 操作の概要  

ａ．放出管理分析設備が機能喪失した場合，主排気筒の排気サ

ンプリング設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備及び可搬型排気サンプリング

設備で捕集した試料の放射性物質の濃度を測定するため，可

搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析

装置及び可搬型トリチウム測定装置）を使用する。  

また，ダストモニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した試

料の放射性物質の濃度を測定するため，可搬型試料分析設備

（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）を使用す

る。  

可搬型試料分析設備の外形図を第１図～第３図に示す。  

ｂ．捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射

性物質の放出のおそれがある場合に回収し，放射性物質の濃

度を測定する。  

ｃ．可搬型試料分析設備は主排気筒管理建屋内に保管し，主排

気筒管理建屋内，北換気筒管理建屋内，使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋内及び周辺監視区域境界付近で捕集した試料

の放射性物質の濃度を測定する。  

ｄ．主排気筒の排気サンプリング設備，北換気筒（使用済燃料
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受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備及び可搬

型排気サンプリング設備で捕集した試料の測定結果及び評

価結果は，通信連絡設備（第 47条  通信連絡を行うために必

要な設備）により中央制御室に連絡する。  

また，ダストモニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した試

料の測定結果及び評価結果は，通信連絡設備（第 47条  通信

連絡を行うために必要な設備）により緊急時対策所に連絡す

る。  

 

(２ ) 必要要員数・想定時間  

必要要員数：８人（排気試料）  

      ７人（環境試料）  

所要時間  ：主排気筒の排気サンプリング設備，北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排

気サンプリング設備及び可搬型排気サンプリ

ング設備で捕集した試料の測定…１時間以内  

ダストモニタ及び可搬型ダストモニタで捕集

した試料の測定…２時間 50分以内  
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(３ ) 放射性物質の濃度の算出  

放射性物質の濃度の算出は，主排気筒の排気サンプリング

設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排

気サンプリング設備及び可搬型排気サンプリング設備で捕

集した試料を可搬型試料分析設備にて測定し，以下の算出式

から求める。  

ａ．主排気筒の排気サンプリング設備，北換気筒（使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備及び可搬

型排気サンプリング設備で捕集した試料の放射性物質の濃

度の算出式  

放射性物質の濃度（Ｂｑ／ｃｍ３ ）  

＝試料の測定値（ｍｉｎ－ １ ）／ 60（ｓｅｃ／ｍｉｎ）／効

率（％）／サンプリング量（Ｌ）×1000（ｃｍ３ ／Ｌ）  

 

測定上限値に到達する場合は試料を回収又はサンプリン

グ時間を調整することにより，主排気筒又は北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放

射性物質の濃度の傾向を把握できるようにする。  

 

ｂ．ダストモニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した試料の

放射性物質の濃度の算出式  

放射性物質の濃度（Ｂｑ／ｃｍ３ ）  

＝試料の測定値（ｍｉｎ－ １ ）/60（ｓｅｃ／ｍｉｎ）/効率

（％） /サンプリング量（Ｌ）×1000（ｃｍ３ ／Ｌ）  
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「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測

に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度

の測定上限（ 3.7×10１ Ｂｑ／ｃｍ３ ）を満足するよう，測定

上限値に到達する場合は試料を回収又はサンプリング流量

及びサンプリング時間を調整することにより，空気中の放射

性物質の濃度の傾向を把握できるようにする。  
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第１図  可搬型放射能測定装置の外形図  
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第２図  可搬型核種分析装置の外形図  
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第３図  可搬型トリチウム測定装置の外形図  
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2. 水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測定  

 

(１ ) 操作の概要  

ａ．重大事故等時，主排気筒の排気モニタリング設備，北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリン

グ設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試

料分析設備，放射能観測車及び可搬型放射能観測設備による

測定により，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれが

あると判断した場合，放射線管理班長が指示した場所に移動

し，試料を採取する。  

ｂ．採取した試料は可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装

置及び可搬型核種分析装置）で放射性物質の濃度を測定し，

記録する。試料の測定結果及び評価結果は，通信連絡設備（第

47条  通信連絡を行うために必要な設備）により緊急時対策

所に連絡する。  

ｃ．可搬型試料分析設備は主排気筒管理建屋内に保管し，再処

理施設及びその周辺で捕集した試料の放射性物質の濃度を

測定する。  

 

(２ ) 必要要員数・想定時間（水中又は土壌中）  

必要要員数：７人  

所要時間  ：移動を含め１箇所の測定は，２時間以内  

 

3579



補 1.12－7－9 

(３ ) 放射性物質の濃度の算出  

水中及び土壌中の放射性物質の濃度の算出は，測定用の容

器に採取した試料を可搬型試料分析設備にて測定し，以下の

算出式から求める。  

 

ａ．水中及び土壌中の放射性物質の濃度の算出式  

放射性物質の濃度（Ｂｑ／ｃｍ３ ）  

＝試料の測定値（ｍｉｎ－ １ ）／ 60（ｓｅｃ／ｍｉｎ）／効

率（％）／試料量（Ｌ，ｋｇ）×1000（ｃｍ３ ／Ｌ，ｃｍ

３ ／ｋｇ）  

 

測定上限値に到達する場合は試料量を調整することによ

り，水中及び土壌中の放射性物質の濃度の傾向を把握できる

ようにする。  
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試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備  
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１．試料分析関係設備  

１．１  放出管理分析設備  

気体廃棄物の放出に係る試料の分析，放射性物質の濃度の測定

等を行うため，放出管理分析設備を備えている。  

重大事故等時，主排気筒の排気サンプリング設備，北換気筒（使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備及び

可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料の放射性物質の濃

度を測定するため，放出管理分析設備を使用する。  

放出管理分析設備による試料の測定結果及び評価結果は，通信

連絡設備（第 47 条  通信連絡を行うために必要な設備）により

中央制御室に連絡する。  

放出管理分析設備の外観を第１図に，仕様を第１表に示す。  
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１．２  環境試料測定設備  

再処理施設及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質

の濃度の測定等を行うため，環境試料測定設備を備えている。  

ダストモニタ及び可搬型ダストモニタで捕集した試料並びに

敷地内において採取した試料の放射性物質の濃度を測定するた

め，環境試料測定設備を使用する。  

環境試料測定設備による試料の測定結果及び評価結果は，通信

連絡設備（第 47 条  通信連絡を行うために必要な設備）により

緊急時対策所に連絡する。  

環境試料測定設備の外観を第２図に，仕様を第２表に示す。  

 

設備  

名称  
核種分析装置  

外観  

 

用途  粒子状放射性物質（ガンマ線）測定  

第２図  環境試料測定設備の外観  

 

第２表  環境試料測定設備の仕様  

設備  検出器  用途  

核種分析装置  Ｇｅ半導体  
Ｒｕ－ 106，  

Ｃｓ－ 137 測定  
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２．代替試料分析関係設備  

２．１  可搬型試料分析設備  

重大事故等時，放出管理分析設備が機能喪失した場合，主排気

筒の排気サンプリング設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備及び可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集した試料の放射性物質の濃度を測定するため，可搬

型試料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及

び可搬型トリチウム測定装置）を使用する。また，ダストモニタ

及び可搬型ダストモニタで捕集した試料並びに敷地内において

採取した試料の放射性物質の濃度を測定するため，可搬型試料分

析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）を使用

する。  

可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能測定装置及び可搬型

トリチウム測定装置の保有数は，必要数として１台，予備として

故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する。  

可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置の保有数は，必

要数として２台，予備として故障時のバックアップを２台の合計

４台以上を確保する。  

主排気筒の排気サンプリング設備，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備及び可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料の測定結果及び評価結果は，通信

連絡設備（第 47 条  通信連絡を行うために必要な設備）により

中央制御室に連絡する。また，ダストモニタ及び可搬型ダストモ

ニタで捕集した試料並びに敷地内において採取した試料の測定
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結果及び評価結果は，通信連絡設備（第 47 条  通信連絡を行う

ために必要な設備）により緊急時対策所に連絡する。  

可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置及び可搬型ト

リチウム測定装置は，可搬型排気モニタリング用発電機から受電

できる設計する。可搬型排気モニタリング用発電機に必要となる

軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリ（第 42 条  電源設備）

により運搬し，給油することにより，給電開始から７日以上の稼

動が可能な設計とする。  

可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能測定装置の電源は，乾

電池又は充電池を使用する設計とする。乾電池又は充電池は予備

品と交換することで，重大事故等の必要な期間測定できる設計と

する。  

可搬型試料分析設備の外観を第３図に，仕様を第３表に，機器

配置概要図を第４図に示す。  
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設備  

名称  
可搬型放射能測定装置  可搬型核種分析装置  

外観  

 
 

用途  

粒子状放射性物質  

（アルファ線・ベータ線）測

定  

粒子状放射性物質（ガンマ線），  

放射性よう素測定  

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図  可搬型試料分析設備の外観  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備  

名称  
可搬型トリチウム測定装置  

外観  

 

用途  トリチウム，炭素－ 14 測定  
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第３表  可搬型試料分析設備の仕様  

名称  検出器の種類  
電源の種

類  
計測範囲  保管場所  

台数  

（予備）  

可搬型  

放射能  

測定装置  

ＺｎＳ（Ａｇ）  

シンチレーション  乾電池  

又は  

充電池式  

Ｂ．Ｇ．～  

99.9ｋｍｉｎ － １  

  主排気筒

管理建屋  

  第１保管

庫・貯水

所  

２  

（１）  プラスチック  

シンチレーション  

可搬型核種  

分析装置  
Ｇｅ半導体  

可搬型排

気モニタ

リング用  

発電機  

27.5～  

11000ｋｅＶ  

  主排気筒

管理建屋  

  第１保管

庫・貯水

所  

  第２保管

庫・貯水

所  

４  

（２）  

可搬型  

トリチウム  

測定装置  

光電子増倍管  

可搬型排

気モニタ

リング用  

発電機  

２～ 2000ｋｅＶ  

  主排気筒

管理建屋  

  第１保管

庫・貯水

所  

２  

（１）  
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第４図  可搬型試料分析設備の機器配置概要図（主排気筒管理建屋  地上１階）  
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環境モニタリング設備  
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1. 環境モニタリング設備の配置及び計測範囲  

周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続監視を行う

ためのモニタリングポストを設置している。また，空気中の放

射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物質を連続的に

捕集及び測定するためのダストモニタを設置している。  

環境モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指示

及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設

定した値を超えたときは，警報を発する設計としている。また，

環境モニタリング設備の測定値は，緊急時対策所へ伝送する設

計としている。  

環境モニタリング設備の計測範囲等を第１表に，配置図及び

外観を第１図に示す。  

 

第１表  環境モニタリング設備の計測範囲等  

名称  検出器  計測範囲  警報設定値  台数  

モニタリング  

ポスト  

低レンジ  
ＮａＩ（Ｔｌ）  

シンチレーション  

10
- 2
～ 10

1  

[μＧｙ／ｈ ] 

計測範囲内

で可変  
９  

高レンジ  電離箱  
10

0
～ 10

5  

[μＧｙ／ｈ ] 

計測範囲内

で可変  
９  

ダスト  

モニタ  

アルファ

線用  

ＺｎＳ（Ａｇ）  

シンチレーション  
（連続集塵、  

連続測定時）  

10
- 2
～ 10

4  

[ｓ － １ ] 

計測範囲内

で可変  
９  

ベータ  

線用  

プラスチック  

シンチレーション  

計測範囲内

で可変  
９  
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可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度  

及び線量の代替測定  
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1. 操作の概要  

(１ ) 環境モニタリング設備が機能喪失した場合，周辺監視区域

境界付近において，空間放射線量率を測定するとともに，空

気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定するため，

可搬型環境モニタリング設備（モニタリングポストの代替と

して可搬型線量率計，ダストモニタの代替として可搬型ダス

トモニタ）を設置する。  

可搬型環境モニタリング設備の外形図を第１図及び第２

図に示す。  

(２ ) 可搬型環境モニタリング設備は，第１保管庫・貯水所に保

管し，監視測定用運搬車により各設置場所まで運搬及び設置

を行い，測定を開始する。  

(３ ) 可搬型環境モニタリング設備の測定値は，機器本体での表

示及び電子メモリに記録する他，可搬型環境モニタリング設

備へ可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を接続し，測

定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送

する。また，伝送した測定値は，中央制御室に設置する可搬

型データ表示装置により，監視及び記録するとともに，緊急

時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備（第 46条  

緊急時対策所）により監視及び記録する。  

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型デ

ータ表示装置の外形図を第３図及び第４図に示す。  

(４ ) 可搬型環境モニタリング用データ伝送装置は第１保管庫・

貯水所に保管し，各設置場所まで運搬及び設置を行い，測定

値の伝送を開始する。  
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可搬型データ表示装置は制御建屋内に保管し，中央制御室

へ設置を行い，測定値の監視及び記録を開始する。  

 

2. 必要要員数・想定時間  

必要要員数： 12人  

操作時間  ：設置場所での設置開始から測定開始まで  

… 20分／台  

所要時間※ １ ：可搬型環境モニタリング設備（９台）の設置  

…５時間以内  

※１  所要時間は，可搬型環境モニタリング設備の運搬時間

を含む。  
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第１図  可搬型線量率計の外形図  
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第２図  可搬型ダストモニタの外形図  
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第３図  可搬型環境モニタリング用データ伝送装置の外形図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４図  可搬型データ表示装置の外形図  

可 搬 型 デ ー タ 表 示 装 置  
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可搬型環境モニタリング設備  
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重大事故等時，環境モニタリング設備が機能喪失した場合にそ

の機能を代替できるよう，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニタの代替

として可搬型ダストモニタ）による代替測定地点については，測

定値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に

設置することを原則とする。  

可搬型環境モニタリング設備の保有数は，必要数として９台，

予備として故障時のバックアップを９台の合計 18 台以上を確保

する。  

可搬型環境モニタリング設備の測定値は，機器本体での表示及

び電子メモリに記録する他，可搬型環境モニタリング設備へ可搬

型環境モニタリング用データ伝送装置を接続し，測定値を衛星通

信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送できる設計とする。

また，伝送した測定値は，中央制御室に設置する可搬型データ表

示装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備（第 46 条  緊急時対策所）に

より監視及び記録できる設計とする。  

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置の保有数は，必要数

として９台，予備として故障時のバックアップを９台の合計 18

台以上を確保する。可搬型データ表示装置の保有数は，必要数１

台に加え，予備として故障時のバックアップを１台の合計２台以

上を確保する。  

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置は，可搬型環境モニタリング用発電機から受電で

きる設計とする。可搬型環境モニタリング用発電機に必要となる
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軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリ（第 42 条  電源設備）

により運搬し，給油することにより，給電開始から７日以上の稼

動が可能な設計とする。  

可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用する

設計とする。乾電池又は充電池は予備品と交換することで，重大

事故等の必要な期間表示できる設計とする。  

可搬型環境モニタリング設備の計測範囲等を第１表に，仕様を

第２表に，伝送概略図を第１図に，設置場所の例を第２図に示す。 

可搬型データ表示装置の機器配置概要図を第３図に示す。  

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型データ

表示装置の仕様を第３表に，系統概要図を第４図に示す。  
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第１表  可搬型環境モニタリング設備の計測範囲等  

名称  検出器の種類  
電源の  

種類  
計測範囲  

保管  

場所  

台数  

（予備）  

可搬型  

線量率計  

ＮａＩ（Ｔｌ）  

シンチレーション  

可搬型

環境モ

ニタリ

ング用  

発電機  

Ｂ．Ｇ．～  

100ｍＳｖ／ｈ  

又はｍＧｙ／ｈ  

  第 １ 保

管 庫 ・

貯水所  

  第 ２ 保

管 庫 ・

貯水所  

18 

（９）  
電離箱又は半導体  

可搬型  

ダスト  

モニタ  

ＺｎＳ（Ａｇ）  

シンチレーション  

可搬型

環境モ

ニタリ

ング用  

発電機  

Ｂ．Ｇ．～  

99.9ｋｍｉｎ － １  

18 

（９）  プラスチック  

シンチレーション  

 

 

第２表  可搬型環境モニタリング設備の仕様  

項目  内容  

電源  

可 搬 型 環 境 モ ニ タ リ ン グ 用 発 電 機 か ら の 給 電 に よ り ７ 日 以 上

連続の稼動可能  

必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリ（第 42 条  

電源設備）により運搬し，給油  

記録  
測定値は，中央制御室の可搬型データ表示装置及び緊急時対策

建屋情報把握設備（第 46 条  緊急時対策所）により記録  

伝送  
衛星電話により，中央制御室及び緊急時対策所にデータ伝送  

なお，本体でも測定値の確認が可能  

 

 

 

  

3606



補 1.12－11－4 

第３表  可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬

型データ表示装置の仕様  

名称  電源の種類  保管場所  
台数  

（予備）  

可搬型環境モニタリン

グ用データ伝送装置  

可搬型環境モニタ

リング用発電機  

・第１保管庫・貯

水所  

・第２保管庫・貯

水所  

18 

（９）  

可搬型データ表示装置  
乾電池又は  

充電池式  

・制御建屋  

・第１保管庫・貯

水所  

２  

（１）  

 

設備  

名称  

可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置  
可搬型データ表示装置  

外観  

 

 

用途  
測定値を  

衛星通信により伝送  

伝送された測定値の  

指示及び記録  
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第１図  可搬型環境モニタリング設備の伝送概略図  
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可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例  

環境モニタリング設備  

 

 

 

 

 

 

第２図  可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例

3609



 

 

補
1
.
1
2
－

1
1
－

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図  可搬型データ表示装置の機器配置概要図（制御建屋  地下１階）  
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可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の  

放射性物質の濃度及び線量の測定  
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1. 操作の概要  

(１ ) 環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型環境モ

ニタリング設備を設置するまでの間，建屋周辺において，空

気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を測定するため，可

搬型建屋周辺モニタリング設備（ガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ））を使用する。  

可搬型建屋周辺モニタリング設備の外形図を第１図～第

４図に示す。  

(２ ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備は，制御建屋内及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に保管し，重大事故等の対処を行

う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋 ,高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の周辺における線量当量率並びに出入管理

室を設置する出入管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射

性物質の濃度及び線量当量率を測定する。  

また，線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて、

測定線種及び対象建屋を以下のとおりとする。  
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 (３ ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果は，通

信連絡設備（第 47条  通信連絡を行うために必要な設備）に

より中央制御室に連絡する。  

 

2. 必要要員数・想定時間  

必要要員数：出入管理建屋  ２人  

低レベル廃棄物処理建屋，使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋  ３人  

      主要建屋  ２人  

      …合計 20人  

※１臨界及び大規模損壊発生時にはガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ）に加えて中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）による

測定も行う。  

所要時間  ：可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定  

…１時間以内  

建屋周辺モニタリングにおける線量当量率の測定線種

ＡＫ ＤＡ ＦＢ ＡＡ ＡＢ ＡＣ ＣＡ ＫＡ FA

①地震起因による
全交流動力電源喪失

ガンマ線 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

②臨界 ガンマ線＋中性子線 － － － ◎
※１

－ ◎
※１

－ － －

③大規模損壊
ガンマ線＋中性子線 － － －

想定事象 測定線種
緊急避難場所 主要建屋

◎
※１

◎：放射線対応班の班員が実施するモニタリング（各2人／場所）
○：初回は各建屋のモニタリングは建屋対策班の現場管理者が実施するモニタリング（各2人／建屋）

２回目以降は放射線対応班の班員が実施するモニタリング（各2人／建屋）
※１：当該主要建屋周辺について、放射線対応班の班員が実施するモニタリング（各2人／建屋）
AK：出入管理建屋
DA：低レベル廃棄物処理建屋
FB：使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋
AA：前処理建屋
AB：分離建屋
AC：精製建屋
CA：ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
KA：高レベル廃液ガラス固化建屋
FA：使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
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第１図  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）の外形図  
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第３図  可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）の外形図  

 

 

試料採取部（フィル タ）  
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第４図  中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）の外形図  
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重大事故等時，環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可

搬型環境モニタリング設備を設置するまでの間，可搬型建屋周辺

モニタリング設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子

線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，建屋

周辺における空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を測定

する。  

可搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線用サーベイメー

タ（ＳＡ）の保有数は，必要数として８台，予備として故障時の

バックアップを８台の合計 16 台以上を確保する。可搬型建屋周

辺モニタリング設備の中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）の保有

数は，必要数として２台，予備として故障時のバックアップを２

台の合計４台以上を確保する。可搬型建屋周辺モニタリング設備

のアルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）の保有数は，必要数として３台，予備として

故障時のバックアップを３台の合計６台以上を確保する。  

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果は，通信連絡

設備（第 47 条  通信連絡を行うために必要な設備）により中央

制御室に連絡する。  

可搬型建屋周辺モニタリング設備の電源は，乾電池又は充電池

を使用する設計とする。乾電池又は充電池は予備品と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間測定できる設計とする。  

可搬型建屋周辺モニタリング設備の仕様を第１表に，機器配置

概要図を第１図及び第２図に示す。  
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第１表  可搬型建屋周辺モニタリング設備の仕様  

名称  検出器の種類  
電源の  

種類  
計測範囲  保管場所  

台数  

（予備）  

ガンマ線用  

サーベイメータ  

（ＳＡ）  

半導体  

乾電池  

又は  

充電池式  

0.0001～ 1000 

ｍＳｖ／ｈ  

  制御建屋  

  使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋  

  第１保管

庫・貯水所  

  第２保管

庫・貯水所  

16 

（８）  

中性子線用  

サーベイメータ  

（ＳＡ）  

３ Ｈｅ計数管  

乾電池  

又は  

充電池式  

0.00001～  

10ｍＳｖ／ｈ  

  制御建屋  

  第１保管

庫・貯水所  

４  

（２）  

アルファ・  

ベータ線用  

サーベイメータ  

（ＳＡ）  

ＺｎＳ（Ａｇ）  

シンチレーショ

ン  

乾電池  

又は  

充電池式  

Ｂ．Ｇ．～  

100ｋｍｉｎ － １  

（アルファ線）  

  制御建屋  

  使用済燃料

受入れ・貯

蔵建屋  

  第１保管

庫・貯水所  

  第２保管

庫・貯水所  

６  

（３）  プラスチック  

シンチレーショ

ン  

乾電池  

又は  

充電池式  

Ｂ．Ｇ．～  

300ｋｍｉｎ － １  

（ベータ線）  

可搬型ダスト  

サンプラ  

（ＳＡ）  

－  

乾電池  

又は  

充電池式  

－  
６  

（３）  

 
設備  

名称  

ガンマ線用サーベイメータ  

（ＳＡ）  

中性子線用サーベイメータ  

（ＳＡ）  

外観  

  

用途  線量当量率の測定  

 

設備  

名称  

アルファ・ベータ線用  

サーベイメータ（ＳＡ）  
可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）  

外観  

  

用途  空気中の放射性物質の濃度の測定  
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第１図  可搬型建屋周辺モニタリング設備の機器配置概要図（制御建屋  地上１階）  
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第２図  可搬型建屋周辺モニタリング設備の機器配置概要図  

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋  地上２階）  
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可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度  

及び線量の代替測定  
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1. 操作の概要  

(１ ) 放射能観測車が機能喪失（搭載機器の測定機能又は車両の

走行機能）した場合，再処理施設及びその周辺において，空

気中の放射性物質の濃度及び線量を測定するため，可搬型放

射能観測設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）

シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電

離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・

よう素サンプラ（ＳＡ））を使用する。  

可搬型放射能観測設備の外形図を第１図から第５図に示

す。  

(２ ) 可搬型放射能観測設備は，第１保管庫・貯水所に保管し，

測定箇所へ運搬を行い，試料採取及び測定を開始する。  

( ３ )  可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡設備

（第 47条  通信連絡を行うために必要な設備）により中央制

御室に連絡する。  

 

2. 必要要員数・想定時間  

必要要員数：４人  

操作時間  ：ＢＧ測定から測定終了まで… 50分以内  

所要時間※ １ ：可搬型放射能観測設備による測定  

…２時間以内  

※１  所要時間は，可搬型放射能観測設備の運搬時間を含む。 
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3. 放射性物質の濃度の算出  

放射性物質の濃度の算出は，可搬型ダスト・よう素サンプラ

（ＳＡ）で捕集した試料を，ガンマ線用サーベイメータ（Ｎａ

Ｉ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ）及びアルファ・ベータ

線用サーベイメータ（ＳＡ）にて測定し，以下の算出式から求

める。  

 

(１ ) 空気中の粒子状放射性物質の濃度の算出式  

空気中の粒子状放射性物質の濃度（Ｂｑ／ｃｍ３ ）  

＝試料の測定値（ｍｉｎ－ １ ）／ 60（ｓｅｃ／ｍｉｎ）／効

率（％）／サンプリング量（Ｌ）×1000（ｃｍ３ ／Ｌ）  

 

(２ ) 空気中の放射性よう素の濃度の算出式  

空気中の放射性よう素の濃度（Ｂｑ／ｃｍ３ ）  

＝試料の測定値（ｓ － １ ）／効率（％）／サンプリング量

（Ｌ）×1000（ｃｍ３ ／Ｌ）  

 

「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測

に関する審査指針」に定める敷地周辺空気中放射性物質濃度

の測定上限（ 3.7×10１ Ｂｑ／ｃｍ３ ）を満足するよう，測定

上限値に到達する場合は試料を回収又はサンプリング流量

及びサンプリング時間を調整することにより，空気中の放射

性物質の濃度の傾向を把握できるようにする。  
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第１図  ガンマ線用サーベイメータの外形図  

（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図  ガンマ線用サーベイメータの外形図  

（電離箱）（ＳＡ）  
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第３図  中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）の外形図  
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第５図  可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ）の外形図  

 

試料採取部（前段： フィルタ） 試料採取部（後段：チャコール）  
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放射能観測車及び可搬型放射能観測設備  
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１．放射能観測車  

平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の

放射性物質の濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率測定

器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サン

プラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観

測車を備えている。  

重大事故等時，最大濃度地点又は風下方向における空気中の

放射性物質の濃度及び線量を測定するため，放射能観測車を使

用する。  

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備（第 47 条  通

信連絡を行うために必要な設備）により中央制御室に連絡す

る。  

放射能観測車に必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンク

ローリ（第 42 条  電源設備）により運搬し，給油することによ

り，給電開始から７日以上の稼動が可能な設計とする。  

放射能観測車の仕様を第１表に示す。  

また，原子力災害時における原子力事業者間協力協定に基づ

き，放射能観測車 11 台の協力を受けることが可能である。  
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第１表  放射能観測車の仕様  

 

機器名称  検出器  

空間放射線  

量率測定器  

低レンジ  ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション  

高レンジ  電離箱  

中性子線用サーベイメータ  ３ Ｈｅ計数管  

ダストサンプラ  －  

ダストモニタ  
ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション  

プラスチックシンチレーション  

よう素モニタ  ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション  

無線通話装置  －  

 

機器名称  

ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション  

サーベイメータ  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ  

 

  

【主要な搭載機器】  

【その他の搭載機器】  【放射能観測車の外観（例）】  
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２．代替放射能観測設備  

２．１  可搬型放射能観測設備  

重大事故等時，放射能観測車が機能喪失（搭載機器の測定機能

又は車両の走行機能）した場合に代替できるよう，可搬型放射能

観測設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレ

ーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（Ｓ

Ａ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素サンプラ（Ｓ

Ａ））により，最大濃度地点又は風下方向における空気中の放射

性物質の濃度及び線量を測定する。  

可搬型放射能観測設備の保有数は，必要数として１台，予備と

して故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保する。  

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡設備（第 47

条  通信連絡を行うために必要な設備）により中央制御室に連絡

する。  

可搬型放射能観測設備の電源は，乾電池又は充電池を使用する

設計とする。乾電池又は充電池は予備品と交換することで，重大

事故等の必要な期間測定できる設計とする。  

可搬型放射能観測設備の仕様を第２表に示す。  
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第２表  可搬型放射能観測設備の仕様  

名称  検出器の種類  電源の種類  計測範囲  
保管  

場所  

台数  

（予備）  

ガンマ線用  

サーベイ  

メータ  

（ＳＡ）  

ＮａＩ（Ｔｌ）  

シンチレーション  

乾電池又は  

充電池式  

Ｂ．Ｇ．～  

30μＳｖ／ｈ，  

0～ 30ｋｓ － １  

  第 １ 保

管 庫 ・

貯水所  

  第 ２ 保

管 庫 ・

貯水所  

２  

（１）  

電離箱  
乾電池又は  

充電池式  

0.001～  

300ｍＳｖ／ｈ  

２  

（１）  

中性子線用  

サーベイ  

メータ  

（ＳＡ）  

３ Ｈｅ計数管  
乾電池又は  

充電池式  

0.00001～  

10ｍＳｖ／ｈ  

２  

（１）  

アルファ・  

ベータ線用  

サーベイ  

メータ  

（ＳＡ）  

ＺｎＳ（Ａｇ）  

シンチレーション  

乾電池又は  

充電池式  

Ｂ．Ｇ．～  

100ｋｍｉｎ － １  

（アルファ線）  ２  

（１）  
プラスチック  

シンチレーション  

乾電池又は  

充電池式  

Ｂ．Ｇ．～  

300ｋｍｉｎ － １  

（ベータ線）  

可搬型ダス

ト・よう素  

サンプラ  

（ＳＡ）  

－  
乾電池又は  

充電池式  
－  

２  

（１）  

 

 

設備  

名称  

ガンマ線用サーベイメータ  

（ＮａＩ（Ｔｌ）  

シンチレーション）（ＳＡ）  

ガンマ線用サーベイメータ  

（電離箱）（ＳＡ）  

外観  

 

 

用途  
空間放射線量率の測定  

放射性よう素の測定  
空間放射線量率の測定  
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設備  

名称  

中性子線用サーベイメータ  

（ＳＡ）  

外観  

 

用途  線量当量率の測定  

 

設備  

名称  

アルファ・ベータ線用  

サーベイメータ（ＳＡ）  

可搬型ダスト・よう素  

サンプラ（ＳＡ）  

外観  

 
 

用途  
粒子状放射性物質  

（アルファ線・ベータ線）測定  

粒子状放射性物質・  

放射性よう素の捕集  
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バックグラウンド低減対策手順  
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事故後の周辺汚染により，モニタリングポスト，可搬型環境モ

ニタリング設備及び可搬型試料分析設備による測定ができなく

なることを避けるため，以下のとおり，バックグラウンドを低減

する手段を整備する。  

 

1. モニタリングポスト  

(１ ) 汚染予防対策  

事故後の周辺汚染により，放射性物質により検出器カバー

が汚染される場合を想定し，検出器カバーの養生シートを

備える。  

(２ ) 汚染除去対策  

重大事故等時，再処理施設から大気中への放射性物質の放

出により，モニタリングポストのバックグラウンドが上昇

するおそれがあると判断した場合は，バックグラウンド低

減対策を行う。  

重大事故等により，放射性物質の放出後，モニタリングポ

スト及びその周辺が汚染された場合，汚染の除去を行う。  

①放射線管理班の班員は，ガンマ線用サーベイメータ等によ

り汚染レベルを確認する。  

②放射線管理班の班員は，モニタリングポスト局舎内の換気

システムを停止する。  

③放射線管理班の班員は，モニタリングポストの検出器カバ

ーに養生シートを被せ，養生する。  

④放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生

シートを交換する。  
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⑤放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い

場合には，必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，

周辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行う。  

⑥放射線管理班の班員は，ガンマ線用サーベイメータ等によ

り汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。  

⑦放射線管理班の班員は，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出が収まった後，モニタリングポストの検出器カ

バーの養生シートを撤去する。  

 

2. 可搬型環境モニタリング設備  

(１ ) 汚染予防対策  

事故後の周辺汚染により，放射性物質により検出器カバー

が汚染される場合を想定し，可搬型環境モニタリング設備

を設置する際にあらかじめ養生を行う又は検出器カバーの

養生シートを備える。  

(２ ) 汚染除去対策  

重大事故等により，放射性物質の放出後，可搬型環境モニ

タリング設備及びその周辺が汚染された場合，汚染の除去を

行う。  

①放射線管理班の班員は，ガンマ線用サーベイメータ等によ

り汚染レベルを確認する。  

②放射線管理班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を設

置する際にあらかじめ養生を行っていた場合は，養生シー

トを取り除く。  

③放射線管理班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の検
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出器カバーに養生シートを被せ，養生する。  

④放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生

シートを交換する。  

⑤放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い

場合には，必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除

染，周辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行う。  

⑥放射線管理班の班員は，ガンマ線用サーベイメータ等によ

り汚染除去後の汚染レベルが低減したことを確認する。  

⑦再処理施設から大気中への放射性物質の放出が収まった

後，可搬型環境モニタリング設備の検出器カバーの養生シ

ートを撤去する。  

 

 3. 必要要員数・想定時間  

必要要員数：３人  

所要時間  ：モニタリングポストの養生（９箇所）  

…５時間以内  

      可搬型環境モニタリング設備の養生（９箇所）

…５時間以内  

 

4. 可搬型試料分析設備  

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃

度の測定場所は，主排気筒管理建屋を基本とする。  

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所又は

再処理事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定する。  
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可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定  
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1. 操作の概要  

(１ ) 気象観測設備が機能喪失した場合，敷地内において風向，

風速その他の気象条件を測定するため，可搬型気象観測設備

を設置する。  

可搬型気象観測設備の外形図を第１図に示す。  

(２ ) 可搬型気象観測設備は，第１保管庫・貯水所に保管し，監

視測定用運搬車により設置場所へ運搬及び設置を行い，測定

を開始する。  

(３ ) 可搬型気象観測設備の観測値は，機器本体での表示及び電

子メモリに記録する他，可搬型気象観測設備へ可搬型気象観

測用データ伝送装置を接続し，観測値を衛星通信により中央

制御室及び緊急時対策所に伝送する。また，伝送した観測値

は，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により，監

視及び記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対

策建屋情報把握設備（第 46条  緊急時対策所）により監視及

び記録する。  

可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型データ表示

装置の外形図を第２図及び第３図に示す。  

(４ ) 可搬型気象観測用データ伝送装置は第１保管庫・貯水所に

保管し，設置場所へ運搬及び設置を行い，観測値の伝送を開

始する。  

可搬型データ表示装置は制御建屋内に保管し，中央制御室

へ設置を行い，観測値の監視及び記録を開始する。  
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2. 必要要員数・想定時間  

必要要員数：８人  

操作時間  ：設置場所での設置開始から測定開始まで  

… 50分／台以内  

所要時間※ １ ：可搬型気象観測設備の設置…２時間以内  

※１  所要時間は，可搬型気象観測設備の運搬時間を含む。 
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第２図  可搬型気象観測用データ伝送装置の外形図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３図  可搬型データ表示装置の外形図  

可 搬 型 デ ー タ 表 示 装 置  
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気象観測設備及び可搬型気象観測設備  
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１．気象観測設備  

敷地周辺の公衆の線量評価に資するため，風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量を観測し，記録する気象観測設備を設

置している。  

気象観測設備は，その観測値を中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する設計としている。  

気象観測設備の外観及び伝送概略図を第１図に示す。  

第１図  気象観測設備の外観及び伝送概略図  
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２．代替気象観測設備  

２．１  可搬型気象観測設備  

重大事故等時，気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を

代替できるよう，可搬型気象観測設備を，敷地内の大きな障害物

のない開けた場所に設置する。  

可搬型気象観測設備の保有数は，必要数として１台，予備とし

て故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを２台

の合計３台以上を確保する。  

可搬型気象観測設備の観測値は，機器本体での表示及び電子メ

モリに記録する他，可搬型気象観測設備へ可搬型気象観測用デー

タ伝送装置を接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送できる設計とする。また，伝送した観測値は，

中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記

録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把

握設備（第 46 条  緊急時対策所）により監視及び記録できる設

計とする。  

可搬型気象観測用データ伝送装置の保有数は，必要数として１

台，予備として故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確

保する。可搬型データ表示装置の保有数は，必要数として１台，

予備として故障時のバックアップを１台の合計２台以上を確保

する。  

可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用データ伝送装置は，

可搬型気象観測用発電機から受電できる設計とする。可搬型気象

観測用発電機に必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクロ
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ーリ（第 42 条  電源設備）により運搬し，給油することにより，

給電開始から７日以上の稼動が可能な設計とする。  

可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用する

設計とする。乾電池又は充電池は予備品と交換することで，重大

事故等の必要な期間表示できる設計とする。  

可搬型気象観測設備の仕様を第１表に，伝送概略図を第２図に，

設置場所の例を第３図に示す。  

可搬型データ表示装置の機器配置概要図を第４図に示す。  

可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型データ表示装置

の仕様を第２表に，系統概要図を第５図に示す。  
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第１表  可搬型気象観測設備の仕様  

項目  内容  

台数  

３台  

（予備として故障時及び待機除外時のバックアップを２

台）  

保管場所  
第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，外部保管エリ

ア  

測定項目  風向 ※ ，風速 ※ ，日射量 ※ ，放射収支量 ※ 及び雨量  

電源  

可搬型気象観測用発電機からの給電により７日以上連続の

稼動可能  

必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリ（第

42 条  電源設備）により運搬し，給油  

記録  

観測値は，中央制御室の可搬型データ表示装置及び緊急時

対策建屋情報把握設備（第 46 条  緊急時対策所）により記

録  

伝送  
衛星電話により，中央制御室及び緊急時対策所にデータ伝送  

なお，本体でも観測値の確認が可能  

※「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める測定項目  
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第２表  可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型データ表

示装置の仕様  

名称  電源の種類  保管場所  
台数  

（予備）  

可搬型気象観測用デー

タ伝送装置  

可搬型気象観

測用発電機  

・第１保管庫・貯水所  

・第２保管庫・貯水所  

２  

（１）  

可搬型データ表示装置  
乾電池又は  

充電池式  

  制御建屋  

  第１保管庫・貯水所  

２  

（１）  

 

設備  

名称  

可搬型気象観測用データ伝送

装置  
可搬型データ表示装置  

外観  

 

 

用途  
観測値を  

衛星通信により伝送  

伝送された観測値の  

指示及び記録  
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第２図  可搬型気象観測設備の伝送概略図  
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第４図  可搬型データ表示装置の機器配置概要図（制御建屋  地下１階）  
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可搬型気象観測設備の気象観測項目について  
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重大事故等時，放射性物質が放出された場合，放出放射能量評

価や大気中における放射性物質拡散状態の推定を行うために，気

象観測設備が機能喪失した場合は，可搬型気象観測設備を用いて

以下の項目について気象観測を行う。  

 

1. 観測項目  

風向，風速，日射量，放射収支量及び雨量  

 

風向，風速，日射量及び放射収支量については，「発電用原

子炉施設の安全解析に関する気象指針（昭和 57 年１月原子力

安全委員会決定，平成 13 年３月 29 日一部改訂）」に基づく測

定項目  

 

2. 各観測項目の必要性  

放出放射能量，大気安定度及び放射性物質の降雨による地表

への沈着の推定には，それぞれ以下の観測項目が必要となる。 

(１ ) 放出放射能量  

風向，風速及び大気安定度  

(２ ) 大気安定度  

風速，日射量及び放射収支量  

(３ ) 放射性物質の降雨による地表への沈着の推定  

雨量  
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可搬型風向風速計による風向及び風速の測定  
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1. 操作の概要  

(１ ) 気象観測設備が機能喪失した場合，可搬型気象観測設備を

設置するまでの間，敷地内において風向及び風速を測定する

ため，可搬型風向風速計を使用する。  

可搬型風向風速計の外形図を第１図に示す。  

(２ ) 可搬型風向風速計は，主排気筒管理建屋内に保管し，敷地

内において風向及び風速を測定する。  

(３ ) 可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備（第 4

7条  通信連絡を行うために必要な設備）により中央制御室

に連絡する。  

 

2. 必要要員数・想定時間  

必要要員数：４人  

所要時間  ：可搬型風向風速計による測定…30分以内  
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第１図  可搬型風向風速計の外形図  
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可搬型風向風速計  
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重大事故等時，気象観測設備が機能喪失した場合，可搬型気象

観測設備を設置するまでの間，可搬型風向風速計により，敷地内

の大きな障害物のない開けた場所にて風向及び風速を測定する。 

可搬型風向風速計の保有数は，必要数として１台，予備として

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを２台の

合計３台以上を確保する。  

可搬型風向風速計は電源を必要としない。  

可搬型風向風速計の仕様を第１表に，機器配置概要図を第１図

に示す。  
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第１表  可搬型風向風速計の仕様  

項目  内容  

台数  
３台  

（予備として故障時及び待機除外時のバックアップを２台） 

保管場所  主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，外部保管エリア  

測定項目  風向及び風速  

電源  不要  
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第１図  可搬型風向風速計の機器配置概要図（主排気筒管理建屋  地上１階）  
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可搬型発電機による給電  
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可搬型排気モニタリング設備，可搬型排気モニタリング用デ

ータ伝送装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定

装置は，可搬型排気モニタリング用発電機から受電できる設計

とする。  

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング

用データ伝送装置は，可搬型環境モニタリング用発電機から受

電できる設計とする。  

可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用データ伝送装置

は，可搬型気象観測用発電機から受電できる設計とする。  

可搬型排気モニタリング用発電機及び可搬型気象観測用発

電機の保有数は，必要数として１台，予備として故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップを２台の合計３台以

上を確保する。  

可搬型環境モニタリング用発電機の保有数は，必要数として

９台，予備として故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを 10 台の合計 19 台以上を確保する。  

可搬型発電機に必要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タン

クローリ（第 42 条  電源設備）により運搬し，給油すること

により，給電開始から７日以上の稼動が可能な設計とする。  

可搬型発電機の仕様を第１表～第３表に示す。  
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第１表  可搬型排気モニタリング用発電機の仕様  

項目  内容  

台数  
３台（予備として故障時及び待機除外時  

のバックアップを２台）  

保管  

場所  

主排気筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，  

外部保管エリア  

定格  

容量  
約３ｋＶＡ／台  

タンク

容量  
13Ｌ  

燃費  1.3Ｌ／ｈ  

給電  

負荷  

代替モニタリング設備及び代替試料分析関係設備に必

要な負荷を以下のとおり積上げることにより，負荷の起

動時を考慮しても，可搬型排気モニタリング用発電機の

容量である３ｋＶＡを超えることなく負荷を運転する

ことができることを確認した。  

（ 単 位 は ｋ Ｖ Ａ ）  

順 番  対 象 機 器  台 数  定 格 容 量  積 上 げ  起 動 時  

１  可 搬 型 ガ ス モ ニ タ  １  0.163  0.163  0.163  

２  
可 搬 型 排 気 サ ン プ

リ ン グ 設 備  
１  0.66  0.823  0.823  

３  
可 搬 型 核 種 分 析 装

置  
１  0.25  1.073  1.073  

４  
可 搬 型 ト リ チ ウ ム

測 定 装 置  
１  0.5  1.573  1.573  

５  

可 搬 型 排 気 モ ニ タ

リ ン グ 用 デ ー タ 伝

送 装 置  

１  0.15  1.723  1.723  

合   計  

（ 起 動 時 は 最 高 値 を 記 載 ）  
 1.723  1.723  

評   価  ３ ｋ Ｖ Ａ 以 下  
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第２表  可搬型環境モニタリング用発電機の仕様  

項目  内容  

台数  
19 台（予備として故障時及び待機除外時  

のバックアップを 10 台）  

保管  

場所  

第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，  

外部保管エリア  

定格  

容量  
約３ｋＶＡ／台  

タンク

容量  
13Ｌ  

燃費  1.3Ｌ／ｈ  

給電  

負荷  

代替モニタリング設備に必要な負荷を以下のとおり積

上げることにより，負荷の起動時を考慮しても，可搬型

環境モニタリング用発電機の容量である３ｋＶＡを超

えることなく負荷を運転することができることを確認

した。  

 

（ 単 位 は ｋ Ｖ Ａ ）  

順 番  対 象 機 器  台 数  定 格 容 量  積 上 げ  起 動 時  

１  可 搬 型 線 量 率 計  １  0.3  0.3  0.3  

２  
可 搬 型 ダ ス ト モ ニ

タ  
１  0.346  0.646  0.646  

３  

可 搬 型 環 境 モ ニ タ

リ ン グ 用 デ ー タ 伝

送 装 置  
１  0.15  0.796  0.796  

合   計  

（ 起 動 時 は 最 高 値 を 記 載 ）  
 0.796  0.796  

評   価  ３ ｋ Ｖ Ａ 以 下  
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第３表  可搬型気象観測用発電機の仕様  

項目  内容  

台数  
３台（予備として故障時及び待機除外時の  

バックアップを２台）  

保管  

場所  

第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，  

外部保管エリア  

定格  

容量  
約３ｋＶＡ／台  

タンク

容量  
13Ｌ  

燃費  1.3Ｌ／ｈ  

給電  

負荷  

代替気象観測設備に必要な負荷を以下のとおり積上げ

ることにより，負荷の起動時を考慮しても，可搬型気象

観測用発電機の容量である３ｋＶＡを超えることなく

負荷を運転することができることを確認した。  

 

（ 単 位 は ｋ Ｖ Ａ ）  

順 番  対 象 機 器  台 数  定 格 容 量  積 上 げ  起 動 時  

１  
可 搬 型 気 象 観 測 設

備  
１  0.601  0.601  0.601  

２  
可 搬 型 気 象 観 測 用

デ ー タ 伝 送 装 置  
１  0.15  0.751  0.751  

合   計  

（ 起 動 時 は 最 高 値 を 記 載 ）  
 0.751  0.751  

評   価  ３ ｋ Ｖ Ａ 以 下  
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自主対策設備  
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「事業指定基準規則」第 45 条（監視測定設備）及び「技術基

準規則」第 49 条（監視測定設備）の対応のモニタリング設備は

以下とする。  

 

再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃度を監視

し，及び測定するため，主排気筒の排気モニタリング設備及び北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリン

グ設備を設けている。  

可搬型排気モニタリング設備は，主排気筒の排気モニタリング

設備及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備が機能喪失しても代替し得る十分な台数を配

備する。  

周辺監視区域境界付近における放射性物質の濃度及び線量を

監視し，及び測定するため，環境モニタリング設備を設けている。 

可搬型環境モニタリング設備及び可搬型建屋周辺モニタリン

グ設備は，環境モニタリング設備が機能喪失しても代替し得る十

分な台数を配備する。  

主排気筒の排気サンプリング設備，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備及び可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料の放射性物質の濃度を測定する

ため，放出管理分析設備を備えている。また，ダストモニタ及び

可搬型ダストモニタで捕集した試料並びに敷地内において採取

した試料の放射性物質の濃度を測定するため，環境試料測定設備

を備えている。  
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可搬型試料分析設備は，試料分析関係設備の放出管理分析設備

及び環境試料測定設備が機能喪失しても代替し得る十分な台数

を配備する。  

最大濃度地点又は風下方向における空気中の放射性物質の濃

度及び線量を測定するため，放射能観測車を配備している。  

可搬型放射能観測設備は，放射能観測車が機能喪失しても代替

し得る十分な台数を配備する。  

敷地周辺の公衆の線量評価に資するため，風向，風速，日射量，

放射収支量及び雨量を観測し，記録するため，気象観測設備を設

けている。  

可搬型気象観測設備及び可搬型風向風速計は，気象観測設備が

機能喪失しても代替し得る十分な台数を配備する。  

環境モニタリング設備の停電時に電源を確保するため，専用の

無停電電源装置を設けている。環境モニタリング用可搬型発電機

は，環境モニタリング設備の電源が喪失したと判断した場合に，

代替電源として給電に用いるのに十分な台数を配備する。  

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型環境モニタ

リング用データ伝送装置及び可搬型気象観測用データ伝送装置

は，可搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備

及び可搬型気象観測設備からの測定値及び観測値を伝送するの

に十分な台数を配備する。  

可搬型データ表示装置は，可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置，可搬型環境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用データ伝送装置から伝送される測定値及び観測値を中

央制御室で指示し，記録するのに十分な台数を配備する。  
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可搬型排気モニタリング用発電機，可搬型環境モニタリング用

発電機及び可搬型気象観測用発電機は，可搬型排気モニタリング

設備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型試料分析設備及び可

搬型気象観測設備に給電するのに十分な台数を配備する。  

上記モニタリング設備の他に，自主対策設備を組み合わせるこ

とで，状況に応じて再処理施設のモニタリングを総合的に行う。 
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1. 自主対策設備  

(１ ) 主排気筒の排気モニタリング設備  

重大事故等時に機能維持を担保できないが，機能が維持さ

れている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備で

あるため使用する。  

 

 

   

 

第１図  主排気筒の排気モニタリング設備  

  

排気筒モニタ  
ダスト・よう素  
サンプラ  

トリチウムサンプラ  
炭素－ 14 サンプラ  
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(３ ) 環境モニタリング設備  

重大事故等時に機能維持を担保できないが，機能が維持さ

れている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備で

あるため使用する。  

・モニタリングポスト  

・ダストモニタ  

設備  

名称  
モニタリングポスト  

外観  

 

用途  空間放射線量率の測定  

 

設備  

名称  
ダストモニタ  

外観  

 

用途  空気中の放射性物質の捕集及び測定  

第３図  環境モニタリング設備  

  

低レンジ検出器  高レンジ検出器  計測部／伝送部  

サンプラ部／モニタ部  サンプリング口  
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(５ ) 環境試料測定設備  

重大事故等時に機能維持を担保できないが，機能が維持さ

れている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備で

あるため使用する。  

・核種分析装置  

設備  

名称  
核種分析装置  

外観  

 

用途  
粒子状放射性物質（ガンマ線）  

測定  

第５図  環境試料測定設備  
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(６ ) 放射能観測車  

重大事故等時に機能維持を担保できないが，機能が維持さ

れている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備で

あるため使用する。  

 

 

機器名称  検出器  

空間放射線  

量率測定器  

低レンジ  ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション  

高レンジ  電離箱  

中性子線用サーベイメータ  ３ Ｈｅ計数管  

ダストサンプラ  －  

よう素サンプラ  －  

放射能測定器  
ダスト  

ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション  

プラスチックシンチレーション  

よう素  ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション  

無線通話装置  －  

 

機器名称  

ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション  

サーベイメータ  

アルファ・ベータ線用サーベイメータ  

 

 

 

第６図  放射能観測車  

 

  

【主要な搭載機器】  

【その他の搭載機器】  【放射能観測車の外観（例）】  
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再処理施設敷地外の緊急時モニタリング体制  
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1. 原子力災害対策指針（原子力規制委員会  令和元年 7 月 3

日  一部改正）に従い，国が立ち上げる緊急時モニタリングセ

ンターにおいて，第１図及び第１表のとおり国，地方公共団体，

原子力事業者及び関係指定公共機関と連携を図りながら，敷地

外のモニタリングを実施する。  

 

第１図  緊急時モニタリングセンターの体制図  

 

第１表  緊急時モニタリングセンター組織の機能と人員構成  

（１／２）  

 機能  人員構成  

企 画 調 整

グループ  

・緊急時モニタリングセンタ

ー 内 の 総 括 的 業 務 を 担 う と

ともに，緊急時モニタリング

の実施内容の検討，指示等の

業務を行なう。  

 

・上席放射線防災専門官を企画

調整グループ長，所在都道府県

センター長等を企画調整グルー

プ長補佐として配置する。  

・国，所在都道府県，関係周辺

都道府県，原子力事業者及び関

係指定公共機関等で構成する。  
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第１表  緊急時モニタリングセンター組織の機能と人員構成  

（２／２）  

 機能  人員構成  

情 報 収 集

管 理 グ ル

ープ  

・緊急時モニタリングセンタ

ー 内 に お け る 情 報 の 収 集 及

び管理業務を担うとともに，

緊 急 時 モ ニ タ リ ン グ の 結 果

の共有，緊急時モニタリング

に 係 る 関 連 情 報 の 収 集 等 の

業務を行う。  

・国の職員 (原子力規制庁監視情

報 課 )を 情 報 収 集 管 理 グ ル ー プ

長とし，国，所在都道府県，関

係周辺都道府県，原子力事業者

及び関係指定公共機関等で構成

する。  

測 定 分 析

担当  

・企画調整グループで作成さ

れた指示書に基づき，必要に

応 じ て 安 定 ヨ ウ 素 剤 を 服 用

し た の ち 測 定 対 象 範 囲 の 測

定業務を行う。  

・所在都道府県，関係周辺都道

府県，原子力事業者のグループ

で構成し，それぞれに全体を統

括するグループ長を配置して活

動を行う。  

出典：緊急時モニタリングセンター設置要領  第 3 版（令和元年

6 月 25 日）  

 

2. 原子力事業者防災業務計画において，以下の状況を把握し，

オフサイトセンターに所定の様式にて報告を行なうこととし

ている。  

【オフサイトセンターへ報告する事項】  

①  特定事象の発生箇所  

②  特定事象の発生時刻  

③  特定事象の種類  

④  発生事象と対応の概要  

⑤  その他の事項の対応  

⑥  施設状況  

⑦  放射性物質放出見通し  

⑧  放射性物質の放出状況  
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⑨  モニタ・気象情報  

⑩  その他  

 

3. オフサイトセンターから緊急時モニタリングセンターへの

情報のやり取りは，第２図のとおりである。事業者はオフサ

イトセンターへ報告する事項（プラント情報，気象情報等）

を報告し，オフサイトセンターは，その情報を緊急時モニタ

リングセンターへ共有することとなる。  

 

 

第２図  緊急時モニタリング関連の情報のやり取り  

出典：緊急時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足

参考資料）第 6 版（令和元年 7 月 5 日）  
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他の原子力事業者との協力体制  

（原子力事業者間協力協定）  
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原子力災害が発生した場合，他の原子力事業者との協力体制を

構築するため，原子力災害時における原子力事業者間協力協定

（以下「原子力事業者間協力協定」という。）を締結している。  

 

1. 原子力事業者間協力協定締結の背景  

平成 11 年 9 月のＪＣＯ事故の際に，各原子力事業者が周辺

環境のモニタリングや住民の方々のサーベイなどの応援活動

を実施した。  

この経験を踏まえ，平成 12 年 6 月に施行された原子力災害

対策特別措置法の内容とも整合性を取りながら，原子力事業者

間協力協定を締結した。  

 

2. 原子力事業者間協力協定（内容）  

(目的 ) 

本協定は，原子力災害対策特別措置法第 14 条※の精神に基

づき，国内原子力事業所（事業社外運搬途上を含む。以下同じ。）

において原子力災害が発生した場合，協力事業者が発災事業者

に対し，協力要員の派遣，資機材の貸与その他当該緊急事態応

急対策の実施に必要な協力を円滑に実施し，原子力災害の拡大

防止および復旧対策に努め，原子力事業者としての責務を全う

することを目的とする。  

 

※原子力災害対策特別措置法第 14 条（他の原子力事業所へ

の協力）  
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原子力事業者は，他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊

急事態応急対策が必要である場合には，原子力防災要員の派遣，

原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施

に必要な協力をするよう努めなければならない。  

 

(事業者 ) 

電力 10 社（北海道，東北，東京，中部，北陸，関西，中国，

四国，九州，電源開発），日本原子力発電，日本原燃  

 

(協力の内容 ) 

協力事業者は，発災事業者からの協力要請に基づき，緊急事

態応急対策および原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行な

われるようにするため，緊急時モニタリング，避難退避時検査

および除染その他の住民避難に対する支援に関する事項につ

いて協力要員の派遣，資機材の貸与その他の措置を講ずるもの

とする。  
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環境モニタリング設備の代替電源設備  
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１．環境モニタリング用可搬型発電機  

重大事故等時，非常用所内電源系統から環境モニタリング設

備への給電が喪失した場合は，環境モニタリング用可搬型発電

機から給電できる設計とする。  

環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モニタリング設備

の負荷容量約 2.4ｋＶＡに対し，電力を供給できる容量を有す

る設計とする。  

環境モニタリング用可搬型発電機は，環境モニタリング設備

の代替電源設備として，保有数は，必要数として９台，予備と

して故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを

10 台の合計 19 台以上を確保する。  

環境モニタリング用可搬型発電機に必要となる軽油は，軽油

貯槽から軽油タンクローリにより運搬し，給油することにより，

給電開始から７日以上の稼動が可能な設計とする。  

環境モニタリング用可搬型発電機の仕様を第１表に，環境モ

ニタリング設備の電源構成概略図を第１図に示す。  
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第１表  環境モニタリング用可搬型発電機の仕様  

項目  内容  

台数  
19 台（予備として故障時及び待機除外時の  

バックアップを 10 台）  

保管  

場所  

第１保管庫・貯水所，第２保管庫・貯水所，  

外部保管エリア  

定格  

容量  
５ｋＶＡ／台  

タンク

容量  
24Ｌ  

燃費  2.7Ｌ／ｈ  

給電  

負荷  

 

環境モニタリング設 備 に 必 要 な 負 荷 を 以 下 の と お り

積上げることにより，負荷の起動時を考慮しても，環境

モニタリング用可搬型発電機の容量である５ｋＶＡを

超えることなく負荷を運転することができることを確

認した。  

 

（ 単 位 は ｋ Ｖ Ａ ）  

順 番  対 象 機 器  台 数  定 格 容 量  積 上 げ  起 動 時  

１  モ ニ タ リ ン グ ポ ス ト  １  0.9  0.9  0.9  

２  ダ ス ト モ ニ タ  １  1.5  1.5  1.5  

合   計  

（ 起 動 時 は 最 高 値 を 記 載 ）  
 2.4  2.4  

評   価  ５ ｋ Ｖ Ａ 以 下  
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第１図  環境モニタリング設備の電源構成概略図  
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２．操作の概要  

(１ ) 重大事故等時に，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電され，

環境モニタリング設備の機能が維持されている場合，環境モ

ニタリング用可搬型発電機を設置する。  

 (２ ) 環境モニタリング用可搬型発電機は，第１保管庫・貯水所

に配備し，監視測定用運搬車によりモニタリングポスト各局

舎まで運搬及び設置を行い，給電を開始する。  

 

３．必要要員数・想定時間  

必要要員数： 12人  

所要時間※ １ ：環境モニタリング用可搬型発電機の設置  

…５時間以内  

※１  所要時間は，環境モニタリング用可搬型発電機の運搬

時間を含む。  
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．12） 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.12 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（1／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

事故等に対処するために必要な手順

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

3
7
1
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（2／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

■発生源

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。

■検知手段

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。

■防護措置

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。

■有毒ガスの発生源

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

■有毒ガスの検知手段

有毒ガスの検知手段（手順）

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

■有毒ガス防護措置

有毒ガス防護措置（手順）

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具）を個別手順で定め

ること。 

■有毒ガスの発生源

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし）

担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。

■有毒ガスの検知手段

有毒ガスの検知手段（手順）

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし）

 第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

■有毒ガス防護措置

有毒ガス防護措置（手順）

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 

3
7
1
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（3／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ)

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 

3
7
1
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（4／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
5
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

第５表 重大事故等対処における手

順の概要（13／15）】（P892） 

1.12 監視測定等に関する手順等 

添付書類八 

第５－１表 重大事故等対処におけ

る手順の概要（13／15） 

1.12 監視測定等に関する手順等 

添付書類八 

添付１ 重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力 

11．監視測定等に関する手順等 

ｂ．重大事故等時の手順 

（ａ）放射性物質の濃度及び線量の測

定の手順等 

ⅰ．排気口における放射性物質の濃度

の測定 

(ⅰ) 主排気筒における放射性物質の

濃度の測定 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） ■発生源

既許可での作業環境に関する発生

源は，第 33 条で規定するため，記載

していない。 

■防護対象者

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護対象者を記載してい

る。 

 実施組織要員

 明示していないが，対策内容よ

り監視測定等を行う屋内外で

重大事故等対処を実施する実

施組織要員を対象としている。 

 支援組織要員

■有毒ガスの発生源

本条文で担保すべき事項に該当す

るものはない。 

■有毒ガス防護対象者

本条文で担保すべき事項に該当す

るものはない。 

■有毒ガスの発生源

・申請書本文，添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

■有毒ガス防護対象者

・申請書本文，添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

3
7
1
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（5／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

２）可搬型排気モニタリング設備によ

る主排気筒から放出される放射

性物質の濃度の代替測定 

ｃ） 操作の成立性 

上記「ⅰ） 可搬型排気モニタリン

グ設備の設置」の対応は，実施責任

者，放射線対応班長及び建屋外対応

班長の３人，放射線対応班の班員２

人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，対策の制限時

間（精製建屋における冷却機能の喪

失による硝酸プルトニウム溶液の沸

騰開始）11 時間に対し，事象発生か

ら可搬型排気モニタリング設備によ

る放射性物質の濃度の測定は１時間

20 分以内で可能である。 

上記「ⅱ） 可搬型ガスモニタの測

定値の伝送」の対応は，実施責任

者，放射線対応班長及び建屋外対応

班長の３人，放射線対応班の班員２

人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，作業開始を判

断してから１時間 30 分以内で可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

■検知手段

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができると

解釈できる。

 実施組織要員及び支援組織要員

の移動及び作業時に，作業場所の

状況に応じた対応を行うこと

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。

■防護措置

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用

■有毒ガス防護対策の成立性

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

■有毒ガスの検知手段

有毒ガスの検知手段（手順）

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

■有毒ガス防護措置

有毒ガス防護措置（手順）

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具）を個別手順で定め

ること。 

■有毒ガス防護対策の成立性

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

■有毒ガスの検知手段

有毒ガスの検知手段（手順）

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから、反映事項はない。 

■有毒ガス防護措置

有毒ガス防護措置（手順）

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「通常の安全対策に加えて、放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い、移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具）が行われる手順で

あることから、反映事項はない。 

■有毒ガス防護対策の成立性

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し）

3
7
1
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（6／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ．(ⅰ) 

３）放出管理分析設備による主排気筒

から放出される放射性物質の濃

度の測定 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

こと。 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

・補足説明資料（反映事項あり）

有毒ガス防護対策の成立性は共通

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書項目

の整理表」を補足説明資料 1.12-27 と

して追加する。 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
1
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（7／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

排気サンプリング設備の試料採取実

施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ．(ⅰ) 

４）可搬型試料分析設備による主排気

筒から放出される放射性物質の

濃度の代替測定 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員２人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計８人にて

実施し，排気サンプリング設備の試料

採取実施判断後１時間以内で可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
1
6



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（8／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ． 

(ⅱ) 北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）における放射

性物質の濃度の測定 

２）可搬型排気モニタリング設備によ

る北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）から放出される

放射性物質の濃度の代替測定 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員６人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計12 人にて

実施し，対策の制限時間（燃料貯蔵プ

ールの小規模な漏えい並びに冷却機

能及び注水機能の喪失による燃料貯

蔵プール等の沸騰開始）35 時間に対

し，事象発生から可搬型排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
1
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（9／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

測定は 23 時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ．(ⅱ) 

３）放出管理分析設備による北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）から放出される放射性物質

の濃度の測定 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

排気サンプリング設備の試料採取実

施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
1
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（10／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ．(ⅱ) 

４）可搬型試料分析設備による北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）から放出される放射性物

質の濃度の代替測定 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員２人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計８人にて

実施し，排気サンプリング設備の試料

採取実施判断後１時間以内で可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
1
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（11／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅱ．周辺監視区域における放射性物質

の濃度及び線量の測定 

(ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備に

よる空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定 

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員６人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計12 人にて

実施し，対策の制限時間（精製建屋に

おける冷却機能の喪失による硝酸プ

ルトニウム溶液の沸騰開始）11 時間

に対し，事象発生から可搬型環境モニ

タリング設備（９台）による空気中の

放射性物質の濃度及び線量の測定は

５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（12／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設

備による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の測定 

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人，放射線対応班及び

建屋対策班の班員８人並びに現場管

理者及び建屋対策班の班員10 人の合

計 20 人にて実施し，事象発生から可

搬型建屋周辺モニタリング設備によ

る空気中の放射性物質の濃度及び線

量の測定は１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（13／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅳ) 放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測

定 

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

本対策実施判断後２時間以内で可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅴ) 可搬型放射能観測設備による空

気中の放射性物質の濃度及び

線量の代替測定 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（14／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

本対策実施判断後２時間以内で可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅵ) 環境試料測定設備による空気中

の放射性物質の濃度の測定 

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長１人

及び放射線管理班の班員２人の合計

３人にて実施し，ダストモニタの試料

採取実施判断後２時間50 分以内で可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（15／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅶ) 環境試料測定設備による水中及

び土壌中の放射性物質の濃度

の測定 

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長１人

及び放射線管理班の班員２人の合計

３人にて実施し，水試料及び土壌試料

の試料採取実施判断後２時間以内で

可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（16／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅷ) 可搬型試料分析設備による空気

中の放射性物質の濃度の代替

測定 

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長及び

建屋外対応班長の２人，放射線管理班

の班員２人並びに建屋外対応班の班

員３人の合計７人にて実施し，ダスト

モニタの試料採取実施判断後２時間

50 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（17／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅸ) 可搬型試料分析設備による水中

及び土壌中の放射性物質の濃

度の測定 

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長及び

建屋外対応班長の２人，放射線管理班

の班員２人並びに建屋外対応班の班

員３人の合計７人にて実施し，水中又

は土壌中の放射性物質の濃度の測定

は，水試料及び土壌試料の試料採取実

施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ． 

（ｂ）風向，風速その他の気象条件の

測定の手順等 

ⅱ．可搬型気象観測設備による気象観

測項目の代替測定 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
6



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（18／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員２人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計８人にて

実施し，可搬型排気モニタリング設備

の設置完了後，作業を開始してから２

時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ｂ） 

ⅲ．可搬型風向風速計による風向及び

風速の測定 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

事象発生から可搬型風向風速計によ

る風向及び風速の測定は30 分以内で

可能である。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（19／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ． 

（ｃ）環境モニタリング設備の電源を

環境モニタリング用代替電源

設備から給電する手順等 

ⅰ．環境モニタリング用可搬型発電機

による環境モニタリング設備へ

の給電 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員６人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計12 人にて

実施し，作業開始を判断してから５時

間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（20／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ． 

（ｅ）バックグラウンド低減対策の手

順 

ⅰ．モニタリングポストのバックグラ

ウンド低減対策

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人

及び放射線管理班の班員２人の合計

３人にて実施し，モニタリングポスト

９台分の検出器カバーの養生作業は，

作業開始を判断してから５時間以内

で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
2
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（21／21） 

発⽣源  防護対象者  検知⼿段  防護措置

補
1.
1
2
-
2
7
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ｅ） 

ⅱ．可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンド低減対策 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人

及び放射線管理班の班員２人の合計

３人にて実施し，可搬型環境モニタリ

ング設備９台分の検出器カバーの養

生作業は，作業開始を判断してから５

時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

3
7
3
0




